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はじめに 

本年元日に能登半島を中心として発生した地震は、甚大な被害を引き起こし、復

旧復興に向けた取り組みが進められているところであり、国土強靱化基本法（以下

「基本法」という。」制定の契機となった平成 23 年東日本大震災をはじめ、近年の

災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等も踏まえて、平時から大規模

自然災害に対する備えを行うことが重要である。 

平成25年に基本法が公布・施行されてから令和5年12月で10年の節目を迎え、こ

の間、国では、平成26年6月に、同法に基づき、国土強靱化に係る他の計画の指針

となる国土強靱化基本計画（以下「基本計画」という。）を策定し、平成30年12

月及び令和5年7月に基本計画の見直しを行い、取り組みを推進してきた。 

本県では、今後想定される南海トラフ地震や山梨県の中心に位置する曽根丘陵

断層帯で発生する地震、富士山火山噴火、豪雨・豪雪等の大規模自然災害に備

え、平成27年12月に山梨県強靱化計画を策定し、令和2年3月に全面改定を行い、

中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に防災・減災、県土強靱化の取

り組みを進めているところである。 

県土強靱化は、大規模自然災害から県民の生命・財産・暮らしを守り、経済活

動を含む社会の重要な機能を維持するための政策であり、誰もが豊かさを実現す

るための強固な基盤を構築し、持続可能な発展を遂げるうえで欠かすことのでき

ないものである。 

本年度は、これまでの歩みを更に前進し加速していくため、令和5年10月に県の

最上位計画である山梨県総合計画を新たに策定するとともに、より実効性を高め

た山梨県強靱化計画を策定し、災害に強い県土づくりに資する施策を重層的に展

開していく。 
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第１章 計画の策定趣旨、位置付け 

１  計画の策定趣旨 

  平成25年12月に制定された基本法に基づき、県では、いかなる自然災害が発

生しようとも、｢致命的な被害を負わない強さ｣と｢速やかに回復するしなやか

さ｣を持った安全・安心な地域の構築に向けた「県土の強靱化」を推進するため

の「山梨県強靱化計画」を策定した。 

 

２  計画の位置付け 

  本計画は、基本法第13条に基づく国土強靱化地域計画として策定するもので

あり、国土強靱化の観点から、本県の地域防災計画をはじめとする様々な分野

の計画等の指針となるものである。 

 

３ 基本計画との関係 

基本法第14条において、国土強靱化地域計画は、基本計画との調和が保たれ

たものでなければならないとされていることから、山梨県強靱化計画策定に当た

ってはこの点に留意した。 
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第２章 基本的な考え方 

 

１ 県土強靱化の理念 

災害に対する強靱性を向上するためには、「発災そのものを抑制する」「たと

え発災してもその被害を小さくする」「速やかに復旧する」ことを効果的に展開

していくことが重要である。 

  近年、気候変動等により激甚化・頻発化する自然災害や大規模地震の発生に

加え、エネルギー・食料等の安定供給に関するリスクの高まりや、感染症に対

する生活様式の進展、デジタル革命、ＳＤＧｓ推進など、強靱化を取り巻く情

勢はめまぐるしく変化しており、様々な危機を想定し、最悪の事態を念頭に置

いた備えを平時から行い、地域力を高める必要がある。 

県土強靱化への投資は、災害への対応だけに留まらず、同時に新しい生活スタ

イルや地域の魅力創出にも貢献し、県民が生活を取り巻く様々な不安や恐怖から

解放され、将来に渡り住み続けたいと思える未来への投資である。 

あらゆる強靱化施策を重層的に実行することで県民の自由な選択を妨げる要因

を取り除き、誰もが安心して暮らすことができる「ふるさと強靱化」を推進し、

豊かさを実現するための強固な土台を構築していく。 

 

２ 基本目標 

  本県における強靱化を推進する上での基本目標を次のとおり設定する。 

  いかなる自然災害が発生しようとも、 

  ① 人命の保護が最大限図られること 

  ② 社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

  ③ 県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

  ④ 迅速な復旧復興 
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３ 山梨県強靱化計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変化 

今後、中長期の将来にわたる強靱化の取り組みは、次表に示す「山梨県強靱化

計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項や情勢の変化」を踏まえた上で、課

題を整理し、政策の展開方向に沿って具体的な施策を推進することとする。 

なお、県民生活・県民経済に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害のほかに 

も新型コロナウイルス感染症のようなパンデミック、テロ・国際紛争等も含めた

あらゆる事象が想定され得るが、南海トラフ地震、首都直下地震が遠くない将来

に発生する可能性が高まっていることや、気候変動の影響等により水災害、土砂

災害が多発していること、富士山火山噴火への対応など、一たび大規模自然災害

が発生すれば、県土の広範囲に甚大な被害をもたらすものとなることから、本計

画では、国の基本計画と同様に大規模自然災害を対象とする。 

 

山梨県強靱化計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変化 

（１）国土強靱化の理念に関する主要事項 

１）「自律・分散・協調」型社会の促進 

２）事前復興の発想の導入促進 

３）地震後の洪水等の複合災害への対応 

４）南海トラフ地震等の巨大・広域災害への対応 

（２）分野横断的に対応すべき事項 

１）環境との調和 

２）インフラの強靱化・老朽化対策 

３）横断的なリスクコミュニケーション（災害弱者等への対応） 

（３）社会情勢の変化に関する事項 

１）気候変動の影響 

２）グリーン・トランスフォーメーション（GX）の実現 

３）国際紛争下におけるエネルギー・食料等の安定供給 

４）SDGs との協調 

５）デジタル技術の活用 

６）パンデミック下における大規模自然災害 

（４）近年の災害で得られた新たな知見 
１）災害関連死に関する対策 

２）コロナ禍における自然災害対応 
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（１）県土強靱化の理念に関する主要事項 

１）「自律・分散・協調」型社会の促進 

今後 30年以内に高い確率で発生するとされている南海トラフ地震や首都直下

地震を踏まえれば、その影響を強く受ける地域に主要な機能が過度に集中する状

況は避ける必要がある。 

人口が密集する地域が大規模災害に見舞われた際、被災者の受入れや都市機能

の代替を可能とするバックアップ機能を整備することにより、自然災害に対する

「しなやかさ」を高めることが重要である。 

また、コロナ禍を背景に、リモートワークの普及により暮らし方や働き方が多 

様化し、二拠点居住や田園回帰への意識が高まっている現況も鑑み、東京に近く

豊かな自然に恵まれた本県の強みを生かし、「新たなワーク＆ライフスタイル」

を実現する「自然首都圏」の創出などに取り組み、平時と有事の両面から「自

律・分散・協調」型社会を形成する必要がある。 

 

２）事前復興の発想の導入促進 

「より良い復興」という概念は定着してきているが、大規模災害が発生した後

の混乱の中で、被災前よりも災害に強い地域に復興していく姿を描くことは容易

ではない。 

平時から、あらかじめ 30年、50年の大計を描き、どのような地域を目指すの

か、長期的・広域的に考えておくことが重要である。 

 

３）地震後の洪水等の複合災害への対応 

大規模地震後の復旧には相応の時間が必要なことを踏まえれば、その間に風水

害等が発生することは十分想定されるため、複合災害を想定し、震災と水害等の

双方に有効な事前防災を推進することが重要である。 

また、災害発生に備え、近隣市町村や都県、さらには想定する災害の影響が及

ばない遠隔地の地方公共団体と相互に災害支援協定を締結するなど、多段階の地

域連携を構築することが必要である。 
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４）南海トラフ地震等の巨大・広域災害への対応 

未曾有の巨大・広域災害への対応に当たっては、最大クラスの地震が発生する

場合のみならず、時間差を置いて大規模な地震が発生する場合の時間的・空間的

影響を考慮した対応の検討を通じて、事前の備えを強化するほか、あらかじめ過

去の災害経験から得られた知見の情報発信・共有化を図り、初動対応に必要な専

門スキルを有する人材や物資を広範囲から確保できる体制を構築するなど、ハー

ド・ソフトの両面から取り組む必要がある。 

また、経済活動の停滞を回避するため、サプライチェーンの維持・確保が重要

であり、長期に及ぶ移転先の確保等について、比較的被害が軽微な地域が、甚大

な被害を受けた地域の後方支援を行う体制づくりを進める必要がある。 

なお、一たび災害が発生すれば、被害状況の迅速かつ正確な把握が必要となる

ため、情報収集手段の冗長性を確保することも重要である。 

 

（２）分野横断的に対応すべき事項 

１）環境との調和 

気候変動対策に関しては、「パリ協定」（平成 27年国連気候変動枠組条約締

約国会議（COP21）採択、平成 28年発効）で定められた世界の平均気温の上昇を

産業革命以前に比べて 1.5℃に抑える努力をするという目標の実現に不可欠な

「カーボンニュートラル」の実行が国際的な潮流となっている。 

また、生物多様性の保全に関しては、「昆明・モントリオール生物多様性枠

組」（令和４年生物多様性条約締約国会議（COP15）採択）に即して、自然を回

復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させるという「ネイチャー

ポジティブ」の考え方に基づき、2030 年までに陸と海の 30％以上を健全な生態

系として効果的に保全する「30by30目標」の実現等が求められる状況となって

いる。 

例えば、遊水地のように防災機能に加え、生物多様性保全機能も期待できる防 

災施設は、整備後の土地の利用形態などを含めた検討により、住民が子育てを

し、老後も住み続けたいと思えるふるさとの風景を残すために活用されるべきで

ある。 
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これらの考え方を踏まえれば、「ネイチャーポジティブ」の考え方は、今後国

際社会の中でも主流となるものであり、本県が有する豊かな自然の恵みを生かす

グリーンインフラの活用を積極的に推進し、NbS（Nature-based Solutions：自

然を活用した解決策）の考え方に基づく取り組みを拡大していくことが必要であ

る。 

なお、太陽光等の再生可能エネルギー関連施設の設置に関しては地域との共生

の観点が重要となっていることから、地域環境の悪化を招かないよう、関係法令

等に基づき、適切に対応する必要がある。 

 

２）インフラの強靱化・老朽化対策 

自然災害の激甚化・頻発化やインフラ施設の老朽化が加速度的に進行している

状況を踏まえ、インフラが求められる機能を発揮するためには、正しく設計・施

工・維持管理を行う必要がある。 

このため、防災関連施設はもとより、交通インフラ、エネルギー関連インフラ

等、官民を問わず公共性の高いインフラについて、災害外力の見直しに基づき適

切な補強等を行うとともに、定期的な点検・診断の結果に基づく老朽化対策を講

じていく必要がある。 

その際、土木系を含む技術系職員数が課題となるなど、メンテナンスに携わる

担い手が不足している状況も踏まえ、新技術の活用促進や点検・補修データの利

活用により効率化を図るなど、これに対応していく必要がある。 

 

３）横断的なリスクコミュニケーション（災害弱者等への対応） 

様々な主体がリスク情報の受信者とも発信者ともなる現代において、リスクコ

ュニケーションは、災害リスクを正確に認識し、生命を守るための的確な行動を

促す上で重要な要素であり、災害弱者や情報弱者も含め、確実に実施される体制

づくりが必要である。 

 

（３）社会情勢の変化に関する事項 

１）気候変動の影響 



8 

 

近年、これまで経験してこなかった気象現象が各地域で発生しており、国土交

通省が行った検討によると、気温が産業革命以前と比べて２℃上昇した場合、降

雨量が約 1.1倍、洪水発生頻度が約２倍になると試算されている。 

また、IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関す

る政府間パネル）報告書によると、平均海面水位は 0.29～0.59m上昇し、台風が

強大化することが予測されている。 

近年、世界各地でこれまで経験のない気象災害が頻発するなど、気候変動の影

響が顕在化しており「気候危機」の時代とも言われている。 

今後、地球温暖化の進行に伴って、その強度と頻度が増加することが懸念され

ており、気候変動リスクを踏まえた防災・減災対策が必要となっている。 

災害外力の増大に伴い、防ぐことのできない災害も増加することを想定し、ハ

ード・ソフトを組み合わせ、しなやかに対応することが重要である。 

 

２）グリーン・トランスフォーメーション（GX）の実現 

地球温暖化対策は経済成長の制約ではなく、積極的に地球温暖化対策を行うこ

とで産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につなげるという考えの

下、国は令和２年 10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、令和５年

２月には「GX実現に向けた基本方針」を閣議決定し、徹底した省エネルギーの

推進や再生可能エネルギーの主力電源化等を進めることとしている。 

これらの取り組みの一環として、地域の防災拠点における非常用電源への再生

可能エネルギーの活用や、分散型電源等を整備するなど、地域のレジリエンスの

向上を図ることが必要である。 

 

３）国際紛争下におけるエネルギー・食料等の安定供給 

エネルギー・食料等の安定供給を取り巻く世界情勢は激動の時代を迎えてお

り、ウクライナ情勢など国際紛争下において一層厳しさを増している。 

本県では、再生可能エネルギーの余剰電力から CO2を排出せずに水素を製造す

る「やまなしモデル P2Gシステム」の開発・実証を世界に先駆けて進めており、
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再生可能エネルギーの主力電源化の扉を開く「カギ」として国内外から期待され

ている。 

また、全国有数の日照時間、豊富な森林資源や水資源など、本県の特性を生か

した太陽光・水力等の再生可能エネルギーを含めた多様なエネルギー源を確保

し、有事でもエネルギー供給が途絶えにくいシステムを構築する必要がある。 

併せて、家庭単位での取り組みも含めた様々な省エネルギーの取り組みを進め

る必要がある。 

食料については、気候変動による生産作物への影響や、大規模自然災害下にお

ける家畜伝染病の流行等の影響も考慮した取り組みが必要である。 

このほか、半導体など県内製造業のサプライチェーンに関し、県外からの供給

に影響が生じ得ることに鑑み、供給ルートの複線化などを強化する必要がある。 

 

４）SDGs との協調 

本県では、総合計画をはじめ様々な計画に SDGｓの要素を反映しており、2022

（令和 4）年には、SDGs推進本部を設置し、全庁的な SDGs推進体制を構築する

とともに、様々な事業体を構成員とした SDGs推進プラットフォームを設立し

て、県内企業等の SDGsの達成に向けた取り組みの支援などを行っている。 

2023（令和 5）年には、内閣府から、優れた SDGsの取り組みを提案する自治

体として「SDGs未来都市」に選定されている。 

気象災害の激甚化・頻発化、南海トラフ地震等の大規模地震発生の切迫、富士

山火山噴火も懸念される中で、県民の生命・財産を守り、災害の被害に遭う方を

一人でも減らすため、防災・減災、県土強靱化に取り組むとともに、質の高いイ

ンフラ投資を官民一体となって引き続き積極的に支援することは、SDGsにおい

ても非常に重要である。 

今後も、全県的に社会課題解決に向けた取り組みを進めることが必要である。 

 

５）デジタル技術の活用 

世界に類をみない急速なペースで人口減少・少子高齢化が進行し、地方の過疎

化や地域産業の衰退等が大きな課題となる中、ICTの進化やネットワーク化によ
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り、地域や社会の在り方、産業構造が急速に変化する大変革期、新しい時代

（Society5.0）が到来し、デジタル技術はその実証の段階から実装の段階へと着

実に移行しつつある。 

本県では、スタートアップ企業等が本県で行う実証実験を支援する「実証実験

サポート事業」により、単に資金面での支援のみならず、実証フィールドの斡旋

や様々なステークホルダーとの調整にも丁寧に対応し、小菅村で行われたドロー

ンを活用した過疎地域での新たな物流システムの構築のように、国が優良事例と

して紹介するような取り組みも生まれており、避難計画の策定や災害対応の迅速

化・適切化、防災情報の高度化等にデジタル技術を活用し、防災・減災、県土強

靱化をより効率的に進める必要がある。 

その際、インフラ・防災・減災分野において、人工知能（AI）、IoT、クラウ

ドコンピューティング、ソーシャル・ネットワークサービス（SNS）等、その時

点の最先端のデジタル技術の活用を進めることが重要である。 

また、単なるデジタル技術の活用にとどまらず、業務そのものや組織、プロセ

スの変革を含む概念であるデジタル・トランスフォーメーション（DX）の取り組

みにより、災害予測、事前復興、災害発生時等、様々な段階においてデジタルの

力で対応力を強化することが重要である。 

 

６）パンデミック下における大規模自然災害 

長期に及ぶパンデミック下で医療従事者が対応に追われる中、自然災害が発生

することも十分あり得ることから、コロナ禍において経験したことを踏まえた備

えが重要である。 

なお、リモートワークの普及による暮らし方・働き方の多様化は、東京一極集

中のリスクを山梨などの地方に分散する上で有効であり、「自律・分散・協調」

型社会を促進する観点からも考慮する必要がある。 

 

（５）近年の災害で得られた新たな知見 

１）災害関連死に関する対策 
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能登半島地震や熊本地震など近年の災害では、避難生活における疲労や持病の

悪化等による災害関連死も多く発生している。 

このため、避難生活が長期化する場合、生活環境の改善を図るほか、避難者に

対する心身のケアについて具体的な事案に学ぶ形で改善を図るなど、災害関連死

を防ぐ取り組みを進めることが必要である。 

 

２）コロナ禍における自然災害対応 

令和２年には、コロナ禍において全国で大水害が相次いで発生し、避難所にお

ける感染症対策が課題となった。 

今後も、一たび感染症がまん延すれば、一定期間継続することを前提に、感染

症と自然災害の同時発生は想定しておく必要がある。 

その際、車中泊の活用も含め、感染の可能性がある避難者を他の避難者と隔離

する手法や、感染源となり得るトイレの使用区分けなど、具体的な避難所運営を

見据えた事前の備えが必要である。 

 

４ 中長期的に取り組むべき課題 

前節の「山梨県強靱化計画の見直しに当たって考慮すべき主要事項と情勢の変

化」を踏まえ、中長期的に取り組むべき課題は以下のとおりである。 

 

中長期的に取り組むべき課題 

（１）大規模自然災害への備えをより盤石に 

（２）大規模自然災害発生後も経済活動が持続できる県土づくり 

（３）限られた人員でも効率的な災害対応、より豊かな社会活動・地域づくりの実現 

（４）官民連携の促進と民間主導の取り組みの活性化 

 

（１）大規模自然災害への備えをより盤石に 

大規模地震の切迫性の高まりや、気候変動に伴う洪水発生頻度の増加が予測さ

れる中、事前防災対策を強化することが重要であり、上流・下流や本川・支川の

流域全体を見据えた「流域治水」の取り組みとして、堤防の整備や排水機場の強
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化、河道掘削・浚渫を実施するなど、防災インフラの整備を更に推進する必要が

ある。 

また、賢く使う観点から、ダムの事前放流など洪水調節機能を有する施設の操

作等、既存の防災インフラの高度化・効率化を進めるとともに、老朽化したイン

フラ施設の予防保全に取り組むなど、適切な維持管理を推進する必要がある。 

さらに、自然環境が有する防災・減災等の多様な機能を活用し、県土全体の自

然災害に対する強靱化を図ることが必要である。 

一たび自然災害が発生すると、災害対応拠点となる避難者受入施設・災害拠点

病院等の環境を構築し、順次改善・充実する必要がある。 

その拠点が相応の期間使用される場合には、災害関連死を生じさせない取り組

みも重要である。 

 

（２）大規模自然災害発生後も経済活動が持続できる県土づくり 

大規模地震による直接死を最大限防ぐ観点から、構造物の耐震化・耐災害性強

化を促進することが重要である。 

また、被害が長期化しても一定の日常生活や社会経済活動が継続されるよう、

あらかじめ事前復興を考えておくことが重要である。 

このため、被災地域が孤立する可能性も考慮し、救援救護が到着するまでの

間、生命を守るために必要な通信・エネルギーを確保できるよう、地産地消の再

生可能エネルギーを活用した自立・分散型の仕組みの導入を図るほか、ミッシン

グリンクの解消やリダンダンシーの確保、交通結節点の機能強化等、総合交通ネ

ットワークの機能強化や、浸水被害等の自然災害から命を守るための避難路の整

備を進め、交通・物流手段を確保する必要がある。 

さらに、経済がひとつの大規模災害で壊滅的な損害を受けず、粘り強く早期復

興を果たすためには、企業の生産活動を支えるサプライチェーンの強靱化を図る

ことが重要であり、民間企業の生産拠点・体制の強靱化が図られるよう、支援を

充実する必要がある。 

このほか、GX の実現のための新たな取り組みを活用して、大規模自然災害発

生後における迅速な経済活動の復旧を図ることが必要である。 
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（３）限られた人員でも効率的な災害対応、より豊かな社会活動・地域づくりの

実現 

より豊かな社会活動・地域づくりを行う上で、デジタル等新技術の活用が図ら

れることが望ましい。 

強靱化の分野においても、様々な気象観測データやスーパーコンピュータ等を

活用した気象予測、ヘリやドローンによる情報集約の一層の迅速化・効率化、電

子媒体を用いたプッシュ型の情報受発信システムの活用等が期待されている。 

また、少子高齢化が進む中、限られた人員でも効率的に災害対応等の活動を可

能にする観点から、デジタル技術を最大限活用する必要がある。 

一方、デジタル技術の活用に際しては、情報弱者に陥りやすい高齢者、障害者

等に対して配慮・工夫が必要である。 

これらの点も踏まえ、デジタル技術の活用を通じて、日常生活と災害時等有事

の際の双方において、住民が安心して住み続けたいと思える地域づくりを進める

ことが重要である。 

 

（４）官民連携の促進と民間主導の取り組みの活性化 

県土強靱化を実効性あるものにするためにも、民間事業者等の主体的取組が極

めて重要であり、官と民が適切な連携及び役割分の下、民の自助や共助の活性化

や、民の力の公助への活用を更に進めていく必要がある。 

例えば、災害時における事業継続性の確保や、ライフライン・交通ネットワー

クの維持・早期復旧に当たっては、公共施設の強靱化のみならず、民間施設の強

靱化を促進することが重要である。 

大規模な再開発や物流拠点の整備等における民間の防災投資を促すため、イン

センティブの付与等、幅広い取り組みを促進する必要がある。 

また、発災後の迅速な復旧復興に当たっては、被災者の支援体制を充実させる

必要があり、災害保険等の活用など相互扶助の分野も含めて総合的に取り組むべ

きである。 
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民間企業の防災関連技術の活用や、民間主導による防災・減災に関する地域貢

献活動など、民間主導の取り組みの活性化を図ることが重要である。 

このような総合的な県土強靱化の取り組みは、各分野において多様なニーズを

生み出し、新たなイノベーションや更なる民間投資の拡大をもたらす可能性を秘

めており、持続的な経済成長に資する取り組みを強化する必要がある。 

 

５ 県土強靱化政策の展開方向 

近年、異常気象は激甚化・頻発化し、豪雨発生頻度が増大している一方で、こ

れまでの県土強靭化の着実な取り組みにより、大規模な被害を抑制する効果が発

揮されている。 

こうした点や前節で述べた「中長期的に取り組むべき課題」を踏まえ、中長期

的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に防災・減災、県土強靱化の取り組み

を一層強化していく必要がある。 

「県民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理」、「経済発展の基盤と

なる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化」、「災害時における事

業継続性確保をはじめとした官民連携強化」、「デジタル等新技術の活用による

県土強靱化施策の高度化」、「地域における防災力の一層の強化による『地域力

の発揮』」を施策の柱とし、県土強靱化に、デジタルと地域力を最大限生かして

いく。 

具体的には、以下の「山梨県強靱化政策の展開方向」に沿って取り組みを進め

る。 
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山梨県強靱化政策の展開方向 

（１）県民の生命と財

産を守る防災インフラ

の整備・管理 

１）被害を最小に抑え、地域経済を支える防災インフラの整備 

２）予防保全型メンテナンスへの本格転換など防災インフラ施設の老朽化対策 

３）既存の防災インフラにおける操作の高度化・効率化 

４）避難所としても活用される学校施設等の環境改善、防災機能の強化 

５）自然環境が有する多様な機能（グリーンインフラ）の活用 

６）建設・医療をはじめ国土強靱化に携わるあらゆる人材の育成 

７）県民の命を守る災害拠点病院の機能強化 

（２）経済発展の基盤

となる交通・通信・エ

ネルギーなどライフラ

インの強靱化 

１）壊滅的な損害を受けない耐災害性の高い構造物補強 

２）人員の避難・物資輸送の強化・複数経路の確保、防災拠点の整備 

３）予防保全型メンテナンスへの本格転換など交通・通信・エネルギーインフラ施設の老朽

化対策 

４）災害発生時にも可能な限り安定的な通信サービスの確保 

５）災害や海外情勢の変化にも強靱なエネルギー・食料の安全保障と水の安定供給 

（３）デジタル等新技

術の活用による県土強

靱化施策の高度化 

１）事前防災、地域防災に必要な情報の創出・確度向上・デジタルでの共有 

２）被災者の救援救護や災害時の住民との情報共有にデジタル（ロボット、ドローン、AI 

等）を最大限活用 

３）災害時における個人確認の迅速化・高度化 

４）デジタルを活用した地域の安全・安心の確保 

５）災害時にもデータを失うことがないよう分散管理 

６）デジタルを活用した交通ネットワークの確保 

７）その他様々な地域の課題をデジタルで解決 

（４）災害時における

事業継続性確保をはじ

めとした官民連携強化 

１）サプライチェーンの複線化や工場等の分散など災害等に強い産業構造 

２）民間施設においても適切な情報伝達と早期避難が可能な支援 

３）防災投資や民間資金活用、公共性の高い民間インフラの維持管理など官民連携の強化 

４）医療の事業継続性確保の支援 

（５）地域における防

災力の一層の強化 

１）避難生活における災害関連死の最大限防止 

２）地域一体となった人とコミュニティのレジリエンスの向上 

３）地元企業や NPO 等の多様な市民セクターの参画による地域防災力の向上 

４）DEI（多様性、公平性、包摂性）の観点を踏まえたＳＤＧｓとの協調 

５）男女共同参画・女性の視点に立った防災・災害対応・復旧復興の推進 

６）高齢者、障害者、こども等の要配慮者へのデジタル対応を含めた支援 

７）若者から高齢者まで幅広い年齢層における防災教育・広報と要配慮者を含めた双方向の

コミュニケーション 

８）外国人も含めた格差のない情報発信・伝達 

９）地域の貴重な文化財を守る防災対策と地域独自の文化や生活様式の伝承 

１０）地域特性を踏まえた教育機関や地域産業との連携 

１１）近傍／遠距離の地方公共団体の交流等を通じた被災地相互支援の充実 
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６ 基本的な進め方 

（１）PDCAサイクルの活用 

県土強靱化は、 

①  強靱化が目指すべき目標を明確にした上で、主たるリスクを特定・分析 

② リスクシナリオと影響を分析・評価した上で、目標に照らして脆弱性を特

定 

③ 脆弱性を分析・評価し、脆弱性を克服するための課題とリスクに対する対

応方策を検討 

④ 課題解決のために必要な政策の見直しを行うとともに、対応方策につい

て、重点化、優先順位を付けて計画的に実施 

⑤ その結果を適正に評価し、全体の取り組みを見直し・改善 

という PDCA サイクルを繰り返すとともに、常に直前のプロセスに戻って見直

すことにより、強靱化の取り組みを推進する。 

この際、「脆弱性の分析・評価」及び「リスクに対する対応方策の策定」に当

たっては、仮に起きれば致命的な影響が生じると考えられる「起きてはならない

最悪の事態」（以下「最悪の事態」という。）を想定し、その事態を回避するた

めに現状で何が不足し、これから何をすべきか、という視点から、部局横断的に

目標を達成するための施策群を検討することで、各分野間の有機的な連携を促す

とともに、各分野の行政の取り組みを各種リスクの存在を明示的に織り込んだも

のへと逐次的に改善していくこととする。 

また、先端技術を活用しつつ、県土強靱化における効果の分析の一助として、

各施策及び施策グループにおいて、アウトカム指標の導入に努め、それを活用す

るなど、県民の理解を得られるような取り組みを行う。 

このような、PDCA サイクルの実践を通じて、課題解決のために必要な政策や

施策グループの重点化・優先順位付けに関する不断の見直しを行う。 

このため、脆弱性評価手法の改善、施策の効果の評価方法の改善（進捗管理及

び効果検証のための定量的な指標の導入、見直し等）、施策グループごとの目標

の設定と進捗管理の実施、重要な課題に対応するための仕組みの導入等、強靱化
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の取り組みを順次ステップアップするとともに、その取り組みの内容・過程等を

可能な限り可視化する。 

 

７ 特に配慮すべき事項 

（１）土地利用、産業構造の脆弱性についての対応 

 防災・減災、県土強靱化を考える際に前提条件と捉えている土地利用や産業

構造の現状について、経済の長期的な安定成長を考える際のリスクヘッジを踏ま

えた在り方や、「自律・分散・協調」型県土形成を促す効果的な方策を検討し、

取り組んでいく必要がある。 

例えば、洪水等の災害リスクが高いエリアに多くの人口が集中していないか、

地域の活力が低下し、万一の際に復興に必要な人材を被災地内で確保できない状

況となっていないか等の課題について対応していく必要がある。 

 

（２）自然災害の発生頻度や被害の甚大さについての調査研究 

大規模自然災害の発生から最悪の事態に至る論理構造の分析を踏まえ、事象の

発生確率や被害の大きさ、人的経済的損失、施策推進による脆弱性低減（減災効

果）等を定量的にシミュレーションして脆弱度を評価していく手法や、多くの論

理構造に共通する部分があること等を踏まえて重点化していく手法等について発

展途上であり、官学が連携し調査研究を行い、その結果を普及啓発していく必要

がある。 

また、県土強靱化の現在の水準を客観的に把握する重要業績評価指標（KPI）

については、県民目線でよりわかりやすい指標への見直し等、不断の取り組みを

推進する必要がある。 

 

（３）ハード整備とソフト対策の適切な組み合わせとデジタル活用による施策の

効率化 

地震や台風等の到来が初期の災害につながることを抑制するハード整備と、ハ

ードの想定を超えたときの、避難から復興に至るまでのソフト対策を適切に組み
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合わせ、初期の災害が最悪の事態に展開してしまうことを、何としても阻止する

必要がある。 

加えて、人口減少下において、各種の県土強靱化に関する施策を従来よりも効

率的に進めていくため、デジタル等新技術の活用による災害関連情報の予測、収

集・集積・伝達の高度化や、防災インフラやライフラインの施工・管理の合理化

を図るなど、DXを推進することが必要である。 

 

（４）リダンダンシーの確保と BCPの策定・実効性担保 

交通網、エネルギー供給網、通信網の多重化、行政、金融、物流、情報サービ

スの拠点の代替性確保、それら社会基盤の上に成り立つ産業等における BCPの策

定とその不断の見直し、訓練実施等による実効性担保と、事業継続性を勘案した

耐震性の確保等の各施設の耐災害性強化は、災害発生時にも業務を継続し、県全

体の経済の停滞を防止する上で必要不可欠である。 

また、被災した施設を復旧していくため、策定した BCP を踏まえて、人員や

資機材の平時からの総量確保や非常時の全国的な応援態勢の準備を進めておく必

要がある。 

さらに、新興感染症や国際情勢を踏まえ進展しているサプライチェーンの強靱

化に関する各種取り組みは、自然災害を対象とする県土強靱化に関する施策とし

ても有効であるため、連携を図ることが必要である。 

 

（５）より良い復興(Build Back Better)や様々な場面での活用を意識した備え 

災害時の迅速な復旧復興は重要であるが、単に元に戻すことのみを目指すので

はなく、復旧復興の機会に、地域の土地利用や産業構造、社会資本の将来の在り

方を見据え、また地域独自の文化や生活様式等の伝承の視点も加えて、より強靱

なまちづくり･地域づくりを実践できるよう、地域の将来を担う世代も参画した

ビジョン形成等の準備を平時から進めておく必要がある。 

また、自然災害を対象とした県土強靱化により整備する防災インフラが、平時

や自然災害以外の有事の際にも有効活用されるなど、様々な政策について双方向
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で効果的な機能を発揮するようなハイブリッドな施設整備・活用を推進していく

ことも必要である。 

 

（６）国及び地方公共団体相互における体制の構築 

県土強靱化を効果的に進めるため、国及び地方公共団体相互における十分な情

報共有・連携を確保するとともに、市町村における地域計画改定の促進や地域計

画に基づく取り組みに対する支援を行う。 

また、災害の状況に応じて、市町村が住民に対して適時的確な対応を取ること

ができるよう、市町村に対する適切な支援も行う。 

 

（７）近年の災害からの教訓 

近年の災害等を踏まえて今回実施した脆弱性評価については、第３章に掲載 

するが、本県は周囲を急峻な山々に囲まれ、他県とつながる交通網が限られてい

ることもあり、令和元年東日本台風で、中央自動車道、国道二十号、ＪＲ中央線

が同時に被災したときのように幹線道路が交通途絶した場合、県民生活に深刻な

影響を及ぼすことが懸念される。 

また、令和二年七月豪雨で大規模水害に見舞われた熊本県の人吉盆地と同様な

盆地地形をなし、日本三大急流の一つである富士川に代表されるように急勾配な

河川が数多く存在することから、水害や土砂災害のリスクも非常に高い状況であ

る。 

これらの教訓を踏まえて、第４章で定める県土強靱化の推進方針を個別施策に 

具体化するとともに、別紙１で定める各施策グループの推進方針の具体化に取り

組む。 

  



20 

 

第３章 脆弱性評価 

  

１ 脆弱性評価の方法 

  本県の強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするために、本県が直

面するおそれがある大規模自然災害に対し、脆弱性の評価を行う。 

  脆弱性評価は、国が令和 5年 2月 10日に国土強靱化推進本部（以下「推進本

部」という。）で決定した「脆弱性評価の指針」に基づき実施した。 

 

【評価の枠組み及び手順】 

①  想定するリスクの特定 

②  施策分野の設定 

③  「起きてはならない最悪の事態」の設定 

④  評価の実施手順 

「起きてはならない最悪の事態」を回避するために行っている現行の取り組

みを分析・評価 

 

２ 想定するリスク 

（１）本県の特性 

Ａ 地 形 

   県のほぼ中央部には、甲府盆地が位置し、海抜は平均 285ｍである。 

   甲府盆地を除くと平地はきわめて少なく、県土の約８割が山地であり、盆

地の周囲は関東山地、南アルプス、御坂山地、富士山、八ケ岳、奥秩父連峰

に囲まれている。 

   周囲の山岳に源を発する諸河川は急勾配で、主要河川に到達するまでの距

離は短く、出水期には山地に豪雨が集中するため、下流地域に大きな被害を

もたらしている。 

   １級河川  ３水系 601 河川 

     富士川水系(笛吹川、釜無川等 駿河湾に注ぐ) 

     多摩川水系(丹波川、小菅川等 東京湾に注ぐ) 

     相模川水系(桂川、道志川等  相模湾に注ぐ) 

   ２級河川  ９河川  総延長   2,095.6 km 
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Ｂ 地 質 

本県の地質は 

・中生代白亜紀から新生代古第三紀四万十帯 

・新生代新第三紀西八代層群、甲府花こう岩体等 

・第四紀半固結〜未固結堆積物、火山噴出物等 で構成されている。 

四万十帯は、甲府盆地周辺の山岳に露出し、泥岩や石灰岩等からなり、付加

体を形成している。 

最近 100 万年以降隆起と削剥が活発になっており、山地崩壊が起こりやす

い。 

西八代層群等は海底火山噴出物と海底堆積物からなり、変質しており、断層

も多くあり地すべりが発生しやすい。 

また、甲府花こう岩体は風化が深部に及びやすく深層崩壊、崖崩れが起こり

やすい。 

第四紀層は、甲府盆地周辺丘陵を構成する半固結層や甲府盆地を埋める未固

結のレキ層や砂層等からなる。 

甲府盆地の未固結層は、液状化を起こしやすい。 

また、富士川・桂川沿岸にも段丘を作る未固結なレキ層等が露出する。 

火山としては、黒富士・茅ヶ岳、南八ヶ岳、富士山があり、富士山は活火山

として分類されており、噴火の可能性が指摘されている。 

 

Ｃ 気 象 

   本県の気候は、気温の日変化が大きく、甲府盆地等では夏の暑さと冬の冷

え込みがともに厳しい、降水量は盆地で少なく山地等で多い、風が弱い、空

気が乾燥するなど、内陸気候の特性を示す。 

   気温は盆地や富士川流域南部で高く、富士五湖地方や八ケ岳山麓等の高冷

地といわれる地域で低い。 
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降水量は盆地から八ケ岳山麓にかけて少なく、年間 1,000mm から

1,200mm であるが、富士五湖地方や富士川流域南部等は多雨地域で、盆地の

２倍以上にあたる 2,500mm に達するところがある。 

風は県内全般に弱いが、寒候期に冬型の気圧配置となると、盆地や八ケ岳山

麓では強い北西の季節風が吹く。 

盆地を中心に日照時間が多く、全国的にみても多照地域となっており、ま

た、冬から春にかけて空気が乾燥する。 

   気象災害は、台風によるものが最も多く、次いでひょう害、凍霜害、低気

圧と前線によるものの順になっている。 

 

Ｄ 人口 

   本県の総人口は、第二次世界大戦中に急増した後、1955（昭和 30）年から

1973（昭和 48）年のいわゆる高度経済成長期は減少傾向であった。 

これは、雇用機会を求め、県外への人口流出が主な要因と考えられる。 

   その後、1970（昭和 45）年頃から 2000（平成 12）年頃まで人口増加が続

き、ピーク時（2000（平成 12）年 9 月）には、89 万人台まで達した。 

   これは、本県において、1970 年～1980 年代に大規模工業団地が整備され、

1982（昭和 57）年に中央自動車道が全線開通したことにより製造業を中心に

雇用環境が向上したことが主な要因と思われる。 

2000 年代からは、少子化の進行や経済のグローバル化など社会情勢の変化

による転出超過を背景に人口は減少に転じ、2023（令和 5）年 2 月現在の常住

人口は 79 万 9 千人と、約 43 年ぶりに 80 万人を下回っている。 

2018（平成 30）年の各年齢層の転出超過率と合計特殊出生率 1.53 が今後も

継続した場合を想定すると、本県における 2040（令和 22）年の総人口は、約

642,000 人、2060（令和 42）年の総人口は約 469,000 人になっていくと推計

されている。 

本県では、2023（令和 5）年 6 月に全国初となる「人口減少危機突破宣

言」を行うとともに、7 月には、市町村・企業や団体とともに「やまなし人口

減少危機突破共同宣言」を行い、人口減少のトレンドを回復局面に転じさせる
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ため、オールやまなしの叡智を発揮し、抜本的・集中的な取り組みを展開して

いる。 

 

 Ｅ 産業 

   本県の産業構造は、昭和 40 年代前半頃までは農林業が中心であった。特に

農業は、昭和 30 年代までは東京等の大市場に接しながらも交通の便が悪く、

また平地の少なさなどから養蚕が中心であった。 

しかし、1958(昭和 33)年、国道 20 号に笹子トンネル（新笹子隧道）が開通

したことを契機に、桑畑からブドウなどの果樹への転換が急速に進み、果樹王

国やまなしが築かれることにつながった。 

本県の工業は、全国的にも有名なジュエリー、ワイン、織物、印章、和紙を

はじめとして、本県の風土に根ざしたさまざまな地場産業があるが、1982（昭

和 57）年に中央自動車道が全線開通すると、大手を含めた企業立地が進み、

それ以降、機械電子産業を中心としたものづくり産業が急速に発展した。 

   また、本県においても年々サービス産業化が進展しており、商業や観光関

連産業等の対個人サービス業等の拡大によって、平成に入ると就業者の半数

以上が第３次産業で占められるようになった。 

 

Ｆ 交通  

   本県は、東西に横断する中央自動車道及び JR 中央線によって、東京神奈川

方面並びに長野県南部を経由して中京圏にアクセスできる。 

特に中央自動車道の利用により、首都高速の入口である高井戸インターチ

ェンジ（以下「IC」という。）まで、甲府南 IC からおよそ 80 分、県境の上

野原 IC からは 40 分弱の時間距離にある。 

   また、中部横断自動車道の全線開通により、東名高速、新東名高速、中央

道、上信越道、及び北陸の各高速道路が連結され、太平洋と日本海が 4 時間

で結ばれ、さらに関越道を介して北関東道と一体的な機能を果たすことによ

り、北関東 3 県及び甲信静 3 県を結ぶ「関東大環状ネットワーク」の一翼を

担う重要な交通基盤となる。 



24 

 

東西軸の中央自動車道に、南北軸の中部横断自動車道が加わることで、本県

の発展に大きく寄与するものと期待されている。 

また、今後予定されるリニア中央新幹線の開業が、国内外との交流の拡大や

新たな産業の創出につながることが期待されている。 

 

（２）リスクの特定 

  国の基本計画と同様、大規模自然災害を対象とし、特定する自然災害は、地

震（南海トラフ地震、首都直下地震、糸魚川-静岡構造線断層帯や曽根丘陵断層

帯で発生する地震等）、富士山火山噴火、豪雨・豪雪とする。 

 

 Ａ  地震（南海トラフ地震、首都直下地震、糸魚川-静岡構造線断層帯や曽根丘

陵断層帯で発生する地震等） 

 １）南海トラフ地震（うち、東海地震）については、発生の切迫性が指摘され

ており、県内ほぼ全域の 25 市町村が、南海トラフ地震が発生した場合に著

しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要が

ある防災対策推進地域に指定されている。 

（参考：25市町村の内訳） 

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、 

笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、同郡身延町、 

同郡南部町、同郡富士川町、中巨摩郡昭和町、南都留郡道志村、同郡西桂町、同郡忍野村、 

同郡山中湖村、同郡鳴沢村、同郡富士河口湖町 

 

 ２）首都直下地震については、発生の切迫性が指摘されており、東部を中心と

した 14 市町村が、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずる

おそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある緊急対策区

域に指定されている。 

（参考：14市町村の内訳） 

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、上野原市、甲州市、南都留郡道志村、 

同郡西桂町、同郡忍野村、同郡山中湖村、同郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、 

同郡丹波山村 
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 ３）活断層による地震（糸魚川－静岡構造線地震、曽根丘陵断層地震、扇山断

層地震、身延断層地震、塩沢断層地震、富士川河口断層地震）について

は、発生した場合、本県に及ぼす影響が大きいと予想される。 

   地震被害想定調査では、山梨県の中心に位置する曽根丘陵断層帯で発生す

る地震による被害が最も大きく、全壊する建物が 9万棟以上、死者が約

4,000人、負傷者が約 2万人発生する予測結果となった。 

※災害履歴（明治以降の主な災害） 

   1891(明治 24).12.24 山梨・静岡県境を震央とする地震(M6.5) 、北都留郡で地割れ数

ケ所、家・土蔵の壁落ち、落石あり 

   1918(大正 7)．6.26 神奈川県西部を震央とする地震(M6.3)、谷村町(現都留市)で石垣崩

壊、土蔵壁亀裂・剥離等多く、鰍沢町(現 富士川町)でも、土蔵壁脱落等 7～8 ケ所 

   1923(大正 12)．9.1 関東大地震(M7.9 甲府震度 6) 、県内死者 20 人、負傷者 116 人、

全壊家屋 1,761 棟、半壊 4,992 棟、地盤の液状化現象 3 ケ所 

   1924(大正 13). 1.15 丹沢地震(M7.3 甲府震度 6)、県東部で負傷者 30 人、家屋全壊 10

棟、半壊 87 棟、破損 439 棟、水道破損 60 ケ所 

   1944(昭和 19).12.7 東南海地震(M7.9)、甲府市付近で負傷者 2 人、家屋全壊 26 棟、半

壊 8 棟、屋根瓦落下 29 ケ所等(山梨日日新聞) 

   1983(昭和 58)．8．8 山梨県東部を震央とする地震(M6.0)、県東部を中心に 19 市町村

で被害、特に大月市に集中、負傷者 5 人、住家半壊１棟、一部破損 278 棟、田 147

ケ所、農林業用施設 55 ケ所、道路 21 ケ所、商工被害 78 件、停電全世帯の 66％

等、被害総額 3 億 5 千万円 

   2011(平成 23).3.11 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）（M9.0）県内最大震度は

5 強（中央市成島、忍野村忍草）を観測。軽傷 2 名、住家の一部損壊 4 棟、断水

4,780 戸、停電 14 万 5 千戸 

   2011(平成 23).3.15 静岡県東部を震央とする地震（M6.4） 県内最大震度は 5 強（忍野

村、山中湖村、富士河口湖町）を観測 

 

 Ｂ  富士山火山噴火 

 １）気象庁の定義による活火山とは、過去１万年以内に噴火した証拠がある、

又は、活発な噴気活動がある火山をいい、日本には、111 の活火山があり、   

現在は休火山や死火山という用語は用いられない。 

富士山も、1707 年に噴火記録（宝永噴火）があるので、活火山である。 

     富士山は、日本の中央に位置し、広大なすそ野を形成している。 
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その周辺には多数の県民・観光客等が生活又は来訪しているため、大規

模な噴火の場合、影響は広範囲に及び、中小規模の噴火でも影響を被るこ

とが予想される。 

    また、富士山は、火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために監

視・観測体制の充実等が必要な 50の火山に選定されている。 

 

 ２）噴火現象としては火口形成、火砕流（火砕サージ）、噴石、溶岩流、融雪

型火山泥流、降灰、降灰後の降雨による土石流が想定されている。 

平成 16年に策定された富士山ハザードマップは、最新の火山に関する知

識により令和３年に改定され、新たに確認された噴火口を含む想定火口範囲

が設定されるとともに、溶岩流等の噴出物の規模等が大きく見直された。 

それにより、富士山火山噴火により影響を受ける地域は、広汎かつ大規模

なものとなり、富士吉田市街地を始め人口集中地域へ極めて短時間で溶岩流

が到達することなどが明らかとなった。 

また、こうした噴火現象の影響予想範囲は、富士吉田市、忍野村、山中湖

村、鳴沢村、富士河口湖町、身延町、西桂町、都留市、大月市及び上野原市

と広範囲にわたり、降灰があった地域では降雨による土石流が予想される。 

更には過去の歴史を遡ると、降灰については本県のみならず、静岡県及び

首都圏への影響が予想される。 

 

※災害履歴 

   781 (天応 1). 7. 6 富士山が噴火し、麓に降った灰で木の葉が枯れる(続日本紀) 

   800 (延暦 19)〜802 (延暦 21) 富士山の噴火が甲斐・駿河両国より報告(日本紀略) 

   864 (貞観 6). 5～ 富士山大噴火、溶岩流が本栖湖を埋める(日本三代実録) 

   937 (承平 7).11 富士山が噴火し溶岩が湖に流れ込んだことを甲斐国が報告する(日本紀

略) 

   999 (長保元年).3 富士山が噴火する(本朝世紀) 

   1033 (長元 5).1 富士山が噴火する(日本紀略) 

   1083 (永保 3). 4 富士山の火山活動が記録される(扶桑略記) 

   1435 年(永享 7)〜1436 年 富士山に火炎（王代記） 

   1511 年(永正 8) 富士山の鎌岩が燃える（妙法寺記） 

   1707 (宝永 4).12.16〜1708.1.1 富士山大噴火、宝永山が出来る（土屋伊太夫噴火事情

書、土屋家絵図など） 
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 Ｃ  豪雨・豪雪 

 １）本県は周囲を 3,000m 級の峰々に囲まれ、急峻な地形を有しており、本県の

災害の歴史を見ていくと、台風等の豪雨による河川の氾濫、土砂災害等に

より大きな被害を被っていることがわかる。 

 

 ２）豪雪災害については、2014（平成 26）年 2 月の豪雪で、物流ルートが寸断

され、陸の孤島となり物資の不足をきたすなど、本県の脆弱性を痛感した

ところである。 

 ※災害履歴（明治以降の主な災害） 

   1898(明治 31).9.6～8 県下大水害 死者 150 人 

   1907(明治 40).8.22～29 県下大水害 死者 233 人、家屋全壊・流出 5,767 戸 

   1910(明治 43).8.2～17 県下一面大洪水 死者 24 人 

   1912(大正 1).9.22～23 台風 死者 54 人、家屋全壊 2,601 戸 

   1922(大正 11).8.23～26 台風 死者 55 人 

   1934(昭和 9).9.18～21 室戸台風 死者 13 人、全壊・流失家屋 507 戸 

   1935(昭和 10).9.21～26 前線と台風 死者 39 人 

   1936(昭和 11).9.26～27 前線と低気圧 死者 22 人 

   1945(昭和 20).10.3～11 前線と台風 死者・行方不明 36 人､全壊・半壊家屋 256 戸 

   1959(昭和 34).8.14 台風 7 号 死者 90 人 

   1959(昭和 34). 9.26 台風 15 号（伊勢湾台風） 死者 15 人 

   1966(昭和 41). 9.25 台風 26 号 死者 175 人 

   1982(昭和 57).8.1～3 台風 10 号 死者 7 人 

   1991(平成 3).8.20～21 台風 12 号等 死者・行方不明 8 人 

   1998(平成 10).1.8～16 県下に 3 回にわたり大雪、14 日～16 日にかけての積雪が、甲

府で 49cm、山中湖で 120cm などを記録、死者 3 人 

   2014(平成 26).2.13～15 観測史上最大の降雪、最深積雪甲府 114cm、河口湖 143cm、

死者 5 人、家屋全壊 13 棟（消防庁調べ） 

   2019(令和元).10.10～13 東日本台風（台風第 19 号） 中央自動車道、国道二十号、Ｊ

Ｒ中央本線が同時に被災 等 

 

 Ｄ  その他 

   また、こうした大規模な自然災害は、同時発生などにより複合災害になる

ことも想定しなければならない。 

 

３ 施策分野 
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脆弱性評価は、基本法第 17 条第 4項に基づき、国土強靱化に関する施策の分

野ごとに行うこととし、12の個別施策分野と６の横断的分野とする。 

(個別施策分野) 

① 行政機能／警察・消防等／防災教育等、②住宅・都市、③保健医療・福祉、 

④エネルギー、⑤金融、⑥情報通信、⑦産業構造、⑧交通・物流、⑨農林水産、

⑩国土保全、⑪環境、⑫土地利用(国土利用) 

 (横断的分野) 

Ａ）リスクコミュニケーション、Ｂ）人材育成、Ｃ）官民連携、 

Ｄ）老朽化対策、Ｅ）研究開発、Ｆ）デジタル活用 

 

４ 起きてはならない最悪の事態 

  脆弱性評価は、基本法第 17条第 3項に規定する、起きてはならない最悪の事

態を想定した上で行った。起きてはならない最悪の事態に関しては、基本計画

で設定される６つの「事前に備えるべき目標」と、その妨げとなるものとして

35の「起きてはならない最悪の事態」を参考に、本県の地域特性等を踏まえ、

32の「起きてはならない最悪の事態」を以下のとおり設定した。 

 

基本目標 事前に備えるべき目標  起きてはならない最悪の事態 

Ⅰ．人命の保護

が最大限図られ

る 

Ⅱ．社会の重要

な機能が致命的

な障害を受けず

維持される 

Ⅲ．県民の財産

及び公共施設に

係る被害の最小

化 

Ⅳ．迅速な復旧

復興 

1 
あらゆる自然災害に対

し、直接死を最大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複

合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 
地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷

者の発生 

1-3 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による

多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラ

の損壊・機能不全等による洪水等に対する脆弱な防災能力の長期

化に伴うものを含む） 

1-4 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊

など）等による多数の死傷者の発生 

1-5 火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死者数の発生 

1-6 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 
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2 

救助・救急､医療活動が

迅速に行われるととも

に、被災者等の健康・避

難生活環境を確実に確

保することにより、関連

死を最大限防ぐ 

2-1 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的

不足 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エ

ネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災

者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エ

ネルギー供給の停止 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3 
必要不可欠な行政機能

を確保する 

3-1 
被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、

社会の混乱 

3-2 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 
経済活動を機能不全に

陥らせない 

4-1 
サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営

執行力低下による国際競争力の低下 

4-2 
高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等

の大規模拡散・流出 

4-3 
金融サービス・郵便等の機能停止による県民生活・商取引等への

甚大な影響 

4-4 
食料等の安定供給の停滞に伴う、県民生活・社会経済活動への甚

大な影響 

4-5 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

4-6 
農地・森林や生態系等の被害に伴う県土の荒廃・多面的機能の低

下 

5 

交通ネットワーク、情報

通信サービス、電力等ラ

イフライン、燃料供給関

連施設等の被害を最小

限に留めるとともに、早

期に復旧させ 

る 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インタ

ーネット・SNS など、災害時に活用する情報サービスが機能停止

し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事

態 

5-2 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規

模にわたる機能の停止 

5-3 
都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわ

たる機能の停止 

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

5-5 
幹線道路が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止に

よる物流・人流への甚大な影響 
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6 

社会・経済が迅速かつ従

前より強靱な姿で復興

できる条件を整備する 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや

地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

6-2 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、

ボランティア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の

不足等により復興できなくなる事態 

6-3 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅

れる事態 

6-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず

復興が大幅に遅れる事態 

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等に

よる有形・無形の文化の衰退・損失 

6-6 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等に

よる経済等への甚大な影響 

 

 

 

５ 脆弱性評価の結果 

（１）脆弱性評価の実施手順 

   32の「起きてはならない最悪の事態」ごとに、それを回避するための現行

の取り組みを抽出し、現行の取り組みで対応が十分かどうか、脆弱性の分

析・評価を実施した。更に、分野ごとの取り組み状況が明確になるよう施策

分野ごとに整理した。 

   なお、各取り組みの進捗状況を把握するため、分析・評価にはできる限り

指標を活用した。 

   また、県内の国関係機関の取り組みも併せて評価を実施した。 

 

（２）脆弱性評価の結果 

   起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価の結果は、別紙２のとおり

である。 

   また、施策分野ごとの脆弱性評価の結果は、別紙３のとおりである。 

   なお、現行の取り組みのうち、継続実施していく必要がある施策について

は、今後、限られた財源等の中で、より効果的、効率的に強靱化を推進して

いくために、施策の重点化を図りつつ、ハード整備とソフト対策の適切な組

み合わせなど様々な工夫が必要である。  
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第４章 山梨県強靱化の推進方針 

 第３章における脆弱性評価の結果を踏まえ、本県の強靱化に向けて取り組むべ

き、施策分野ごとの推進方針を以下に示す。 

 なお、脆弱性評価で設定した 32の「起きてはならない最悪の事態」を回避する

ための施策グループごとの推進方針については別紙１のとおりである。 

 

１ 個別施策分野の推進方針 

   「起きてはならない最悪の事態」を回避するための施策を施策分野ごとに

整理した。 

  ①行政機能/警察・消防／防災教育等 

○県庁の災害対応力の強化 

 ・公用車両の災害対応機能の強化 

 ・県庁構内地下タンクの満量化 

 ・地震発生時等の業務継続体制の確立･検証 

 ・災害時における燃料確保の推進 

・森林総合研究所 非常用タンクの満量化 

 ・災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築 

○県防災体制の充実・強化 

・災害時における知事への連絡体制の強化 

・勤務所属に登庁できない職員の参集場所・業務の明確化 

・災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

・地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し 

・他自治体との連携推進 

・災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

・非常参集体制の確立 

・災害対応に関する職員研修の充実・強化 

・大規模災害発生時における受援体制の構築 

・電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

・県議会における非常参集体制の強化（連絡手段、連絡体制の整備） 

・山梨県警察災害警備本部の整備推進 

・災害装備資機材の整備の推進 

・大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 

○地域防災力の強化 

 ・防災対策に関する意識啓発及び人材の育成 

・現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立 

 ・地域防災力の強化を支える人材の育成 

・効果的な防災教育のための情報共有、連携等の促進 

・自主防災組織の防災資機材の整備促進 

・県民の防災意識の啓発・高揚 

・市町村における個別避難計画の作成支援 

・備蓄物資の確保 

・市町村の災害対応力の強化支援 

 ・防災リーダーの養成 
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・様々な事態を想定した図上訓練等の実施 

 ・住民参加型の県地震防災訓練の実施 

 ・避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

・広域応援協定の具体的運用体制の整備 

 ・市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進 

・防災ヘリ･応援航空機等の合同訓練の実施 

・防災拠点の機能強化 

・被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備※ 

・事前伐採の推進 

・県立文化施設等における防災対策の推進 

・水防訓練の実施 

 ・登山者の実態把握・情報共有による安全確保対策の推進 

 ・住民の防災意識の醸成の推進 

○富士山火山防災の推進 

 ・富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施 

○平時に噴火に備える事前対策の推進 

 ・富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

○消防防災航空隊の機能強化 

 ・消防防災航空隊の機能強化 

・消防防災航空基地機能の強化 

○消防・救急・救助体制の強化 

 ・救急救命士の養成･確保の推進 

 ・消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進 

 ・消防団の救助資機材等の整備促進 

 ・救急搬送体制の充実強化 

 ・消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進 

 ・消防設備士及び危険物取扱者の保安講習の実施 

○交通規制及び交通安全対策の実施等 

 ・交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化 

 ・実践的な交通規制訓練等の実施 

 ・災害対策用交通安全施設の整備の推進  

 ・緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施 

○地域活性化との連携 

 ・首都機能の一部補完施設の誘致の促進 

○滞留旅客対策等の推進 

・市町村等と連携した帰宅困難者・滞留旅客対策の推進 

○学校における防災教育等の推進 

・公立小中学校における防災対策の推進  

・県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進 

・公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

・県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進 

・県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確

認等の対策の推進 

・公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上 

○災害時相談支援体制の充実 
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 ・大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定 

・被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し 

・県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持 

・災害時におけるＤＶ等被害者生活相談の周知 

○公共施設等の総合的・計画的な管理の推進 

 ・公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

○感染症対策の強化 

 ・大規模災害時における感染対策 

 

  ②住宅・都市 

○地域防災力の強化 

・耐震性貯水槽の整備の促進 

・公立小中学校における避難所運営支援体制の整備 

・県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援 

○帰宅困難者対策等の推進 

 ・県庁本庁舎内の避難者の対応検討 

 ・帰宅困難者対策の推進  

○自立・分散型エネルギーの導入 

 ・自立・分散型エネルギーの導入拡大 

○災害時応急対策の推進 

 ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 ・山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し 

・災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の

推進 

・公営住宅や公営住宅や職員宿舎の空室の提供マニュアルの整備・運用 

○インフラ等の長寿命化、耐震化 

 ・水道施設の耐震化の促進 

・事前伐採の推進 

 ・都市公園施設の長寿命化の推進 

 ・下水道施設の長寿命化の推進 

 ・下水道施設の耐震化の推進 

 ・県営住宅の長寿命化の推進 

○災害に強いまちづくりの推進 

 ・都市公園の防災活動拠点機能の強化 

・災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施 

 ・「市町村の防災まちづくり」に対する指導・助言の推進 

 ・空き家対策の推進 

○建築物等の耐震対策の推進 

 ・私立学校の耐震の促進 

・有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 

 ・住宅の耐震化の促進 

 ・避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

 ・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 
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 ・県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐

震対策 

 ・公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 

○地域活性化との連携 

 ・買い物弱者対策への支援 

○関係機関との連携 

 ・電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

○デジタル技術の活用 

 ・現場におけるドローン活用や ICT施工による作業効率化の推進 

・災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

 

  ③保健医療・福祉 

○福祉避難所等の運営体制の充実等 

・市町村における個別避難計画の作成支援 

 ・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

 ・女性や子育て家庭、要配慮者に配慮した避難所運営の推進 

 ・要援護者のためのマニュアルの作成 

 ・災害時要援護者の避難誘導･福祉避難所の開設訓練の実施 

 ・ボランティアコーディネーター養成等の促進 

 ・ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

・災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 

○社会福祉施設の防災資機材等の整備 

 ・高齢者施設における防災資機材等の整備促進 

・障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進 

・児童福祉施設における防災資機材等の整備促進 

○災害時要援護者等の支援体制の充実 

 ・災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設の利用の促進 

・高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討  

・災害時の介護支援者の確保推進 

 ・障害者福祉施設間での利用者の受け入れ及び職員等の協力体制の構築 

 ・障害者に対する情報支援体制の構築 

・災害時要援護者等の避難場所としての児童福祉施設の利用の促進 

○災害時医療救護体制の充実 

・防疫業務を迅速に実施できる体制の確保  

・災害時における保健医療救護の協力体制の構築 

・病院の耐震化の促進 

・広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施 

 ・医療救護の広域応援体制の整備（DMAT等の保健医療活動チームの機能強化等） 

 ・ドクターヘリの効果的運用 

 ・広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備） 

 ・災害拠点病院の機能確保に向けた施設・設備整備の支援 

・病院における業務継続計画（BCP）の策定･活用の推進 

・災害時における保健指導マニュアル（保健師活動マニュアル）の活用 

 ・医薬品等の備蓄・供給体制の整備 



35 

 

 ・災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化） 

・透析患者の支援体制の整備 

 ・放射線の影響に関する相談体制の整備 

○建築物等の耐震対策の推進 

 ・保育所等の耐震化の促進 

○地域活性化との連携 

 ・老人クラブの活動への支援 

○流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備 

○感染症対策の強化 

・大規模災害時における感染対策 

 

  ④エネルギー 

○クリーンエネルギーの導入 

 ・木質バイオマスの利活用の推進 

 ・小水力発電の推進 

・水力発電の推進 

・水力発電の機能強化 

○自立・分散型エネルギーの導入 

・自立・分散型エネルギーの導入拡大 

 ・プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進 

○関係機関との連携 

・電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

・事前伐採の推進 

○災害時における燃料確保の推進 

 

  ⑤金融 

○災害に備えた融資制度・体制の啓発及び拡充 

 ・中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討 

・災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知 

 

  ⑥情報通信 

○防災・災害情報提供体制の整備 

 ・被災者に対する情報提供 

 ・災害時広報活動マニュアルの運用 

 ・外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

・外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

○県庁の災害対応力の強化 

 ・各種システムの緊急時運用体制の確立 

 ・公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 

 ・被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

○発災後のインフラ復旧対策の推進 

○被害情報の収集体制の確立 

 ・ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立 
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・高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立 

 ・被災状況等の効果的情報収集体制の強化 

○通信機能の強化 

 ・災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備に

よる情報収集・伝達体制の確立 

 ・消防救急デジタル無線の広域化・共同化の推進 

 ・災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保 

 ・警察署等の通信付帯施設の老朽化対策の検討 

 ・警察署等の災害時電源確保対策の検討 

 

  ⑦産業構造 

○発災後のインフラ復旧対策の推進 

○自立・分散型エネルギーの導入 

 ・自立・分散型エネルギーの導入拡大 

 ・プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進 

○中小企業に対する災害時支援制度の充実等 

 ・「事業継続力強化計画」認定の促進 

・「事業継続力強化支援計画」策定の促進 

○富士山観光客等避難対策の推進 

 ・富士山五合目以上の区域における観光客等避難対策の推進 

○災害によるインフラ被害の最小化 

 ・事前伐採の推進 

○産業を担う人材の確保 

 ・建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

○地域活性化との連携 

 ・CLT工法等新技術の導入 

 ・県産材需要拡大の推進 

 ・本社機能移転等の推進 

○県防災体制の充実・強化 

 ・電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

○災害時における燃料確保の推進 

 

  ⑧交通・物流 

○緊急物資・燃料の確保 

 ・緊急物資の調達（調達の協定） 

 ・災害に強い物流システムの構築 

 ・災害時における燃料確保の推進 

 ・緊急物資の確保･供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調

達・配送システムの確立） 

・災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等） 

○リニア中央新幹線の整備 

 ・リニア中央新幹線の早期実現 

○鉄道輸送の安全確保の促進 
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 ・鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進 

○災害時応急対策の推進 

 ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 ・道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施 

○社会資本整備重点計画の策定 

 ・社会資本整備重点計画の策定及び推進 

○建設産業を担う人材の確保等 

 ・建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

○災害に強いまちづくりの推進 

 ・無電柱化の推進 

○道の駅等への防災施設の整備 

 ・道の駅等の防災機能の確保 

○災害時に備えた県内道路ネットワークの整備推進 

 ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止） 

 ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

 ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

 ・富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備 

 ・大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備 

・多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備 

 ・スマートICの整備促進 

 ・県外とを結ぶ高速道路等の整備促進 

・道路防災危険箇所等の解消 

 ・都市計画道路（街路）の整備 

○インフラ等の長寿命化、耐震化 

 ・緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進  

 ・橋梁の長寿命化の推進 

○発災後のインフラ復旧対策の推進 

○降灰対策の推進 

 ・富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり 

○道路除排雪計画の運用等 

 ・山梨県道路除排雪計画の推進 

○帰宅困難者対策等の推進 

 ・帰宅困難者等の搬送体制の構築 

○デジタル技術の活用 

 ・現場におけるドローン活用や ICT施工による作業効率化の推進 

・災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

 

  ⑨農林水産 

○森林の公益的機能の維持･増進 

○クリーンエネルギーの導入 

 ・木質バイオマスの利活用の推進 

○災害時応急対策の推進 

 ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 ・環境悪化を防ぐための応急対策の推進 
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○土砂災害対策の推進 

 ・治山事業による土砂災害対策の着実な推進 

○植生回復及び土砂流出、森林の荒廃による水源涵養機能の低下等を防ぐための

研究・調査 

 ・森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

・森林環境税モニタリング調査の実施 

○農地の保全等による災害対策の推進 

 ・農村資源の保全管理活動の推進 

 ・農業用ため池の耐震化の推進 

 ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

・浸水･浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

・基幹的農業水利施設等の整備 

 ・農業集落排水施設の長寿命化の推進 

○農産物の生産技術の普及等 

 ・県産農産物の生産技術対策の普及徹底  

 ・農業者に対する経営再建資金制度の周知 

○放射性物質等の検査体制の整備 

 ・農産物の放射性物質等検査体制の整備 

○農産物等供給体制の整備 

・災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等） 

○災害時に備えた県内道路ネットワークの整備推進 

 ・基幹農道の整備 

○農業・農村の多面的機能の維持・増進 

 ・荒廃農地解消対策の推進 

・農地の整備（生産基盤の整備） 

○地域活性化との連携 

 ・CLT工法等新技術の導入 

 ・県産材需要拡大の推進 

・山梨県産針葉樹材による CLT製造技術の確立と利用促進 

 ・新規就農の促進 

 ・就農定着支援の充実 

 ・企業の農業参入の促進 

 

  ⑩国土保全 

○原子力災害対策の促進 

○森林の公益的機能の維持・増進 

○災害時応急対策の推進 

 ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 ・地震発生後の河川・砂防管理者対応マニュアルの円滑な運用 

 ・災害時における緊急対処法マニュアルの更新 

○社会資本整備重点計画の策定 

・社会資本整備重点計画の策定及び推進 

○土砂災害対策の推進 

 ・治山事業による土砂災害対策の着実な推進 
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・老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化 

 ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

 ・砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施 

○植生回復及び土砂流出、森林の荒廃による水源涵養機能の低下等を防ぐための

研究・調査 

・森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

 ・森林環境税モニタリング調査の実施 

○農地の保全等による災害対策の推進 

 ・農業用ため池の耐震化の推進 

 ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 ・浸水･浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 ・基幹的農業水利施設等の整備 

○洪水被害等を防止する治水対策の推進 

 ・河川管理施設及びダムの長寿命化の推進 

 ・雨水貯留浸透施設の整備の推進 

 ・洪水被害を防止する河川整備の推進 

○農業・農村の多面的機能の維持･増進 

 ・荒廃農地解消対策の推進 

・農地の整備（生産基盤の整備） 

○水防対策の推進 

 ・「知って備えて命を守る」取組の推進 

・水防訓練の実施 

 ・水防用資材の備蓄の推進 

・山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し 

○インフラ等の長寿命化、耐震化 

 ・水道施設の耐震化の促進 

 ・下水道施設の長寿命化の推進 

・下水道施設の耐震化の推進 

○富士山の噴火予測手法の確立等 

 ・富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 

○富士山火山防災の推進 

・富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進 

・火山防災体制強化に資する研究の推進 

・富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

 ・富士山火山噴火時の避難を支援する減災対策の推進 

○災害時に備えた県内道路ネットワークの整備推進 

 ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止） 

・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

○デジタル技術の活用 

 ・現場におけるドローン活用や ICT施工による作業効率化の推進 

・災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

 

  ⑪環境 

○放射性物質等の検査体制の整備 
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 ・大気中の放射線測定体制の整備 

○災害廃棄物処理体制の強化 

 ・災害廃棄物処理体制の強化 

 ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

○国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進 

 

⑫土地利用(国土利用) 

○農業・農村の多面的機能の維持・増進 

 ・荒廃農地解消対策の推進 

 ・農地の整備（生産基盤の整備） 

○地域活性化との連携 

 ・本社機能移転等の推進 

○災害に強いまちづくりの推進 

 ・災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施 

 

２ 横断的分野の推進方針 

 

Ａリスクコミュニケーション 
 

○災害時相談支援体制の充実 

 ・被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し 

 ・県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持 

 ・災害時における DV等被害者生活相談の周知 

・外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

・災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応 

 ・被災者の生活再建支援の充実 

○防災教育等による地域防災力の強化 

 ・効果的な防災教育のための情報共有、連携等の促進 

 ・県民の防災意識の啓発・高揚 

 ・家庭や事業所等における備蓄充実の促進 

・富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 

 ・土砂災害防災訓練の実施 

 ・警戒宣言発令時等における自動車の不使用・自粛に関する県民への広報啓発活動の実

施 

 ・住民の防災意識の醸成の推進 

○学校における防災教育等の推進 

 ・砂防移動教室や河川出前講座など防災教育の実施 

・公立小中学校における防災対策の推進 

 ・県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進 

・公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

・県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進 

・県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確

認等の対策の推進 

・公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上 
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○災害危険箇所等の周知 

 ・液状化の危険度情報の提供 

 ・農業用ため池の耐震化の推進 

 ・「知って備えて命を守る」取組の推進 

 ・河川情報システムの運用 

 ・土砂災害等情報システムの運用 

 ・土砂災害警戒区域等の指定及び周知 

・山梨県地震被害想定調査結果の周知 

○地域防災力の強化 

 ・現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立 

 ・市町村の災害対応力の強化支援 

 ・住民参加型の県地震防災訓練の実施 

 ・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

 ・避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

 ・避難所運営マニュアルの作成支援 

・地区防災計画の作成支援 

○緊急物資の確保 

 ・緊急物資の調達（調達の協定） 

○県庁の災害対応力の強化 

 ・災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

 ・地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し 

・災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築 

・非常参集体制の確立 

・災害対応に関する職員研修の充実・強化 

・様々な事態を想定した図上訓練等の実施 

○富士山火山防災の推進 

 ・富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施 

 ・火山防災体制強化に資する研究の推進 

・富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

○発災後のインフラ復旧対策の推進 

 

Ｂ人材育成 
 

○人材育成等による地域防災力の強化 

 ・防災対策に関する意識啓発及び人材の育成  

・地域防災力の強化を支える人材の育成 

・防災リーダーの養成 

 ・建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

 ・水防訓練の実施 

 

Ｃ官民連携 
 

○災害時相談支援体制の充実 

 ・大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定 

○ＮＰＯ等との連携・協働の促進 
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 ・災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の促進 

○森林の公益的機能の維持・増進 

○地域活性化との連携 

 ・CLT工法等新技術の導入 

・県産材需要拡大の推進 

○県防災体制の充実・強化 

 ・災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

 ・電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

○災害廃棄物処理体制の強化 

 ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

○交通規制及び交通安全対策の実施等 

 ・交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化 

○災害によるインフラ被害の最小化 

 ・事前伐採の推進 

○感染症対策の強化 

・大規模災害時における感染対策 

○災害時保健医療体制の整備 

 ・防疫業務を迅速に実施できる体制の確保 

○中小企業に対する災害時支援制度の充実等 

 ・「事業継続力強化計画」認定の促進 

 ・「事業継続力強化支援計画」策定の促進 

 

Ｄ老朽化対策 
 

○公共施設等の総合的･計画的な管理の推進 

 ・公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

 ・社会資本整備重点計画の策定及び推進 

○鉄道設備の老朽化対策の推進・促進 

・鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進 

○上下水道施設の老朽化対策の推進・促進 

 ・水道施設の耐震化の促進 

 ・下水道施設の長寿命化の推進 

○道路、橋梁等の老朽化対策の推進 

 ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化   

・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

・大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備 

・緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進 

 ・橋梁の長寿命化の推進 

○農業用施設等の老朽化対策の推進 

 ・農村資源の保全管理活動の推進 

 ・農業用ため池の耐震化の推進 

 ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 ・浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

・基幹的農業水利施設等の整備 
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 ・農業集落排水施設の長寿命化の推進 

 ・農地の整備（生産基盤の整備） 

○河川管理施設、ダム及び土砂災害対策施設の老朽化対策の推進 

 ・老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化 

 ・河川管理施設及びダムの長寿命化の推進 

 ・砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施 

○都市公園施設の老朽化対策の推進 

 ・国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進 

 ・都市公園施設の長寿命化の推進        

 ・都市公園の防災活動拠点機能の強化 

○県営住宅の老朽化対策の推進 

 ・県営住宅の長寿命化の推進 

○建築物等の耐震対策の推進 

・私立学校の耐震の促進 

 ・有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 

 

Ｅ研究開発 
 

○富士山の噴火予測手法の確立等 

 ・富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 

○森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

○富士山火山防災研究の推進 

 ・富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進 

 ・火山防災体制強化に資する研究の推進 

○山梨県産針葉樹材による CLT製造技術の確立と利用促進 

 

Ｆデジタル活用 
 

○デジタル技術の活用による作業の効率化 

 ・現場におけるドローン活用や ICT施工による作業効率化の推進 

・災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

○防災・災害情報提供体制の整備 

 ・被災者に対する情報提供 

 ・河川情報システムの運用 

 ・土砂災害等情報システムの運用 

○被害情報の収集体制の確立 

 ・ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立 

○通信機能の強化 

 ・災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備に

よる情報収集・伝達体制の確立 
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第５章 計画の推進と不断の見直し 

 

１ 計画の推進と重点化 

（１）毎年度の年次計画の策定と PDCAサイクル 

県土の強靱化は、第３章で示した脆弱性評価において想定した、32の最悪の

事態のそれぞれを回避することを企図して本計画を定め、これを基本に強靱化に

係る他の計画等について必要に応じ見直しを図りながら、毎年度様々な施策を展

開していくものである。 

また、脆弱性評価の結果を踏まえて推進方針を立て、速やかに施策を実行して

いくことが極めて重要であり、その際、施策の進捗及び社会情勢等を踏まえ、必

要に応じて施策を追加あるいは完了するなど、施策グループを不断に見直し、常

に最適化した上で、施策グループの推進方針を軌道修正していくことが肝要であ

る。 

このため、32の最悪の事態ごとに、推進方針、主要施策、進捗管理及び県土

強靱化における効果検証のための重要業績評価指標（KPI）を記載した年次計画

を取りまとめ、これに基づき各施策を実施するとともに、毎年度、施策の進捗状

況の把握及び効果検証等を行い、施策グループの推進方針を見直すという PDCA 

サイクルを回していくこととする。 

ここで、重要業績評価指標（KPI）は、施策グループの進捗状況等を可能な限

り定量的に把握できるよう、想定リスクの規模や対象範囲等を考慮した具体的な

数値指標として設定し、施策グループの進捗状況等を踏まえ、必要に応じて見直

すこととする。 

また、新たに大規模自然災害等が発生した場合は、これらを活用して施策の点

検を実施し、年次計画において反映させることで PDCA サイクルを一層有用なも

のとする。 

加えて、南海トラフ地震の被害想定のように現在進行中の検討事項など最新の

科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被

害を的確に想定し、絶えず災害対策の改善を図り、同様に年次計画において反映

させることとする。 
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重要業績評価指標（KPI）は、県土強靱化の観点から県民にとってわかりやす

い指標であることが望ましい。 

このため、災害発生を契機とした県土強靱化施策の効果検証の結果について、

アウトカム指標も活用して示すなどの取り組みを通じ、指標も含め不断の見直し

を進める。 

 

（２）施策の重点化 

限られた資源で効率的・効果的に県土強靱化を進めるには、施策の優先順位付

けを行い、優先順位の高いものについて重点化しながら進める必要がある。 

令和２年 12月閣議決定の防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

について、令和３年度から７年度までの５か年に追加的に必要となる事業規模等

を定め、重点的かつ集中的に対策を講じていることを踏まえ、本計画では、当該

対策に関連して実施する施策を重点化しながら、県土強靱化の取り組みを進める

こととする。 

なお、今後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に県土強靱化

の取り組みを進めていくことが重要であり、PDCA サイクルを通じて施策を重点

化しながら、県土強靱化の取り組みを進めることとする。 

 

（３）デジタルの活用による効率的な推進 

人口減少下において、各種の県土強靱化の取り組みを従来よりも効率的に推進

するためには、日進月歩のデジタル技術の進展を捉え、中長期的な視点に立っ

て、有用な最先端のデジタル技術を活用し、災害関連情報の収集・集積・伝達の

高度化や、防災インフラやライフラインの施工・管理の合理化を図るなど、DX

（デジタルトランスフォーメーション）を推進していくことが必要である。 

このため、脆弱性評価を通じて把握された課題を解決するデジタルの活用につ

いて検討するとともに、毎年度の年次計画の策定と PDCA サイクルを通じて施策

の改善を図り、デジタル基盤整備等と連携した取り組みを推進する。 

 

（４）県土強靱化に関する広報・普及啓発 
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県土強靱化の推進に当たっては、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係

者の取り組みが不可欠であり、民間企業・団体や地域コミュニティ、また家庭や

個人等のあらゆるレベルにおいて、事前防災の必要性やその効果等も含め、さら

に理解・関心を高めていく必要があるため、積極的に県土強靱化の広報・普及啓

発活動に取り組むこととする。 

 

２ 山梨県強靱化計画の不断の見直し 

 

山梨県強靱化計画においては、県土強靱化の推進に関して、長期を展望しつ

つ、中長期的な視野の下で施策の推進方針や方向性を明らかにすることとし、今

後の県土強靱化を取り巻く社会経済情勢等の変化や、県土強靱化の施策の推進状

況等を考慮し、おおむね５年ごとに計画内容の見直しを行うこととする。 

また、それ以前においても毎年度の施策及び施策グループの進捗状況等により

必要に応じて変更の検討及びそれを踏まえた所要の変更を加えるものとする。 

計画内容を見直すに当たっては、国や地方公共団体、民間事業者等が独自に行

っている強靱化に資する取り組み等も脆弱性評価の検討の対象に含めることとす

る。 

今後、事象の発生確率や被害の大きさ等を定量的にシミュレーションして脆弱

性を評価する手法や、総合的に脆弱性を示すアウトカム指標等の開発について調

査研究を行うなど、脆弱性評価を進化させる必要があり、その充実度合にあわせ

て、本計画の修正の検討及び所要の修正を行うこととする。 
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１．あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

（１－１）大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模

倒壊による多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

○ 財政負担の軽減・平準化及び公共施設等の最適配置と老朽化対策をはじめとする適正な維持管理を実

現するため、「山梨県公共施設等総合管理計画」に基づき策定した施設類型ごとの個別施設計画等により、

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する。（資産活用課） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援 

○ 国の法改正後の運用通知により、避難行動要支援者名簿登載者のうち、計画作成の優先度が高い者につ

いては、概ね５年程度（令和７年度まで）での計画作成を市町村に求めていることから、県としても合同

庁舎単位での市町村説明会を開催したり、個別に市町村を訪問し具体的に作成手順を説明するなどして作

成支援をしていく。（防災危機管理課） 

○ 個別避難計画の作成に際し、市町村に対し要配慮者の生活支援に関する助言や、関係団体との調整など

の支援を行う。（福祉保健部） 

○ 福祉専門職等の理解促進及び参画を推進するため、県庁内における防災及び保健・福祉の連携強化を行

うとともに、専門職向けに計画作成の過程における協力依頼をしていく。（福祉保健部） 

 

災害時における燃料確保の推進 

○ 大規模災害時に主要幹線道路が寸断され、県外からの燃料供給が断たれた場合においても、救援・救助

活動等を間断なく実施するため、緊急車両等に供給する燃料を、県内の中核給油所及び小口配送拠点に備

蓄し、燃料の安定供給を図る。（防災危機管理課） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

○ 災害発生による様々な事態に対応するため、引き続き想定される事態及び必要な対応について検討し、

民間企業、国・市町村関係機関、各種団体等と協定の締結及び連携の強化を図る。（防災危機管理課） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施 

○ 広域的な大災害の発生に対する災害対策本部等の対応力の強化を図るため、県が行う各種の防災訓練

について、災害種別ごとに初動対応から秩序だって時系列で適切に対応できるものにするとともに、総合

的な訓練の実施にあたっては、事前に職員がその役割ごとの研修をしっかりと行い、それを踏まえて訓練

を実施し、各対応を検証して課題の把握を行い、マニュアルの見直し等に反映する。（防災危機管理課） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施 

○ 県民の防災意識の高揚を図るため、引き続き県、市町村、防災関係機関、住民等と連携した住民参加型

の山梨県地震防災訓練を実施する。（防災危機管理課） 

 

救急救命士の養成・確保の推進 

○ 救急搬送に迅速・適切に対応するため、引き続き救急救命士の養成・確保を進める。（消防保安課） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進 

○ 災害等の発生時に、より効果的な活動ができるよう、国の示す消防団の装備の基準や他の都道府県の動

向等を踏まえながら、引き続き各市町村の消防団の救助用資機材等の充実に関する働きかけを行う。（消

防保安課） 

 

救急搬送体制の充実強化 

○ 救急搬送体制の充実強化を図るため、引き続き救急搬送における実施基準の見直しや♯7119 の導入等

を通じて、迅速適切な救急搬送を促進する。（消防保安課） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進 

○ 災害への消防職員及び消防団員の対応能力の充実を図るため、訓練マニュアルに基づき、平成２７年４

月に移転整備した消防学校の新たな訓練施設、教育機材を活用した教育訓練を実施し、消防職員が、複雑、

多様化する火災や水難事故、山岳事故等に的確に対応できるよう実技訓練、救急実習及び予防査察実習の

充実を図るとともに、消防団員が大規模災害に対応できる実践的な知識及び技術の習得を図る。（消防保

安課、消防学校） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進 

（別紙１）各施策グループの推進方針 
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○ 大規模地震等の発生時、ヘリコプターによる人員搬送や物資輸送が円滑に行えるようにするため、引き

続き消防本部と連携を図りながら、適地調査を含めた技術支援を行い、市町村におけるヘリポートの確

保・整備を推進する。（消防保安課） 

 

消防防災航空隊の機能強化 

○ 多数のヘリコプターの運用が想定される大規模災害においても消防防災航空隊の効果的な部隊運用等

を行うため、引き続き消防防災ヘリコプター動態管理システムを運用管理するとともに、航空機による消

防防災活動の対応力を向上させるため、航空隊経験者による支援体制を図り、実災害時での支援航空隊員

の迅速な招集が図られるよう取り組むなど、消防防災航空隊の機能強化を行う。（消防保安課） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施 

○ 広域的な大災害の発生に対する対応力の強化を図るため、引き続き防災訓練（上空偵察、物資輸送、負

傷者搬送、救出救助等）において、自衛隊ヘリ、県警ヘリ、ドクターヘリ、消防防災ヘリ、応援航空機等

による他県との合同訓練を実施する。（消防保安課） 

 

消防防災航空基地機能の強化 

○ 消防防災航空基地機能の強化を図るため、防災航空基地整備に向けて関係機関と協議を継続している。

大規模災害時における広域航空応援隊等の受け入れのための防災航空基地整備に向けて、関係機関と協議

を継続するとともに、消防防災航空基地の整備手法等を検討する必要がある。（消防保安課） 

 

県立文化施設等における防災対策の推進 

○ 県立文化施設等（美術館、博物館、考古博物館、文学館、図書館、科学館、富士山世界遺産センター）

の来館者を災害時に安全に避難させるため、引き続き年 1回の避難誘導や初期消火等の訓練を実施する。

（文化振興・文化財課、生涯学習課、世界遺産富士山課） 

 

災害装備資機材の整備の推進 

○ 災害対応力強化のため、引き続き災害発生時の救出救助活動に必要な資機材及び同活動に従事する部

隊員に必要な装備資機材について検討し計画的に整備を進める。（警察本部） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 

○ 引き続き、富士山噴火を始めとする大規模災害発生時の初動体制の確立、被災情報の収集、救出救助活

動等の初動対応訓練を実施し、迅速的確な初動対応の実施に向けた必要な見直し及び職員の更なる危機管

理意識の醸成を図る。（警察本部） 

 

住民の防災意識の醸成の推進 

○ 住民の防災意識の醸成を図るため、交番や駐在所で発行するミニ広報紙及び県警ホームページ等に災

害関連の内容を掲載し、更なる住民の防災意識向上のため引き続き取り組みを推進する。（警察本部） 

 

【住宅・都市】 

私立学校の耐震の促進 

○ 私立学校施設の安全確保を図るため、補助事業の活用を働きかけ、引き続き耐震化を促進する。（私学・

科学振興課、子育て政策課） 

 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 

○ 国・県指定の有形文化財（建造物）の耐震対策の推進のため、引き続き解体修理工事の際に耐震対策の

ための構造補強工事等に対して助成を行う。（文化振興・文化財課） 

○ 平成３０年度に所有者の耐震事業への意識を促進するために今後の修理等の見込みや避難経路を明記

した「対処方針」を作成してもらったことから、今後本方針を踏まえた取り組みが進むよう助言していく。 

 

都市公園施設の長寿命化の推進 

○ 都市公園施設の安全性の確保を図るため、長寿命化計画を策定した１２県営都市公園について、都市公

園施設の日常点検や定期点検を実施するとともに危険度・優先度等を考慮する中で、計画に基づいた改

修・更新工事により施設の長寿命化を図る。（景観まちづくり室） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化 

○ 防災活動拠点として指定された都市公園において、現状の防災活動拠点機能について検証を行うとと

もに、災害時の利用形態を想定した、さらなる機能強化につながる整備を進めていく。 

◯ 第１期整備済の６公園に桂川ウェルネスパークを加えた全７公園において第２期整備を行うことによ

り、近年の災害に対応した防災活動拠点機能の強化を図る。（景観まちづくり室） 

 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施 

○ 災害に強い市街地の形成を図るため、引き続き土地区画整理事業や市街地再開発事業等への補助を実

施し、事業中の箇所を早期に完成させるとともに、対象事業箇所への補助を積極的に実施する。（都市計

画課） 
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「市町村の防災まちづくり」に対する指導・助言の推進 

○ 災害に強いまちづくりを推進するため、市町村に対しガイドラインの主旨や内容の周知を図り、また、

地震等により市街地が被災した場合、被災状況の把握・分析から、復興計画の策定、復興事業の実施に至

るまでの行動手順や留意点などを取りまとめた「都市復興ガイドライン」に基づき、復興の手順や復興後

の都市のあるべき姿を事前に検討できるよう市町村都市計画担当者と合同で模擬訓練を実施する。（都市

計画課） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進 

○ 災害時、迅速に応急仮設住宅を確保するため、引き続き、市町村と関係団体へ対応マニュアルの周知を

行うとともに、マニュアルの改訂やマニュアルに基づいた訓練を実施する。 

更に、賃貸型応急住宅の提供体制の整備を図るため、関東近県や関係団体と連携を強化していく。（建

築住宅課・住宅対策室） 

 

住宅の耐震化の促進 

○ 住宅の地震に対する安全性の向上のため、引き続き木造住宅居住安心住宅支援事業により、耐震化の促

進を図る。具体的には、市町村や建築関係団体と連携した出張講座や戸別訪問を強化するとともに、各種

メディアや SNS などの電子媒体も活用し耐震化の必要性を広く啓発する。また、市町村と協力し耐震診断

の無料実施や耐震改修工事等への補助の拡充を行うなど耐震化を促進するためのきめ細かな対策を推進

する。（建築住宅課） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

○ 地震発生時における建築物の倒壊等の防止や避難路を確保するため、避難路沿道建築物の所有者に対

し、耐震化の必要性や補助制度についての情報提供、技術的助言などを行い、耐震化の取り組みを促進し

ていく。（建築住宅課） 

 

被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 

○ 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を迅速かつ適切に実施するため、引き続き判定士

の養成講習、模擬訓練、判定業務マニュアル等の研修を開催し、判定士の安定した人員確保や技能の向上

を図る。（都市計画課、建築住宅課） 

 

県営住宅の長寿命化の推進 

○ 建物の安全性の確保・向上を図り、災害に強いまちづくりを進めるため、引き続き「山梨県公営住宅等

長寿命化計画」（令和３年～令和１２年）に基づき、県営住宅の建替えや改善事業などを実施する。（住宅

対策室） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進 

○ ドローンや ICT 技術の活用による、インフラの整備・管理等、国土強靱化施策の高度化を推進するた

め、県が主催するソフトウェアやＩＣＴ機器の操作講習会等の実施により、建設企業に技術の習得を促

し、現場の生産性を向上させ、ＩＣＴ等のデジタル技術の普及拡大を図る。（技術管理課） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

○ 各建設事務所及び支所に整備されているドローン等のデジタル技術を非常時にも的確に操作させるた

め、機材の点検整備を行うとともに、操作に必要な職員の免許の取得及び更新を実施する。また、庁内で

実施する地震防災訓練や道路啓開訓練等において、ドローン等のデジタル技術を活用するとともに、通常

の業務時においても積極的に活用することで、職員が的確に操作できる体制を整える。（県土整備総務課、

技術管理課、道路管理課、治水課、砂防課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 

○ 軽微な対策で対応できるものについては、令和元年度中に実施済。 

残ったものについては、対策にあたり多額の費用を要する内容となっているため、危険性及び対策の必

要性について検討・整理し、対策実施計画を策定する。実施にあたっては極めて危険性の高いものを優先

することとし、それ以外のものについては、改修方法を検討しながら順次実施していく。（学校施設課） 

 

公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 

○ 屋内運動場等の吊り天井以外の非構造部材について点検を実施し、必要な耐震化を早期に実施できる

よう市町村教育委員会に働きかけていく。（学校施設課） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備 

○ 公立小中学校における避難所運営支援体制の整備を図るため、引き続き避難所開設・運営支援について

の手順の標準化など、市町村と連携を図りながら推進していくように指導する。（義務教育課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援 

○ 県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所運営体制の整備を図るため、引き続き市町村作成

の避難所運営マニュアルを共有し協力業務ができるよう各校の危機管理マニュアルの見直しを、市町村と

連携を図りながら推進していくように指導する。（高校教育課） 
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【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

病院の耐震化の促進 

○ 未耐震の病院に対し、耐震化の促進を働きかけるとともに、耐震改修等に向けた支援を行う。（医務課） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施 

○ 災害時の医療救護対応能力の向上を図るため、保健所単位だけでなく、全県的な規模で情報伝達訓練等

を行うとともに、関係機関と連携した広域医療搬送訓練を実施する。（医務課） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等） 

○ 災害時の救助・救急体制の不足に対処するため、引き続きＤＭＡＴ隊員の養成を図るとともに、広域応

援体制の維持や強化のための実動訓練を実施する。 

 加えて、災害時において保健医療救護対策本部に集約された医療資源を整理・分析し、医療ニーズに適

切に対応するため、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンを育成・委嘱するほか、県

看護協会が実施する災害支援ナース養成研修を周知するなど、医療救護体制の更なる強化を図る。（医務

課） 

 

ドクターヘリの効果的運用 

○ 救命率の向上を図るため、引き続き県内全域でのドクターヘリの運用を行う。 

   また、ドクターヘリによる迅速かつ効率的な対応を推進するため、他県ヘリ及び他県基地病院との相互

支援体制を構築し、県境を越えた広域的な救急医療の一層の充実を図る。（医務課） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備） 

○ 広域的な重症患者搬送体制の確保のため、引き続きＳＣＵの資機材等を整備するとともに、ＳＣＵを使

用したトリアージ（患者の緊急度や重症度を判定して治療や後方搬送の優先順位を決める）及び広域搬送

訓練を毎年実施する。（医務課） 

 

保育所等の耐震化の促進 

○ 施設の安全確保を図るため、耐震化の必要性や補助制度についての情報提供、助言などを行っていく。 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討 

○ 耐震化等のための融資制度の利用に向けて、引き続き、ホームページ等での周知を行うとともに、金融

機関や関係団体等を通じて普及啓発に努める。（産業振興課） 

 

【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 

○ 災害時等における県民等の通信手段の確保を図るため、山梨県公衆無線ＬＡＮ（山梨県 Free Wi-Fi）

の適切な運用を行うとともに、市町村の防災拠点等への公衆無線 LAN 環境の整備の促進を図る。（ＤＸ・

情報政策推進統括官） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化 

○ 災害発生時の効果的情報収集体制を確立するため、引き続き衛星携帯電話及び災害発生時優先電話の

拡充について継続して検討するとともに、県警察ヘリコプター「はやて」の早期運用と同機搭載のヘリコ

プターテレビ伝送システムを有効に活用した被災状況の映像送信に係る訓練を継続して実施する。（警察

本部） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進 

○ 鉄道輸送の安全の確保を図るため、中小民間鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備に対

し、国と連携して補助している。中小民間鉄道事業者は経営体力が弱く、自力での安全確保等が思うよう

に進められないため、今後も中小民間鉄道事業者の長期整備計画を確認しながら、引き続き必要な支援を

行う。（交通政策課） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

無電柱化の推進 
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○  近年の頻発する地震等の発生状況を踏まえ、市街地を中心に無電柱化を進めていくが、特に電柱倒壊

による社会的影響が大きい市街地の重要拠点を結ぶ緊急輸送道路において、無電柱化を推進する。（道路

整備課、道路管理課、都市計画課） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進 

○ 災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、引き続き、跨線橋・跨道橋と緊急輸送道路の

橋梁を、令和９年度を目途に耐震化率が 100％に達成するよう橋梁の耐震化を進める。（道路管理課） 

○ 引き続き、災害時における道路利用者の安全性向上、災害時の緊急輸送路の確保に配慮し、橋梁の耐震

化工事を推進していく。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

橋梁の長寿命化の推進 

○ 災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、引き続き「山梨県橋梁長寿命化実施計画」に

基づき、定期的な点検や必要な補修を実施し対策を進める。（道路管理課） 

○ 道路構造物を効率的に維持管理していくため、引き続き各施設の点検要領を運用し、適切な維持管理を

行っていく。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【国土保全】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【環境】 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進 

○ 令和５年以降についても、長寿命化計画及び整備計画に基づき、引き続き整備を行う。 

 

【土地利用(国土利用)】 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応 

○ 災害時の県税救済措置制度（猶予・減免）の円滑な運用を図るため、引き続き平時からホームページ等

で周知を行う。（税務課） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

私立学校の耐震の促進（再掲：住宅・都市） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（再掲：住宅・都市） 

 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進（再掲：環境） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

都市公園施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（再掲：住宅・都市） 
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県営住宅の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 
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（１－２）地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進 

○ 消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進のため、引き続き関係団体に対する広報や（一財）

山梨県消防協会が実施する消防団員確保対策事業に対し支援を行うとともに市町村に対し消防団活性化

総合計画の見直し等の働きかけを行う。（消防保安課） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（参照：１－１） 

 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（参照：１－１） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

県営住宅の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

空き家対策の推進 

○ 危険な空き家の解消を図るため、引き続き、空き家対策の実施主体である市町村の支援を行ない、空き

家対策を推進する。（住宅対策室） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設の利用の促進 

○ 引き続き、日頃から施設ごとの受け入れ可能数を周知し、高齢者施設の入所者の相互受け入れや在宅要

援護者の避難受け入れ体制の整備とその運用を図る。（健康長寿推進課） 

 

高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討 
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○ 引き続き、日頃から施設ごとの受け入れ可能数や運用上の課題等の検討を行うことなどを周知し、高齢

者施設の入所者の相互受け入れや在宅要援護者の避難受け入れ体制の整備とその運用を図る。（健康長寿

推進課） 

 

災害時の介護支援者の確保推進 

○ 災害時に必要な介護支援者を確保するため、引き続き介護職員初任者研修の実施事業者の適正な研修

実施を推進させる。（健康長寿推進課） 

 

障害者福祉施設間での利用者の受け入れ及び職員等の協力体制の構築 

○ 災害時の障害者福祉施設間において被災障害者の受入れを円滑に行うため、各事業所に事務処理フロ

ーに基づき、受入れ後の施設運営が適切に行えるよう職員等の協力体制の構築に取り組む。（障害福祉課） 

 

障害者に対する情報支援体制の構築 

○ 災害時の聴覚障害者に対する情報支援のため、手話ボランティアの派遣マニュアルの見直しを行い、手

話通訳ボランティアの派遣等、各市町村と具体的な検討を進める。 

   また、新たに発達障害者が情報支援の対象として国の方針に位置付けられたことを踏まえ、支援体制を

どのようにしていくか検討する。（障害福祉課・子ども福祉課） 

 

病院の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進 

○ ＢＣＰ未策定の病院に対し、国が実施する研修について周知・受講推薦するなど、BCP 策定の促進に係

る働きかけを行う。 

  また、ＢＣＰを整備した病院に対しても、引き続きＢＣＰに基づいた定期的な訓練等の実施を促す。(医

務課) 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備 

○ 医療救護に必要な医薬品等の調達を円滑に行うため、引き続き山梨県医薬品卸協同組合に保管管理委

託する備蓄品目の見直しを行い医薬品等の安全な保管に努める。 

   また、想定を超えて交通が麻痺し、緊急対応が必要となった場合の対応策として、空路による物資輸送

ルートの確実な確保のための検討を行う。（衛生薬務課） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての児童福祉施設の利用の促進 

○ 災害時の一時避難所として、児童福祉施設を活用することについて、引き続き児童養護施設等の本来機

能を著しく低下させない範囲で施設の状況に応じた助言を行う。（子ども福祉課） 

 

保育所等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【国土保全】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【土地利用(国土利用)】 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 
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災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（再掲：住宅・都市） 

 

県営住宅の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 
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（１－３）突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の

発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対す

る脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

水防訓練の実施 

○ 洪水時の水防体制の強化、関係水防団員等の水防技術の習得及び水防意識の高揚を図るため、水防訓練

を実施する。（治水課） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部） 

○ 災害時の迅速な被災情報収集や円滑な応急対策業務を実施するため、国土地理院、中日本高速道路（株）

八王子支社、建設関係団体との連絡体制等を常に最新のものになるよう随時協定を更新するとともに、定

期的に訓練を実施する。（県土整備総務課、技術管理課、道路管理課、下水道室） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

要援護者のためのマニュアルの作成 

 ○ 災害時の要援護者支援対策推進のため、今後は山梨県社会福祉協議会の行う福祉避難所設置・運営訓練

等を通じたマニュアルの検証を促進する。（福祉保健総務課） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

【情報通信】 
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公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立 

○ 映像による被害状況等の情報収集体制の充実のため、引き続き消防防災ヘリコプター「あかふじ」から

のテレビ伝送システムを活用する。（防災危機管理課）  

○ システム機能維持のため、平成２９年度に更新工事を実施した。（消防保安課） 

 

高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立 

○ 災害発生時の被害状況を迅速に収集する体制の充実のため、引き続き、各合同庁舎に設置した高所カメ

ラやテレビ会議システムを活用する。（防災危機管理課） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立 

○ 東京大学工学部と連携することで最新技術を活用した通信網を整備し、県内で想定される各種災害時

に文字・音声のみならず映像通信などにより、迅速かつ正確な情報通信体制を確立する。（火山防災対策

室・富士山科学研究所・防災危機管理課） 

○ 災害時における被害情報収集・伝達体制の確立のため、引き続き防災行政無線施設の維持管理や更新等

により通信機能の強化を図る。（防災危機管理課） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

社会資本整備重点計画の策定及び推進 

○ 社会資本の整備を効果的・効率的に推進するため、「山梨県社会資本整備重点計画（第四次）」に基づ

き整備を推進する。（県土整備総務課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

農村資源の保全管理活動の推進 

○ 多面的機能支払交付金等の支援により、農地等の保全に欠かせない地域ぐるみの共同活動等を引き続

き推進する。（農村振興課） 

 

農業用ため池の耐震化の推進 

○ 防災重点農業用ため池緊急整備事業により、耐震化対策が必要なため池について管理者と協議のうえ、

計画的に改修や補強などの対策を実施する。 

   また、ため池が決壊した場合の被害想定区域等を示したハザードマップの周知や緊急連絡体制の整備を

進めるとともに、ため池の管理者が行う保全管理に対して技術的支援を行うことで管理体制の強化を推進

する。（耕地課） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

○ 農業生産基盤等の災害対応力の強化に向けて、農地保全対策や農業用水利施設等の点検・調査を進める

とともに、耐震化対策や長寿命化対策について計画的な整備を行う。 

また、農地や農業用施設等の地域資源の適切な保全管理や、自立的な防災及び復旧活動の体制整備を推

進する。（耕地課） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

○ 農地の浸水・浸食が懸念される地域において、農業用水利施設の被害の未然防止のための整備を進める

とともに、整備済みの排水機場の耐震化を見据えた点検・調査を推進し、施設管理者等と調整の上、計画

的な整備を行う。（耕地課） 

 

荒廃農地解消対策の推進 

○ 地域の実情に応じた荒廃農地の再生を進めるとともに、農地中間管理機構等を活用した農地の流動化

や企業を含む担い手のニーズに合った集積を図るなど、引き続き荒廃農地の発生防止、解消対策を推進し

て農業・農村のもつ多面的機能が十分に発揮されるよう事業を推進する。（担い手・農地対策課、耕地課） 

 

農地の整備（生産基盤の整備） 

○ 狭小で不整形な農地や老朽化等により機能が低下した農道、農業水利施設などを抱える地域において

は、生産基盤の整備を進め、生産性や農家所得の向上、新たな担い手への農地集積・集約化の推進を図る

ことで生産活動を持続し、農地の荒廃防止、県土保全につなげる。また、農業・農村のもつ多面的機能の

十分な発揮による農村環境の向上を推進する。（耕地課） 
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【国土保全】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進 

○ 洪水災害を未然に防止するため、引き続き河川管理施設の維持や流下断面の確保を継続しながら、河道

の掘削や拡幅、築堤の整備や機能強化等の対策を推進するとともに、五明川排水機場等の河川施設の長寿

命化を図る。 

   また、県内 6 多目的ダムにおいても、ダム機能を維持するため、引き続きダム周辺施設等を含めた適切

な改良や長寿命化対策により、維持・修繕を実施する。（治水課） 

 

雨水貯留浸透施設の整備の推進 

○ 洪水災害を軽減するため、引き続き河川への流出を遅らせる雨水貯留浸透施設の整備による減災対策

を推進し、流域全体での流出抑制対策の重要性を周知するため、パンフレットの配布や講習会の開催など

による啓発活動を実施する。（治水課） 

 

洪水被害を防止する河川整備の推進 

○ 県民の生命・財産を守るための基盤整備を図るため、引き続き、鎌田川や濁川等において、台風や豪雨

による洪水を防止し安全に流下させる河川改修工事を実施する。 

   今後も、自然との共生及び環境との調和に配慮しつつ、コスト縮減を図りながら、重点箇所を中心に整

備を行い、被害を最小化する「減災」を図るよう、多様な整備手法の導入や既存施設の有効利用を推進す

る。（治水課） 

 

「知って備えて命を守る」取組の推進 

○ 洪水時の避難を円滑かつ迅速に行うため、引き続き、洪水ハザードマップの周知により避難体制の支援

を行うほか、洪水浸水想定区域の追加公表を行うとともに、これに基づいたハザードマップの更新・策定

に係る市町村への支援を進める。 

   また、ハザードマップで想定している広範囲な浸水が発生した場合の減災方法等について、国（河川管

理者）や市町村等の関係機関と協力しながら検討を行う。（治水課） 

○ 平成３０年７月豪雨災害を踏まえ、一般県民を対象に出前講座などの説明会や広報資料の配布などの

手段により、防災情報（洪水ハザードマップ、水位情報等）を広く県民に周知するともに、防災情報の充

実及び提供手段の多様化を検討していく。（治水課） 

 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

水防用資材の備蓄の推進 

○ 水害から住民の生命を守るため、引き続き水防用資材の定期的な更新と備蓄を行う。（治水課） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新 

○ 災害拡大や２次災害の防止を図るため、引き続き道路、河川及び砂防施設における緊急対処法マニュア

ルに基づき、緊急対処訓練を実施するとともに、訓練結果を検証し必要に応じてマニュアルの見直しを行

う。（道路管理課、治水課、砂防課） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【土地利用(国土利用)】 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
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【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

「知って備えて命を守る」取組の推進（再掲：国土保全） 

 

河川情報システムの運用 

○ 防災に資する情報提供手段の確立のため、引き続き総合河川情報システムの適切な運用を図る。（治水

課、甲府河川国道事務所（国）） 

○ 平成３０年７月豪雨災害を踏まえ、防災上重要な地点に簡易型監視カメラおよび危機管理型水位計を

設置するほか、量水標を新設するなど水位の「見える化」を図る。（治水課） 

 

砂防移動教室や河川出前講座など防災教育の実施 

○ 土砂災害に対する危険性、水難事故防止、避難行動の重要性を周知するため、引き続き毎年 6 月の「土

砂災害防止月間」や 7 月の「川に親しみ、水辺にふれあう運動推進強調月間」等に合わせて、小学生等を

対象に啓発活動を実施する。（砂防課、治水課） 

○ 逃げ遅れによる水害・土砂災害からの被害を未然に回避する必要があることから、水害や土砂災害から

身を守るための方法等を周知し、発災前に避難完了ができるよう、県民に対し県政出張講座による啓発活

動を実施する。 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【人材育成】 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

河川情報システムの運用（再掲：リスクコミュニケーション） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 
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（１－４）大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等によ

る多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備 

○ 緊急消防援助隊の応援・受援計画における運用の実効性を高めるため、緊急消防援助隊関東ブロック合

同訓練を 1 都 9 県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び

静岡県）により実施するとともに、必要に応じ計画の見直しを行う。（消防保安課） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

水防訓練の実施（参照：１－３） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 
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【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（参照：１－３） 

 

高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立（参照：１－３） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部） 

○ 災害時の迅速な被災情報収集や円滑な応急対策業務を実施するため、建設関係団体との連絡体制等を

常に最新のものになるよう毎年度協定を更新する。（治山林道課） 

○ （一社）全国木造建設事業協会からの販売要請に対応するため、間伐材等建設用木材の確保に努める。

（県有林課） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（参照：１－３） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

森林の公益的機能の維持・増進 

○ 森林の公益的機能についての普及啓発を行うとともに、引き続き県民参加の森林づくりを進めるため

の支援を行う。（森林政策課）（森林整備課） 

○ 森林の公益的機能が高度に発揮される健全な森林づくりを推進するため、引き続き造林事業や森林環

境保全推進事業等による植栽・保育・間伐等の森林整備や獣害対策、林野火災防止パトロールを計画的に

進める。（森林整備課・県有林課） 

○ 森林の公益的機能の維持・増進を図るため、引き続き水源地域緊急整備事業、保安林改良事業及び保安

林保育事業による改植や本数調整伐等の森林整備を計画的に進める。（治山林道課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進 

○ 昭和町を除く 26 市町村において、山間部の集落周辺の山地災害防止機能を確保するため、治山施設の

整備を適切に実施し、山地災害危険地区の未着手解消を目指す。（治山林道課） 

 また、韮崎市湯沢地区と南アルプス市野呂川地区においては、国との調整を行い、国直轄治山事業によ

り、荒廃地の整備を推進する。（治山林道課、山梨森林管理事務所（国） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施 

○ 森林環境税を財源の一部とした森林整備事業の効果を検証するため、引き続き施業林におけるモニタ

リングを実施し、調査結果や事業効果の公表を行う。（森林総合研究所） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

【国土保全】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：農林水産） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化 

○ 昭和町を除く 26 市町村において、山間部の集落周辺の森林の山地災害防止機能を確保するため、土砂
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災害防止機能を発揮している既存治山施設について、施設の長寿命化を図るため、「山梨県治山施設保全

計画」に基づき、適正な維持・管理を実施する。（治山林道課） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（再掲：農林水産） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（参照：１－３） 

 

洪水被害を防止する河川整備の推進（参照：１－３） 

 

地震発生後の河川・砂防管理者対応マニュアルの円滑な運用 

○ 地震発生時に緊急かつ適切な対応を図るため、引き続き河川・砂防管理者対応マニュアルの円滑な運用

とマニュアルの随時見直しを実施する。（治水課、砂防課） 

 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

水防用資材の備蓄の推進（参照：１－３） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新（参照：１－３） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

○ 特に甚大な被害が想定される土砂災害警戒区域 33 区域のうち、既に着手している 14 区域を除いた残

る 19 区域について優先的に整備を進める。 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施 

○ 長寿命化計画に基づき、改築を実施していくとともにトータルコストを縮減し予算を平準化していく

ため「予防保全型維持管理」の考え方を導入した長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理や更新を実施

していく。（砂防課、富士川砂防事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【環境】 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進（参照：１－１） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

河川情報システムの運用（参照：１－３） 

 

土砂災害防災訓練の実施 

○ 土砂災害に対する危険性、避難行動の重要性を周知するため、引き続き毎年 6 月の土砂災害防止月間に

合わせて行う土砂災害防災訓練において啓発活動を実施する。（砂防課） 

○ 土砂災害警戒避難体制の確立・強化を図るため、今後は、ハザードマップを用いた、地域で行われる避

難（防災）訓練等を通じ、県民に土砂災害に係る知識を周知するため、市町村職員向けの講習会（勉強会）

を催すなど、定期的に啓発活動を実施する。（砂防課） 

 

砂防移動教室や河川出前講座など防災教育の実施（参照：１－３） 

 

土砂災害等情報システムの運用 
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○ 市町村長が避難勧告等を的確に発令できるよう、正確でわかりやすい土砂災害関連情報の提供を行う

ため、土砂災害警戒情報システム等の適切な運用及び管理を行う。（砂防課） 

 

土砂災害警戒区域等の指定及び周知 

○ 土砂災害から県民の生命を守るため、今後は、土砂災害警戒区域を管理・公開するために作成した土砂

災害情報システムを通し、定期的に啓発活動を実施するとともに、地図精度向上や土地利用状況の変化に

伴う土砂災害警戒区域等の指定見直し（追加・削除）を行う。（砂防課） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【人材育成】 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

森林の公益的機能の維持・増進 

○ 森林の公益的機能についての普及啓発を行うとともに、引き続き県民参加の森林づくりを進めるため

の支援を行う。（森林整備課） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（再掲：国土保全） 

 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進（再掲：環境） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（再掲：国土保全） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

河川情報システムの運用（再掲：リスクコミュニケーション） 

 

土砂災害等情報システムの運用（再掲：リスクコミュニケーション） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 
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（１－５）火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死者数の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施 

○ 富士山火山避難基本計画を踏まえ、地域防災計画の見直しを行う。 

○ 避難訓練を継続的に実施することにより、課題を抽出し、市町村避難計画の見直しを支援する。 

○ 大規模降灰対策などの課題等の検討を行う。 

 

富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

○ 現地対策拠点の運営・開設訓練を行うほか、避難計画の実効性を高めるため、市町村等が実施する防災

訓練を支援する。 

○ 市町村が実施する地域防災計画改定作業や避難促進施設の支援について適切にサポートする体制づく

りを推進する。 

○ 円滑な避難体制の構築のため、効果的な情報発信の手法確立や迅速な情報伝達に資する高速通信網の

整備の検討を行う。 

○ 国の関与による県境を越えた広域避難体制の構築を図る。 

○ アプリなど情報ツールを使ったリスクコミュニケーションのあり方の検討を行う。 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

登山者の実態把握・情報共有による安全確保対策の推進 

○  災害発生時の迅速な捜索救助活動、避難誘導等のため、今後も、ホームページや登山口・最寄駅にお

ける街頭指導等による「コンパス」を使用した登山届の提出の周知・広報活動を民間事業者を含めた関係

機関と連携及び協働しながら、より一層推進し、情報共有を図ることにより登山者の安全確保対策を推進

する。（警察本部） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 
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現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（参照：１－３） 

 

高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立（参照：１－３） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

○ 「外国人旅行者への災害時対応マニュアル」及び「災害時外国人旅行者向けフードコミュニケーション

カード」の活用を促進する。 

○ 山梨県国際交流協会と締結した協定に基づき、「山梨県災害多言語支援センター」を適切に運用する。 

○ 防災ポータルの多言語情報発信を継続実施する。 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山五合目以上の区域における観光客等避難対策の推進 

○ 富士山五合目以上の区域においては、復旧に数日間を要する事態が発生した場合には、多数の滞留者が

発生することが想定されるため、滞留者への水・食料や一時避難場所の提供及び速やかに麓まで避難（下

山）させる方法を検討する。 

〇 更に、御嶽山の災害に鑑み、富士山の噴火に備えるためのヘルメットや防塵マスク等の十分な配備、来

訪者への注意喚起や迅速な避難のための火山情報の提供方法も検討する。 

   主な検討項目については、以下のとおりである。 

① 山小屋、五合目売店等との水・食料及び一時避難場所の提供に係る協力関係の構築 

② より多くの水・食料の備蓄方法の検討 

③ 滞留者を安全に避難（下山）させる方法の検討 

④ 安全な避難（下山）ルートの確保及び観光客等の避難（下山）誘導  

⑤ 富士山五合目や山小屋等へのヘルメット、防塵マスク等の配備 

⑥ 火山情報の提供方法   

⑦ 噴石等から観光客等を守るためのシェルターの設置に関する研究の推進 

  （防災危機管理課、世界遺産富士山課、治山林道課、道路管理課、警察本部） 

 

【交通・物流】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 
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老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

○ 平成３０年度に策定した「県営林道施設長寿命化計画（個別施設計画）」に基づき、最優先である 152

箇所を対象に、国補事業、県単事業合わせて長寿命化対策を推進する。（治山林道課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備 

○ 災害に強い道路を整備し、地域住民や富士山を訪れる観光客などの円滑な避難誘導を図るため、引き続

き富士北麓地域から甲府方面、大月方面、相模原方面を結ぶ３方向の放射道路、それらを富士山の裾野で

連絡する内環状、富士五湖の北岸沿いの中環状、更に大月・都留・道志とを結ぶ外環状（３放射３環状道

路）の整備を推進する。（道路整備課） 

○ 非常時において、富士北麓地域から他地域への避難を支える国道１３７号の新たな御坂トンネル、国道

１３８号の新屋拡幅や国道１３９号の都留バイパス及び中央自動車道を補完する道路である国道２０号

の新笹子トンネルの整備を推進する。（道路整備課、甲府河川国道事務所（国）） 

 

スマートＩＣの整備促進 

○ 災害に強い道路網の構築を図るため、引き続き被災後の代替路や物流拠点の形成などが図られる事業

中のスマートＩＣ整備の促進や新たなスマートＩＣの設置を要望する。（高速道路推進課） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進 

○ 大規模地震、豪雨、豪雪、富士山火山噴火による災害発生時において、避難路あるいは緊急輸送路とな

る中部横断自動車道など県外とを結ぶ高速道路等の整備を促進する。 

○ 中部横断自動車道・南部 IC～下部温泉早川 IC 間が令和３年８月２９日に開通し、これにより山梨・静

岡間が全線開通となった。今後は引き続き中部横断自動車道（長坂 IC～八千穂 IC）の早期事業化に向け

た手続き等を推進する。（高速道路推進課、甲府河川国道事務所（国）） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり 

○ 富士山噴火時の降灰から避難路や輸送路を確保するため、道路の降灰に関する検討を進め、速やかに除

灰できる体制の構築を検討する。（道路管理課） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

【国土保全】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進 

○ 平成２６年度から取り組んでいる富士山の噴火災害を軽減するための、「富士山火山防災のための火山

学的研究」及びその関連研究を継続し、噴火履歴の研究、噴火予測に資する観測研究（重力観測、地震観

測、地下水観測）、噴火災害予測に関する研究（噴火シミュレーション）を東京大学地震研究所や防災科

学技術研究所と連携して実施する。また、火山観測情報の収集に関し他機関との連携を強化し、火山防災

情報の発信の仕組みづくり、効果的な防災教育の方法論の検討および実証試験を行う。この研究観測成果

に基づき、噴火シナリオを構築し、溶岩流・火砕流・噴石の噴火シミュレーションによる災害予測手法の

確立に取り組む。また、火山防災情報の発信や災害知識の普及･啓発の仕組みづくりを行う。（富士山科

学研究所） 

○ 富士山では火山災害以外にも雪代、雪崩、落石等の斜面災害が発生しており、これらの発生の検知手法、

危険情報の発信手法などについて検討をおこなう。（富士山科学研究所） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 

〇 火山防災情報の発信や災害知識の普及･啓発のため、地元自治体や県民を対象とする火山防災研修会や

セミナー、火山噴火災害の軽減のための国際ワークショップやシンポジウム、富士山火山防災パネル展な

どを開催して、更なる防災知識などの普及・啓発に取り組むとともに、小中学校や高等学校の富士山学習

等や大学の講義において火山防災教育を推進する。（富士山科学研究所） 

 

火山防災体制強化に資する研究の推進 

○ 富士山の噴火様式や規模は多様であり、事前に火口も特定できない。そのため、噴火に際して地域住民

が確実に避難できるよう富士山の噴火履歴の研究を行う。また、火山のハザードマップは現象が多岐にわ

たり、火山との距離によって影響する現象が異なるためハザードマップの読み取りが非常に複雑である。

そのため住民に理解しやすく効果的な火山防災マップのあり方の研究を行う。（富士山科学研究所） 
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富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：農林水産） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新（参照：１－３） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

富士山火山噴火時の避難を支援する減災対策の推進 

○ 富士山の火山噴火時における生命・財産への被害軽減、および避難時間を最大限確保するため、「富士

山火山噴火緊急減災砂防計画」に基づき、ハード対策とソフト対策からなる基本・緊急対策を迅速かつ効

果的に実施し、火山防災対策の推進を図る。（砂防課、富士砂防事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 

 

火山防災体制強化に資する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【研究開発】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 

 

火山防災体制強化に資する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 
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災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 
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（１－６）暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

他自治体との連携推進 

○ 関東地方知事会、全国知事会及び中央日本四県（新潟、長野、静岡、山梨）における相互応援協定をは

じめ、他自治体との連携強化を推進することにより、南海トラフ地震や富士山火山噴火、風水害や豪雪災

害など、本県に起こりうる大規模災害に適切に対応できる体制の充実を図るため、引き続き必要な協定の

締結を推進するとともに、関係協定に係る定期的な連絡会議、広域連携に係る訓練等に参加し、他自治体

と「顔の見える関係」の構築に努め、課題の把握や改善を推進する。（防災危機管理課） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

登山者の実態把握・情報共有による安全確保対策の推進（参照：１－５） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

透析患者の支援体制の整備 

○ 災害時の人工透析医療提供体制の維持・整備のため、引き続き県内在住の人工透析患者情報の全数把握

及び情報共有を図るとともに、市町村における要援護者台帳の整備、支援計画作成への支援を行う。 

○ 県協議会及び各保健所圏域での連携推進会議、ワーキンググループの開催、研修会、実態調査、災害時

透析情報共有システム導入、手引き作成等を行い、切れ目ない透析医療提供体制の構築を図る （健康増

進課） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 
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災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

道の駅等の防災機能の確保 

○ 豪雪や近い将来の発生が懸念される南海トラフ地震、富士山噴火などの広域的な災害に対し、「道の駅」

の防災機能を確保することを目的に、拡充すべき防災機能の検討を行い、防災拠点施設の維持を適切に行

っていく。（防災危機管理課、道路管理課） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進 

○ 想定を超えた降雪に対し効率的な道路の除雪を行うため、「山梨県道路除排雪計画」に基づき、今後の

降雪状況の変化や、高速道路の整備、県内道路の新設・改築、公共施設の整備など社会環境の変化に踏ま

え、必要に応じて見直しを進める。（道路管理課） 

○ 非常体制発令時に除雪優先路線の考え方に基づく除雪作業の実施を進める。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

○ 下層植生に影響を及ぼしているニホンジカの頭数管理や、下層植生の回復を集中的に実施すべき箇所

の明示により、水源林の保全や土壌の流出につながる情報提供を行う。（森林総合研究所） 

 

【国土保全】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新（参照：１－３） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【研究開発】 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 
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２．救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確

実に確保する 

（２－１）自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

他自治体との連携推進（参照：１－６） 

 

自主防災組織の防災資機材の整備促進 

○ 地域の防災力を強化するため、引き続きコミュニティ助成事業の利用による防災資機材等の整備を図

っていくが、要望の増加に伴い、どの組織を優先するかをよく見極め、実施する。（防災危機管理課） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

救急搬送体制の充実強化（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

消防設備士及び危険物取扱者の保安講習の実施 

○ 地震災害等の発生に伴う火災や危険物事故の未然防止等のため、引き続き消防設備士及び危険物取扱

者の技術向上と育成を図る。 

 

防災拠点の機能強化 

○ 「山梨県防災拠点整備基本構想（改定版）」に基づき、防災拠点の 7 つの機能（※）の強化に関する取

り組み（中長期的なものを除く）を庁内外の関係機関と連携して行う。 

※総合監理、物資備蓄、輸送中継、航空基地、応援部隊等活動拠点、訓練研修、普及啓発 

 

事前伐採の推進 

○ 本県の電力供給体制強靱化に向けて、倒木等による二次災害対策として樹木の事前伐採を推進する。

（環境・エネルギー政策課） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

○ 本県の電力供給体制強靱化に向けて、関係機関による推進会議を設け、連携の強化を図る。（環境・エ

ネルギー政策課） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進 

○ 令和 10 年度までに基幹管路の耐震適合率を 50％とし、耐震化計画に基づく水道施設の耐震化を着実に

実施するよう要請する。 

   応急給水資機材の整備について、各水道事業者に促す。 

また、大規模災害発生時には、複数のルートによる給水応援要請や活動が行われることが考えられるこ

とから、関係機関との連携を図る中で、円滑な応援活動が実施されるよう県で調整を図る。（衛生薬務課） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 
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都市公園の防災活動拠点機能の強化（参照：１－１） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し 

○ 災害時における下水道施設の安全性や信頼性の確保、水害を含む災害時の対応体制の整備を図るため、

引き続きＢＣＰ訓練やマニュアルの見直し等を実施する。（下水道室） 

 

下水道施設の長寿命化の推進 

○ 災害時における下水道施設の安全性や信頼性を確保するため、引き続き 4 流域下水道（富士北麓・峡

東・釜無川・桂川）施設全体の長期的な施設の状態を予測しながら、維持管理、改築を一体的に捉えて計

画的・効率的な管理を行う下水道ストックマネジメント計画を令和２年度に策定した。令和３年度からは

ストックマネジメント計画に基づく長寿命化を進める。（下水道室） 

 

下水道施設の耐震化の推進 

○ ４流域下水道の幹線管渠について耐震化率の向上を図るため、重要な公共施設の周辺や緊急輸送道路

周辺等を優先し耐震対策を実施する。（下水道室） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

○ 災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村に対し、地震防災訓練などを通じて

市町村による要配慮者を対象とした避難所の設置・運営訓練の実施等を促す。（防災危機管理課） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築 

○ 災害時の保健医療救護等に関する協定内容について、必要に応じ見直しを行い、関係団体との協力関係

の強化を図る。（福祉保健総務課、医務課、衛生薬務課） 

 

病院の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

災害拠点病院の機能確保に向けた施設・設備整備の支援 

○ 災害拠点病院の指定要件について未達成の項目がある病院に対しては、耐震改修や浸水対策（止水板等

の設置や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等）の整備に向けた支援を行う。（医務課） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化） 

○ 協定機関に対し、国や本県が開催する DPAT の研修への参加を促し、DPAT の登録チームを拡大するとと

もに、DPAT の派遣,受援体制の確立や災害拠点精神科病院の指定など災害時における精神医療の提供体制

の整備を進める。（健康増進課） 

 

透析患者の支援体制の整備（参照：１－６） 

 

放射線の影響に関する相談体制の整備 

○ 原子力発電所事故による放射線の影響に関する健康相談体制の整備のため、福島の事例等を研究する

中で、健康相談マニュアルや健康相談窓口の開設等についての見直しを実施し、引き続き実効性のある健

康相談事業が実施できるよう相談体制を整備する。（健康増進課） 

 

【エネルギー】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進 

○ 大災害発災後のインフラ復旧に対する災害対策本部等の対応力の強化を図るため、関係機関と協議の

上、各種マニュアルの整備や、それに基づく実効性ある防災訓練の実施等に取り組む。（防災危機管理課） 
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○ 災害時の円滑な交通を確保するため、関係機関の連携による検討・調整等を行う体制に速やかに移行で

きるよう、交通強靱化プロジェクトを推進する。（交通政策課・道路管理課） 

※主要関係機関  

(５－１)東京電力(株)山梨支店、ＮＴＴ東日本（株）山梨支店、（株）ＮＴＴドコモ山梨支店等 

(５－１) （株）山梨放送、（株）テレビ山梨、（株）エフエム富士等 

(５－２) 東京電力(株)山梨支店、（一社）山梨県トラック協会等、(５－３)東京ガス山梨(株) 

(５－５) 東日本旅客鉄道（株）八王子支社、東海旅客鉄道（株）静岡支社、中日本高速道路（株）八王

子支社 

 

消防救急デジタル無線の広域化・共同化の推進 

○ 消防救急デジタル無線の広域化・共同化の働きかけを行うことにより、広域的な機動性の確保ととも

に、災害に強い情報通信体制の整備を進める。（消防保安課） 

 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保 

○ 災害時の情報収集、共有、情報提供を確実に行うため、県保健医療救護対策本部の通信環境の維持に努

めるとともに、医療機関、保健所及び市町村と連携し、ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）の操

作研修や、ＥＭＩＳを利用した情報伝達訓練等を実施する。 

   また、ＥＭＩＳに未加入の有床診療所に対し、加入を促していく。（医務課） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築 

○ 今後は、「災害時における支援物資供給体制の構築に向けて」に基づき、より実効性の高い支援物資供

給体制の構築を図るため、関係機関と協力し、救援物資の受け入れ、避難所への輸送に係る方法・体制等

について見直しを行う。（防災危機管理課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

○ 災害に強い道路を整備し、大規模災害発生時の安定的な物流や広域的な避難・救援活動を支える道路の

確保を図るため、引き続き新山梨環状道路など幹線道路の整備を実施する。（道路整備課、都市計画課、

甲府河川国道事務所（国）） 

○ 新山梨環状道路（北部区間）については、全線の早期事業化及び広瀬・桜井間、牛句・宇津谷間の早期

整備を国に働きかける。（高速道路推進課） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備 

○ 沿線地域住民の安全な避難を可能にするため、引き続き避難を支える道路の整備を推進する。（道路整

備課） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消 

○ 緊急輸送道路における道路法面崩壊や路肩決壊等の危険箇所の解消、雨量規制の緩和のため、引き続き

法面対策工等の防災対策を実施する。（道路管理課） 

○ 要対策箇所の解消に努めるほか、台風などの大雨の際に道路利用者の安全を確保するため、あらかじめ

定めた規制雨量に達すると通行止めを行う事前通行規制区間の解除、若しくは規制雨量基準値の緩和へ向

け防災対策を実施する。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施 
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○ 災害時の道路啓開等の応急対策業務を円滑に実施するため、各協会とも連携し、防災訓練を実施しなが

ら、新たな課題に対し必要に応じ地震災害行動マニュアルの見直しを行う。（県土整備総務課、道路管理

課） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

【官民連携】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 



各施策グループの推進方針（２－２） 

75 
 

（２－２）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻痺 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

備蓄物資の確保 

○ 様々な災害に対応した備蓄体制の充実を図るため、県と市町村が連携した備蓄必要量の継続確保に向

けた備蓄の基本的な考え方を検討するなど、引き続き備蓄資機材の確保を図る。（防災危機管理課） 

○ 「山梨県地震被害想定調査」（令和５年５月）を踏まえ、備蓄のあり方の検討を行う。（防災危機管理課） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築 

○ 「山梨県大規模災害時における応援受入計画」の見直しを適宜実施するとともに、訓練等を実施し体制

の強化を図る。また、市町村の受援計画の策定を支援し、受援体制の構築を図る。 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施 

○ 大規模災害発生時の緊急輸送道路（緊急交通路）の確保のため、引き続き各種防災訓練の際に、緊急輸

送道路（緊急交通路）確保訓練を継続的に実施する。（警察本部） 

 

【住宅・都市】 

耐震性貯水槽の整備の促進 

○ 市町村が行う耐震性貯水槽、防火水槽等の消防防災施設の整備及び有効活用について、助言等を行う。

（消防保安課） 

 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（参照：１－１） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化 

の推進（参照：２－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

要援護者のためのマニュアルの作成（参照：１－３） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

○ 災害時の円滑なボランティアの受け入れ及び派遣体制の整備のため、引き続き山梨県社会福祉協議会

への補助を通じ、市町村社会福祉協議会の災害ボランティアセンターの設置・運営訓練の実施を促進す

る。（福祉保健総務課） 

 

高齢者施設における防災資機材等の整備促進 

○ 高齢者施設の防災資機材等の整備のため、引き続き、施設ごとの整備状況を確認するとともに、不備等

があった場合には改善を指導するなどして防災資機材等の整備を促進させる。（健康長寿推進課） 

 

障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進 

○ 障害者福祉施設の防災資機材等の整備のため、引き続き、施設ごとの整備状況を確認するとともに、不

備等があった場合には改善を指導するなどして、防災資機材等の整備を促進させる。（障害福祉課） 
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災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

災害拠点病院の機能確保に向けた施設・設備整備の支援（参照：２－１） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化）（参照：２－１） 

 

災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 

○ 災害時に円滑な栄養・食生活支援を実施するため、引き続き、保健所及び市町村の栄養士に対し、災害

時における保健指導にマニュアルを活用し、準備をしておく必要性を周知するとともに、災害発生を想定

したマニュアルの評価（点検作業）を行い、必要に応じて見直しを行う。（健康増進課） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止） 

○ 令和元年度に作成した、新たな「林内路網整備計画」に基づき、国補事業により計画的に整備に取り組

む。 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－５） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（参照：２－１） 

 

多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備 

○ 災害時に安定的に人やモノの輸送を確保するため、隣接都道府県とを結ぶ幹線道路などについて、リダ

ンダンシーを有する災害に強い道路網の整備を推進する。（道路整備課） 

 

スマートＩＣの整備促進（参照：１－５） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進（参照：１－５） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 
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富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

都市計画道路（街路）の整備 

○ 狭隘道路等を解消し災害に強い街路網を構築するため、主要な都市計画道路の整備を確実に進めると

ともに、今後も必要な路線について事業を実施する。（都市計画課） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備 

○ 基幹農道は主な目的として農産物の生産や流通を向上させるものであり、一方で、通学や通勤等におけ

る一般交通としての役割も大きく農村地域の生活環境の改善に寄与していることから、今後も基幹農道の

整備を推進する。 

また、近年各地で頻発している大規模地震や豪雨災害等の発生時には避難路や緊急輸送路としての補助

的な役割も担っていることから、緊急車両の走行を確保する対策も必要であり、基幹農道の各管理者（市

町村）が策定した農道保全対策計画や個別施設計画等に基づき、重要度の高い施設について長寿命化、耐

震化対策を推進する。（耕地課） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 
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水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 
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（２－３）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心

理状態の悪化による死者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し 

○ 被災者の生活相談や情報提供を実施するための総合相談体制の充実を図るとともに、毎年度検証を行

った上で、マニュアルの内容を見直す。（県民生活総務課） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

○ 地域の災害対応力の充実のため、引き続き県地震防災訓練の場において、避難所管理者と自主防災組織

が連携した避難所訓練を実施する。（防災危機管理課） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備 

○ 庁内関係部局、市町村等関係機関、県獣医師会や動物愛護団体等が連携協力してペット等動物への災害

対策を実施するための対応方針を検討する。（衛生薬務課） 

○ 「山梨県大規模災害時の被災動物の支援に関する協定」や「山梨県ペット同行避難所等運営ガイドライ

ン」に基づく訓練等を通じ、避難所運用上の課題を整理するとともに必要に応じて協定等の内容を見直

す。（衛生薬務課） 

 

【住宅・都市】 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

住宅の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

公営住宅や職員宿舎の空室の提供マニュアルの整備・運用 

 ○ 災害時に被災者に対して公営住宅や職員宿舎の空室の提供を行うため、引き続き入居マニュアルの整

備、運用を実施する。（資産活用課、住宅対策室、企業局総務課、福利給与課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（参照：２－１） 

 

女性や子育て家庭、要配慮者に配慮した避難所運営の推進 

○ 災害時における女性や子育て家庭、要配慮者のニーズに対応した避難所運営を推進するため、引き続き

防災訓練、学習会等の機会を捉えて、女性や要配慮者などに配慮した避難所の運営への参加について、啓

発や周知を行う。（防災危機管理課） 

 

要援護者のためのマニュアルの作成（参照：１－３） 

 

災害時要援護者の避難誘導・福祉避難所の開設訓練の実施 

 ○ 災害時の円滑な福祉避難所の設置・運営、要援護者に対する避難誘導、ボランティアの受け入れ及び派

遣体制の整備のため、引き続き山梨県社会福祉協議会への補助を通じ、各市町村及び市町村社会福祉協議

会の福祉避難所設置・運営訓練の実施を促進する。（福祉保健総務課） 
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災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設の利用の促進（参照：１－２） 

 

高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討（参照：１－２） 

 

災害時の介護支援者の確保推進（参照：１－２） 

 

障害者福祉施設間での利用者の受け入れ及び職員等の協力体制の構築（参照：１－２） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

病院の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

災害時における保健指導マニュアル（保健師活動マニュアル）の活用 

○ 災害時に円滑な保健師活動を実施するため、引き続き平時から県本庁、保健所及び市町村に勤務する保

健師がそれぞれ災害時における保健指導マニュアルを活用し、準備をしておくとともに、マニュアルの評

価と見直しを継続的に行う。（医務課） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化）（参照：２－１） 

 

災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保（参照：２－２） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての児童福祉施設の利用の促進（参照：１－２） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進 

○ 児童福祉施設（保育所、児童養護施設等）に対する非常用物資の備蓄リスト作成・定期点検等を、引き

続き実施し、適切な食料・飲料水の備蓄と防災資機材等の整備を指導するとともに、監査実施時に、備蓄

の状況等を確認する。（子育て政策課、子ども福祉課） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立） 

○ 災害発生時に生活必需物資を速やかに調達するため、協定締結小売業者等と協定内容の見直しを行う

とともに、協定を締結していない小売業者等に対し、協定締結を働きかけていく。 

   また、物資調達業務の円滑な実施に向けて、「災害対策本部統括部物資班マニュアル」の見直しへの協

力を行うとともに、特に、県外からの救援物資の受け入れ、保管・管理、払い出し、輸送に関する部分に

ついては、防災局が行う「物資調達・輸送調整等支援システム」の活用及び運送業者、倉庫業者、自衛隊

との連携に関する検討に協力する。（産業政策課） 

 

【国土保全】 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し（再掲：行政機能／警察・消防／防災教
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育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難所運営マニュアルの作成支援 

○ 県内全ての避難所に避難所運営マニュアルが整備されるよう、マニュアルの作成支援を行う。 
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（２－４）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給

の停止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

備蓄物資の確保（参照：２－２） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築（参照：２－２） 

 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施（参照：２－２） 

 

【住宅・都市】 

県庁本庁舎内の避難者の対応検討 

○ 災害時の帰宅困難者・滞留者の一時避難のため、県庁本庁舎等の開放の方針を適切に運用する。 

○ ただし、災害の規模にもよるが、指定避難所の受入等が正常に機能している状態の場合は次のとおりと

する。 

・ 発災時の避難者の対応については、災害対策基本法や山梨県地域防災計画において市町村の責務とな

っており、住民は市町村が予め指定した避難所に避難することが原則となっている。 

・ 帰宅困難者等が県庁舎に避難してきた場合は、人道的観点から一時的に県庁舎内に保護することもあ

り得るが、避難が長期間に及ぶ場合は、指定避難所等の情報提供を行うなど、避難所等への誘導・引き

継ぎを行う。 

・ なお、県庁舎における避難者への食料、水、トイレの提供については、災害対策本部活動に支障が生

じる恐れがあることから、基本的には行わないこととし、近隣の指定避難所において救護活動を受ける

よう促すこととする。（庁舎管理室） 

 

耐震性貯水槽の整備の促進（参照：２－２） 

 

帰宅困難者対策の推進 

○ 帰宅困難者所にて必要な物資等の確保のため、引き続きコンビニエンスストア、ファミリーレストラ

ン、ガソリンスタンド等との協定の締結を実施する。協定等による業務について、具体的な方策について

整理するとともに、市町村へも帰宅困難者対策にかかる周知、普及を継続し、更に公共機関等での一時的

な受け入れと避難場所への誘導方法等について、検討を進めるとともに協定締結も推進する。（防災危機

管理課） 

 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

【保健医療・福祉】 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保（参照：２－２） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－３） 

 

【情報通信】 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備（参照：１－５） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

富士山五合目以上の区域における観光客等避難対策の推進（参照：１－５） 

 

【交通・物流】 

緊急物資の調達（調達の協定） 

○ 協定の規定に基づき災害時には県民に対して円滑な物資供給ができるよう、消費生活協同組合連合会

と連携体制について確認を行い、協定の実効性を確保する。（県民生活安全課） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 
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緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立

（参照：２－３） 

 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等） 

○ 災害用米穀の調達及び市町村に引き渡す具体的な手続きを定める「災害時における食糧供給対策実施

要領」の適正な運用を図る。（食糧花き水産課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等）（再掲：交通・物流） 

 

【国土保全】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（参照：１－５） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（参照：１－５） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

富士山火山噴火時の避難を支援する減災対策の推進（参照：１－５） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

緊急物資の調達（調達の協定）（再掲：交通・物流） 

 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

【研究開発】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 
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（２－５）想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

備蓄物資の確保（参照：２－２） 

 

市町村等と連携した帰宅困難者・滞留旅客対策の推進 

○ 市町村の災害対策において、帰宅困難者に観光客も含まれることや具体的な対応を検討するように働

きかけるとともに、災害時には観光客にも県防災ポータルから情報提供があることを引き続き周知してい

く。 

 

【住宅・都市】 

耐震性貯水槽の整備の促進（参照：２－２） 

 

帰宅困難者対策の推進（参照：２－４） 

 

【保健医療・福祉】 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

【情報通信】 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備（参照：１－５） 

 

【交通・物流】 

帰宅困難者等の搬送体制の構築 

○ 災害時に帰宅困難者、滞留者及び孤立集落の住民の搬送体制を構築するため、引き続き定期的に（一社）

山梨県バス協会、（一社）山梨県タクシー協会等の関係者と協議を行い、より適切な意識共有と連絡体制

の確立を図る。（交通政策課） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

 

◆横断的分野 
【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 
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（２－６）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

備蓄物資の確保（参照：２－２） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築（参照：２－２） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

耐震性貯水槽の整備の促進（参照：２－２） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

要援護者のためのマニュアルの作成（参照：１－３） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

高齢者施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化）（参照：２－１） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－３） 

 

【情報通信】 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

【交通・物流】 

帰宅困難者等の搬送体制の構築（参照：２－５） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（参照：２－２） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－５） 
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緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立

（参照：２－３） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（参照：２－１） 

 

多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備（参照：２－２） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進（参照：１－５） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

都市計画道路（街路）の整備（参照：２－２） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

森林の公益的機能の維持・増進（参照：１－４（治山林道課）） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

【国土保全】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：農林水産） 

 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－４） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 
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河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（参照：１－３） 

 

洪水被害を防止する河川整備の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（再掲：国土保全） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（再掲：国土保全） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 
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（２－７）大規模な自然災害と感染症との同時発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

大規模災害時における感染対策 

○ 自宅療養者している感染者が避難所に避難する際における、当該自宅療養者の情報の市町村への提供

体制の構築等、避難所における市町村と連携体制を強化する。 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

【保健医療・福祉】 

大規模災害時における感染対策（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

防疫業務を迅速に実施できる体制の確保 

○ 災害発生後の感染症のまん延の防止のため、「大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定」を

締結した山梨県ペストコントロール協会との円滑な連絡体制の整備を行いながら、防疫業務をより迅速に

実施できる体制の確保を図る。（感染症対策グループ） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

災害時における保健指導マニュアル（保健師活動マニュアル）の活用（参照：２－３） 

 

放射線の影響に関する相談体制の整備（参照：２－１） 

 

【情報通信】 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

環境悪化を防ぐための応急対策の推進 

○ 大規模自然災害時等の家畜伝染病発生に備え、家畜保健衛生所による畜産農家巡回指導等並びに特定

家畜伝染病（口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザなど）に関する防疫演習の取り組みを引き続き実

施する。（畜産課） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 
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◆横断的分野 
【官民連携】 

大規模災害時における感染対策（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

防疫業務を迅速に実施できる体制の確保（再掲：保健医療・福祉） 

 

【老朽化対策】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 
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３．必要不可欠な行政機能を確保する 

（３－１）被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定 

 ○ 県内で地震・風水害等の大規模災害が発生した場合に備え、引き続き県民が専門家に法律や税務等の相

談を行えるよう関係団体との協定を継続し、相談体制を維持する。(県民生活安全課） 

 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

事前伐採の推進（参照：２－１） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（参照：２－１） 

 

【住宅・都市】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【エネルギー】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【産業構造】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 
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（３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

首都機能の一部補完施設の誘致の促進 

 ○ 今後、長期的な視点で、首都機能の一部補完施設の誘致に取り組む中で、政府関係機関の誘致に努めて

いく。 

 

災害時における知事への連絡体制の強化 

 ○ 大画面のタブレット端末や防災無線電話の活用、情報伝達訓練の実施により、引き続き災害時におい

て、知事が迅速に災害状況を把握し、判断や指示が行えるような体制の整備を図る。（秘書課） 

 

非常用発電機用燃料タンクの満量化 

○ 災害による電力供給の停止の長期化に備え、引き続き非常用発電機用の燃料タンクの満量化を実施す

る。（各地域県民センター、総合県税事務所） 

 

勤務所属に登庁できない職員の参集場所・業務の明確化 

○ 大規模災害に備え、引き続き職員が発災時に勤務所属に登庁できない場合を想定した訓練を実施する

とともに、最寄りの事務所ごとに参集可能職員を登録し、業務を明確化する。（各地域県民センター） 

 

県庁構内地下タンクの満量化 

○ 災害時における燃料を確保するため、引き続き本庁舎内地下タンクに重油等を常時一定量の確保を継

続する。（庁舎管理室） 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進（参照：１－１） 

 

地震発生時等の業務継続体制の確立・検証 

○ 業務継続のため業務継続計画に基づく災害時の登庁可能職員数を確保するとともに、計画についても

継続的に検証を行う。（防災危機管理課） 

 

災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

○ 災害時の対応力向上を図るため、訓練等の機会を通じて、災害対策本部体制等、防災体制等の検証を行

うとともに、防災会議において災害対応等に関する意見を聴取し、地域防災計画を修正する。（防災危機

管理課） 

 

地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し 

○ 地方連絡本部（地域県民センター）の役割を再度検討し、関係機関の情報共有等において、効率化を図

る。（防災危機管理課） 

 

現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立 

○ 防災体制の見直しに伴い、災害時に市町村の対応が困難となった場合は、当該市町村に土地勘を有する

県庁職員を派遣し、本部の連絡担当職員との間で情報を共有し、人命救助、応急復旧や救援物資の要請・

供給等、被災市町村に代わって事務処理できる体制を整備・検証する。（防災危機管理課） 

 

市町村の災害対応力の強化支援 

○ 市町村の災害対応力の強化を図るため、引き続き助言や技術的支援を行う。（防災危機管理課） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

非常参集体制の確立 

○ 大規模地震が発生した際の初動体制を確保するため、非常参集訓練を実施し、非常参集できなかった場

合は、理由を検証し、研修、訓練等、非常参集体制の見直しを行う。 

○ また、確実な初動体制を確保するため、引き続き宿日直制や知事・本部員が在京している場合のヘリコ

プターによる帰庁体制を維持するとともに、課題を整理する。（防災危機管理課） 

 

災害対応に関する職員研修の充実・強化 

○ 防災体制の見直しに併せて、自然災害危機管理に係る防災研修を実施するとともに、災害対策本部統括

部活動マニュアルを随時見直し、各班の研修や訓練を実施する。（防災危機管理課） 

○ 火山防災職が、火山学の最新かつ広範な知識や専門性、科学的な知見に基づき、当県の火山防災対策の

企画・立案を行うため、国等が実施する火山に関する研修プログラム等を受講する。（防災危機管理課、

火山防災対策室） 
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様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築（参照：２－２） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施（参照：１－５） 

 

森林総合研究所 非常用タンクの満量化 

○ 災害による電力供給の停止の長期化に備え、引き続き非常用発電機用の燃料タンクの満量化を実施す

る。（森林総合研究所） 

 

災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築 

○ システム障害時の会計事務処理や調達事務処理の実効性を確保するため、財務事務担当職員への「シス

テム障害時における会計事務手処理マニュアル」の周知を行うとともに、関係機関との調整や資料収集等

を行い、模擬訓練を実施し、必要に応じてマニュアルの見直しを行う。（管理課） 

 

県議会における非常参集体制の強化（連絡手段、連絡体制の整備） 

○ 職員の被災による議会の長期にわたる機能不全を防ぐため、毎年度、年度当初に災害時応急対策の説明

会を行い、組織体制、配備基準、業務概要及び休日等における緊急連絡網の確認を行う。（議会事務局） 

 

災害対策用交通安全施設の整備の推進 

○ 災害発生後に発生する幹線道路等の交通渋滞による避難の遅れ、交通事故の発生及び交通麻痺を回避

するため、停電時に信号機が滅灯しないよう、引き続き交通信号機電源付加装置の整備を行い、災害発生

時の交通の安全と円滑化を図る。（警察本部） 

 

山梨県警察災害警備本部の整備推進 

○ 平成２３年の東日本大震災以降の「災害発生時における危機管理体制の再点検及び再構築」のため、引

き続き災害警備本部のシステムの整備と県下警察署の代替施設を活用した移転訓練を推進し、災害警備本

部の最良の体制の確立を図る。（警察本部） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

各種システムの緊急時運用体制の確立 

○ 「ICT-BCP」「緊急時対応計画」について、継続的な見直しを行うとともに充実を図る。（DX・情報政

策推進統括官） 

 

被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

○ 各種サーバーを適切に運用管理するとともに復旧を要する事態に備えるため、次の事項を定期的に確

認する。（ＤＸ・情報政策推進統括官） 

   ・各種サーバーの設置環境やサーバーの稼働状況 

   ・バックアップ処理結果やバックアップ領域（残容量） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

警察署等の通信付帯施設の老朽化対策の検討 

○ 現行の計画が令和９年度に目標達成となることから、災害発生時の無線通信空中線（アンテナ）を支持

する組立鋼板柱の倒壊等を防止するため、新たに令和１０年度を初年度とした個別施設計画を策定し、老

朽化対策を実施する。（警察本部） 

 

警察署等の災害発生時電源確保対策の検討 

○ 長期停電時においても警察署等の電源を確保できるように、引き続き庁舎建替時に移動用発電設備の

受電口を整備するとともに、各システムの電源装置の更新を推進する。（警察本部） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 
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山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

市町村の災害対応力の強化支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

非常参集体制の確立（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害対応に関する職員研修の充実・強化（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築（再掲：行政機能／警察・消防／

防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 
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４．経済活動を機能不全に陥らせない 

（４－１）サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下に

よる国際競争力の低下 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

県庁構内地下タンクの満量化（参照：３－２） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知 

○ 災害発生時の中小企業の資金繰りや復旧に向けた融資の相談に対応する相談窓口について、相談の集

中が想定されることから、対応窓口の増員や、職員の専門性の向上を図る。また、融資制度の周知につい

て、ラジオ、テレビ CM や山梨県防災 Twitter の活用を図る。（産業振興課） 

 

【産業構造】 

「事業継続力強化計画」認定の促進 

○ 「事業継続力強化計画」策定セミナーの開催や中小企業向けの個別支援の強化により、中小企業者の「事

業継続力強化計画」に対する意識改革に努めるとともに、事業継続力強化計画の国の認定を受けることの

メリットを周知し、県内中小企業による計画の認定促進に資する。（産業政策課） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進 

○ 「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン」により、商工会及び該当市町村に対して計画策定を働

きかけ、中小企業者の災害対応力を強化する。（産業政策課） 

 

本社機能移転等の推進 

○ 東京圏に隣接し、豊かな自然環境を有するなどの本県の優位性を踏まえ、企業の誘致活動と併せて本社

機能の移転や事務所・研究開発施設の拡充を推進する。（成長産業推進課） 

 

【交通・物流】 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照；１－１） 

 

【農林水産】 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

【国土保全】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

【土地利用(国土利用)】 

本社機能移転等の推進（再掲：産業構造） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【官民連携】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（再掲：産業構造） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進（再掲：産業構造） 
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【老朽化対策】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 
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（４－２）高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・

流出 

 

◆個別施策分野 
【保健医療・福祉】 

流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備 

○ 県内に流通する食品及び水道水の放射性物質等の検査について、大規模災害発生時においても迅速か

つ正確な検査が実施できる体制の整備を検討する。（衛生薬務課） 

 

【農林水産】 

農産物の放射性物質等検査体制の整備 

○ 農産物の放射性物質検査等の迅速かつ効率的な実施を通じ、大規模災害の発生による有害物質の大規

模拡散･流出を想定した効果的な検査体制の整備を検討する。（農業技術課） 

 

【国土保全】 

原子力災害対策の促進 

○ 原子力災害対応力の強化のため、引き続き原子力防災訓練等へ職員派遣するなど、防災関係機関（職員）

の資質の向上等を図る。（防災危機管理課） 

 

【環境】 

大気中の放射線測定体制の整備 

○ 大気中の放射線測定体制については、緊急時の対応に備え、引き続き日常のモニタリングポストやサー

ベイメーターによる調査を実施する。（大気水質保全課） 
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（４－３）金融サービス・郵便等の機能停止による県民生活・商取引等への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持 

○ 市町村の消費生活相談窓口が被災等により開設できない場合の相談体制の構築等、災害時でも消費生

活相談に適切に対応できる体制を確保していく。（県民生活安全課） 

 

公用車両の災害対応機能の強化 

○ 公用車を被災地等で使用する場合に備え、引き続き応急対応用資機材等の整備を進める。（庁舎管理室） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 

 

【産業構造】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（参照：４－１） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（再掲：産業構造） 
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（４－４）食料等の安定供給の停滞に伴う、県民生活・社会経済活動への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

【情報通信】 

外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

○ 来日間もない外国人は、既存の行政情報の入手や在住するための基礎的な情報にアクセスすることが

困難であり、こうした外国人に対しては、必要な基礎情報や防災関連情報などを災害ガイドブック（7 カ

国語）として県ホームページで公開するなど今後も継続して実施していく。（男女共同参画・共生社会推

進統括官） 

○ 令和元年８月に開設した「やまなし外国人相談支援センター」の災害時の活用を検討していく。（男女

共同参画・共生社会推進統括官） 

○ 令和元年度に山梨県国際交流協会と締結した協定に基づき、「山梨県災害多言語支援センター」を適切

に運用する。（男女共同参画・共生社会推進統括官、観光振興課） 

○ 令和２年度に整備した防災ポータルの多言語情報発信を継続実施する。（男女共同参画・共生社会推進

統括官、観光振興課） 

 

【産業構造】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（参照：４－１） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進（参照：４－１） 

 

【交通・物流】 

緊急物資の調達（調達の協定）（参照：２－４） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立

（参照：２－３） 

 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等）（参照：２－４） 

 

【農林水産】 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等）（再掲：交通・物流） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（参照：１－３） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹的農業水利施設等の整備 

○ 本県農業の生産維持及び農家経営の安定化に向けて、基幹的農業水利施設等の点検・調査を進めるとと

もに、耐震化対策や長寿命化計画等の策定を進め、計画的な整備を行う。 

また、地域資源としての農業用水利施設等を適切に保全管理するための体制整備を推進する。（耕地課） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

荒廃農地解消対策の推進（参照：１－３） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（参照：１－３） 

 

【国土保全】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 
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浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

【土地利用(国土利用)】 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

緊急物資の調達（調達の協定）（再掲：交通・物流） 

 

外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備（再掲：情報通信） 

 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【官民連携】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（再掲：産業構造） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進（再掲：産業構造） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 
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（４－５）異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【農林水産】 

基幹的農業水利施設等の整備（参照：４－４） 

 

【国土保全】 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【老朽化対策】 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 
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（４－６）農地・森林や生態系等の被害に伴う県土の荒廃・多面的機能の低下 

 

◆個別施策分野 
【産業構造】 

ＣＬＴ工法等新技術の導入 

○ 県産材の更なる需要拡大を図るため、ＣＬＴ工法等の技術を用いた中・大規模木造建築物の設計に取り

組む建築士等の育成を行うとともに、需要者である商工団体に対して同工法を用いた木造建築物の普及を

行う。（林業振興課） 

 

県産材需要拡大の推進 

○ 平成３１年３月に制定された「山梨県県産木材利用促進条例」に基づき、県と市町村、木材産業事業者

との連携による更なる公共建築物等の木造化、木質化の促進や、住宅等への県産材利用の PR に取り組む

とともに、｢脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律｣の

施行を踏まえ、民間建築物の木造化にも取り組み、県産材の需要拡大に向けた生産体制の確立を図る。（林

業振興課） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

【農林水産】 

森林の公益的機能の維持・増進（参照：１－４） 

 

ＣＬＴ工法等新技術の導入（再掲：産業構造） 

 

県産材需要拡大の推進（再掲：産業構造） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（参照：１－６） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（参照：１－４） 

 

山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進 

○ 県産材に適した CLT の製造技術を開発し、県産材の CLT への利用促進を図る。（森林総合研究所） 

 

新規就農の促進 

○ 農業の担い手を確保・育成するため、県内外からの就農希望者のワンストップ総合窓口として重要な機

能を果たしていることから、就農支援センターを活用した就農促進体制を強化する。（担い手・農地対策

課） 

 

就農定着支援の充実 

○ 新規就農者を増加させるため、新規就農者育成総合対策事業（旧農業次世代人材投資資金交付事業）の

活用やアグリマスターによる就農定着支援の拡充を図り、農業の担い手の確保・育成対策を推進する。（担

い手・農地対策課） 

 

企業の農業参入の促進 

○ 荒廃農地の解消や地域雇用の創出など地域の活性化等を図るため、企業訪問や参入セミナーなどによ

り、本県の優位性をＰＲし、企業の農業参入を促進する。（担い手・農地対策課） 

 

県産農産物の生産技術対策の普及徹底 

○ 農作物に係る生産技術対策の普及の徹底については、災害が想定される場合は、迅速に事前対策を作成

し現場への周知を行い、災害発生後は、直ちに被害状況を把握するとともに、復旧対策を構築し、県内農

産物の生産量を確保する。（農業技術課） 

 

農業者に対する経営再建資金制度の周知 

○ 農業災害対策資金利子補給制度については、農家経営の維持のため、農家負担がより少なく迅速かつ効

率的に経営再建が図られるよう、引き続き活用する。（農業技術課） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（参照：１－３） 
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荒廃農地解消対策の推進（参照：１－３） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（参照：１－３） 

 

【国土保全】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：農林水産） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－４） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（再掲：農林水産） 

 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

【土地利用(国土利用)】 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産（森林整備課）） 

 

ＣＬＴ工法等新技術の導入（再掲：産業構造） 

 

県産材需要拡大の推進（再掲：産業構造） 

 

【老朽化対策】 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（再掲：国土保全） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

【研究開発】 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進（再掲：農林水産） 
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５．交通ネットワーク、情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設等の被

害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

（５－１）テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS 

など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動

や救助・支援が遅れる事態 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

非常用発電機用燃料タンクの満量化（参照：３－２） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

森林総合研究所 非常用タンクの満量化（参照：３－２） 

 

事前伐採の推進（参照：２－１） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（参照：２－１） 

 

【住宅・都市】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【保健医療・福祉】 

高齢者施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

障害者に対する情報支援体制の構築（参照：１－２） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－３） 

 

【エネルギー】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

被災者に対する情報提供 

○ 県民が正確な情報を確実に入手できるよう、各報道機関との放送（報道）協定に基づくテレビ・ラジオ・

新聞紙面による放送（報道）の要請を行う。また、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した多様な手段による

情報提供を行う。なお、提供する情報の内容については、災害対策本部において検討する体制を確保する。

（広聴広報グループ） 

○ 災害に関するホームページなどからの問い合わせについては、迅速な対応に努める。特に災害時におい

ては、即時性を求める投稿も多いため、迅速な対応が必要な投稿については、災害対策本部において対応

を行う体制を確保する。（広聴広報グループ） 

 

災害時広報活動マニュアルの運用 

 ○ 県民への情報の迅速かつ確実な提供のため、災害時広報活動マニュアルを随時点検し、必要に応じ見直

しを行う。（広聴広報グループ） 

 

各種システムの緊急時運用体制の確立 

○ 回線の切断等に伴う情報通信の麻痺・長期停止に備え、回線の冗長化等を一層進める。（DX・情報政策

推進統括官） 

 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（参照：１－３） 
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高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立（参照：１－３） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

消防救急デジタル無線の広域化・共同化の推進（参照：２－１） 

 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備（参照：１－５） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

警察署等の通信付帯施設の老朽化対策の検討（参照：３－２） 

 

警察署等の災害発生時電源確保対策の検討（参照：３－２） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【官民連携】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【デジタル活用】 

被災者に対する情報提供（再掲：情報通信） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 
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（５－２）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機

能の停止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

事前伐採の推進（参照：２－１） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（参照：２－１） 

 

【住宅・都市】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

自立・分散型エネルギーの導入拡大 

○ 住宅における CO2 削減に加え、停電時のレジリエンス強化にもつながる自家消費型住宅用太陽光発電

の導入を推進する。（環境・エネルギー政策課） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

自立・分散型エネルギーの導入拡大（再掲：住宅・都市） 

 

プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進 

○ 山梨県地球温暖化対策実行計画に基づき運輸部門の温室効果ガスの削減を図るとともに、災害時の電

源喪失時の代替電源としても活用出来る PHV・EV・FCV の普及を促進する。（環境・エネルギー政策課） 

 

小水力発電の推進 

○ 電源の多様化や自立・分散型電源の普及によるエネルギーセキュリティの確保に向け、小水力発電所の

整備を推進し、電力供給量を増加する。（電気課） 

 

水力発電の推進 

○ 電力の安定供給、並びに電源の多様化によるエネルギーセキュリティの確保に向け、引き続き、計画的

に県営水力発電所の施設整備を進める。（電気課） 

 

水力発電の機能強化 

○ 自立・分散型電源の普及によるエネルギーセキュリティの確保に向け、市町村に設置されている県営水

力発電所の自立電源機能の整備を推進する。（電気課） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

自立・分散型エネルギーの導入拡大（再掲：住宅・都市） 

 

プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進（再掲：エネルギー） 
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【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 



各施策グループの推進方針（５－３） 

107 
 

（５－３）都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停

止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

木質バイオマスの利活用の推進 

○ 災害時のエネルギー復旧の遅れや不足に対応できるよう、自立運転可能な木質バイオマス発電装置を

備えた熱・電気供給施設の導入事例や、冷暖房、給湯、炊事、入浴等のエネルギーを供給するための木質

燃料ボイラー、薪ストーブ、ペレットストーブの利用事例について、引き続き市町村等へ情報提供を行う

など、避難所となる公共施設等における設備導入を支援するとともに、未利用間伐材等の収集・運搬シス

テムの構築と低コスト作業システムの検証、普及を行い、供給体制の強化を図る。 

   また、引き続き国の補助事業等を活用し、公共施設等への木質燃料ボイラーの導入や、木質バイオマス

を利用した熱電併給施設及び木質バイオマス施設などの整備促進を図る。 

○ 森林資源の有効活用の一環として、本県の森林・林業・木材産業の再生とエネルギーの地産地消の実現

に向けて、引き続き木質バイオマスの利用を促進する。（林業振興課） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

【農林水産】 

木質バイオマスの利活用の推進（再掲：エネルギー） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 
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（５－４）上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

農業集落排水施設の長寿命化の推進 

○ 農業集落排水事業により整備した施設について、今後も、機能維持に向けた取組に努めるため、最適整

備構想をもとに適正な時期に必要な対策の実施、施設の維持管理体制の強化を図る（耕地課） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【老朽化対策】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

農業集落排水施設の長寿命化の推進（再掲：農林水産） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 
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（５－５）幹線道路が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化 

○ 交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者による支援・協力体制の強化のため、引き続き各種防災訓練

等を通じ、市街地における被災建物、放置車両の排除等により避難路を確保する訓練を継続的に実施し、

事業者との更なる連携を図る。（警察本部） 

 

実践的な交通規制訓練等の実施 

○ 大規模災害発生時に適切な交通規制を実施するため、必要に応じ交通規制計画を見直しながら適切な

運用を図る。 

また、引き続き各種防災訓練時に緊急輸送道路（緊急交通路）の確保等の交通規制訓練のほか、緊急通

行車両の確認手続き及び標章交付訓練を行うとともに、緊急通行車両の確認手続き及び標章交付について

研修を実施することで、大規模災害発生時に円滑な交通規制の実施を図る。（警察本部） 

 

災害対策用交通安全施設の整備の推進（参照：３－２） 

 

緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施（参照：２－２） 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（参照：１－１） 

 

「市町村の防災まちづくり」に対する指導・助言の推進（参照：１－１） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

※主要関係機関 

東日本旅客鉄道（株）八王子支社、東海旅客鉄道（株）静岡支社、中日本高速道路（株）八王子支社 

 

警戒宣言発令時等における自動車の不使用・自粛に関する県民への広報啓発活動の実施 

○ 警戒宣言発令時等における県民の自動車の不使用・自粛を図るため、これまで、広報用チラシを防災訓

練の際に配布し、また、県警ホームページに掲載するなど、継続的に広報啓発活動を実施してきているが、

より広く周知を行うため、各種機会を捉えて引き続き広報啓発活動を実施する。（警察本部） 
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被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

リニア中央新幹線の早期実現 

 ○ リニア中央新幹線の早期実現に向け、引き続き関係団体等と連携・調整し機運の醸成を図っていく。

（リニア未来創造・推進グループ） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（参照：２－２） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－５） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（参照：１－３） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（参照：２－１） 

 

多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備（参照：２－２） 

 

スマートＩＣの整備促進（参照：１－５） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進（参照：１－５） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

都市計画道路（街路）の整備（参照：２－２） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 
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災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【土地利用(国土利用)】 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

警戒宣言発令時等における自動車の不使用・自粛に関する県民への広報啓発活動の実施（再掲：情報通信） 

 

【官民連携】 

交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化（再掲：行政機能／警

察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 
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老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

  



各施策グループの推進方針（６－１） 

113 
 

６．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 
（６－１）自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如

等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時におけるＤＶ等被害者生活相談の周知 

○ 災害時におけるＤＶ等被害者の相談体制の整備のため、引き続き女性相談所及びぴゅあ総合に設置す

る相談窓口（配偶者暴力相談支援センター）の周知と対応を市町村等関係機関と連携して行う。（男女共

同参画・共生社会推進統括官、子ども福祉課） 

 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（参照：２－３） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

公立小中学校における防災対策の推進 

○ 公立小中学校における防災対策の充実強化を図るため、引き続き各種研修会の機会を通じて、危機管理

マニュアルを定期的に見直すとともに、様々な事態を想定した防災教育、避難訓練を実施し、質を高めて

いくよう指導する。（義務教育課） 

 

県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進 

○ 県立学校（高等学校・特別支援学校）及び公立小中学校における防災対策の充実強化を図るため、引き

続き各種研修会の機会を通じて、危機管理マニュアルを定期的に見直すとともに、様々な事態を想定した

防災教育、避難訓練を実施し、質を高めていくよう指導する。（義務教育課、高校教育課） 

 

公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

○ 公立小中学校における防災対策の充実強化を図るため、引き続き各種研修会の機会を通じて、危機管理

マニュアルを定期的に見直すとともに、様々な事態を想定した防災教育、避難訓練を実施し、質を高めて

いくよう指導する。（義務教育課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進 

○ 県立学校（高等学校・特別支援学校）おける防災対策の充実強化を図るため、引き続き各種研修会の機

会を通して、危機管理マニュアルを定期的に見直すとともに、様々な事態を想定した防災教育、避難訓練

を実施し、質を高めていくよう指導する。（高校教育課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

○ 県立学校（高等学校・特別支援学校）おける防災対策の充実強化を図るため、引き続き各種研修会の機

会を通して、危機管理マニュアルを定期的に見直すとともに、様々な事態を想定した防災教育、避難訓練

を実施し、質を高めていくよう指導する。（高校教育課） 

 

公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上 

○ 県立学校（高等学校・特別支援学校）及び公立小中学校において、災害時の児童生徒の心のケアについ

ての教職員の対応力をより一層高めるため、引き続き養護教諭・中堅教諭・初任教職員を対象とした児童

生徒の心のケアについて研修や演習等を実施する。 

また、各学校で行う各種防災関係研修の中で、災害時の児童生徒の心のケアのテーマ化を促進し、全教

職員の対応力向上を図る。（保健体育課） 

 

【保健医療・福祉】 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（参照：２－１） 

 

災害時要援護者の避難誘導・福祉避難所の開設訓練の実施（参照：２－３） 
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ボランティアコーディネーター養成等の促進 

○ ボランティアコーディネーター等の資質向上のため、引き続き山梨県社会福祉協議会への補助を通じ、

研修会の実施、ボランティア団体・民生委員・住民等の連携体制づくり、防災意識の高揚を図る。（福祉

保健総務課） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

老人クラブの活動への支援 

○ 老人クラブの活動は、高齢者福祉の増進とともに、地域コミュニティの活性化や災害時の避難行動等の

災害対応力の強化に資するものであるため、引き続き支援を行う。（健康長寿推進課） 

 

【農林水産】 

農村資源の保全管理活動の推進（参照：１－３） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時におけるＤＶ等被害者生活相談の周知（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

公立小中学校における防災対策の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進（再掲：

行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 
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（６－２）災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティ

ア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

防災対策に関する意識啓発及び人材の育成 

○ 防災対策への女性の参画を更に促進するため、引き続き、男女共同参画推進センターにおける講座等を 

通じ、防災意識や女性の参画の重要性を啓発する。（男女共同参画・共生社会推進統括官） 

 

地域防災力の強化を支える人材の育成 

○ 自主防災組織を育成するため、引き続き、地域防災リーダー養成講座、知事表彰等を実施し、県、防災

安全センター等でも自主防災組織や一般県民に対する研修会、訓練、講演会等を実施するとともに、市町

村を通じて地域防災出前講座（県政出張講座）の要請があった地域（自主防災組織）に県職員等（防災危

機管理課、地域県民センター及び県立防災安全センターの職員）を講師として派遣し、コミュニティレベ

ルでの地域防災力強化の取り組みを促進する。 

○ また、防災関係機関に対する啓発及び地域防災リーダー養成講座への女性の参加の促進を図る。更に、

自主防災組織での防災訓練等で養成した地域防災リーダーを活用し、地域ごとの災害特性に対する必要な

防災対策、防災意識の啓発を促進する。（防災危機管理課） 

 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

防災リーダーの養成 

○ 地域における防災力の向上を図るため、引き続き防災リーダーの養成に対する市町村への助言・技術的

支援を行うとともに、防災士養成講座を開催する。（防災危機管理課） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（参照：２－３） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

買い物弱者対策への支援 

○ 地域の商店や商店街等が行う買い物弱者対策の取組を、市町村と連携して支援することにより、地域コ

ミュニティとしての役割を担う商店街等の活性化を図る。（産業政策課） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（参照：２－１） 

 

女性や子育て家庭、要配慮者に配慮した避難所運営の推進（参照：２－３） 

 

災害時要援護者の避難誘導・福祉避難所の開設訓練の実施（参照：２－３） 

 

ボランティアコーディネーター養成等の促進（参照：６－１） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

老人クラブの活動への支援（参照：６－１） 

 

【産業構造】 

建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

○ 若年者・女性等の入職・定着の促進や建設業の魅力発信など、建設産業の担い手確保・育成に向けた取
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り組みを支援する。（建設業対策室） 

 

【交通・物流】 

建設産業を担う人材の確保・育成の推進（再掲：産業構造） 

 

【環境】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

○ 災害の発生時において、廃棄物関係団体との協定に基づく取り組みが円滑に行われるよう、平常時から

連携強化のための訓練等を行っていく。（環境整備課） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難所運営マニュアルの作成支援（参照：２－３） 

 

地区防災計画の作成支援 

○ 全県において地区防災計画が策定されるよう、計画の作成支援を行う。 

 

【人材育成】 

防災対策に関する意識啓発及び人材の育成（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

地域防災力の強化を支える人材の育成（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

防災リーダーの養成（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

建設産業を担う人材の確保・育成の推進（再掲：産業構造） 

 

【官民連携】 

災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の促進 

○ 大規模災害発生時に大きな役割を果たすことのできる災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・

協働を促進するため、引き続き研修会などを実施するとともに、ＮＰＯ等との連携のあり方について検討

する。（防災危機管理課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等）（再掲：環境） 
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（６－３）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

 

◆個別施策分野 
【住宅・都市】 

住宅の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

【環境】 

災害廃棄物処理体制の強化 

○ 市町村による災害廃棄物処理計画の定期的な点検や見直しを推進していく。 

○ また、計画の実効性の向上に向けて、市町村災害廃棄物担当者を対象とした訓練や研修を実施してい

く。 

○ 市町村に対しては、県計画に基づいた計画への改定を促し、計画の見直しを進めていく。（環境整備課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等）（参照：６－２） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等）（再掲：環境） 
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（６－４）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に

遅れる事態 

 

◆個別施策分野 
【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

【国土保全】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 
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（６－５）貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無

形の文化の衰退・損失 

 

◆個別施策分野 
【住宅・都市】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

老人クラブの活動への支援（参照：６－１） 

 

【農林水産】 

森林の公益的機能の維持・増進（参照：１－４（森林政策課）（森林整備課・県有林課）（治山林道課）） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（参照：１－６） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（参照：１－４） 

 

【国土保全】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【老朽化対策】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【研究開発】 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 
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（６－６）風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による経済等へ

の甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 
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１．あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

（１－１）大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模

倒壊による多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

○ これまでに長年にわたり整備を進めてきた公共施設・インフラの老朽化が進み今後一斉に更新時期を

迎える一方、人口減少等による財政状況の悪化や公共施設等の利用状況の変化等、公共施設等を巡る状況

の変化から従前の管理運営では自治体経営が立ち行かなくなる懸念が生じつつあることから、公共施設等

の維持・管理にかかる財政負担の軽減・平準化及び公共施設等の最適な配置を実現するため、「山梨県公

共施設等総合管理計画」を策定した。 

   今後は、同計画に基づき策定した施設類型ごとの個別施設計画等により、県が管理・所有する公共施設

等の総合的かつ計画的な管理を行っていく必要がある。（資産活用課） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援 

○ 災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村に対し、個別避難計画の策定を依頼

するとともに、県内における計画作成未着手の市町村数をゼロとするため、県としても避難行動要支援者

対策に関する有識者等の派遣や、各自治体が抱える課題に沿った研修の実施等による支援を行い、実践的

な作成支援をしていく。（防災危機管理課） 

○ 災害発生直後にととまらず、中長期における要配慮者の生活全般を見据えた個別避難計画の作成を支

援していく。（福祉保健部） 

 

災害時における燃料確保の推進 

○ 平成 24 年 3 月、山梨県石油協同組合と災害時の燃料の優先供給に係る協定を締結しているが、一般客

への供給も行われるため、大規模災害時に主要幹線道路が寸断され県外からの燃料供給が断たれた場合、

燃料が枯渇する恐れがある。 

○ このため、救援・救助活動等を間断なく実施するため、平成 26 年 11 月に、同組合と緊急車両等に供給

する燃料を県内の中核給油所及び小口配送拠点に備蓄促進する協定を締結し、燃料の安定供給を図って、

引き続き、燃料の備蓄を促進する。（防災危機管理課） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

○ 災害発生による様々な事態に対応するため、民間企業、国・市町村関係機関、各種団体等と協定の締結

を行い、連携の強化を図っている。引き続き想定される事態及び必要な対応について検討し、関係団体等

との連携を強化する必要がある。（防災危機管理課） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施 

○ 広域的な大災害の発生に対する災害対策本部等の対応力の強化を図るため、令和元年の東日本台風の

際に設置した災害対策本部での問題点を整理して、図上訓練等へ反映し、災害への対応力の充実を図って

いる。防災体制の見直しに伴い、県職員や関係者のより一層の対応力の強化を図るため、訓練の実施とと

もに、その内容を強化する必要がある。（防災危機管理課） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施 

○ 県民の防災意識の高揚を図るため、県、市町村、防災関係機関、住民等と連携した住民参加型の山梨県

地震防災訓練を実施し、災害への対応力の充実を図っている。引き続き、関係者のより一層の対応力の強

化を図るため、訓練を実施する必要がある。（防災危機管理課） 

 

救急救命士の養成・確保の推進 

○ 救急搬送に迅速・適切に対応するため、救急救命士の養成・確保を進めている。引き続き、災害時の救

急搬送体制の強化を図るため、救急救命士の養成・確保を進める必要がある。（消防保安課） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進 

○ 災害等の発生時において、より効果的な活動ができるよう、各市町村の消防団の救助用資機材等の充実

に関する働きかけを行っている。国の示す消防団の装備の基準や他の都道府県の動向等を踏まえながら、

引き続き各市町村へ働きかけを行う必要がある。（消防保安課） 

 

救急搬送体制の充実強化 

○ 救急搬送における実施基準の見直し等を通じて、迅速適切な救急搬送を促進している。引き続き、救急

搬送体制の充実強化を図るため、救急搬送における実施基準の見直しや♯7119 の導入等を通じて、迅速

（別紙２）起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果 
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適切な救急搬送を促進する必要がある。（消防保安課） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進 

○ 消防職員及び消防団員の育成のため、各種知識及び使命感に燃えた強固な精神力と共同精神の涵養を

図るための教育を実施し、地域の災害対応力の充実が図られているが、複雑、多様化する災害や火災等へ

の消防職員及び消防団員の対応能力の向上を図るため、消防学校の建設工事（平成２５年～平成２７年）

に併せ教育機材、教育訓練施設等の整備を行ってきている。今後は、消防学校に整備された教育訓練施設

を活用した新カリキュラムに基づく訓練マニュアルの作成・検証を行い、消防職員に対する実技訓練、救

急実習及び予防査察実習の充実を図るとともに、消防団員が大規模災害に対応できる実践的な知識及び技

術の習得を図る必要がある。（消防保安課、消防学校） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進 

○ 大規模地震等の発生時、防災ヘリコプターによる人員搬送や物資輸送を円滑に行うため、市町村におけ

るヘリポートの確保・整備を促進しており小瀬スポーツ公園補助競技場など県内 174 箇所（場外離着陸場

48 箇所、緊急離着陸場 126 箇所）を防災ヘリコプター用着陸場として確保している。各市町村には、で

きるだけ地域の避難場所とは別の場所での適地を要請しており、引き続き消防本部と連携を図りながら、

適地調査を含めた技術支援を行い、市町村におけるヘリポートの確保・整備を推進する必要がある。（消

防保安課） 

 

消防防災航空隊の機能強化 

○ 消防防災航空隊の効果的な部隊運用等を行うため、ヘリコプターの位置情報をリアルタイムに把握で

きる消防防災ヘリコプター動態管理システムを平成 25 年 3月に導入し運用を行っている。 

○ また、消防防災航空隊の機能を強化するため、任期を満了した航空隊員を退任後 1 年間「支援航空隊

員」と位置付けて定期的な訓練を実施し、航空隊経験者による支援体制を強化するとともに、消火活動の

際に使用するバケット等の整備を行っている。引き続き、多数のヘリコプターの運用が想定される大規模

災害において威力を発揮できるようシステムを運用管理するとともに、航空機による消防防災活動の対応

力を向上させるため、航空隊経験者による支援体制の強化を図るなど、消防防災航空隊の機能強化を行う

必要がある。（消防保安課） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施 

○ 大規模地震等が発生した場合、緊急消防援助隊が被災地に迅速に出動し、消火、救助及び救急活動を一

層効果的に行うことができるよう、防災訓練（上空偵察、物資輸送、負傷者搬送、救出救助等）において、

自衛隊ヘリ、県警ヘリ、ドクターヘリ、消防防災ヘリ、応援航空機を含めた他県防災ヘリコプターとの合

同訓練を実施し、災害への対応力の充実を図っているが、情報の共有や指揮命令等に課題もあるため、引

き続き、関係者のより一層の対応力の強化を図るため、訓練を実施する必要がある。（消防保安課） 

 

消防防災航空基地機能の強化 

○ 消防防災航空基地機能の強化を図るため、防災航空基地整備に向けて関係機関と協議を継続している。

大規模災害時における広域航空応援隊等の受け入れのための防災航空基地整備に向けて、関係機関と協議

を継続するとともに、消防防災航空基地の整備手法等を検討する必要がある。（消防保安課） 

 

県立文化施設等における防災対策の推進 

○ 県立文化施設等（美術館、博物館、考古博物館、文学館、図書館、科学館、富士山世界遺産センター）

の来館者を災害時に安全に避難させるため、年 1 回の避難誘導や初期消火等の訓練を実施しており、引き

続き、来館者の安全の確保のため、継続して取り組みを行う必要がある。（文化振興・文化財課、生涯学

習課、世界遺産富士山課） 

 

災害装備資機材の整備の推進 

○ 災害対応力強化のため、災害発生時の救出救助活動に必要な資機材及び同活動に従事する部隊員に必

要な装備資機材について検討して整備を継続実施しているが、引き続き必要な資機材を検討し、整備を進

める必要がある。（警察本部） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 

○ 大規模災害発生時の迅速的確な初動対応及び職員の危機管理意識の醸成を図るため、これまで、災害発

生時の初動体制の確立、被災情報の収集、救出救助活動等の初動対応訓練を実施し、随時必要な見直しを

行うなど一定の成果を上げている。 

引き続き、迅速的確な初動対応の実施に向けた必要な見直し及び職員の危機管理意識の更なる醸成を図

る必要がある。（警察本部） 

 

住民の防災意識の醸成の推進 

○ 住民の防災意識の醸成を図るため、交番や駐在所で発行するミニ広報紙及び県警ホームページ等に災

害関連の内容を掲載しているが、更なる住民の防災意識向上のため引き続き取り組みを推進する必要があ

る。（警察本部） 

 



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（１－１） 

 

123 
 

【住宅・都市】 

私立学校の耐震の促進 

○ 私立学校耐震診断実施事業費補助金により、私立学校の耐震診断を促進し（平成 24 年度～平成 26 年

度）、安心こども基金耐震化支援事業費補助金（幼稚園を対象：平成 24 年度～平成 28 年度）や私立学校

施設整備費補助金（文科省事業）を活用し、私立学校の耐震化を推進している。この結果、私立学校の令

和 4 年度末における耐震化率は 89.5％となった。 

しかしながら、耐震化が未実施の施設があることから、更なる学校施設の安全確保を図るため、補助事

業の活用を働きかけるなど、引き続き耐震化を促進する必要がある。（私学・科学振興課、子育て政策課） 

 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 

○ 国・県指定の有形文化財（建造物）の耐震対策のため、解体修理工事補助に併せて耐震対策のための構

造補強工事等に対しても助成を実施し、令和 5 年度までに 18 棟の耐震対策を終了している。 

 ○ 国・県指定の有形文化財（建造物）の解体修理工事は、長期間（約 100 年から 300 年ごとに実施）、か

つ多額の費用がかかるが、それに併せて、今後とも耐震対策を計画的かつ着実に実施する必要がある。 

 

都市公園施設の長寿命化の推進 

○ これまで、平成 22 年度から都市公園内の大規模集客施設及び橋梁のうち旧耐震基準のものの耐震化を

行ってきており、耐震化率は 100％（平成 24 年度末）である。 

   また、都市公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、１２県営公園におい

て、「山梨県公園施設長寿命化計画」の策定を行ない、計画に基づいた改修・更新工事を進めている。今

後も引き続き計画に基づいた施設の長寿命化を図る必要がある。（景観まちづくり室） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化 

○ 「東海地震応急対策活動要領」に基づき、防災活動拠点に指定された都市公園の整備を図るため、平成

20 年度から、災害時の防災活動拠点となる６都市公園（小瀬スポーツ公園、富士北麓公園、曽根丘陵公

園、笛吹川フルーツ公園、富士川クラフトパーク及び緑が丘スポーツ公園）において施設整備、改修、バ

リアフリー化等、防災活動拠点としての第１期整備を実施してきた。 

○ 山梨県地域防災計画において、防災活動拠点に指定された県営都市公園については一定の防災機能整

備は完了しているが、近年の災害発生時の状況等をみると、より高い機能が求められる傾向にある。（景

観まちづくり室） 

 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施 

○ 災害に強い市街地の形成を図るため、土地区画整理事業や市街地再開発事業等への補助を実施し、一定

の成果があった。しかし、依然として密集した市街地や低未利用地が多く存在していることから、災害に

強い良好で健全な市街地環境を形成するため、引き続き補助事業を実施する必要がある。（都市計画課） 

 

「市町村の防災まちづくり」に対する指導・助言の推進 

○ 各市町村が大規模災害に備え、減災にむけた「災害に強いまちづくり」と被災後の速やかな復興を図る

「復興まちづくり」を進めるため、平成 26 年 6 月に「災害に強いまちづくりガイドライン」を改訂し、

平成 27 年 3 月には、「都市復興ガイドライン」を策定したが、市町村は防災・復興まちづくりの取り組み

に慎重な状況にあるため、引き続き、市町村に対し指導・助言を行っていく必要がある。（都市計画課） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進 

○ 災害時、迅速に応急仮設住宅を確保するため、（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事

業協会と建設型応急住宅の建設について、また、（公社）山梨県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動

産協会山梨県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会と賃貸型応急住宅の提供について、それぞ

れ協定を締結し、対応マニュアルの整備やマニュアルに基づく訓練を実施するなど一定の成果を上げてい

る。引き続き、マニュアルの改訂や定期的な訓練を実施する必要がある。 

また、平成２９年３月には、賃貸型応急住宅の提供について、関東近県８都県及び関係団体と広域協定

を締結したが、引き続き関東近県及び関係団体との連携を図る必要がある。（建築住宅課、住宅対策室） 

 

住宅の耐震化の促進 

○ 住宅の地震に対する安全性の向上のため、昭和 56 年 5 月以前に着工された木造住宅については、耐震

診断の無料実施や耐震改修工事等への補助を行い、耐震化の促進を図っている。しかし、耐震化が未実施

の木造住宅はまだ数多くあることから、対策が必要な住宅所有者に対する耐震化への啓発活動を強化し、

引き続き木造住宅の耐震化の促進を図る必要がある。（建築住宅課） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

○ 地震発生時における建築物の倒壊等の防止や避難路を確保するため、市町村が指定する避難路沿道に

ある耐震診断が義務となる建築物の診断・設計・改修等の経費に対し補助を実施しており、一定の成果が

あるが、全対象建築物の耐震化を目指して、補助事業を継続する必要がある。 

   今後は、耐震診断結果の未報告者に対し報告を求めるとともに、耐震性能が低い建築物については、耐

震改修工事等を促す必要がある。（建築住宅課） 
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被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 

○ 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を迅速かつ適切に実施するため、（一社）山梨県建

築士会と被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定を締結するとともに、判定士の養成講習、模擬

訓練、判定業務マニュアル等の研修を実施し、判定士の登録及び技能の向上を図ってきており、令和 4 年

度末において建築物応急危険度判定士 1,230 人、被災宅地危険度判定士 547 人を登録している。今後も判

定士の安定した人員確保や技能の向上のため、引き続き養成講習等を実施する必要がある。（都市計画課、

建築住宅課） 

 

県営住宅の長寿命化の推進 

○ 県営住宅の安全性の確保・向上を図るため、「山梨県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、更新時期を

経過した住宅の建替え、全面的改善工事、外壁・防水改修工事などを進めてきており、これまでに千塚北

団地ほか 6 団地の建替えや、三珠団地ほか 6 団地の全面的改善工事などを行い、一定の成果があった。 

  しかし、事業が未実施な建物もまだ多く、今後も経年劣化により老朽化が進行していくことから、引き

続き、計画（経年年数や需要などを基に総合的に判断した 4,214 戸の対策）に基づいた建替えや改善事業

などを実施する必要がある。（住宅対策室） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進 

○ ドローンを用いた測量や ICT 機器による効率的な施工等、その利活用は一部の企業に留まっており、中

小規模の建設企業などには普及していない状況であるため、全ての企業が普段使いの技術として使用可能

な状況となるよう、更なる普及拡大を図る必要がある。（技術管理課） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

○ 災害発生時において、立ち入り困難な被災現場での的確な情報収集やそれをもとにした早期の復旧の

ための計画づくり等を行う上で、的確かつ効率的に行うためには、ドローン等の機材の整備や職員が操作

できる体制を整えておく必要がある。（県土整備総務課、技術管理課、道路管理課、治水課、砂防課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 

○ 屋内運動場等の吊り天井の落下防止対策は、平成 27 年度までに完了している。 

これ以外の非構造部材について、平成 30 年度及び令和元年度の 2 カ年で専門家による耐震点検を終え、

耐震性に問題のある非構造部材を明らかにした。 

今後は、耐震性に問題のある非構造部材について修繕等による耐震対策を図っていく必要がある。（学

校施設課） 

 

公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 

○ 屋内運動場等の吊り天井等以外の非構造部材については、令和 5 年 4 月 1 日現在の対策実施率は 67.6%

となっている。（学校施設課） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備 

○ 避難所運営は本来的には防災担当部局が責任を有するものであるが、災害直後から担当者に引き継ぐ

までの一定期間の間は、教職員が避難所に指定された学校において運営支援を担う状況が考えられる。そ

の際の「施設設備の安全点検」「開放区域の明示」などについては、学校の実態に応じて市町村と協議を

する中で手順を標準化し、各校の危機管理マニュアルに記載しておく必要がある。このような観点から、

公立小中学校に対し、「避難所開設・運営支援のマニュアル化」について市町村と連携して進めるように

各種研修会で呼びかけている。また、各市町村教育委員会に対し、学校施設利用計画について学校と連携

して整備するよう求めている。 

○ この結果、避難所に指定されている公立小中学校において、避難所運営マニュアルが 100％作成されて

いるが、昨今の大規模災害等を踏まえた避難所運営マニュアルの見直し等について、引き続き指導を行っ

ていく必要がある。（義務教育課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援 

○ 避難所運営は本来的には防災担当部局が責任を有するものであるが、災害直後から担当者に引き継ぐ

までの一定期間の間は、教職員が避難所に指定された学校において運営支援を担う状況が考えられる。そ

の際の「施設設備の安全点検」「開放区域の明示」などについては、学校の実態に応じて市町村と協議を

する中でマニュアル化し、各校の危機管理マニュアルに記載しておく必要がある。したがって、「避難所

開設・運営支援のマニュアル化」等について、県立高等学校に対して、市町村と連携して進めるように各

種研修会で呼びかけている。 

○ この取り組みの結果、避難所指定されている県立学校において、市町村作成の避難所運営マニュアルを

共有し協力業務を円滑に実施するため、各校の危機管理マニュアル等の見直しについて、引き続き指導を

行う必要がある。 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

病院の耐震化の促進 
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○ これまで、災害拠点病院の耐震化を図っており、10 病院のうち 9 病院については耐震化が完了する等、

一定の成果を上げている。 

災害拠点病院以外の病院についても、耐震化が未実施の病院があることから、引き続き、耐震化を促進

する必要がある。（医務課） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施 

○ 災害時の医療救護対応能力の向上を図るため、大規模災害時保健医療救護マニュアルに基づき、各保健

所と管内医療機関等が連携した情報伝達訓練や県保健医療救護対策本部運営訓練を実施することにより、

一定の成果は上がっている。引き続き、関係機関のより一層の対応能力の向上を図るため、参加団体や訓

練内容を見直しながら訓練を実施する必要がある。（医務課） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等） 

○ 災害時の救助・救急体制の不足への対応や、保健医療救護対策本部の円滑な運用のため、ＤＭＡＴ（災

害派遣医療チーム）をはじめとした保健医療活動チーム等の養成を進めており、災害拠点病院等と協定を

締結し、保健医療活動チーム等を迅速に派遣できるよう環境の整備を行っている。 

  また、大規模災害時保健医療救護マニュアルを改正し、受援体制のマネジメント機能等の強化を図っ

た。 

  引き続き、実動訓練等を通じて、広域応援体制の維持や強化に努める必要がある。（医務課） 

 

ドクターヘリの効果的運用 

○ 救命率の向上を図るため、平成 24 年 4 月から山梨県立中央病院を基地病院として、本県全域を対象に

山梨県ドクターヘリの運用を開始している。平成 26 年 7 月には、神奈川県及び静岡県とドクターヘリの

広域連携に係る協定を締結し、広域的な救急医療体制が整備された。 

 引き続きドクターヘリを活用した専門医による治療と医療機関への患者搬送、自県ドクターヘリや隣接

県ドクターヘリを活用した県域外医療機関への患者搬送等により救命率の向上を図っていく必要がある。 

（医務課） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備） 

○ 広域的な重症患者搬送体制の確保のため、ＳＣＵの設置・運営訓練や資機材の整備を行ってきており、

一定の成果を上げている。 

   今後も、資機材の整備等、ＳＣＵの機能維持を図るとともに、引き続きＳＣＵを使用したトリアージ

（患者の緊急度や重症度を判定して治療や後方搬送の優先順位を決める）及び広域搬送訓練を実施する

など、大規模災害の発生に備えた体制の強化を図る必要がある。（医務課） 

 

保育所等の耐震化の促進 

○ 安心子ども基金等を活用し、改修等を行った結果、耐震改修促進法に基づく県内における階数２以上で

500 ㎡以上の保育所 29 棟については、すべての園において耐震化実施済であるが、法に定めのない小規

模の保育所等も、施設の安全確保を図っていく必要がある。 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討 

○ 大規模地震発生に備え、工場や店舗等の耐震化、防災設備の整備等を促す必要があり、そのための融資

制度について、ホームページ等を活用して普及啓発に努めている。引き続き制度の周知、普及を行う必要

がある。（産業振興課） 

 

【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 

○ 災害時等における県民等の通信手段の確保を図るため、防災拠点等となっている県有施設に山梨県無

料公衆無線ＬＡＮ（山梨県 FreeWi-Fi）の整備を行った。引き続き、民間サービス提供事業者や市町村と

連携を図りながら、災害時等を想定した公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進を図る必要がある。（ＤＸ・情報

政策推進統括官） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化 

○ 被災情報収集体制の整備及びヘリコプターテレビ伝送システムによる被災状況等の情報収集体制の強

化を図るため、無線及び電話の不通に備え、衛星携帯電話及び災害発生時優先電話の配備拡大を図るとと

もに、県警察ヘリコプター「はやて」の早期運用と同機搭載のヘリコプターテレビ伝送システムを有効に

活用した被災状況の映像送信に係る訓練を実施してきているが、より効果的な情報収集体制の確立のた

め、引き続き衛星携帯電話及び災害発生時優先電話の拡充について検討するとともに、「はやて」を活用

した訓練等を継続して実施する必要がある。（警察本部） 

 

【産業構造】 
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災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進 

○ 鉄道輸送の安全の確保を図るため、中小民間鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備に補

助しているが、地域鉄道の維持はもとより、今後は大規模自然災害を踏まえ、必要に応じた設備の整備も

想定されるため、引き続き補助事業を実施する必要がある。（交通政策課） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

無電柱化の推進 

○ 災害時に電柱や電線類の倒壊による通行障害を防止するため、無電柱化を市街地を中心に進めてきて

いる。これまで６次にわたり計画を策定し、約 86km の整備を終え一定の効果があるが、第７期山梨県無

電柱化推進計画でも約 92km の整備が合意されており、引き続き無電柱化を推進する必要がある。（道路

整備課、道路管理課、都市計画課） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進 

○ 災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、跨線橋・跨道橋と緊急輸送道路の橋梁の耐震

補強を進めてきており、対象橋梁の耐震化率は約 53％と一定の成果があるが、未実施の箇所も多く、引

き続き耐震化を推進する必要がある。（道路管理課） 

○ 災害時における道路利用者の安全性向上、災害時の緊急輸送路の確保に配慮し、橋梁の耐震化工事を進

めてきており、引き続き橋梁の耐震化を推進する必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

橋梁の長寿命化の推進 

○ 災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、「山梨県橋梁長寿命化実施計画」に基づき、

必要な対策を実施していく必要がある。（道路管理課） 

○ 平成 26 年度に改正された道路施設（橋梁、トンネル他）の点検要領に基づき、適切な維持管理を行っ

ていく必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【国土保全】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【環境】 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進 

○ 令和 4 年までに三ッ峠歩道整備工事、白根山系縦走線歩道整備工事、西沢渓谷歩道二俣吊橋補修工事、

北杜市美し森歩道整備工事等実施。（自然環境整備交付金） 

○ 長寿命化計画に基づき、二俣吊橋（西沢渓谷）、広河原橋（南アルプス）の補修設計及び補修工事を実

施。 

○ 近年の局地的な豪雨により県内の観光資源課が所管している登山道全般に丸太階段の地山土砂が流出

するなどの登山道が見られる。所管の登山道は、雨水にさらされる環境下にあり地山の地質が土砂のため

近年のゲリラ的豪雨の影響を受けやすい。優先度を決めて整備計画に計上しているが、引き続き定期的な

現地調査が必要となる。 

 

【土地利用(国土利用)】 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応 

○ 災害時の県税救済措置制度（猶予・減免）の円滑な運用を図るため、平時からホームページ等で周知を

行っている。また、災害発生時には各種媒体により同制度の広報を行うこととしている。引き続き、円滑

な制度運用を図るため、ホームページ等で周知を行う必要がある。（税務課） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 
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【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

私立学校の耐震の促進（再掲：住宅・都市） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進（再掲：環境） 

 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（再掲：住宅・都市） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

都市公園施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（再掲：住宅・都市） 

 

県営住宅の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【私学・科学振興課、子育て政策課】私立学校の耐震化率：89.6%（R1）→100%（R10） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：55 団体/年（R4）（R1）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】支援航空隊員の訓練実施回数：9 回/年（年 4.5 回/1 人）（R1）→18 回/年（年 6 回/1 人）（R10） 

【医務課】県内病院（60 病院）の耐震化完了施設数：50 病院（R1）→55 病院（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【観光資源課】登山道・遊歩道の吊橋の長寿命化工事完了箇所数：1 橋（R5）→1 橋（R7） 

【文化振興・文化財課】国・県指定有形文化財（建造物）のうち今後耐震補強が必要となる 

97 件の耐震対策実施棟数：14 棟（R1）→28 棟（R10） 

【道路整備課、道路管理課、都市計画課】電柱倒壊による道路閉塞のリスクがある市街地において 

重要拠点を結ぶ緊急輸送道路の無電柱化整備率：79%（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【道路管理課】長寿命化のために必要な補修に着手できている橋梁の割合：22%（R1）→100%（R9） 

【景観まちづくり室】防災公園整備計画における防災活動拠点の機能強化に必要な 

都市公園施設の整備率：51%（R4）→100%（R6） 

【建築住宅課】住宅の耐震化率：95%（R7） 

【住宅対策室】県営住宅の長寿命化住戸数：463 戸（R1）→860 戸（R10） 

【学校施設課】県立学校における非構造部材の耐震対策実施学校数：20 校（50%）（R5）→40 校(100%)（R10） 
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（１－２）地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進 

○ 消防団員の確保対策及び消防団の活性化のため、関係団体に対する広報や（一財）山梨県消防協会が実

施する消防団員確保対策事業に対し支援を行うとともに各市町村で策定した消防団活性化総合計画の見

直し等の働きかけを行っている。地域の消防力の強化のため、引き続き、消防団員の確保対策等による消

防団の活性化の推進に取り組む必要がある。（消防保安課） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（参照：１－１） 

 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（参照：１－１） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

県営住宅の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

空き家対策の推進 

○ 平成 27 年 5 月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、空き家対策の実施主体である市町

村に対し、空き家等対策市町村連絡会議による技術的支援や財政的支援を行なってきた。その結果、市町

村において実態調査を終え対策計画の策定が進むなど、一定の成果があった。 

   しかし、危険な空き家の解消は十分進んでいない状況であり、国においても令和 5 年 6 月に空家等対策

の推進に関する特別措置法を改正したところであることから、引き続き、空き家対策を推進する必要があ

る。（住宅対策室） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設の利用の促進 
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○ 高齢者施設を在宅で援護を必要とする高齢者の避難所として活用するため、市町村と施設で協定を締

結するよう助言してきており、各市町村で協定締結が進められている。 

引き続き、在宅の要援護者が高齢者施設を利用する体制の構築を進める必要がある。（健康長寿推進課） 

 

高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討 

○ 高齢者施設が被災し入所者の避難が必要となる事態を想定し、他施設で入所者を受け入れるための体

制整備について、日頃から施設ごとの受け入れ可能数や運用上の課題等の検討を行うことなどを周知し、

協力を依頼している。 

   引き続き、被災入所者を他施設で受け入れる体制整備を促進する必要がある。（健康長寿推進課） 

 

災害時の介護支援者の確保推進 

○ 災害時に必要な介護支援者を確保するため、介護職員初任者研修の実施事業者の指定及び適正な研修

実施を進めてきており、介護職員養成の機会増を図っている。 

災害の発生に備え、引き続き、介護支援者の確保を進める必要がある。（健康長寿推進課） 

 

障害者福祉施設間での利用者の受け入れ及び職員等の協力体制の構築 

○ 山梨県障害者自立支援協議会において、災害時に障害者福祉施設間での被災障害者の円滑な受入れが

可能となるよう事務処理フローを定めた。 

   引き続き、事務処理フローをもとに、情報伝達、被災障害者の移送、受入れ後の施設（避難所）におけ

る支援等が円滑に実施できるよう体制を構築する必要がある。（障害福祉課） 

 

障害者に対する情報支援体制の構築 

○ 被災時における聴覚障害者への情報支援について、手話ボランティアの派遣マニュアルの見直しを行

い、今後は、災害時における対応を各市町村と具体的に検討を行う必要がある。 

また、新たに発達障害者が情報支援の対象として国の方針に位置付けられたことを踏まえ、支援体制を

どのようにしていくか検討する必要がある。（障害福祉課・子ども福祉課） 

 

病院の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進 

○ 災害拠点病院にあっては、平成 31 年 3 月までにＢＣＰの整備及び整備されたＢＣＰに基づいた研修等

を実施することが指定要件とされており、全ての災害拠点病院でＢＣＰが整備されているが、その他の病院

では未整備の施設もあることから、引き続きＢＣＰの策定を促していく必要がある。（医務課） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備 

○ 医療救護に必要な医薬品等の調達を円滑に行うため、山梨県医薬品卸協同組合と協定及び保管管理委

託を締結し、医療救護活動に必要と思われる医薬品等の備蓄を行っており、毎年度、備蓄品目の見直しを

行ってきている。 

また、備蓄の委託先の建物の耐震性能の確認を行うなど、医薬品等の安全な保管に努めている。 

   なお、平成 26 年度には、（一社）日本産業・医療ガス協会と、平成 27 年度には山梨県医療機器販売業

協会と、令和元年度には関東甲信越臨床検査薬卸連合会と、それぞれ協定を締結し、災害時の医療ガス・

医療機器等の円滑な供給体制の構築を図った。 

  引き続き、備蓄品目の見直しや検討を行っていくとともに、想定を超えて交通が麻痺し、緊急対応が必要

となった場合の対応策を検討する必要がある。（衛生薬務課） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての児童福祉施設の利用の促進 

○ 災害時の一時避難所として、児童福祉施設を活用することについて、児童養護施設等の本来機能を著し

く低下させない範囲で市町村に助言することとしているが、施設の規模や市町村防災計画における位置付

け等、市町村における対応にばらつきがある状況となっている。引き続き、相談があった場合は、個々の

状況に応じた助言を行う必要がある。（子ども福祉課） 

 

保育所等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

【情報通信】 
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公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【国土保全】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【土地利用(国土利用)】 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（再掲：住宅・都市） 

 

県営住宅の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率 :92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 

→必要に応じて見直し（R10） 

【消防保安課】支援航空隊員の訓練実施回数：9 回/年（年 4.5 回/1 人）（R1）→18 回/年（年 6 回/1 人）（R10） 

【健康長寿推進課】介護職員初任者研修を実施した事業者数：16 事業者/年（R5）→19 事業者/年（R10） 

【医務課】県内病院（60 病院）の耐震化完了施設数：50 病院（R1）→55 病院（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【医務課】県内病院のＢＣＰ作成施設数：47 施設（R5）→60 施設（R10） 

【文化振興・文化財課】国・県指定有形文化財（建造物）のうち今後耐震補強が必要となる 

97 件の耐震対策実施棟数：14 棟（R1）→28 棟（R10） 

【住宅対策室】県営住宅の長寿命化住戸数：463 戸（R1）→860 戸（R10） 

【学校施設課】県立学校における非構造部材の耐震対策実施学校数：20 校（50%）（R5）→40 校(100%)（R10） 
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（１－３）突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の

発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水等に対す

る脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

水防訓練の実施 

○ 水害から住民の生命と財産を守るため、毎年度、水防訓練を実施しており、洪水時の水防体制の強化、

関係水防団員の水防技術の習得及び水防意識の高揚に一定の成果を上げている。また、令和３年度から４

年度にかけて、河川管理者と市町村との重要水防区域等合同パトロールを実施し、緊急時に水防工法を実

施すべき箇所も把握出来ているが、水防訓練や災害対応経験のない水防団員も多いことから、水防団員等

の住民が参加できるよう、水防訓練を実施し水防技術の向上・継承等を図る必要がある。（治水課） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部） 

○ 災害時の迅速な被災情報収集や円滑な応急対策業務の実施体制の確立のため、国土地理院、中日本高速

道路（株）八王子支社、山梨県建設業協会、山梨県測量設計業協会、山梨県建設コンサルタンツ協会及び、

（公社）日本下水道管路管理業協会等と協定を締結し、協定に基づき災害時の被災情報収集や応急復旧工

事等を実施してきており、一定の成果を上げているが、担当職員の変更等により災害時における協定の円

滑な運用に支障をきたす恐れがあるため、引き続き定期的な訓練等を実施する必要がある。（県土整備総

務課、技術管理課、道路管理課、下水道室） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

要援護者のためのマニュアルの作成 

○ 災害時の要援護者支援対策推進のため、山梨県社会福祉協議会に補助を行い、これまでに要援護者のた

めのマニュアルを作成（平成 25 年度）し、市町村社会福祉協議会に配付するなど、一定の成果を上げて

いる。 

   今後は、福祉避難所設置・運営訓練等を通じたマニュアルの適切な運用や適宜の見直しなどが必要であ

る。（福祉保健総務課） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 
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医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立 

○ 災害発生時の映像による被害状況等の情報収集体制の確立において、消防防災ヘリコプター「あかふ

じ」からのテレビ伝送システムは欠かすことのできない手段である。映像による被害状況等の情報収集体

制の充実のため、引き続き消防防災ヘリコプター「あかふじ」からのテレビ伝送システムを活用する必要

がある。（防災危機管理課） 

 

高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立 

○ 災害発生時において、現地の被害状況を迅速に収集する体制の確立に、各合同庁舎に設置した高所カメ

ラの映像や、テレビ会議システムは欠かすことのできない手段である。引き続き、災害発生時の被害状況

を迅速に収集する体制の充実のため、各合同庁舎に設置した高所カメラやテレビ会議システムを活用する

必要がある。（防災危機管理課） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立 

○富士山噴火時の迅速な情報収集・伝達のためローカル５Ｇなどの高速通信網の整備や地上波だけでなく

スターリンクなどの衛星回線での多重化を図ることで迅速かつ確実な情報通信網を整備するとともに、文

字・音声情報だけでなく映像・画像通信により「分かり易い」情報通信体制を整備する。（火山防災対策

室） 

○また、災害時における被害情報収集・伝達体制の基本体制を維持するため、県、市町村、消防本部、防災

関係機関に設置されている防災行政無線の維持管理や設備の更新を行うとともに、災害時における活動拠

点となる都市公園等に防災行政無線を増設するなど通信機能の強化を図っている。引き続き、多重化され

た通信網を維持することで、安定した通信確保を図り情報の断絶を防ぐ。（防災危機管理課） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進 

○ 限られた財源の中で、県民生活の向上や地域経済の発展を支える社会資本の整備を効果的・効率的に推

進するため、選択と重点化により重点的に取り組むべき社会資本整備の方向性を明らかにした「山梨県社

会資本整備重点計画」を策定（第一次：平成１６年～平成１９年、第二次：平成２０年～平成２６年、第

三次：平成２７年～令和元年、第四次：令和２年～令和９年）し、同計画に基づき整備を推進してきてい

る。国による「防災・減災、国⼟強靱化のための５か年加速化対策」の内容を反映し改定した第四次計画

（R2～R9）に基づき、引き続き整備を推進する必要がある。（県土整備総務課） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

農村資源の保全管理活動の推進 

○ 多面的機能支払交付金等を活用して、農地等を保全する共同活動等（草刈り、水路の泥上げや補修等）

の取り組みを支援しているが、高齢化や過疎化に伴い集落機能が低下している地域もあるので、活動を継

続するために支援を続けていく必要がある。（農村振興課） 

 

農業用ため池の耐震化の推進 

○ ため池の整備については、平成２５年度から機能の健全度を把握するために一斉点検及び耐震調査を

実施し、この調査結果を踏まえ、ため池等整備事業や土地改良施設耐震対策事業などの農地防災事業によ

り、耐震化対策が必要なため池の整備を進めており、今後も計画的な整備を進める必要がある。 

更に、これらのハード対策と併せて、地域防災体制の構築や施設を適切に保全していくための管理体制

の整備などのソフト対策を実施する必要がある。（耕地課） 
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土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

○ 農地や農業用施設等の農業生産基盤に係る災害の未然防止や低下した機能を回復するため、これまで

緊急性の高い箇所に対して土砂災害防止対策や地すべり対策等を実施し、農業生産の維持及び農家経営の

安定と国土の保全、農村地域の安全、安心な生活環境の実現を図っているが、一方で、老朽化が著しい農

業用水利施設等も存在していることから、継続した整備が必要である。（耕地課） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

○ 農地等の浸水・浸食被害が懸念される農村地域において、用排水路の法面崩落防止や、排水機場の機能

保全等の整備を進めてきた。今後も、引き続き農地の浸水・浸食被害対策を推進するとともに、整備済み

の農業用水利施設の長寿命化・耐震化対策を併せて進める必要がある。（耕地課） 

 

荒廃農地解消対策の推進 

○ 農業生産活動や農村景観に影響を及ぼす荒廃農地の有効活用に向けて、ほ場や農道、用排水路等の生産

基盤の整備及び関連する支援策を一体的に実施することにより、荒廃農地の発生防止、解消を図るととも

に、農業・農村のもつ多面的機能の維持を推進してきたところ、これまで県内で 2,886ｈａを解消するな

ど一定の成果を上げているが、引き続き地域の実情に応じて必要な対策を講じて荒廃農地の発生防止、解

消を図るとともに、農業・農村のもつ多面的機能が十分に発揮されるよう事業を推進する必要がある。（担

い手・農地対策課、耕地課） 

 

農地の整備（生産基盤の整備） 

○ 農業生産の基盤となる農地や農業用施設は、食料の安定供給や農村の健全な発展に寄与するとともに、

生産活動の継続により農業・農村が有する多面的機能が発揮され、県土保全に大きな役割を果たしてい

る。しかしながら、狭小で不整形の農地は作業効率が悪く、また、農業者は高齢化によるリタイヤが進み、

農地を有効に利用する体制が十分でないため、荒廃農地の増加が進行している。このため、農地の大区画

化や汎用化により、生産コストの削減や生産量の増大を図るとともに、担い手への農地集積・集約化を推

進するため農業基盤整備の実施が必要である。（耕地課） 

 

【国土保全】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進 

○ 洪水災害を未然に防止するため、定期的な巡視や点検等による河川管理施設の維持、樹木の伐採や堆積

土の除去による流下断面の確保、河道掘削、河道拡幅や築堤の整備・機能強化等の対策を進めるとともに、

排水機場や伏越水門等の排水施設の長寿命化と整備を推進している。 

   県内 6 多目的ダムにおいても、ダム及びダム周辺施設等の改良・長寿命化、維持・管理等を実施してお

り、多目的ダムの洪水調節機能により概ね 80 年に一度の豪雨に対し、洪水調節が可能となっている。ま

た、多目的ダムには供用開始後 100 年間の堆砂を想定した堆砂容量が確保されており、ダム上流部におけ

る大規模土砂災害に対しても抑止効果を持っている。 

 引き続き、これらの取り組みを推進する必要がある。（治水課） 

 

雨水貯留浸透施設の整備の推進 

○ 流域の市街化が進んだ地域では、水田や農地が減少し、地表がアスファルトやコンクリートなどに覆わ

れ、流域の保水・遊水機能が低下し、雨の多くは地中にしみこまず、川や水路に短時間で流れ込むように

なり、浸水被害の危険性が増大する傾向となっている。 

   このため、雨水を一時的に貯め込んだり、地中に浸透させたりする貯留浸透施設の整備により、一定の

成果を上げているが、引き続き整備を推進し、洪水被害を軽減する対策が必要である。（治水課） 

 

洪水被害を防止する河川整備の推進 

○ 県民の生命・財産を守るための基盤整備を図るため、鎌田川や濁川等において、台風や豪雨による洪水

を防止し安全に流下させる河川改修工事を実施しているが、未整備の箇所も多く、引き続き河川改修を実

施する必要がある。 

   今後も、コスト縮減を図りながら、投資効果の高い箇所に重点的・集中的に行うとともに、気候変動や

少子高齢化等の自然・社会状況の変化に対応しつつ被害を最小化する「減災」を図るよう、多様な整備手
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法の導入、既存施設の有効利用及び危機管理体制の強化を進める必要がある。（治水課） 

 

「知って備えて命を守る」取組の推進 

○ 水害から県民の生命を守るため、①県民意識の啓発、②要配慮者の避難支援、③防災情報の充実と確実

な伝達、の３点に重点を置いた取り組みを推進する。 

   中小河川の洪水浸水想定区域図については、令和３年の水防法改正により対象河川が拡大され、13 市

町村(令和４年度末)で作成が進められている。 

   また、新たに作成される洪水浸水想定区域図を反映したハザードマップの浸水エリアにおいて、国（河

川管理者）や市町村等の関係機関と協力しながら、減災方法等を検討する必要がある。（治水課） 

 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

水防用資材の備蓄の推進 

○ 水害から住民の生命を守るため、水防用資材を備蓄し、災害が発生した場合に迅速な応急工事等への使

用など、一定の成果を上げているが、災害の規模によっては充分とは言えないことから、引き続き資材の

定期的な更新及び増強を実施する必要がある。（治水課） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新 

○ 災害拡大や２次災害の防止を図るため、道路、河川及び砂防施設における緊急対処法マニュアルを策定

し、毎年度、緊急対処訓練を実施しており、一定の成果を上げているが、より実践的な対処が求められる

ことから、引き続き緊急対処法について検証を行う必要がある。（道路管理課、治水課、砂防課） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【土地利用(国土利用)】 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

「知って備えて命を守る」取組の推進（再掲：国土保全） 

 

河川情報システムの運用 

○ 防災に資する情報提供手段の確立のため、総合河川情報システムを整備し、各河川の雨量・水位情報を

収集して、リアルタイムでインターネット・携帯電話に情報提供を行ってきており、迅速な警戒避難行動

に一定の成果を上げているが、ＩＣＴの進展に伴うサーバやネットワークの性能向上、ソフトウェア技術

の革新などに適確に対応して、引き続き適切なシステムの運用を図る必要がある。（治水課） 

 

砂防移動教室や河川出前講座など防災教育の実施 

○ 土砂災害に対する危険性、水難事故防止、避難行動の重要性を教えるため、毎年 6月の「土砂災害防止

月間」や 7 月の「川に親しみ、水辺にふれあう運動推進強調月間」等に合わせて、小学生を対象に砂防移

動教室や河川出前講座を実施しているが、引き続き啓発活動を実施する必要がある。（砂防課、治水課） 

○ 逃げ遅れによる水害・土砂災害からの被害を未然に回避する必要があるため、一般県民からの要望によ

り実施している県政出張講座において、水害や土砂災害から身を守るための方法等を周知し、発災前に避

難が完了するよう県民一人ひとりの意識を変える必要がある。 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【人材育成】 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 
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農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

河川情報システムの運用（再掲：リスクコミュニケーション） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率：92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 

→必要に応じて見直し（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【医務課】県内病院のＢＣＰ作成施設数：47 施設（R5）60 施設（R10） 

【農村振興課】多面的機能の保全に取り組む面積：7,508ha/年（R4）→7,600 ha/年（R10） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【耕地課】浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備：5 箇所（R4）→9 箇所（R10） 

【耕地課、担い手・農地対策課】荒廃農地解消面積：2,435ha（R1）→4,300 ha（R10） 

【耕地課】果樹産地等における基盤整備面積：4,400ha（R1）→5,300 ha（R10） 

【治水課】河川整備計画における河川の整備率：55%（R1）→73%（R10） 

【治水課】中小河川の洪水浸水想定区域図を作成した市町村数：13 市町村（R4）→26 市町村（R8） 
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（１－４）大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等によ

る多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備 

○ 緊急消防援助隊の応援・受援計画における運用の実効性を高めるため、緊急消防援助隊関東ブロック合

同訓練を 1 都 9 県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び

静岡県）により実施するとともに、必要な計画の見直しを行っている。引き続き、計画運用の実効性を高

めるため、合同訓練を実施するとともに、必要に応じ計画の見直しを行う必要がある。（消防保安課） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

水防訓練の実施（参照：１－３） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 
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【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（参照：１－３） 

 

高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立（参照：１－３） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部） 

○ 災害時の迅速な被災情報収集や応急対策業務を円滑に実施するため、（一社）山梨県建設業協会と協定

を締結しており、台風等異常気象時の被災情報収集や応急復旧工事等の実施に成果を上げている。（治山

林道課） 

○ 災害時に応急仮設住宅の建設用木材が不足した場合に備えるため、山梨県森林整備生産事業協同組合、

（一社）全国木造建設事業協会及び県内原木市場と協定を締結しており、県有林材を速やかに確保できる

仕組みの整備と、応急仮設住宅の供給体制の強化が図られている。（県有林課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（参照：１－３） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

森林の公益的機能の維持・増進 

○ 森林の公益的機能を高度に発揮させるため、県民参加の森林づくり推進事業を平成 24 年度から実施し、

森林の機能について県民の理解を深める活動を行ってきた。平成 26 年度から開催している森林整備現場

見学会や、令和４度には若者向けにシンガソングライターの伸太郎氏を起用したＰＲ動画の制作・放映を

行い、一定の普及啓発が図られている。引き続き、森林環境税情報誌「木もれ日」も活用し、県民の理解

を得ながら森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林政策課） 

○  平成 19 年度に創設した、官民による組織「やまなし森づくりコミッション」が、森林所有者と森づく

り活動を行いたい企業･団体とのマッチング等を行ってきた。また、平成 24 年度から 28 年度までの間に

地域の民間団体が行う森林整備活動に対し助成を行い、様々な主体による森林整備活動が広まってきてい

る。令和４年度は新型コロナウイルス感染症予防のため一部の森林整備活動が中止となったが、引き続

き、企業の CSR 活動や地域コミュニティと連携した森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林

整備課） 

○ 植栽・保育・間伐等の森林整備や森林火災防止活動等の計画的な実施により、木材の生産や山地災害の

防止など、森林の公益的機能の強化を図っており、令和４年度は 6,625ha の整備を実施し、概ね目標を達

成した。引き続き、森林整備等に取り組んでいく必要がある。（森林整備課・県有林課） 

○ 昭和３５年から、荒廃した保安林の機能回復と複層林への誘導を計画的に進め、公益的機能の維持増進

を図ってきたところであるが、森林は放置しておくと荒廃が進み水源かん養機能や土砂流出防止機能が低

下するため、継続的に森林整備を行っていく必要がある。（治山林道課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進 

○ 山地災害危険地区の未着手解消の取り組みにおいては、令和４年度末現在で 2,385 地区に着手してお

り、県内危険地区総数の 3,489 地区に対して約７割に着手済みと全国平均以上の成果をあげている。今後

も山地災害の未然防止に向け、未着手地区の解消を推進する必要がある。（治山林道課） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施 

◯ 森林の荒廃による水源涵養機能の低下や土砂災害等を未然に防ぐために、森林環境税を財源の一部と

した森林整備が行われており、この事業効果を検証するため、平成２５年度からモニタリング調査を行っ

ている。 

○ これまでの調査では、林床の被覆率、樹冠の開空度ともに改善している箇所と低位な箇所の双方が確認

され、今後も調査を継続し、調査の結果や事業の効果について公表する必要がある。（森林総合研究所） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 
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土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

【国土保全】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進 

○ 富士山の防災対策を実効的に行うためには、富士山の噴火履歴とそれを基にした噴火シナリオの構築、

災害を予測するための火山現象の数値シミュレーション、火山活動の観測が不可欠である。平成 26 年度

から「富士山火山防災のための火山学的研究」及びその関連研究を継続し、噴火履歴の精緻化、噴火シナ

リオの構築や既存の数値シミュレーションの富士山への最適化、噴火予想を目的とした重力観測、他の研

究機関と研究および火山観測に関する協力関係の構築、火山観測データの流通等を実施している。一方

で、富士山の過去の噴火の数は他の火山に比べ圧倒的多く、さらなる噴火履歴の精緻化のための研究を継

続する必要がある。また、富士山の噴火は噴火様式や規模が多様であること、噴火するまで火口が確定で

きないことから、噴火発生時に避難を速やかに行うためには、噴火の兆候を捉えるための火山観測の充実

や噴火予測手法の確立、災害を予測するための数値シミュレーションの開発、噴火発生時に速やかに避難

行動が取れるような次世代型のハザードマップの開発が不可欠となっている。引き続き、富士山の噴火災

害を軽減するため、噴火履歴の研究、噴火予測手法および災害予測手法の開発・確立、次世代型のハザー

ドマップの開発などの取り組みを推進する必要がある。（富士山科学研究所） 

○ 富士山では毎年雪代が発生し、富士スバルラインに土砂流出が起こり被害を与えている。これまで実施

した研究「雪崩発生条件の解明と観測機器の開発（平成 26 年~29 年）」、「斜面崩壊による災害観測を可

能とする IoT 観測機器の開発（平成 30〜令和 3）」により既存の火山観測網や臨時振動観測点を設置する

ことにより、発生源や流路を特定する技術が開発されつつある。これらの検知技術は、火山噴火発生後の

降雨型土石流、融雪型火山泥流、斜面崩壊、火山体崩壊等の火山における現象に対しても応用することが

可能であり、研究開発を継続して実施する必要がある。（富士山科学研究所） 

 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：国土保全） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化 

○ 平成 25 年度から令和元年度にかけて施設点検を実施し、早期に対策が必要となった 115 箇所の内、令

和３年度までに全ての施設の補修を完了し、引き続き点検診断を実施した結果、対策が必要となった 11

箇所の長寿命化対策を令和４年度に実施した。今後も、治山施設の長寿命化対策に取り組み、山地防災力

の強化を図る必要がある。（治山林道課） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（再掲：農林水産） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（参照：１－３） 

 

洪水被害を防止する河川整備の推進（参照：１－３） 

 

地震発生後の河川・砂防管理者対応マニュアルの円滑な運用 

○ 地震発生時に緊急かつ適切な対応を図るため、河川・砂防管理者対応マニュアルを作成し、円滑な運用

を図ってきているが、対応経験のない職員が増えていることから、引き続き円滑な運用とマニュアルの随

時見直しを実施する必要がある。（治水課、砂防課） 

 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

水防用資材の備蓄の推進（参照：１－３） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新（参照：１－３） 
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土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

○ 土砂災害警戒区域 7,091 区域に県民の約 2 割の 15 万人が居住しており、この区域において人命を守る

砂防施設の整備を進めている。しかし、多くの土砂災害警戒区域がある中で、全ての区域で施設対策を行

うには多くの期間と予算が必要である。そのため、被災リスクが高い土砂災害特別警戒区域の中で、特に

甚大な被害が想定される土砂災害特別警戒区域※33 区域の優先整備を進めることが必要である。 

※「特に甚大な被害が想定される土砂災害特別警戒区域」とは、特に甚大な被害が発生する可能性のある

区域で、砂防激甚災害対策特別緊急事業の採択条件である人家 20 戸以上が土砂災害特別警戒区域にあ

る区域 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施 

○ 山梨県は古くより土砂災害が多く、明治 14 年には砂防事業に着手しており、これまで多くの砂防施設

を整備してきた。 

   土砂災害を未然に防止し、県民の生命・財産を守るため、整備済みの砂防施設の健全度を把握し、長期

にわたりその機能及び性能を維持・確保することを目的に、長寿命化計画を策定した。また、トータルコ

ストを縮減し予算を平準化していくため「予防保全型維持管理」の考え方を導入した長寿命化計画の策定

に着手しており、計画的維持管理や更新を実施する必要がある。（砂防課、富士川砂防事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【環境】 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進（参照：１－１） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

河川情報システムの運用（参照：１－３） 

 

土砂災害防災訓練の実施 

○ 土砂災害に対する危険性、避難行動の重要性を周知するため、毎年 6 月の土砂災害防止月間に合わせて

行う土砂災害防災訓練において啓発活動を実施しているが、引き続き啓発活動を実施する必要がある。

（砂防課） 

○ 土砂災害警戒避難体制の確立・強化を図るため、平成 25 年度までに、昭和町を除く全市町村で、各市

町村の地域状況を踏まえて土砂災害ハザードマップを作成された。土砂災害ハザードマップを用いた避難

（防災）訓練等を通じ、県民に土砂災害に係る知識を周知するため、市町村職員向けの講習会（勉強会）

を催すなど、引き続き定期的に啓発活動を実施する必要がある。（砂防課） 

 

砂防移動教室や河川出前講座など防災教育の実施（参照：１－３） 

 

土砂災害等情報システムの運用 

○ 土砂災害警戒情報システム等を整備し、平常時は土砂災害危険箇所等の情報を、降雨時（災害時）には

気象情報、土砂災害の危険性が高まっている箇所等の災害関連情報を市町村や住民等に提供している。 

   また、県内のケーブルテレビ事業者と土砂災害情報の配信について協定を締結し、災害時等にマスメデ

ィアによる情報提供を行うなど一定の効果を上げているが、今後も効果的な情報提供を行う必要がある。

（砂防課） 

 

土砂災害警戒区域等の指定及び周知 

○ 土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害防止法の施行に伴い基礎調査を実施し、これまでに

7,238 箇所の土砂災害警戒区域の指定をしてきた。しかし、指定以降の地図精度向上や土地利用状況の変

化が生じているため、基礎調査を実施し、必要に応じ調査結果に基づく土砂災害警戒区域等の指定見直し

（追加・削除）を行う必要がある。 

   また、警戒避難体制の整備が十分に浸透しているとは必ずしも言えないため、今後は指定区域を管理・

公開するために作成した土砂災害情報システムを通し、定期的に啓発活動を行う必要がある。（砂防課） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【人材育成】 

水防訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（１－４） 

140 
 

【官民連携】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産（森林整備課）） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（再掲：国土保全） 

 

国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進（再掲：環境） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（再掲：国土保全） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【研究開発】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

河川情報システムの運用（再掲：リスクコミュニケーション） 

 

土砂災害等情報システムの運用（再掲：リスクコミュニケーション） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率：92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 

→必要に応じて見直し（R10） 

【消防保安課】支援航空隊員の訓練実施回数：9 回/年（年 4.5 回/1 人）（R1）→18 回/年（年 6 回/1 人）（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【森林整備課】企業･団体の年間森づくり活動箇所数：61 箇所/年（R1）→99 箇所/年（R10） 

【森林整備課、県有林課】森林整備の実施面積：6,248ha/年（R1）→7,174ha/年（R10） 

【治山林道課】山地災害危険地区の対策地区数：2,338 地区（R1）→2,477 地区（R10） 

【治山林道課】保安林整備事業等の実施面積：475ha/年（R1）→500ha/年（R10） 

【治山林道課】治山施設の補修箇所数：104 箇所（R1）→156 箇所（R10） 

【観光資源課】登山道・遊歩道の吊橋の長寿命化工事完了箇所数：1 橋（R5）→1 橋（R7） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【耕地課】浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備：5 箇所（R4）→9 箇所（R10） 

【治水課】河川整備計画における河川の整備率：55%（R1）→73%（R10） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数 0 区域（R4）→5 区域（R10） 
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（１－５）火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死者数の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施 

○ 平成 24 年 6 月 8 日に、火山専門家、山梨県、静岡県、神奈川県、国、富士山周辺市町村及び防災関係

機関による「富士山火山防災対策協議会」を設置し、平成 27 年 3 月 16 日に同協議会において、「富士山

火山広域避難計画」（対策編）を策定した。 

○ また、平成 24 年度から富士山噴火を想定した総合図上訓練を、平成 26 年 10 月 19 日には富士山火山 

防災対策協議会構成機関等による「富士山火山三県合同防災訓練 2014」を実施した。 

○ 平成 28 年度までに、関係全 8 市町村において富士山火山広域避難計画を基に市町村が実施する詳細な

避難対応や対策を記載した「市町村避難計画」の策定が完了したため、平成 30 年度から、市町村や関係

機関と合同で訓練を実施しているところである（令和元年度は台風により中止）。 

○ 令和 2 年 3 月に富士山噴火総合対策を策定し、3 年 3月には富士山ハザードマップを改定した。 

○ 令和 5 年 3 月、富士山火山広域避難計画を改定し、富士山火山避難基本計画を策定した。 

○ 今後も、大規模降灰対策などの課題について、引き続き検討を行う必要がある。 

 

富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

○ 令和５年度に整備した現地対策拠点機能を維持するための車両等資機材を用いて、現地対策拠点（富士

吉田合同庁舎・世田谷区林間学園）の運営・開設訓練を実施し、スムーズな応急対策を実施する必要があ

る。 

○ 令和５年３月に富士山火山避難基本計画を策定したため、市町村地域防災計画を新たな避難指針に適

合する内容に改定する作業を支援するとともに、市町村の避難促進施設等に対する支援体制が強化される

よう体制を整える必要がある。 

○ 円滑な避難のためには、正確かつ迅速な避難情報伝達が不可欠であることから、富士山への高速通信網

整備や地図情報、位置情報を用いた伝わりやすい情報伝達ツールの導入を早急に実施する必要がある。 

○ 上質な観光地としてのブランドを確立するため、外国人を含む観光客の県境を越えた広域避難を国や

市町村、関係機関と連携して円滑に実施できる避難体制を構築する必要がある。 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

登山者の実態把握・情報共有による安全確保対策の推進 

○  登山届による登山者の実態把握は、災害発生時における迅速的確な捜索救助活動、避難誘導等のため

必要不可欠であることから、今後も「コンパス」への登録・計画書の提出等について、更なる周知徹底を

継続する必要がある。（警察本部） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 
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大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（参照：１－３） 

 

高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立（参照：１－３） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

○ 令和元年度に改訂した「外国人旅行者への災害時対応マニュアル」及び令和 2 年度に作成した「災害時

外国人旅行者向けフードコミュニケーションカード」の活用を促進した。 

○ 令和元年度に「山梨県災害多言語支援センター」に係る協定を山梨県国際交流協会と締結した。 

○ 令和 2 年度に整備した防災ポータルの多言語情報発信を実施している。 

○ 引き続き災害時における外国人旅行者の安全な避難行動を支援するため、観光や防災に関する情報を

多言語で提供できる体制を構築する必要がある。 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山五合目以上の区域における観光客等避難対策の推進 

○ 富士山五合目以上の区域においては、大雨の影響によりスバルラインが通行止めとなり、一時的な登山

客及び観光客の滞留が発生したが、迅速な対応ができたため大きな影響は生じなかった。しかし、復旧に

数日間を要する事態が発生した場合には、多数の滞留者が発生するため、滞留者への水・食料や一時避難

場所の提供及び速やかに麓まで避難（下山）させる方法を検討する必要がある。 

〇 富士山の噴火に備えるためのヘルメットや防塵マスク等の十分な配備、来訪者への注意喚起や迅速な

避難のための火山情報の提供方法も検討する必要がある。（防災危機管理課、世界遺産富士山課、治山林

道課、道路管理課、警察本部） 
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【交通・物流】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

○ 林道施設の長寿命化及び機能強化対策として、平成 30 年度に施設の再点検を実施したところ、605 箇

所ある橋梁等のうち県道や市町村道と連絡する路線等の 152 箇所を優先的に補修する必要があると判明

した。令和 4 年度は、山梨県県営林道施設長寿命化計画（個別施設計画）に基づき 6 箇所の対策を実施し

た。災害時の緊急輸送路等となる林道施設の老朽化対策として、引き続き長寿命化に取り組む必要があ

る。（治山林道課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備 

○ 地域住民や富士山を訪れる観光客などの避難誘導、救援や物資輸送等を円滑に行うため、富士北麓地域

の道路網整備を推進してきている。しかし、未整備の箇所も多く、災害時の非常事態に対応した交通の確

保が課題であることから、引き続き富士山噴火や豪雨・豪雪等の災害時に当該地域からの避難を支える道

路網の整備を推進し、リダンダンシー（交通の多重性）の確保を図っていく必要がある。（道路整備課、

甲府河川国道事務所（国）） 

 

スマートＩＣの整備促進 

○ 災害に強い道路網の構築を図る上で、既存の高速道路へのスマートＩＣの整備が重要であり、被災後の

代替路や物流拠点の形成が図られることなどから、引き続きスマートＩＣの整備を促進する必要がある。

（高速道路推進課） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進 

○ 県外とを結ぶ高速道路等は、産業や観光振興に寄与し、地方を成長させ人口減少を克服し、地方創生を

促すための重要な社会基盤であり、また、災害発生時の避難路あるいは緊急輸送路となるため、これまで

整備を促進し、一定の成果を上げているが、未開通区間や対策必要箇所があるため、引き続き整備促進を

図る必要がある。（高速道路推進課、甲府河川国道事務所（国）） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり 

○ これまで県管理道路において火山噴火に伴う除灰作業を行った経験がなく、現状では、降灰に対応でき

る経験や技術を持ち得ていない。今後は、予想される富士山噴火時の降灰から、避難路や輸送路を確保す

るため、道路の除灰に関する計画の検討を進め、除灰できる体制づくりを行う必要がある。（道路管理課） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

【国土保全】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（参照：１－４） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 

〇 「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度~29 年度）及びその継続研究の成果を基に、 

平成 26 年度以降、富士山学習等をはじめとした火山防災教育、火山防災研修や火山災害の軽減のための

国際ワークショップ等の開催に取り組んでおり、一定の成果を上げている。一方で、平成 26 年 9 月の御

嶽山噴火災害を契機に、平成 27 年に活動火山対策特別措置法が改正、令和 3 年 3 月に富士山ハザードマ

ップが改定され、それを受けて令和 5 年 3 月に富士山噴火避難基本計画が新たに策定された。新たな計画

に基づいた周辺住民、登山客や観光客への対策が求められており、火山防災対策情報や災害知識の普及･

啓発の仕組みづくりに取り組む必要がある。（富士山科学研究所） 

 

火山防災体制強化に資する研究の推進 

○ 「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度〜29 年度）において噴火履歴の研究を実施し、

「富士火山北麓における噴火実態の検証」（平成 28 年度〜30 年度）においてハザードマップとして懸案

となっていた雁ノ穴丸尾溶岩の火口の特定を行った。また、令和 3 年に改訂された富士山ハザードマップ

において富士山の噴火履歴の基礎データを提供するとともに、火山学的観点からハザードマップの改訂に

貢献している。一方で、富士山には未だ年代や噴火口が特定されていない噴出物が無数にあり、富士山の

噴火の特徴を理解するには富士山の噴火履歴を高精度化するための研究を推進する必要がある。 
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〇 周辺市町村の中高等学校の生徒をはじめ、地元住民への富士山火山ハザードマップを理解するための

ワークショップの実施を行っている。一方で、現行のハザードマップや避難対象エリアは、住民にとって

理解するのが困難であり、噴火時の避難を的確に行うためには、これらマップを住民の方々が理解しやす

いようにする必要があり、そのため研究が必要である。（富士山科学研究所） 

 

富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：国土保全） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新（参照：１－３） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

富士山火山噴火時の避難を支援する減災対策の推進 

○ 富士山火山噴火に伴い発生する土砂災害からインフラ・ライフライン等の被害を軽減するとともに広

域避難を支援するための砂防部局が担うべき対策を示す「富士山火山噴火緊急減災対策砂防計画」を富士

砂防事務所、静岡県及び山梨県により平成 29 年度に策定。 

   更に、規模が大きく県域を越えて広範囲にわたる富士山火山噴火対策には、技術力と機動力を備えた国

が主体となり、富士山全域を一体的に整備する必要があることから、静岡県側に加えて山梨県側でも平成

30 年度より直轄砂防事業が始まった。 

今後も、富士北麓地域１０市町村（富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町、忍野村、山中湖

村、鳴沢村、富士河口湖町及び身延町）の首長及び議会議長からなる富士山火山噴火対策砂防事業を促進

するための期成同盟会と共に計画に基づく事業実施、実践的な支援体制の構築等について、国に要望を行

い、富士山火山噴火減災対策を促進する必要がある。（砂防課、富士砂防事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 

 

火山防災体制強化に資する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【研究開発】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 
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火山防災体制強化に資する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→1（R10） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率：92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 

→必要に応じて見直し（R10） 

【消防保安課】支援航空隊員の訓練実施回数：9 回/年（年 4.5 回/1 人）（R1）→18 回/年（年 6 回/1 人）（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【医務課】県内病院のＢＣＰ作成施設数：47 施設（R5）→60 施設（R10） 

【治山林道課】山地災害危険地区の対策地区数：2,338 地区（R1）→2,477 地区（R10） 

【治山林道課】林道施設の補修箇所数：153 箇所（R1）→220 箇所（R10） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数 0 区域（R4）→5 区域（R10） 
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（１－６）暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

他自治体との連携推進 

○ 関東地方知事会や全国知事会の相互応援協定については、本県も構成員として連絡会議に参加し、災害

時の連携に即応できる体制の構築に努めている。 

○ 平成 27 年 8 月には、大規模災害時に同時被災の可能性が低い中央日本四県（新潟、長野、静岡、山梨）

で相互応援協定を締結している。 

○ また、富士山火山噴火を想定した、本県・静岡県・神奈川県合同の実働訓練を平成 26 年 10 月に実施す

るなど、大規模災害を想定した関係自治体との合同訓練を実施することにより、相互連携による災害対応

力の充実強化を図っている。 

○ 引き続き、本県に起こりうる大規模災害に適切に対応できる体制の充実を図るため、他自治体との連携

強化を推進する必要がある。（防災危機管理課） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（参照：１－１） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

登山者の実態把握・情報共有による安全確保対策の推進（参照：１－５） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時の初動対応訓練の実施（参照：１－１） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

透析患者の支援体制の整備 

○ 災害時の人工透析医療提供体制の維持・整備のため、平成 23 年度から県内人工透析医療機関において

同意を得た透析実施患者情報を患者の居住地別に作成し、市町村等の関係機関と共有する体制を構築して

いる。この体制は県内の人工透析患者全数ではないため、同意を得られない患者に制度について理解して

もらうとともに、県外医療機関を受診する患者を把握する必要がある。 

○ 各透析医療機関の被災・感染の状況、支援要請等の情報を集約・共有し、患者受入先を調整する仕組み

がなく、透析患者や家族、透析医療機関には自助・共助の意識が低い。加えて、平常時・災害時ともに、

患者受入可能数などを把握できるシステムがない。そのため、医療機関等と連携して体制構築を進めてい

く必要がある。（健康増進課） 
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【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

道の駅等の防災機能の確保 

○ これまで防災備蓄倉庫等の整備を通じて県管理道路等の防災力の強化について努めてきたところであ

るが、平成 26 年の異常降雪被害の経験から、豪雪や近い将来の発生が懸念される南海トラフ地震、富士

山噴火などの広域的な災害に対し、更なる地域防災機能の確保に向けた準備と維持管理を適切に行ってい

く必要がある。（防災危機管理課、道路管理課） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進 

○ これまで十年に一度経験する程度の大雪に対する除雪体制は備えているが、平成 26 年の異常降雪被害

の経験を踏まえ、想定を超えた降雪に対し、効率的な道路の除雪を行う必要がある。（道路管理課） 

○ 他の道路管理者との連携した除雪体制を確立する必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

◯ 植生回復及び土砂流出を調べるために植生保護柵内外に設置した調査区では、これまでの調査におい

て、植生保護柵内で植生の回復がわずかに認められた。土砂流出量については、植生保護柵の有無による

違いはまだ判定できないため、今後も研究・観測を継続する必要がある。（森林総合研究所） 

 

【国土保全】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における緊急対処法マニュアルの更新（参照：１－３） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

住民の防災意識の醸成の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【研究開発】 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

【デジタル活用】 
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現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】内閣府が実施する災害マネジメント総括支援員・支援員の養成数 

：10 人/年（R5）→10 人/年（R10） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率：92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 

→必要に応じて見直し（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【医務課】県内病院のＢＣＰ作成施設数：47 施設（R5）→60 施設（R10） 

【健康増進課】患者受け入れ調整訓練を実施した圏域数：0 圏域（R5）→5 圏域（R10） 
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２．救助・救急､医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実

に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

（２－１）自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

他自治体との連携推進（参照：１－６） 

 

自主防災組織の防災資機材の整備促進 

○ 地域の防災力を高めるため、自主防災組織に対して、コミュニティ助成事業の利用による防災資機材等

の整備を図っている。引き続き、地域の防災力を強化するため、コミュニティ助成事業の利用による防災

資機材等の整備を図るが、要望の増加に伴い、どの組織を優先するかをよく見極め、実施する必要がある。

（防災危機管理課） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

救急搬送体制の充実強化（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

防災ヘリ・応援航空機等の合同訓練の実施（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

消防設備士及び危険物取扱者の保安講習の実施 

○ 消防設備士及び危険物取扱者の技術向上と育成を図り、地震災害等の発生に伴う火災や危険物事故の

未然防止対応等を行った。 

  ＜Ｒ４実績＞ 

   消防設備士義務講習の実施（329 人受講） 

   危険物取扱者保安講習の実施（1,230 人受講） 

 

防災拠点の機能強化 

○ 激甚化・頻発化する災害に的確かつ円滑に対応するための基盤となる防災拠点は、一定の整備がなされ

ているものの、機能強化すべき課題もある。令和 5 年 5 月には、平成 14 年 2 月に策定された「山梨県防

災拠点整備基本構想」の見直しを行ったところであり、これに示した機能強化に関する取り組みを実施し

ていく必要がある。 

 

事前伐採の推進 

○ 県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、災害による電力供給インフラ被害の最小化を図る必要が

ある。（環境・エネルギー政策課） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

○ 県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、本県の電力供給体制をより一層、強化する必要がある。

（環境・エネルギー政策課） 

 

災害装備資機材の整備の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進 

○ 各水道事業者における水道施設の耐震化の促進を図ってきており、令和 3 年度末時点での基幹管路の

耐震適合率は 36.5％となっている。 

  また、各水道事業者の応急給水資機材の整備状況について調査し、整備の促進を図ってきている。 

  引き続き、各水道事業者が行う水道施設の耐震化及び応急給水資機材の整備の促進を図る必要がある。 

  大規模災害発生時には、水道施設の被災状況を把握し、給水応援の要請と活動が円滑に行われるよう、
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県が調整する必要がある。（衛生薬務課） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（参照：１－１） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し 

○ 災害時における下水道施設の安全性や信頼性の確保や、災害時の対応体制の整備を図るため、下水道施

設の耐震化とともに、ＢＣＰ訓練の実施やマニュアルの見直し等を実施し水害対応について盛り込んだ。 

   引き続き、ＢＣＰ訓練を実施していくが、訓練時での課題や問題点をマニュアルに適切に反映していく

必要がある。今後においてもマニュアルの検証を行うとともに、検証結果に基づいたマニュアルの見直し

を必要に応じて行う必要がある。（下水道室） 

 

下水道施設の長寿命化の推進 

○ これまで下水処理場の機械・電気設備の整備や幹線管渠の日常点検などにより、随時修繕や消耗部品の

取り替えを行なう中で、下水道施設の長寿命化を図ってきたが、令和２年度に下水道機能の維持のため、

下水道施設全体の長期的な施設の状態を予測しながら、施設の点検・調査・修繕・改築を実施していくス

トックマネジメント計画を策定した。今後、このストックマネジメント計画に基づき、下水道施設を計画

的かつ効率的に管理していく必要がある。（下水道室） 

 

下水道施設の耐震化の推進 

○ 下水道施設の耐震化率は、4 流域下水道（富士北麓・峡東・釜無川・桂川）において処理場施設で約 77%、

中継ポンプ場で約 90%、管渠については約 94%である（令和４年度末）が、未整備の箇所も残っているた

め、引き続き下水道施設の耐震化の促進を図る必要がある。（下水道室） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

○ 災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村が地震防災訓練などを通して避難

行動要支援者などに配慮した避難所の設置・運営訓練の実施を促している。 

○ 引き続き、地震防災訓練等を通じて、市町村による要配慮者に配慮した避難所の設置、運営訓練の実施

等を促す必要がある。（防災危機管理課） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築 

○ 災害時の保健医療救護協力体制の構築のため、山梨県医師会、山梨県歯科医師会、山梨県薬剤師会、山

梨県看護協会、山梨県臨床検査技師会、山梨県整骨師会、及び大規模災害リハビリテーション支援関連団

体協議会（ＪＲＡＴ）と、災害時の避難所等への医療従事者等の派遣について協定を締結するなど一定の

成果を上げている。引き続き、必要に応じた協定内容の見直しを行う必要がある。（福祉保健総務課、医

務課、衛生薬務課） 

 

病院の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備）（参照：１－１） 

 

災害拠点病院の機能確保に向けた施設・設備整備の支援 

○ 現在、災害拠点病院として指定を受けている病院のうち、一部の建物が耐震構造を満たさない病院や、

R6.4 月より指定要件に追加される浸水対策が十分ではない病院もあるため、災害拠点病院の要件充足に

向けた整備を促していく必要がある。（医務課） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化） 

○ 県立北病院の医師等が国の先遣隊研修に参加し、先遣隊として発災後直ちに活動できる体制を構築す

るとともに、他都県との実動訓練等への参加を通じ、関係チームとの協働による支援体制の整備を行って



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（２－１） 

151 
 

いる。 

○ 引き続き、DPAT の登録チームの拡大や県外からの DPAT の受け入れ体制の確立など体制の強化に取り組

む必要がある。（健康増進課） 

 

透析患者の支援体制の整備（参照：１－６） 

 

放射線の影響に関する相談体制の整備 

○ 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故発生による健康相談に対応するため、健康相談マニュアルを

作成し、必要に応じてスクリーニング検査を実施するなど、相談窓口を開設し体制の強化を図ってきたと

ころである。引き続き、原子力発電所事故による放射線の影響に係る健康相談体制の整備について、実効

性のある健康相談事業が実施できるよう相談体制を整備する必要がある。（健康増進課） 

 

【エネルギー】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進 

○ 防災体制の見直しに伴い、県及び関係機関のより一層の対応力の強化を図るため、関連マニュアルの整

備や実効性ある訓練の実施等、災害時のインフラ復旧対応力の向上を図る必要がある。（防災危機管理課） 

○ 令和元年東日本台風の豪雨により主要交通網の脆弱性が露呈したことから、交通や輸送の機能が途絶

し又は混乱した場合において、これらの機能や秩序を速やかに回復し、緊急輸送などを円滑に行う必要が

ある。（交通政策課・道路管理課） 

 

消防救急デジタル無線の広域化・共同化の推進 

○ 引き続き、広域的な機動性の確保とともに、災害に強い情報通信体制の整備を進めていくため、消防救

急デジタル無線の広域化・共同化の働きかけを行う必要がある。（消防保安課） 

 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保 

○ 災害時、回線の混雑や切断に左右されない通信手段を確保するため、災害拠点病院、透析医会会員各医

療機関等に衛星携帯電話を整備するとともに県保健医療救護対策本部において庁内ＬＡＮが使用できな

い場合に備え、県本部のＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）が衛星回線にアクセスできるデータ

通信環境を整備するなど、一定の成果を上げている。 

   また、平成 27 年度末時点で、全ての病院及び全市町村のＥＭＩＳへの加入が完了したところであるが、

有床診療所については未加入の施設がある状況となっている。 

   今後は、整備された衛星回線を積極的に利用して訓練を実施するとともに、ＥＭＩＳに未加入の有床診

療所へ加入を促していく必要がある。（医務課） 

 

【産業構造】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

災害に強い物流システムの構築 

○ 災害に強い物流システムを構築するため、広域物資輸送拠点の選定、通信設備等の整備を行うととも

に、山梨県トラック協会及び山梨県倉庫協会等と協定を締結し、物資の荷役・配送作業に係る体制を整備

してきている。平成 29 年度は、富士東部地域にも広域物資輸送拠点を確保するため、民間物流事業者と

協定を締結した。（防災危機管理課） 

○ 令和 4 年度には、中央市に新たに整備された山梨中央ロジパークを活用するため、民間物流事業者と協

定を締結した。同所はヘリポートの整備、浸水対策のための底上げ等、災害時の広域物資輸送拠点として

活用が期待される。 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

○ 重要物流道路制度における重要物流道路及び代替路・補完路の整備を最優先させ、災害時の物流機能を

確実に確保するとともに、避難誘導や救援活動を支える幹線道路等の整備を推進しているが、依然として

多くの未整備箇所が残っており、非常事態に対応する道路網の確保が課題であるため、引き続き幹線道路

等の整備を推進する必要がある。また、老朽化対策として、既存道路の改築を推進していく必要がある。
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（道路整備課、高速道路推進課、都市計画課、甲府河川国道事務所（国）） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備 

○ 地域間の連携を強化する道路を整備することにより、災害に強い道路網や沿線地域住民の避難を支え

る道路網の確保に繋がることとなるが、依然として多くの未整備箇所が残っており、災害時の非常事態に

対応する交通の確保が必要であるため、引き続き整備を推進する必要がある。また、老朽化対策として、

既存道路の改築などを推進していく必要がある。（道路整備課） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消 

○ 道路法面崩壊、路肩決壊等の危険箇所の解消のため、緊急輸送道路上の雨量規制区間や特に対策が必要

な道路防災危険箇所（全２６４箇所）について法面対策工等の防災対策を実施してきており、早期に対策

が必要な箇所（全１２２箇所）の約 39％（令和４年度末）の対策が完了しているが、未対策箇所も多く、

引き続き危険箇所の解消を図る必要がある。（道路管理課） 

○ 自然災害の危険防止に配慮し、要対策とされている箇所に対して、重点的に対策を行っている。また、

台風などの大雨の際に道路利用者の安全を確保するため、あらかじめ定めた規制雨量に達すると通行止め

を行う事前通行規制区間が山梨県の直轄国道内には 6 箇所あるが、そのうち 2 箇所において、防災対策が

完了したことから、組合せ雨量による通行止め基準を導入し、規制雨量を緩和している。（甲府河川国道

事務所（国）） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施 

○ 地震災害行動マニュアルに基づき、災害時の道路啓開等の応急対策業務を円滑に実施するための防災

訓練を実施してきており、一定の成果があるが、有事に備えた適切な運用ができるように、引き続き防災

訓練を実施していく必要がある。（県土整備総務課、道路管理課） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

【官民連携】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 
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電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】内閣府が実施する災害マネジメント総括支援員・支援員の養成数 

：10 人/年（R5）→10 人/年（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】支援航空隊員の訓練実施回数：9 回/年（年 4.5 回/1 人）（R1）→18 回/年（年 6 回/1 人）（R10） 

【消防保安課】消防設備士義務講習の受講者数：296 人/年（R1）→305 人/年（R10） 

危険物取扱者保安講習の受講者数： 11,187 人/年（R1）→1,206 人/年（R10） 

【医務課】県内病院（60 病院）の耐震化完了施設数：50 病院（R1）→55 病院（R10） 

【医務課】EMIS（広域災害救急医療情報システム）へ加入した有床診療所数：13 施設（R5）→34 施設（R10） 

【医務課】災害医療コーディネーター数：20 人（R1）→32 人（R10） 

【医務課】災害拠点病院（10 病院）の指定要件を全て満たしている病院数：8 病院（R1）→10 病院（R10） 

【医務課】県内病院のＢＣＰ作成施設数：47 施設（R5）→60 施設（R10） 

【衛生薬務課】水道施設(基幹管路)の耐震適合率：36.5%（R3）→50%（R10） 

【健康増進課】災害派遣精神医療チーム数：13 チーム（R5）→20 チーム（R10） 

【健康増進課】患者受け入れ調整訓練を実施した圏域数：0 圏域（R5）→5 圏域（R10） 

【道路整備課、高速道路推進課、都市計画課】機能強化が必要な緊急輸送道路となる幹線道路の整備延長 

：1.3km（R1）→52.3km（R10） 

【道路整備課、道路管理課、都市計画課】電柱倒壊による道路閉塞のリスクがある市街地において 

重要拠点を結ぶ緊急輸送道路の無電柱化整備率：79%（R10） 

【道路管理課】道路防災危険箇所の対策箇所数：30 箇所（R1）→80 箇所（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【道路管理課】長寿命化のために必要な補修に着手できている橋梁の割合：22%（R1）→100%（R9） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 

【景観まちづくり室】防災公園整備計画における防災活動拠点の機能強化に必要な 

都市公園施設の整備率：51%（R4）→100%（R6） 

【下水道室】下水道管路施設の耐震化率：77.4%（R1）→100%（R7） 
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（２－２）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻痺 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

備蓄物資の確保 

○ 南海トラフ地震の被害想定に対応できるような備蓄体制を確保するため、市町村の備蓄を補完する県

備蓄物資について、被害想定を基にブルーシート、毛布、簡易トイレ等を整備し、各地域県民センター等

に備蓄している。引き続き、県と市町村が連携した備蓄必要量の継続確保に向けた備蓄の基本的な考え方

を検討するなど、備蓄物資の確保を図る必要がある。（防災危機管理課） 

 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築 

○ 熊本地震では、応援の受入にあたり、県と市町村の役割分担が明確でなかったことなど被災団体におけ

る受援体制が十分に整備されていなかったことから多くの混乱が生じた。このことを教訓に、平成２９年

３月に「山梨県大規模災害時における応援受入計画」を策定したところである。今後は、市町村への受援

計画策定支援等、受援体制の構築を図るとともに訓練の実施や検証を行っていく必要がある。 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施 

○ 大規模災害発生時の緊急輸送道路（緊急交通路）の確保のため、広域緊急援助隊（交通部隊）の訓練の

際に、緊急輸送道路（緊急交通路）確保訓練を実施してきている。引き続き、大規模災害に備えるため、

警視庁及び隣接県警察と連携を図り、道路管理者からの申請に基づく緊急輸送道路（緊急交通路）の指定

を検討するとともに、緊急輸送道路（緊急交通路）確保訓練を継続的に実施する必要がある。（警察本部） 

 

【住宅・都市】 

耐震性貯水槽の整備の促進 

○ 消防防災施設の整備を促進するため、市町村への消防防災施設の整備及び有効活用について、助言等を

行う必要がある。（消防保安課） 

 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（参照：１－１） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

要援護者のためのマニュアルの作成（参照：１－３） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

○ 災害時の円滑なボランティアの受け入れ及び派遣体制の整備のため、山梨県社会福祉協議会に補助を

行い、これまで、各市町村社会福祉協議会を対象に災害ボランティアセンター設置・運営の研修及び実動

訓練を実施し、一定の成果を上げている。 

   今後も、訓練の実施拡大を図る必要がある。（福祉保健総務課） 

 

高齢者施設における防災資機材等の整備促進 

○ 高齢者施設の防災資機材等の整備のため、各施設の運営指導において施設ごとの整備状況を確認する

とともに、不備等があった場合には改善を指導しているが、引き続き、防災資機材等の整備を促進する必
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要がある。（健康長寿推進課） 

 

障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進 

○ これまで、指定障害者福祉施設に対する実地指導（毎年度、約 100 ヵ所に実施）の中で、防災資機材（ラ

ジオ等）等の整備状況の確認及び整備促進の指導を行ってきており、一定の成果を得ている。 

   引き続き、障害者福祉施設に対する実地指導等の中で、防災資機材等の整備状況を確認するとともに、

不足する資機材等については整備を促す指導を行う必要がある。（障害福祉課） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

災害拠点病院の機能確保に向けた施設・設備整備の支援（参照：２－１） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化）（参照：２－１） 

 

災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 

○ 平成 27 年 3 月に「災害時の栄養・食生活支援マニュアル」を作成し、各市町村の防災危機管理担当部

署及び健康づくり所管課にマニュアルを送付した。平成 27 年度及び 28 年度は、県内の行政栄養士を対象

に研修会を開催し、災害時栄養・食生活支援活動の必要性、災害が発生した場合の市町村災害対策本部と

栄養・食生活支援担当者、関係団体との連携モデルを提示し、市町村における栄養・食生活支援の体制づ

くりを働きかけた。また、平成 29 年度からは、各保健所から市町村へマニュアルの周知をしている。市

町村における災害時の栄養・食生活支援ができるようマニュアルの活用促進と定期的なマニュアルの見直

しを行う必要がある。（健康増進課） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止） 

○ 県営林道のうち、国道・県道を連絡し、災害時の代替輸送路として機能を有する路線の計画延長は

289.7Km あり、令和 4 年度までに 272．2km の整備を実施している。（令和３年度末に南アルプス線（起

点～栄明橋橋台まで）4.9km 県道に移管）また、災害時の集落孤立防止に有効な路線の計画延長は 92.8km

であり、令和 4 年度までに 88.0km の整備を実施した。いずれも、大規模災害発生時の効果発現に向け、

優先的に整備を進める必要がある。（治山林道課） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－５） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 
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大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（参照：２－１） 

 

多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備 

○ 災害時に安定的に人やモノの輸送を確保するため、広域避難や救援、迅速な復旧・復興を支えるリダン

ダンシーを有する道路の整備を推進してきているが、依然として多くの未整備箇所が残っており、災害時

に確実に機能する道路網の確保が課題であるため、隣接都道府県とを結ぶ幹線道路などについて、リダン

ダンシーを有する災害に強い道路網の整備を推進する必要がある。（道路整備課） 

 

スマートＩＣの整備促進（参照：１－５） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進（参照：１－５） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

都市計画道路（街路）の整備 

○ 災害に強い街路網を構築するため、行政、医療、教育、文化施設等の都市機能が集積する拠点市街地内

の街路整備を実施してきた。整備完了箇所では、交通の円滑化、歩行者の安全性の向上及び駅・病院等都

市施設へのアクセス性が向上するなど、一定の成果は得られている。しかし、未だ整備すべき未整備箇所

も多いことから、引き続き事業を実施する必要がある。（都市計画課） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備 

○ 基幹農道は広域的な営農団地間を結び農産物の生産流通の合理化や農村地域の利便性の向上が図られ

るとともに、国道、県道への緊急避難路の補助的な役割を担っている。 

一方、昭和 40 年代から整備が進められた基幹農道の橋梁やトンネルでは建設から多年が経過している

ことから、施設の安全性の調査を進め、今後、長寿命化や耐震化の対策を計画的に進める必要がある。（耕

地課） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 
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山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

都市公園の防災活動拠点機能の強化（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】受援計画を策定した市町村数：17 市町村（R5）→27 市町村（R8） 

【医務課】EMIS（広域災害救急医療情報システム）へ加入した有床診療所数：13 施設（R5）→34 施設（R10） 

【衛生薬務課】水道施設(基幹管路)の耐震適合率：36.5%（R3）→50%（R10） 

【健康増進課】計画又は独自のマニュアルに、栄養・食生活支援について明記している市町村数 

：7 市町村（R5）→27 市町村（R10） 

【治山林道課】災害時の代替輸送路線延長：265.5km（R1）→278.6Km(R10) 

山村地域集落の孤立防止路線延長：83.5km（R1）→91.6km（R10） 

【治山林道課】林道施設の補修箇所数：153 箇所（R1）→220 箇所（R10） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【道路整備課、高速道路推進課、都市計画課】機能強化が必要な緊急輸送道路となる幹線道路の整備延長 

：1.3km（R1）→52.3km（R10） 

【道路整備課】広域的な幹線道路の寸断に備えたリダンダンシーを有する道路網の整備延長(新規整備箇所） 

：0.0km（R1）→32.3km（R10） 

【道路管理課】道路防災危険箇所の対策箇所数：30 箇所（R1）→80 箇所（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【道路管理課】長寿命化のために必要な補修に着手できている橋梁の割合：22%（R1）→100%（R9） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 

【景観まちづくり室】防災公園整備計画における防災活動拠点の機能強化に必要な都市公園施設の整備率 

：51%（R4）→100%（R6） 

【都市計画課】主要な都市計画道路の整備率：79.8％（R4）→83.4％（R10） 

【下水道室】下水道管路施設の耐震化率：77.4%（R1）→100%（R7） 
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（２－３）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心

理状態の悪化による死者の発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し 

○ 過去の災害時に問い合わせが多かった公共交通機関、道路、ライフライン等の情報を収集し、適切に対

応できるようマニュアルの整備ができている。引き続き、総合相談体制の充実を図るとともに、毎年度検

証を行った上で、マニュアルの内容を見直す必要がある。（県民生活総務課） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

○ 県地震防災訓練の場において、市町村（避難所管理者）と地域住民（自主防災組織）のほか地域社会福

祉協議会、自衛隊などの協力を得て、総合的な避難所の運営・生活訓練を実施している。実際に災害時に

避難所を利用する区民が避難所を立ち上げ、管理者・自主防災組織・市が主体となった運営会議のもと、

避難所を運営する総合的な訓練を行うなど、災害対応力の充実に一定の効果がある。引き続き、地域の災

害対応力の充実ため、避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練を実施する必要がある。（防災

危機管理課） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備 

○ 山梨県獣医師会との「山梨県大規模災害時の被災動物の支援に関する協定」の締結や「山梨県ペット同

行避難所等運営ガイドライン」の策定により、避難所に同行避難したペット等動物への支援体制を整備し

た。（衛生薬務課） 

○ 庁内関係部局、市町村等関係機関、県獣医師会や動物愛護団体等が連携協力してペット等動物への災害

対策を実施するための対応方針を検討した。（衛生薬務課） 

○ 保健所で緊急保護した動物の保管や、避難所に飼い主と同行避難したペットの保管を行う市町村への

支援を想定し、「ペット用簡易避難ケージ」を県内各保健所及び動物愛護指導センターに各 20 個配備し

た。（衛生薬務課） 

 

【住宅・都市】 

災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進（参照：１－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

住宅の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

公営住宅や職員宿舎の空室の提供マニュアルの整備・運用 

○ 災害時に被災者に対して公営住宅や職員宿舎の空室の提供を行うため、入居マニュアルの整備・運用を

実施してきた。引き続き、マニュアルの整備・運用を実施する必要がある。（資産活用課、住宅対策室、

企業局総務課、福利給与課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策（参照：１－１） 

 

公立小中学校における避難所運営支援体制の整備（参照：１－１） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（参照：２－１） 

 

女性や子育て家庭、要配慮者に配慮した避難所運営の推進 

○ 災害時における女性や子育て家庭、要配慮者のニーズに対応した避難所運営を推進するため、地震防災

訓練において、福祉避難所を開設するとともに、避難所内でも授乳室などの設置訓練を実施し、女性や子

育て家庭、要配慮者による避難所運営の認知度を高めてきているが、十分とは言えない。このため、引き
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続き防災訓練、学習会等の機会を捉えて、女性や要配慮者の避難所運営への参加について、啓発や周知を

行う必要がある。（防災危機管理課） 

 

要援護者のためのマニュアルの作成（参照：１－３） 

 

災害時要援護者の避難誘導・福祉避難所の開設訓練の実施 

○ 災害時の円滑な福祉避難所の設置・運営、要援護者に対する避難誘導、ボランティアの受け入れ及び派

遣体制の整備のため、山梨県社会福祉協議会に補助を行い、これまで、各市町村及び各市町村社会福祉協

議会を対象に福祉避難所設置・運営訓練を実施し、一定の成果を上げている。 

   今後も、訓練の実施拡大を図る必要がある。（福祉保健総務課） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設の利用の促進（参照：１－２） 

 

高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討（参照：１－２） 

 

災害時の介護支援者の確保推進（参照：１－２） 

 

障害者福祉施設間での利用者の受け入れ及び職員等の協力体制の構築（参照：１－２） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

病院の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

災害時における保健指導マニュアル（保健師活動マニュアル）の活用 

○ 災害時の健康相談や健康指導などの保健師活動の基本的かつ実践的な内容を標準化するため、災害時

における保健師活動マニュアルを平成 16 年 3 月に作成し、その後は大規模災害時保健医療救護マニュア

ル等の改正に伴い、マニュアルの改正を行っている。また、県内保健師を対象に研修会を開催し、マニュ

アルの活用について周知を図ったことにより、各所属において、マニュアルを活用した研修会や訓練が行

われるなど、成果は上がっている。 

今後も引き続き、マニュアルの評価を行うとともに、平時から災害時を想定した準備をしておく必要が

ある。（医務課） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化）（参照：２－１） 

 

災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保（参照：２－２） 

 

災害時要援護者等の避難場所としての児童福祉施設の利用の促進（参照：１－２） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進 

○ 児童福祉施設（保育所、児童養護施設等）の防災資機材等の整備のため、各施設の整備状況の確認と必

要な整備を促す指導を実施してきている。 

   保育所、認定こども園の通所施設は、保護者による児童の引き取りまでの間、児童を保護する必要があ

るが、概ね 1 日程度の食料・飲料水の備蓄があれば、当面対応できると考えられる。 

   児童養護施設等の入所施設は、食料・飲料水の備蓄を通常の食材の確保と一体的に行っており、各施設

の状況に応じた必要量を、非常食も含めて備蓄している。 

   引き続き、適切な食料・飲料水の備蓄と防災資機材等の整備を指導するとともに、監査実施時に、備蓄

の状況等を確認する必要がある。（子育て政策課、子ども福祉課） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立） 

○ 災害発生時に生活必需物資（食料品、飲料水及び日用品）を調達するために、小売業者等 23 社（県内

7 社及び県外 16 社）と協定を締結し、年 1 回、連絡責任者及び物資保有数量の確認を行うとともに、協

定締結小売業者等に対し、県地震防災訓練への参加を要請している。 
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   必要とされる物資を速やかに確保できるよう調達体制の拡充を図るため、協定締結小売業者等と協定

内容の見直しを行うとともに、引き続き、協定を締結していない小売業者等に対し、協定締結を働きかけ

ていく必要がある。 

   また、物資調達業務の円滑な実施に向けて、「災害対策本部統括部物資班マニュアル」の見直しや、導

入間もない「物資調達・輸送調整等支援システム」の活用について、防災局と引き続き協力する必要があ

る。（産業政策課） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【国土保全】 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難所運営マニュアルの作成支援 

○ 熊本地震では、地震発生直後から住民の避難が始まり、ピーク時には１８万人以上にも及んだが、「避

難所は避難者による自主運営が基本」という住民意識が薄かったことから、避難所運営が安定するまでに

相当の時間を要し、市町村職員が避難所運営で手一杯となり、他の災害対応業務の実施に支障が生じた。 

そのため、避難者による避難所自主運営のための「避難所運営マニュアル」作成支援を行う必要がある。 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【健康長寿推進課】介護職員初任者研修を実施した事業者数：16 事業者/年（R5）→19 事業者/年（R10） 

【医務課】県内病院（60 病院）の耐震化完了施設数：50 病院（R1）→55 病院（R10） 

【医務課】EMIS（広域災害救急医療情報システム）へ加入した有床診療所数：13 施設（R5）→34 施設（R10） 

【健康増進課】災害派遣精神医療チーム数：16 チーム（R5）→20 チーム（R10） 

【健康増進課】計画又は独自のマニュアルに、栄養・食生活支援について 

明記している市町村数：7 市町村（R5）→27 市町村（R10） 

【産業政策課】生活必需物資(食料)提供にかかる協定締結社数：15 社（R1）→27 社（R10） 

【下水道室】下水道管路施設の耐震化率：77.4%（R1）→100%（R7） 

【建築住宅課】住宅の耐震化率：95%（R7） 

【学校施設課】県立学校における非構造部材の耐震対策実施学校数：20 校（50%）（R5）→40 校(100%)（R10） 
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（２－４）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給

の停止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

備蓄物資の確保（参照：２－２） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築（参照：２－２） 

 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施（参照：２－２） 

 

【住宅・都市】 

県庁本庁舎内の避難者の対応検討 

○ 災害時の帰宅困難者・滞留者の一時避難のため、県庁本庁舎等の開放の方針を作成し、また、防災新館

1 階での一時的な避難者への対応方法を決定した。災害に備え、県庁本庁舎等の開放の方針を適切に運用

する必要がある。（庁舎管理室） 

 

耐震性貯水槽の整備の促進（参照：２－２） 

 

帰宅困難者対策の推進 

○ 帰宅困難者の一時避難所にて必要な物資等の確保のため、コンビニエンスストア、ファミリーレストラ

ン、ガソリンスタンド等の計 11 社と協定の締結を実施し、市町村へも帰宅困難者対策にかかる周知、普

及を行ってきた。引き続き公共機関等での一時的な受け入れと避難場所への誘導方法等を検討し、協定締

結を進める必要がある。（防災危機管理課） 

 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

【保健医療・福祉】 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保（参照：２－２） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－３） 

 

【情報通信】 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備（参照：１－５） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

富士山五合目以上の区域における観光客等避難対策の推進（参照：１－５） 

 

【交通・物流】 

緊急物資の調達（調達の協定） 

○ 災害時に必要な物資が被災者などに供給されるよう、山梨県消費生活協同組合連合会との協定を更新

するとともに連絡責任者といった連携体制を確認した。物資供給が円滑に行われるよう引き続き連携体制

を確保していく必要がある。（県民生活安全課） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立）

（参照：２－３） 

 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等） 

○ 災害救助用米穀を国から調達し、市町村へ円滑に引き渡すための具体的な手続きについて、令和元年度

において「災害時における食糧供給対策実施要領」の修正を行った。引き渡しの手続きについて、市町村

等の関係機関に対して継続的に周知徹底する必要がある。（食糧花き水産課） 
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災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等）（再掲：交通・物流） 

 

【国土保全】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（参照：１－４） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（参照：１－５） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：国土保全） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

富士山火山噴火時の避難を支援する減災対策の推進（参照：１－５） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

緊急物資の調達（調達の協定）（再掲：交通・物流） 

 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

【研究開発】 

富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進（再掲：国土保全） 

 

富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等（再掲：国土保全） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】受援計画を策定した市町村数：17 市町村（R5）→27 市町村（R8） 

【衛生薬務課】水道施設(基幹管路)の耐震適合率：36.5%（R3）→50%（R10） 

【健康増進課】計画又は独自のマニュアルに、栄養・食生活支援について 

明記している市町村数：7 市町村（R5）→27 市町村（R10） 

【治山林道課】山地災害危険地区の対策地区数：2,338 地区（R1）→2,477 地区（R10） 

【産業政策課】生活必需物資(食料)提供にかかる協定締結社数：15 社（R1）→27 社（R10） 
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（２－５）想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

備蓄物資の確保（参照：２－２） 

 

市町村等と連携した帰宅困難者・滞留旅客対策の推進 

○ 通常の県内在住の帰宅困難者と同様に、観光客に対する避難場所、水及び食料の提供は市町村が主体と

なって行うため、市町村の災害対策において、帰宅困難者に観光客も含まれることやその対応について明

確にするよう働きかける必要がある。 

また、災害時の観光客への情報提供については、県ホームページや観光サイト等から県防災ポータルに

誘導する仕組みが構築されているため、引き続き周知に努めていく必要がある。 

なお、団体客の場合は、旅館ホテル等での一時避難や旅行会社による帰宅用のバス借り上げ等の手配な

どが行われている例がある。 

 

【住宅・都市】 

耐震性貯水槽の整備の促進（参照：２－２） 

 

帰宅困難者対策の推進（参照：２－４） 

 

【保健医療・福祉】 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

【情報通信】 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備（参照：１－５） 

 

【交通・物流】 

帰宅困難者等の搬送体制の構築 

○ 鉄道事業者への早期の復旧要請や道路管理者等への緊急輸送道路の確保要請を迅速かつ適切に行うと

ともに、帰宅困難者、滞留者及び孤立集落の住民を迅速かつ適切に輸送するため、（一社）山梨県バス協

会及び（一社）山梨県タクシー協会等と定期的に協議を行い、意識共有と連絡体制の確立を図っている。

引き続き、帰宅困難者、滞留者及び孤立集落の住民の搬送体制の充実を図るため、継続的な意識共有と連

絡体制を確保する必要がある。（交通政策課） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

◆横断的分野 
【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 
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（２－６）多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

備蓄物資の確保（参照：２－２） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築（参照：２－２） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

耐震性貯水槽の整備の促進（参照：２－２） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

要援護者のためのマニュアルの作成（参照：１－３） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

高齢者施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

ドクターヘリの効果的運用（参照：１－１） 

 

医薬品等の備蓄・供給体制の整備（参照：１－２） 

 

災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化）（参照：２－１） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－３） 

 

【情報通信】 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

【交通・物流】 

帰宅困難者等の搬送体制の構築（参照：２－５） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（参照：２－２） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－５） 
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緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立）

（参照：２－３） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（参照：２－１） 

 

多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備（参照：２－２） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進（参照：１－５） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

都市計画道路（街路）の整備（参照：２－２） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（参照：１－４） 

 

森林の公益的機能の維持・増進 

○ 昭和３５年から、荒廃した保安林の機能回復と複層林への誘導を計画的に進め、公益的機能の維持増進

を図ってきたところであるが、森林は放置しておくと荒廃が進み水源かん養機能や土砂流出防止機能が低

下するため、継続的に森林整備を行っていく必要がある。（治山林道課） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

【国土保全】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：国土保全） 

 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－４） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 
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災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（参照：１－３） 

 

洪水被害を防止する河川整備の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（再掲：国土保全） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

河川管理施設及びダムの長寿命化の推進（再掲：国土保全） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】受援計画を策定した市町村数：17 市町村（R5）→27 市町村（R8） 

【医務課】EMIS（広域災害救急医療情報システム）へ加入した有床診療所数：13 施設（R5）→34 施設（R10） 

【治山林道課】山地災害危険地区の対策地区数：2,338 地区（R1）→2,477 地区（R10） 

【治山林道課】保安林整備事業等の実施面積：475ha/年（R1）→500ha/年（R10） 

【治山林道課】災害時の代替輸送路線延長：265.5km（R1）→278.6Km(R10) 

山村地域集落の孤立防止路線延長：83.5km（R1）→91.6km（R10） 

【治山林道課】林道施設の補修箇所数：153 箇所（R1）→220 箇所（R10） 

【治山林道課】治山施設の補修箇所数：104 箇所（R1）→156 箇所（R10） 

【産業政策課】生活必需物資(食料)提供にかかる協定締結社数：15 社（R1）→27 社（R10） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【道路整備課、高速道路推進課、都市計画課】機能強化が必要な緊急輸送道路となる幹線道路の整備延長 

：1.3km（R1）→51.3km（R10） 

【道路整備課】広域的な幹線道路の寸断に備えたリダンダンシーを有する道路網の整備延長(新規整備箇所） 

：0.0km（R1）→52.3km（R10） 
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【道路管理課】道路防災危険箇所の対策箇所数：30 箇所（R1）→80 箇所（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【道路管理課】長寿命化のために必要な補修に着手できている橋梁の割合：22%（R1）→100%（R9） 

【治水課】河川整備計画における河川の整備率：55%（R1）→73%（R10） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 

【都市計画課】主要な都市計画道路の整備率：79.8％（R4）→83.4％（R10） 
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（２－７）大規模な自然災害と感染症との同時発生 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

大規模災害時における感染対策 

○ 避難所における感染症の発生及びまん延は被災者の健康・生命に影響を及ぼす恐れが高いが、令和６年

１月１日に発生した能登半島地震では、避難所において新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエン

ザ及び感染性胃腸炎などの感染症がまん延した。 

○ 大規模災害発生時における避難所等の感染対策が円滑に行われるため、市町村と連携して準備を進め

る必要がある。 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

【保健医療・福祉】 

大規模災害時における感染対策（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

防疫業務を迅速に実施できる体制の確保 

○ 防疫業務を迅速に実施できる体制の確保を目的として、平成 25 年 4 月に山梨県ペストコントロール協

会と「大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定」を締結した。 

○ 協定により他の都道府県のペストコントロール協会の協力を得て県内の防疫業務を実施できる体制が

担保されており、有事の際は、専門性を生かした効果的・効率的な防疫業務が期待できる。 

○ 引き続き、協会との円滑な連絡体制の整備を行う。（感染症対策グループ） 

 

災害時における保健医療救護の協力体制の構築（参照：２－１） 

 

広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施（参照：１－１） 

 

医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等）（参照：１－１） 

 

病院における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・活用の推進（参照：１－２） 

 

災害時における保健指導マニュアル（保健師活動マニュアル）の活用（参照：２－３） 

 

放射線の影響に関する相談体制の整備（参照：２－１） 

 

【情報通信】 

災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保（参照：２－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

環境悪化を防ぐための応急対策の推進 

○ 家畜排せつ物法施行（平成 11 年 11 月 1 日）後、毎年度、畜産農家巡回を通じて、家畜排せつ物の管理

の適正化に努めるよう指導してきており、管理基準対象農家は 100%対応済みである。家畜伝染病である

高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫等が、万が一本県において発生した場合、迅速かつ円滑に防疫活動

が実施できるよう平成 16 年度から、家畜保健衛生所ごとに防疫演習を実施してきている。 

   引き続き、畜産農家巡回等を通じて、「家畜排せつ物法」と「飼養衛生管理基準」遵守について指導す

るとともに、「特定家畜伝染病（口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザなど）に関する防疫演習」を

実施することによって、衛生環境の悪化防止に取り組んでいく必要がある。 

   なお、平成 24 年 3 月 23 日に（一社）山梨県建設業協会と処分家畜等の埋却作業を迅速かつ的確に実施

することを目的とした「家畜伝染病における防疫対策業務に係る協定書」を締結した。（畜産課） 
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【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

大規模災害時における感染対策（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

防疫業務を迅速に実施できる体制の確保（再掲：保健医療・福祉） 

 

【老朽化対策】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 
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３．必要不可欠な行政機能を確保する 

（３－１）被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定 

○ 県内で地震・風水害等の大規模災害が発生した場合、県民が専門家に法律や税務等の相談を行えるよう

関係団体との協定を継続した。協定団体との意見交換会等を通じて情報共有を図り、関係機関の連携を体

制を確保していく必要がある。(県民生活安全課） 

 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

事前伐採の推進（参照：２－１） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（参照：２－１） 

 

【住宅・都市】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【エネルギー】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【産業構造】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

（重要業績指標） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 
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（３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

首都機能の一部補完施設の誘致の促進 

○ 国の「政府関係機関移転基本方針」（平成 28 年 3 月）に基づき、森林総合研究所での現地研修の実施に

向け、林野庁と調整を行った。また、防災バックアップの取り組みを推進し、政府関係機関等の県内移転

に向けた働きかけを実施した。 

 

災害時における知事への連絡体制の強化 

○ 災害発生時に、正確かつ速やかに知事へ災害状況を報告するため、これまでは、随行秘書のみがタブレ

ット端末を携帯していたが、令和元年度からタブレット端末を「知事」「随行秘書」「秘書課担当者」用に

3 台用意して、普段から「テレビ会議」や資料等の送受信に利用するなど、端末の操作に慣れるよう取り

組んでいる。 

   引き続き、情報伝達訓練等により災害時において、知事が迅速に災害状況を把握し、判断や指示が行え

るような体制を整えておく必要がある。（秘書課） 

 

非常用発電機用燃料タンクの満量化 

○ 合同庁舎等への電力会社からの電力供給の停止に対しては、非常用発電機を設置し対応している。電力

供給の停止が長期化する恐れがあり、また、石油サプライチェーンの機能の停止も想定されるので、非常

用発電機用の燃料タンクをできるだけ満量化することにより、停電時には、最長の稼働時間を確保し、一

定の成果を得ている。引き続き、燃料タンクの満量化を実施する必要がある。（各地域県民センター、総

合県税事務所） 

 

勤務所属に登庁できない職員の参集場所・業務の明確化 

○ 発災時、勤務所属に登庁できない場合を想定した訓練を実施するとともに、最寄りの事務所ごとに参集

可能職員を登録し、業務を明確化している。引き続き、大規模災害発生に備え、訓練を実施するとともに、

参集可能職員を登録し業務を明確化しておく必要がある。（各地域県民センター） 

 

県庁構内地下タンクの満量化 

○ 災害時における燃料を確保するため、本庁舎内地下タンクに重油等を常時一定量確保している。引き続

き、災害時の行政機能を維持するため、本庁舎内地下タンクに重油等を常時一定量確保する必要がある。

（庁舎管理室） 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進（参照：１－１） 

 

地震発生時等の業務継続体制の確立・検証 

○ 県庁が被災した場合でも非常時優先業務を適切に遂行するため、平成 24 年度に業務継続計画を策定し、

継続的に検証を行っている。震度 6 弱以上の地震等が発生した際は全職員が登庁することとしているが、

業務継続のため災害時の登庁可能職員数を確保するとともに、計画についても継続的に検証する必要があ

る。（防災危機管理課） 

 

災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

○ 平成 26 年 2 月の豪雪災害への対応等を踏まえ、訓練等の機会を通じ、県防災体制の強化を図ったが、

引き続き、災害時の対応力向上のため、防災体制の不断の見直しを行う必要がある。（防災危機管理課） 

 

地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し 

○ 地方連絡本部（地域県民センター）については、各出先事務所の役割等を整理し、その連絡体制を見直

すととともに、規程、マニュアルを整備し、現状において関係出先機関、各市町村との連携は図られてい

るが、災害時における情報収集等における効率化を図る必要がある。（防災危機管理課） 

 

現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立 

○ 現地対策本部の円滑な県職員派遣体制を確立するため、地震防災訓練などにおいて職員派遣体制を検

証し、実効性を図っている。 

○ 防災体制の見直しに伴い、災害時に市町村の対応が困難となった場合は、当該市町村に土地勘を有する

県庁職員を派遣し、本部の連絡担当職員との間で情報を共有し、人命救助、応急復旧や救援物資の要請・

供給等、被災市町村に代わって事務処理できる体制を整備・検証する必要がある。（防災危機管理課） 

 

市町村の災害対応力の強化支援 

○ 市町村の災害対応力の強化を図るため、防災計画の修正や、専門研修による図上訓練等の実施支援を行

い災害対応力の充実を図っている。引き続き、市町村の災害対応力の強化を図るため、助言や技術的支援

を行う必要がある。（防災危機管理課） 
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災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

非常参集体制の確立 

○ 大規模地震等が発生した際の初動体制を確保するため、初動体制職員を任命するとともに、大規模地震

発生時に初動体制職員の携帯電話に自動呼び出しを行うシステムを運用し、非常参集訓練を実施してい

る。 

○ また、確実な初動体制を確保するため、勤務時間外（夜間、週休日及び休日）に職員が宿日直を行い、

24 時間即応体制に対応するとともに、本部長等の登庁方法、連絡体制や不在時の取扱いについて検証し、

発災時に知事・本部員が在京している場合のヘリコプターによる帰庁のため、平成 23 年度から航空会社

との協定を締結しており、一定の初動体制の充実が図られている。 

○ 引き続き、様々な災害に対応し、地震以外の災害においても確実な初動体制を確保するため、研修及び

訓練を強化するとともに課題を整理する必要がある。（防災危機管理課） 

 

災害対応に関する職員研修の充実・強化 

○ 全所属を対象に職員災害ハンドブックを用いた防災研修を必須化する。また、今後は防災体制の見直し

に併せて、自然災害危機管理に係る防災研修を実施するとともに、災害対策本部統括部活動マニュアルを

随時見直し、各班の研修や訓練を実施する必要がある。（防災危機管理課） 

○ 火山防災に関する知識と専門性を有する火山防災職を火山防災対策室に配置し、地域住民、観光客や登

山者等の安全を確保するため、富士山火山噴火の防災対策を強化する必要がある。（防災危機管理課、火

山防災対策室） 

 

様々な事態を想定した図上訓練等の実施（参照：１－１） 

 

大規模災害発生時における受援体制の構築（参照：２－２） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施（参照：１－５） 

 

森林総合研究所 非常用タンクの満量化 

○ 災害時における燃料を確保するため、非常用発電機の地下タンクの燃料の満量を維持し、定期的に確認

した。引き続き、災害時の行政機能を維持するため、常時満量確保する必要がある。（森林総合研究所） 

 

災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築 

○ 災害等により財務会計システムや物品調達管理システムが使用不能となった場合に備え、会計事務や

調達事務が支障なく円滑に行われるよう「システム障害時における会計事務手処理マニュアル」を改定

し、周知を行うとともに、関係機関（山梨中央銀行）との調整や資料収集を行った。引き続き、システム

障害時の会計事務処理の実効性を担保するため、周知、模擬訓練等を行う必要がある。（管理課） 

 

県議会における非常参集体制の強化（連絡手段、連絡体制の整備） 

○ 南海トラフ地震等に関連する情報の発表時を含め災害応急対策時における配備組織、配備基準、業務概

要等の配備計画の策定や緊急連絡網を整備し、年度当初における全体会議において説明会を行い議会事務

局職員への周知を行っている。引き続き、非常参集体制の実効性を確保するため、緊急連絡網の確認等を

行っていく必要がある。（議会事務局） 

 

災害対策用交通安全施設の整備の推進 

○ 災害発生後に発生する幹線道路等の交通渋滞による避難の遅れ及び交通事故や交通渋滞の回避のため、

停電時に信号機が滅灯しないよう年間 5～10 箇所、緊急輸送道路に指定されている路線上の信号機に交

通信号機電源付加装置の整備を行ってきている。 

   引き続き、信号機の滅灯による避難の遅れ、交通事故の発生及び深刻な交通渋滞を回避するため、整備

を促進し、災害発生時の交通の安全と円滑化を図る必要がある。（警察本部） 

 

山梨県警察災害警備本部の整備推進 

○ 山梨県警察災害警備本部の整備推進のため、平成 23 年の東日本大震災以降の「災害発生時における危

機管理体制の再点検及び再構築」を進めるとともに、平成 25 年 4 月には、「山梨県警察本部災害警備計

画」 の全面改正を行い、平成 25 年 10 月に災害警備本部施設を整備するなど、災害警備本部体制の整備

を進めてきている。 

引き続き同警備本部のシステムの整備と代替施設を活用した移転訓練を推進し、災害警備本部の最良の

体制の確立を図る必要がある。（警察本部） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

各種システムの緊急時運用体制の確立 

○ 緊急時運用体制については、DX・情報政策推進統括官所管の情報システム等は「ICT-BCP」を、各事業
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課所管の情報システムは「緊急時対応計画」を、それぞれ適切に運用することとしており、これらの継続

的な見直し・充実が必要である。 

 

被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

○ 主要な情報システムについて、大規模災害を想定した地震対策、水害対策、停電対策等が施され、情報

の安全性・可用性が確保されたデータセンターに設置するとともに、データの破壊・消失時に最新に近い

状況に速やかに復旧できるようにバックアップデータについてもシステムが設置されているデータセン

ターとは別の場所にオンラインで日々保管する必要がある。（ＤＸ・情報政策推進統括官） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

警察署等の通信付帯施設の老朽化対策の検討 

○ これまでの警察署通信施設点検等の結果、無線通信空中線（アンテナ）を支持する組立鋼板柱の経年劣

化が判明しており、災害発生時の倒壊等を防止するため、引き続き計画的に改修等の検討を行う必要があ

る。（警察本部） 

 

警察署等の災害発生時電源確保対策の検討 

○ 停電時の電源の確保のため、警察署等に自家用発動発電装置を設置しており、一定の間の電源確保の体

制は整備されている。 

しかしながら、燃料容量には限りがあり、長期にわたる停電が発生し、燃料の補給が困難となった場合

には、発動発電機が停止して通信施設の電源供給が絶たれてしまうおそれがあることから、引き続き警察

署等の庁舎建替時に外部から発電装置を持ち込めるよう、移動用発電設備の受電口の整備を行う必要があ

る。（警察本部） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【交通・物流】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

非常参集体制の確立（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害対応に関する職員研修の充実・強化（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 
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様々な事態を想定した図上訓練等の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築（再掲：行政機能／警察・消防／

防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

【デジタル活用】 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】受援計画を策定した市町村数：17 市町村（R5）→27 市町村（R8） 

【道路整備課、高速道路推進課、都市計画課】機能強化が必要な緊急輸送道路となる幹線道路の整備延長 

：1.3km（R1）→52.3km（R10） 

【道路管理課】道路防災危険箇所の対策箇所数：30 箇所（R1）→80 箇所（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【道路管理課】長寿命化のために必要な補修に着手できている橋梁の割合：22%（R1）→100%（R9） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 

【警察本部・交通規制課】信号機電源  付加装置の更新・設置（令和５年度を基準とし対象 235 基） 

6 基（108 基）（R5）→7 基（143 基）（R10） 

【警察本部・警備第二課】県下 12 警察署が確保した代替施設数（合計）：21 箇所（R5）→24 箇所（R10） 
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４．経済活動を機能不全に陥らせない 
（４－１）サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下に

よる国際競争力の低下 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

県庁構内地下タンクの満量化（参照：３－２） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知 

○ 災害発生時は、金融相談窓口に中小企業の資金繰りや復旧に向けた融資の相談が集中することが想定

されるため、相談体制を拡充する必要がある。（産業振興課） 

 

【産業構造】 

「事業継続力強化計画」認定の促進 

○ 平成 28 年 10 月に県、東京海上日動火災保険(株)及び商工団体等で、「事業継続計画（ＢＣＰ）策定支

援等に関する協定」を締結し、協定締結団体が連携して取り組みを行った結果、令和４年度末時点におけ

る県内中小企業の「事業継続力強化計画」認定数は 398 社となった。 

○ 令和 4 年度からは、県のイノベーション補助金において、事業継続力強化計画の認定を受けた企業への

加点制度を導入し、計画策定への意欲を高める取組を行っている。 （産業政策課） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進 

○ 国では、小規模事業者支援法を令和元年６月に改正し、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業

の一環として、中小企業者の防災・減災対策を支援する「事業継続力強化支援事業」を新たに位置付け、

商工会及び商工会議所が市町村と共同して中小企業者の事業継続力強化を支援するための「事業継続力強

化支援計画」を策定し、県知事が認定する制度を創設した。 

○ 県は、商工会・商工会議所及び該当市町村に計画策定の働きかけを行うため、令和２年１０月に「事業

継続力強化支援計画の申請ガイドライン」を策定・公表し、令和４年度末に２４団体が計画を策定した。

（産業政策課） 

 

本社機能移転等の推進 

 ○ 東京など人口が集中している大都市から新たな人の流れを生み出し、本県での雇用創出や地域経済の

活性化を図るため、本社機能の移転や事務所・研究開発施設の拡充を推進する必要がある。（成長産業推

進課） 

 

【交通・物流】 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

【農林水産】 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

【国土保全】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

【土地利用(国土利用)】 

本社機能移転等の推進（再掲：産業構造） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 
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農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【官民連携】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（再掲：産業構造） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進（再掲：産業構造） 

 

【老朽化対策】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

（重要業績指標） 

【産業政策課】県内中小企業の「事業継続力強化計画」認定数：398 件（R4）→1,200 件（R8） 

【産業政策課】「事業継続力強化支援計画」策定数：24 団体（R5）→25 団体（R10） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 
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（４－２）高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・

流出 

 

◆個別施策分野 
【保健医療・福祉】 

流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備 

○ 県内に流通する食品及び水道水の放射性物質検査を平成 24 年から令和 5 年まで実施し、流通食品及び

水道水の安全性を確認してきた。また、残留農薬の検査も毎年実施してきた。 

今後も、大規模災害の発生に備え、確実な検査体制を整備する必要がある。（衛生薬務課） 

 

【農林水産】 

農産物の放射性物質等検査体制の整備 

○ 放射性物質検査を平成 23 年度以降、毎年実施しており、本県農産物の安全・安心を担保している。平

成 29 年 3 月の国の原子力災害対策本部の「検査計画、出荷規制等の品目・区域の設定解除の考え方」に

より、本県産農産物は検査対象から除外されたが、一部の国・地域の輸出規制等に対応するため、ＪＡ等

と連携し自発的に検査を実施しており、安全・安心な県産農産物の流通に寄与している。（農業技術課） 

 

【国土保全】 

原子力災害対策の促進 

○ 原子力災害対応力の強化のため、原子力防災研修会の開催、原子力防災訓練への職員派遣などにより防

災関係機関（職員）の資質の向上を図るとともに、原子力防災パンフレットなどにより住民等へ原子力災

害に関する知識の普及と啓発を行っている。引き続き、原子力災害対応力の強化のため、原子力防災訓練

等へ職員派遣し防災関係機関（職員）の資質の向上等を図る必要がある。（防災危機管理課） 

 

【環境】 

大気中の放射線測定体制の整備 

○ 大気中の放射線測定体制については、現在、県内 5 箇所に設置してあるモニタリングポストによる空間

線量率の 24 時間監視及び県内 4 地点でのサーベイメーターによる空間放射線量率監視（月 1 回）を実施

している。 

   また、空間放射線量率以外の試料（大気浮遊じん、降下物、降水）についての測定も実施しており、原

発事故等が発生した場合、国からの指示によりモニタリングを強化することとされているため、迅速かつ

継続的に測定できるよう備える必要がある。（大気水質保全課） 
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（４－３）金融サービス・郵便等の機能停止による県民生活・商取引等への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持 

○ 市町村に対して、災害時の消費生活相談に係る情報提供等を行い、消費生活相談への相談体制の確保を

図ってきた。災害に備え、引き続き災害時の消費生活相談に適切に対応できる体制を確保していく必要が

ある。（県民生活安全課） 

 

公用車両の災害対応機能の強化 

○ 情報収集等のため、公用車を被災地等で使用する場合に備えて応急対応用資機材（パンク修理用具、予

備燃料携行タンク）や携帯型カーナビゲーションを整備している。引き続き、被災地等で使用する場合に

備え、応急対応用資機材の整備を進める必要がある。（庁舎管理室） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 

 

【産業構造】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（参照：４－１） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（再掲：産業構造） 

 

（重要業績指標） 

【産業政策課】県内中小企業の「事業継続力強化計画」認定数：398 件（R4）→1,200 件（R8） 
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（４－４）食料等の安定供給の停滞に伴う、県民生活・社会経済活動への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

防災拠点の機能強化（参照：２－１） 

 

【情報通信】 

外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

○ 外国人住民の防災意識を高めるため、外国人向けの災害ガイドブック（7 カ国語）を平成 23 年度に作

成し、各市町村、関係機関等に配布した。併せて災害ガイドブックをホームページで公開している。 

○ 県国際交流協会と連携し「災害時ボランティアセミナー」「地域住民防災力向上事業」を実施した。 

○ 「やまなし外国人相談支援センター」（令和元年 8 月開設）を設置し、在留外国人に対する生活・就労

等に関する情報提供や相談対応を実施している。 

    また、外国人住民は社会的な出入りがあることから、防災意識を高めるとともに、災害ガイドブックの

配布や県ホームページでの公開を毎年度継続して実施する必要がある。（男女共同参画・共生社会推進統

括官） 

○ 令和元年度に「山梨県災害多言語支援センター」に係る協定を山梨県国際交流協会と締結した。（男女

共同参画・共生社会推進統括官、観光振興課） 

○ 令和 2 年度に整備した防災ポータルの多言語情報発信を実施している。（男女共同参画・共生社会推進

統括官、観光振興課） 

 

【産業構造】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（参照：４－１） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進（参照：４－１） 

 

【交通・物流】 

緊急物資の調達（調達の協定）（参照：２－４） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確立）

（参照：２－３） 

 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等）（参照：２－４） 

 

【農林水産】 

災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等）（再掲：交通・物流） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（参照：１－３） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹的農業水利施設等の整備 

○ これまで、基幹的農業水利施設等については、営農に必要な農業用水を安定して供給するための整備を

進めてきており、農業生産の維持及び農家経営の安定化に大きな役割を果たしている。しかしながら、整

備から年数が経過し老朽化が進んだ施設も存在しており、突発的な事故の防止や低下した機能を回復する

ため、補修・補強等の整備が必要である。（耕地課） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

荒廃農地解消対策の推進（参照：１－３） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（参照：１－３） 

 

【国土保全】 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（４－４） 

180 
 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

【土地利用(国土利用)】 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

緊急物資の調達（調達の協定）（再掲：交通・物流） 

 

外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備（再掲：情報通信） 

 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

【官民連携】 

「事業継続力強化計画」認定の促進（再掲：産業構造） 

 

「事業継続力強化支援計画」策定の促進（再掲：産業構造） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

（重要業績指標） 

【産業政策課】県内中小企業の「事業継続力強化計画」認定数：398 件（R4）→1,200 件（R8） 

【産業政策課】「事業継続力強化支援計画」策定数：24 団体（R5）→25 団体（R10） 

【産業政策課】生活必需物資(食料)提供にかかる協定締結社数：15 社（R1）→27 社（R10） 

【農村振興課】多面的機能の保全に取り組む面積：7,508ha/年（R4）→7,600 ha/年（R10） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【耕地課】浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備：5 箇所（R4）→9 箇所（R10） 

【耕地課、担い手・農地対策課】荒廃農地解消面積：2,435ha（R1）→4,300 ha（R10） 

【耕地課】果樹産地等における基盤整備面積：4,400ha（R1）→5,300 ha（R10） 
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（４－５）異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【農林水産】 

基幹的農業水利施設等の整備（参照：４－４） 

 

【国土保全】 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【老朽化対策】 

基幹的農業水利施設等の整備（再掲：農林水産） 
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（４－６）農地・森林や生態系等の被害に伴う県土の荒廃・多面的機能の低下 

 

◆個別施策分野 
【産業構造】 

ＣＬＴ工法等新技術の導入 

○ 令和４年度時点で県内でＣＬＴを使った建築物は 9 施設となっている。令和 4 年度は、民間建築物への

利用促進のため、需要者である商工団体に対し CLT 工法等の技術を用いた木造建築物について有識者に

よる講習を行い普及を図った。（林業振興課） 

 

県産材需要拡大の推進 

○ 公共施設の木造・木質化について、庁内に「県産材利用推進対策部局連絡会議」（平成 29 年度より「県

産材利用促進会議」）を設置し、県産材利用の働きかけと公共施設等への木造化・木質化の支援を実施し

た。また、令和 4 年度に福祉法人が建築する施設の支援を行った。さらに、供給システム強化では 5 グル

ープの取り組みに対し助成した。 

○ 林業・木材産業関係団体と商工関係団体等が連携するネットワークにおいて、木造化・木質化へ向けた

普及コンテンツを作成し、県産材利用の普及啓発を行った。引き続き、公共建築物とともに民間建築物の

木造化・木質化を促進し、県産材の需要拡大に向けた生産体制の確立を図る必要がある。（林業振興課） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

【農林水産】 

森林の公益的機能の維持・増進（参照：１－４） 

 

ＣＬＴ工法等新技術の導入（再掲：産業構造） 

 

県産材需要拡大の推進（再掲：産業構造） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：国土保全） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（参照：１－６） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（参照：１－４） 

 

山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進 

○ これまで、研究により得られた成果や知見をまとめ、「林業やまなし」や「しんりんけんメールマガジ

ン」などへの掲載、学会大会での発表、学会誌への論文投稿などを通した普及活動を行った。また、CLT

実大材モデルを森林総合研究所玄関に展示し、県産材のＣＬＴへの利用促進を図る PR を行っている。（森

林総合研究所） 

 

新規就農の促進 

○ 山梨県就農支援センターに２名の就農支援マネージャーを配置して就農相談を行い、新規就農者の確

保･育成を 図っている。このため、同センターが県内外からの就農希望者の総合窓口として機能してお

り、近年の新規就農者数が着実に伸びている。 

農業の担い手をより一層確保・育成するため、就農支援センターを活用した就農促進体制を強化する必

要がある。（担い手・農地対策課） 

 

就農定着支援の充実 

○ 就農前後の生活支援や初期投資を支援する新規就農者育成総合対策事業の活用とともに、県独自のア

グリマスターによる農業技術研修等により、新規就農者が増加している。新規就農者の増加は地域の活性

化につながるため、新規就農者育成総合対策事業（旧農業次世代人材投資資金）の活用やアグリマスター

による技術習得等の就農者支援の拡充を図り、農業の担い手の確保・育成対策を推進する必要がある。（担

い手・農地対策課） 

 

企業の農業参入の促進 

○ 毎年度、10 社程度の企業の農業参入の実績がある。県外の資本力が大きい企業が大規模な経営を目指

し参入する事例もあり、荒廃農地の解消や地域雇用の創出など地域の活性化に大きな成果が得られてい

る。 

引き続き、企業訪問や参入セミナーなどにより、本県の優位性をＰＲし、企業の農業参入を促進する必

要がある。（担い手・農地対策課） 
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県産農産物の生産技術対策の普及徹底 

○ 農業気象災害の対応は、これまで事前・事後対策の作成をはじめ、発生状況調査、被災後の技術対策の

徹底等を実施しており、被害を最小限にとどめるなど、成果を上げている。大規模自然災害に備え、引き

続き事前対策の周知による予防策の徹底や事後対策の迅速かつ的確な実施に努める必要がある。（農業技

術課） 

 

農業者に対する経営再建資金制度の周知 

○ 災害後、迅速かつ効率的に経営再建が図られるよう、農業者に対する経営再建支援として、農業災害対

策資金利子補給補助を行っており、一定の成果を上げている。大規模自然災害に備え、引き続き制度を維

持する必要がある。（農業技術課） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（参照：１－３） 

 

荒廃農地解消対策の推進（参照：１－３） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（参照：１－３） 

 

【国土保全】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

治山事業による土砂災害対策の着実な推進（再掲：国土保全） 

 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－４） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（再掲：農林水産） 

 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

【土地利用(国土利用)】 

荒廃農地解消対策の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産（森林整備課）） 

 

ＣＬＴ工法等新技術の導入（再掲：産業構造） 

 

県産材需要拡大の推進（再掲：産業構造） 

 

【老朽化対策】 

老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化（再掲：国土保全） 

 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 

 

農地の整備（生産基盤の整備）（再掲：農林水産） 

 

【研究開発】 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進（再掲：農林水産） 

 

（重要業績指標） 

【森林整備課】企業･団体の年間森づくり活動箇所数：61 箇所/年（R1）→99 箇所/年（R10） 

【森林整備課、県有林課】森林整備の実施面積：6,248ha/年（R1）→7,174ha/年（R10） 

【林業振興課】木材生産量：223 千 m3/年（R1）→320 千 m3/年（R10） 

【治山林道課】山地災害危険地区の対策地区数：2,338 地区（R1）→2,477 地区（R10） 
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【治山林道課】保安林整備事業等の実施面積：475ha/年（R1）→500ha/年（R10） 

【治山林道課】治山施設の補修箇所数：104 箇所（R1）→156 箇所（R10） 

【担い手・農地対策課】新規就農者数（累計）：－（R4）→1,400 人（R8） 

【担い手・農地対策課】企業の農業参入件数（累計）：－（R4）→50 件（R8） 

【農村振興課】多面的機能の保全に取り組む面積：7,508ha/年（R4）→7,600 ha/年（R10） 

【耕地課、担い手・農地対策課】荒廃農地解消面積：2,435ha（R1）→4,300 ha（R10） 

【耕地課】果樹産地等における基盤整備面積：4,400ha（R1）→5,300 ha（R10） 
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５．交通ネットワーク、情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設等の被

害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 
（５－１）テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS 

など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動

や救助・支援が遅れる事態 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

非常用発電機用燃料タンクの満量化（参照：３－２） 

 

消防防災航空隊の機能強化（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

森林総合研究所 非常用タンクの満量化（参照：３－２） 

 

事前伐採の推進（参照：２－１） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（参照：２－１） 

 

【住宅・都市】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【保健医療・福祉】 

高齢者施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－２） 

 

障害者に対する情報支援体制の構築（参照：１－２） 

 

児童福祉施設における防災資機材等の整備促進（参照：２－３） 

 

【エネルギー】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【情報通信】 

被災者に対する情報提供 

○ 災害時は、各報道機関との放送（報道）協定に基づく放送（報道）の要請を行い、テレビ・ラジオ・新

聞紙面を活用した適時適切な情報提供を行う必要がある。また、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した多様

な手段による情報提供を行う必要がある。（広聴広報グループ） 

○ 災害に関するホームページなどからの問い合わせについては、即時性を求める内容の投稿もあるため、

迅速な対応に努める必要がある。（広聴広報グループ） 

 

災害時広報活動マニュアルの運用 

○ 県民への災害情報の迅速かつ確実な提供体制の確保のため、令和元年度に災害時広報活動マニュアル

を改訂したところであるが、引き続きマニュアルを随時点検し、必要に応じ見直す必要がある。（広聴広

報グループ） 

 

各種システムの緊急時運用体制の確立 

○ 電力供給が停止した場合、非常用発電機により情報システムの稼働継続は可能だが、停電が長期にわた

る場合、稼働継続は困難となる。情報通信基盤については、万一の切断等に備え、回線の冗長化等を一層

進める必要がある。（平成 24 年度に、（一社）山梨県情報通信業協会と「災害時における資機材提供等

の協力に関する協定」を締結し、光ファイバ網及び庁内ネットワーク等の早期復旧のために必要な資機材

の提供等の支援を受けることとした。 

 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進（参照：１－１） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（参照：１－３） 
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高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立（参照：１－３） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（参照：１－３） 

 

消防救急デジタル無線の広域化・共同化の推進（参照：２－１） 

 

外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備（参照：１－５） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

警察署等の通信付帯施設の老朽化対策の検討（参照：３－２） 

 

警察署等の災害発生時電源確保対策の検討（参照：３－２） 

 

【産業構造】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【官民連携】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【デジタル活用】 

被災者に対する情報提供（再掲：情報通信） 

 

ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立（再掲：情報通信） 

 

災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝達体

制の確立（再掲：情報通信） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【消防保安課】支援航空隊員の訓練実施回数：9 回/年（年 4.5 回/1 人）（R1）→18 回/年（年 6 回/1 人）（R10） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 
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（５－２）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機

能の停止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（参照：１－１） 

 

事前伐採の推進（参照：２－１） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（参照：２－１） 

 

【住宅・都市】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

自立・分散型エネルギーの導入拡大 

○ 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、災害時のレジリエンス強化にも資する自家消費型太陽光

発電の導入を拡大する必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

自立・分散型エネルギーの導入拡大（再掲：住宅・都市） 

 

プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進 

○ 自動車から排出される温室効果ガスの削減とともに、災害時の電源喪失時の代替電源としても活用出

来る PHV・EV・FCV の普及拡大を図る必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

小水力発電の推進 

○ 災害リスクを回避・緩和するため、電源の多様化や自立・分散型電源の普及に向け、固定価格買取制度

を活用した小水力発電施設の開発に取り組んでおり、引き続き事業を推進し、電力供給量を増加する必要

がある。（電気課） 

 

水力発電の推進 

○ 電力の安定供給、並びに電源の多様化によるエネルギーセキュリティの確保に向け、長期改修計画を策

定し、発電施設の健全性の向上に取り組んでいる。引き続き、県営水力発電所の施設整備を進める必要が

ある。（電気課） 

 

水力発電の機能強化 

○ 自立・分散型電源の普及によるエネルギーセキュリティの確保に向け、市町村に設置されている県営水

力発電所は、停電時に自立電源として活用できるよう機能強化を図る必要がある。（電気課） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

自立・分散型エネルギーの導入拡大（再掲：住宅・都市） 

 

プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進（再掲：エネルギー） 
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発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

住民参加型の県地震防災訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【官民連携】 

事前伐採の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

（重要業績指標） 

【環境・エネルギー政策課】住宅用太陽光発電（10kW 未満)の導入出力：135,407kW（R1）→359,000kW（R10） 

【環境・エネルギー政策課】PHV・EV・FCV 導入台数：3,715 台（R5）→7,480 台（R10） 

【道路整備課、道路管理課、都市計画課】電柱倒壊による道路閉塞のリスクがある市街地において 

重要拠点を結ぶ緊急輸送道路の無電柱化整備率：79%（R10） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 

【企業局電気課】小水力発電推進事業における施設の整備地点数：4 地点（R1）→10 地点（R10） 

【企業局電気課】水力発電による供給電力量：497,337,171kWh/年（R1）→488,510,000kWh/年（R10） 

【企業局電気課】自立電源機能が追加された県営水力発電所が所在する市町村数：3 市町村（R5） 

→5 市町村（R10） 



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（５－３） 

189 
 

（５－３）都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停

止 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

木質バイオマスの利活用の推進 

○ 未利用材のエネルギー利用を促進するため、未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により

発生する木質バイオマスの運搬に対し助成を行った。 

○ 引き続き目標達成に向け、移動式チッパー導入への支援などにより、利用施設への木質バイオマスの供

給拡大を図る必要がある。（林業振興課） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

【農林水産】 

木質バイオマスの利活用の推進（再掲：エネルギー） 

 

【国土保全】 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

（重要業績指標） 

【林業振興課】木質バイオマス燃料用木材供給量：67 千 m3/年（R1）→117 千 m3／年（R10） 

【道路整備課、道路管理課、都市計画課】電柱倒壊による道路閉塞のリスクがある市街地において 

重要拠点を結ぶ緊急輸送道路の無電柱化整備率：79%（R10） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 
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（５－４）上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

 

◆個別施策分野 
【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

【産業構造】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 

農業集落排水施設の長寿命化の推進 

○ 農業集落排水事業を昭和 59 年度から実施し、44 箇所の整備を行い、農業集落の集落環境の向上を図っ

てきた。平成 25 年度に施設の整備目標 100％を達成し、一定の成果を得ている。一方、施設の機能維持

に向けた取り組みとして、令和２年度までに県内 44 地区全てにおいて、適正な時期に必要な対策を実施

していくための最適整備構想の策定が完了した。（耕地課） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 
【老朽化対策】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

農業集落排水施設の長寿命化の推進（再掲：農林水産） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【衛生薬務課】水道施設(基幹管路)の耐震適合率：36.5%（R3）→50%（R10） 

【下水道室】下水道管路施設の耐震化率：77.4%（R1）→100%（R7） 
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（５－５）幹線道路が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人

流への甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時における燃料確保の推進（参照：１－１） 

 

交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化 

○ 交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者による支援体制の確立のため、（一社）日本自動車連盟（Ｊ

ＡＦ）及び（一社）山梨県警備業協会と協定を締結しており、各種防災訓練等を通じ、市街地における被

災建物、放置車両の排除等により避難路を確保する訓練を行い、事業者との連携の強化を図るなど、継続

的に支援体制の強化に向けた取り組みを推進する必要がある。（警察本部） 

 

実践的な交通規制訓練等の実施 

○ 大規模災害発生時に適切な交通規制を実施するため、これまで交通規制計画を策定してきた。適切な運

用を図るため、各種防災訓練時に緊急輸送道路（緊急交通路）の確保等の交通規制訓練のほか、交通検問

や緊急通行車両の確認手続き及び標章交付訓練を行うとともに、緊急通行車両の確認手続き及び標章交付

について研修を実施している。引き続き、訓練等を実施するとともに、計画を適宜見直す必要がある。（警

察本部） 

 

災害対策用交通安全施設の整備の推進（参照：３－２） 

 

緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施（参照：２－２） 

 

【住宅・都市】 

水道施設の耐震化の促進（参照：２－１） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（参照：１－３） 

 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（参照：１－１） 

 

「市町村の防災まちづくり」に対する指導・助言の推進（参照：１－１） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（参照：２－１） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（参照：２－１） 

 

下水道施設の耐震化の推進（参照：２－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施（参照：１－１） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（参照：１－１） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（参照：１－１） 

 

【エネルギー】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 

 

【情報通信】 

発災後のインフラ復旧対策の推進（参照：２－１） 

 

警戒宣言発令時等における自動車の不使用・自粛に関する県民への広報啓発活動の実施 

○ 警戒宣言発令時等における県民の自動車の不使用・自粛を図るため、これまで、広報用チラシを防災

訓練の際に配布し、また、県警ホームページに掲載するなど、継続的に広報啓発活動を実施してきてい

るが、より広く周知を行うため、各種機会を捉えて引き続き広報啓発活動を実施する必要がある。（警

察本部） 
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被災状況等の効果的情報収集体制の強化（参照：１－１） 

 

【産業構造】 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

【交通・物流】 

リニア中央新幹線の早期実現 

○ 災害時のＪＲ中央線の補完・代替公共交通機関として利用できるリニア中央新幹線の早期実現に向け、

関係団体と連携・調整し機運の醸成を図った。（リニア未来創造・推進グループ） 

 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（参照：１－１） 

 

災害に強い物流システムの構築（参照：２－１） 

 

災害時における燃料確保の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（参照：２－２） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（参照：１－５） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（参照：１－３） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（参照：２－１） 

 

富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備（参照：１－５） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（参照：２－１） 

 

多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備（参照：２－２） 

 

スマートＩＣの整備促進（参照：１－５） 

 

県外とを結ぶ高速道路等の整備促進（参照：１－５） 

 

無電柱化の推進（参照：１－１） 

 

道の駅等の防災機能の確保（参照：１－６） 

 

山梨県道路除排雪計画の推進（参照：１－６） 

 

富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり（参照：１－５） 

 

道路防災危険箇所等の解消（参照：２－１） 

 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（参照：１－１） 

 

橋梁の長寿命化の推進（参照：１－１） 

 

都市計画道路（街路）の整備（参照：２－２） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【農林水産】 
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災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（参照：１－３） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（参照：１－３） 

 

基幹農道の整備（参照：２－２） 

 

【国土保全】 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止）（再掲：交通・物流） 

 

老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（県土整備部）（再掲：住宅・都市） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進（参照：１－４） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（参照：１－４） 

 

山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

下水道施設の耐震化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

【土地利用(国土利用)】 

災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施（再掲：住宅・都市） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応（参照：１－１） 

 

発災後のインフラ復旧対策の推進（再掲：情報通信） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

警戒宣言発令時等における自動車の不使用・自粛に関する県民への広報啓発活動の実施（再掲：情報通信） 

 

【官民連携】 

交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化（再掲：行政機能／警

察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進（再掲：交通・物流） 

 

水道施設の耐震化の促進（再掲：住宅・都市） 
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老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化（再掲：交通・物流） 

 

農業用ため池の耐震化の推進（再掲：農林水産） 

 

土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備（再掲：農林水産） 

 

社会資本整備重点計画の策定及び推進（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備（再掲：交通・物流） 

 

緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進（再掲：交通・物流） 

 

橋梁の長寿命化の推進（再掲：交通・物流） 

 

砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施（再掲：国土保全） 

 

下水道施設の長寿命化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【デジタル活用】 

現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進（再掲：住宅・都市） 

 

災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用（再掲：住宅・都市） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】図上訓練等の実施回数：3 回/年（R5）→3 回/年（R10） 

【防災危機管理課】県地震防災訓練参加機関・団体数：56 団体/年（R4）→60 団体以上/年（R10） 

【衛生薬務課】水道施設(基幹管路)の耐震適合率：36.5%（R3）→50%（R10） 

【治山林道課】災害時の代替輸送路線延長：265.5km（R1）→278.6Km(R10) 

山村地域集落の孤立防止路線延長：83.5km（R1）→91.6km（R10） 

【治山林道課】林道施設の補修箇所数：153 箇所（R1）→220 箇所（R10） 

【耕地課】耐震対策済の農業用ため池数：39 箇所（R1）→83 箇所（R10） 

【耕地課】農業用水利施設等の整備済箇所数：32 箇所（R1）→58 箇所（R10） 

【耕地課】浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備：5 箇所（R4）→9 箇所（R10） 

【道路整備課、高速道路推進課、都市計画課】機能強化が必要な緊急輸送道路となる幹線道路の整備延長 

：1.3km（R1）→52.3km（R10） 

【道路整備課】広域的な幹線道路の寸断に備えたリダンダンシーを有する道路網の整備延長(新規整備箇所） 

：0.0km（R1）→32.3km（R10） 

【道路整備課、道路管理課、都市計画課】電柱倒壊による道路閉塞のリスクがある市街地において 

重要拠点を結ぶ緊急輸送道路の無電柱化整備率：79%（R10） 

【道路管理課】道路防災危険箇所の対策箇所数：30 箇所（R1）→80 箇所（R10） 

【道路管理課】緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率：46%（R1）→100%（R9） 

【道路管理課】長寿命化のために必要な補修に着手できている橋梁の割合：22%（R1）→100%（R9） 

【砂防課】人家の多い土砂災害特別警戒区域において施設対策が完了した区域数：0 区域（R4）→5 区域（R10） 

【都市計画課】主要な都市計画道路の整備率：79.8％（R4）→83.4％（R10） 

【下水道室】下水道管路施設の耐震化率：77.4%（R1）→100%（R7） 

【警察本部・交通規制課】信号機電源付加装置の更新・設置（令和５年度を基準とし対象 235 基） 

：6 基（108 基）（R5）→7 基（143 基）（R10） 
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６．社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

（６－１）自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如

等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

災害時におけるＤＶ等被害者生活相談の周知 

○ 災害時におけるＤＶ等被害者の相談体制の整備のため、女性相談所及びぴゅあ総合に相談窓口（配偶者

暴力相談支援センター）を設置し、県ホームページで周知するとともに、避難所においても周知が図られ

るよう市町村に要請してきているが、被害女性の相談・一時保護は女性相談所等の最優先業務であるた

め、引き続き、相談窓口の周知と対応を市町村等関係機関と連携して行う必要がある。（男女共同参画・

共生社会推進統括官、子ども福祉課） 

 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（参照：２－３） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

公立小中学校における防災対策の推進 

○ これまで、公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会議を通して、児童生徒

への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきており、防災教育や避難訓練は全

学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達している。 

   また、平成 24 年度から公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を実践できるよ

う防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、児童生徒に自助の力や共

助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

○ 更に、平成 24 年度から公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、「安全教育手法

の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・支援」を図っ

てきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会において各学校

に還元してきた。 

これらの取組は、児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げている

が、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と児童生徒が

振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課） 

 

県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進 

○ これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）及び公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修

等の各種研修会等を通して、幼児・児童生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼

びかけてきており、防災教育や避難訓練は全学校で実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達

している。 

また、平成 24 年度から県立学校及び公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を

実践できるよう防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、幼児・児童

生徒に自助の力や共助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

○ 更に、平成 24 年度から県立学校及び公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、

「安全教育手法の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・

支援」を図ってきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会に

おいて各学校に還元してきた。 

   県立学校では、防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、

防災教育に関する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 

   これらの取組は、幼児・児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げて

いるが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と幼児・

児童生徒が振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課、高校教育課） 

 

公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

○ これまで、公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会議を通して、児童生徒
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への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきており、防災教育や避難訓練は全

学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達している。 

   また、平成 24 年度から公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を実践できるよ

う防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、児童生徒に自助の力や共

助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

○ 更に、平成 24 年度から公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、「安全教育手法

の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・支援」を図っ

てきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会において各学校

に還元してきた。 

   これらの取組は、児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げている

が、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と児童生徒が

振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進 

○ これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会

議を通して、幼児・児童・生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきて

おり、防災教育や避難訓練は全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達してい

る。防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、防災教育に関

する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 

   これらの取組は、幼児・児童・生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げ

ているが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、引き続き取組を行う必要があ

る。（高校教育課） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

○ これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）に対し、管理職研修や防災リーダー研修等の各種研修

会・会議を通して、幼児・児童・生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけ

てきており、防災教育や避難訓練は全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達

している。 

○ 県立学校では、防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、

防災教育に関する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 

 これらの取組は、幼児・児童・生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げて

いるが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、引き続き取組を行う必要があ

る。（高校教育課） 

 

公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上 

○ これまで、公立小中学校及び県立学校（高等学校・特別支援学校）にスクールカウンセラーの配置又は

派遣を実施してきており、併せて、養護教諭研修会等で児童生徒の心のケアについての研修を進めてき

た。 

   平成 23 年度からは、阪神淡路、新潟中部、東北３県での児童生徒の心のケアの状況を各種研修会・大

会で把握し、県立学校及び公立小中学校の養護教諭・教頭・初任教職員に、児童生徒の心のケアについて

研修や演習を実施しており、また、平成 27 年度からは、しなやかな心の育成シンポジウム及びワークシ

ョップの中で啓発を行うなど災害時の児童生徒の心のケアの重要性の理解は進んできている。 

   しかしながら、各学校で実施している各種防災研修との連携が十分でなく、全教職員に対する研修は不

足しているため、引き続きこれまでの取り組みを進めるとともに、全教職員に対する研修を行う必要があ

る。（保健体育課） 

 

【保健医療・福祉】 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（参照：２－１） 

 

災害時要援護者の避難誘導・福祉避難所の開設訓練の実施（参照：２－３） 

 

ボランティアコーディネーター養成等の促進 

○ 市町村社会福祉協議会に配置しているボランティアコーディネーター等の資質向上のため、山梨県社

会福祉協議会に補助を行い、これまで、研修会を開催し、ボランティアのマッチング技術の向上等につい

て一定の成果を上げている。 

   今後も継続的な研修会の実施や、ボランティア団体・民生委員・住民等の連携体制づくり、関係者の防

災意識の高揚を図る必要がある。（福祉保健総務課） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 

老人クラブの活動への支援 

○ 高齢社会における生きがいづくり、健康づくりに重要な役割を担う老人クラブの活動への支援は、高齢

者福祉の増進とともに、地域コミュニティの活性化や災害時の避難行動等の災害対応力の強化に資するも

のであることから、引き続き支援を行う必要がある。（健康長寿推進課） 

 



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（６－１） 

197 
 

【農林水産】 

農村資源の保全管理活動の推進（参照：１－３） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

災害時におけるＤＶ等被害者生活相談の周知（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

公立小中学校における防災対策の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教

育等） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進（再掲：

行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

【老朽化対策】 

農村資源の保全管理活動の推進（再掲：農林水産） 

 

（重要業績指標） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率 :92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 

→必要に応じて見直し（R10） 

【農村振興課】多面的機能の保全に取り組む面積：7,508ha/年（R4）→7,600ha/年（R10） 
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（６－２）災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティ

ア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態 

 

◆個別施策分野 
【行政機能／警察・消防／防災教育等】 

防災対策に関する意識啓発及び人材の育成 

○ 男女共同参画推進センターにおいて、防災対策の意識啓発や人材育成を目的とした講座を開催し、女性

の参加を促している。令和４年度に開催した各講座においては、参加者の半数近くが女性であり、引き続

き、防災対策に関する意識啓発及び人材育成を推進する。（男女共同参画・共生社会推進統括官） 

 

地域防災力の強化を支える人材の育成 

○ 自主防災組織を育成するため、県及び防災安全センター等で自主防災組織に対する研修会や訓練を定

期的に実施するとともに、地域県民センターで自主防災組織運営の中心となる地域防災リーダーの養成講

座を開催し、併せて女性の参加について市町村に要請している。また、自助力の向上を図るため、毎年度、

一般県民を対象とした防災講座、講演会等を実施している。 

○ これらの研修、訓練等は本県の自主防災組織の充実、地域防災力の向上及び住民への防災に関する意識

啓発に繋がっており、継続する必要がある。また、今後は地域防災リーダー等の活用方策について検討す

る必要がある。（防災危機管理課） 

 

自主防災組織の防災資機材の整備促進（参照：２－１） 

 

市町村における個別避難計画の作成支援（参照：１－１） 

 

防災リーダーの養成 

○ 防災に対する知識、技能を有する人材を早急に育成し、地域における防災力の向上を図るため、平成 24

年度から 3 年間の防災士養成事業費補助金を設け市町村への補助を行った。また、市町村との連携により

防災士養成講座を開催し、平成 26 年度には 61 人、平成 27 年度には 73 人、平成 28 年度には 88 人、平成

29 年度には 100 人が修了しており、地域の防災力の充実に一定の効果があった。引き続き、地域におけ

る防災力の向上を図るため、防災士の養成に対する市町村への助言・技術的支援を行うとともに、防災士

養成講座を開催する必要がある。（防災危機管理課） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（参照：２－３） 

 

広域応援協定の具体的運用体制の整備（参照：１－４） 

 

救急救命士の養成・確保の推進（参照：１－１） 

 

消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進（参照：１－２） 

 

消防団の救助資機材等の整備促進（参照：１－１） 

 

消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進（参照：１－１） 

 

消防防災航空基地機能の強化（参照：１－１） 

 

【住宅・都市】 

買い物弱者対策への支援 

○ 地域の商店や商店街等が買い物環境の利便性向上に向けた取組を行うことにより、地域コミュニティ

としての役割を果たすことが、災害時の連携体制や要援護者の把握など、地域防災力の向上につながるた

め、市町村と連携して商店や商店街等が行う買い物弱者対策への支援を行う必要がある。（産業政策課） 

 

【保健医療・福祉】 

市町村における個別避難計画の作成支援（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（参照：２－１） 

 

女性や子育て家庭、要配慮者に配慮した避難所運営の推進（参照：２－３） 

 

災害時要援護者の避難誘導・福祉避難所の開設訓練の実施（参照：２－３） 

 

ボランティアコーディネーター養成等の促進（参照：６－１） 

 

ボランティアセンター設置・運営訓練の実施（参照：２－２） 

 



起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果（６－２） 

199 
 

老人クラブの活動への支援（参照：６－１） 

 

【産業構造】 

建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

○ 建設業における労働力確保は主要課題の一つであり、このままでいくと労働者の減少に歯止めがかか

らず、将来的な災害対応やインフラ整備など国土強靱化にも支障を及ぼす恐れがある。このため、若年者・

女性等の入職・定着の促進を図るとともに、建設業に対するイメージを向上させる必要がある。（建設業

対策室） 

 

【交通・物流】 

建設産業を担う人材の確保・育成の推進（再掲：産業構造） 

 

【環境】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

○ 地震等の大規模災害により発生した災害廃棄物の撤去、収集・運搬、中間処理・処分の協力については、

(一社)山梨県産業資源循環協会と協定を締結し、応急復旧活動の阻害となる障害物の撤去等の協力につ

いては、山梨県カーリサイクル協同組合と協定を締結し、災害に備えた体制の強化を図っている。 

○ 災害の発生時において、各廃棄物関係団体との協定に基づく取り組みが円滑に行われるよう、平常時か

ら連携強化のための訓練等を行う必要がある。（環境整備課） 

 

◆横断的分野 
【リスクコミュニケーション】 

避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施（再掲：保健医療・福祉） 

 

避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

避難所運営マニュアルの作成支援（参照：２－３） 

 

地区防災計画の作成支援 

○ 地域住民による自発的な防災活動に関する計画である「地区防災計画」は、東日本大震災の教訓を踏ま

えて、平成 25 年の災害対策基本法の改正において規定され、地域住民が主体となり、全国的に策定を進

めてきているが、山梨県内においては策定が進んでいない状況である。 

○ 自助・共助の取組を強化し、地域防災力の向上を図るためにも「地区防災計画」作成支援を行う必要が

ある。 

 

【人材育成】 

防災対策に関する意識啓発及び人材の育成（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

地域防災力の強化を支える人材の育成（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

防災リーダーの養成（再掲：行政機能／警察・消防／防災教育等） 

 

建設産業を担う人材の確保・育成の推進（再掲：産業構造） 

 

【官民連携】 

災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の促進 

○ 大規模災害発生時に迅速かつ適切な被災者支援や救援活動ができるよう、災害関連ＮＰＯ、ボランティ

ア団体等との連携・協働を促進するため、研修会などを実施しており、連携・協働体制の充実に向け一定

の役割を果たしている。引き続き、大規模災害発生時に大きな役割を果たすことのできる災害関連ＮＰ

Ｏ、ボランティア団体等との連携・協働を促進するため、研修会などを実施する必要がある。（防災危機

管理課） 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等）（再掲：環境） 

 

（重要業績指標） 

【防災危機管理課】地域防災リーダー養成講座受講者数：6,044 人（R1）→8,680 人（R10） 

【防災危機管理課、福祉保健総務課、健康長寿推進課、障害福祉課、健康増進課】 

各市町村が優先度が高いと判断した者の個別避難計画作成率：調査中（R5）→100%（R10） 

【防災危機管理課】甲斐の国・防災リーダー養成講座（募集 140 名）の受講人数： 

100 名/年（累計 998 名）（R5）→100 名/年（累計 1,498 名）（R10） 

【防災危機管理課】地区防災計画を作成済みの自主防災組織が存在する市町村数：10 市町村（R5） 

→27 市町村（R10） 

【消防保安課】養成・確保した救急救命士数：277 人（R1）→382 人（R10） 

【消防保安課】消防団員の充足率 :92.6%（R1）→89.5%（R10） 

市町村消防団活性化総合計画の適宜見直し（概ね３年ごと）：必要に応じて見直し（R1） 
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→必要に応じて見直し（R10） 
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（６－３）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

 

◆個別施策分野 
【住宅・都市】 

住宅の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

避難路確保のための建築物等の耐震化の促進（参照：１－１） 

 

【交通・物流】 

道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施（参照：２－１） 

 

【環境】 

災害廃棄物処理体制の強化 

○ 令和４年度までに、県内すべての市町村が災害廃棄物処理計画を策定したところであるが、発災後に活

用できる実効性のある計画という視点で、国の「災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン」における

チェックリストに基づき、定期的に計画の点検や見直しを行うことが必要である。 

○ 災害時に大量発生する廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理できる体制の強化を図るため、市町村の計画

の実効性の向上に向けた教育・訓練による人材育成や計画改定等への技術的な助言・支援を図る必要があ

る。(環境整備課) 

 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等）（参照：６－２） 

 

◆横断的分野 
【官民連携】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等）（再掲：環境） 

 

（重要業績指標） 

【環境整備課】災害廃棄物処理計画の点検や見直しを実施した市町村数：0 市町村（R5） 

→27 市町村（R8） 

【建築住宅課】住宅の耐震化率：95%（R7） 
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（６－４）事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に

遅れる事態 

 

◆個別施策分野 
【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 

 

【交通・物流】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（参照：１－４） 

 

【農林水産】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 

 

【国土保全】 

災害時における応急対策業務の協力体制の推進（林政部）（再掲：交通・物流） 
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（６－５）貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無

形の文化の衰退・損失 

 

◆個別施策分野 
【住宅・都市】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（参照：１－１） 

 

【保健医療・福祉】 

老人クラブの活動への支援（参照：６－１） 

 

【農林水産】 

森林の公益的機能の維持・増進（参照：１－４（森林政策課）（森林整備課・県有林課）（治山林道課）） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（参照：１－６） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（参照：１－４） 

 

【国土保全】 

森林の公益的機能の維持・増進（再掲：農林水産） 

 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

森林環境税モニタリング調査の実施（再掲：農林水産） 

 

◆横断的分野 
【老朽化対策】 

有形文化財（建造物）の耐震対策の推進（再掲：住宅・都市） 

 

【研究開発】 

森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究（再掲：農林水産） 

 

（重要業績指標） 

【森林整備課、県有林課】森林整備の実施面積：6,248ha/年（R1）→7,174ha/年（R10） 

【治山林道課】保安林整備事業等の実施面積：475ha/年（R1）→500ha/年（R10） 

【文化振興・文化財課】国・県指定有形文化財（建造物）のうち今後耐震補強が必要となる 

97 件の耐震対策実施棟数：14 棟（R1）→28 棟（R10） 
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（６－６）風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による経済等へ

の甚大な影響 

 

◆個別施策分野 
【金融】 

中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討（参照：１－１） 

 

災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知（参照：４－１） 
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１．個別施策分野 

①行政機能／警察・消防／防災教育等 

 

【県庁の災害対応力の強化】 

 ○公用車両の災害対応機能の強化 

   情報収集等のため、公用車を被災地等で使用する場合に備えて応急対応用資機材（パンク修理用具、予

備燃料携行タンク）や携帯型カーナビゲーションを整備している。引き続き、被災地等で使用する場合に

備え、応急対応用資機材の整備を進める必要がある。（庁舎管理室） 

 

 ○県庁構内地下タンクの満量化 

   災害時における燃料を確保するため、本庁舎内地下タンクに重油等を常時一定量確保している。引き続

き、災害時の行政機能を維持するため、本庁舎内地下タンクに重油等を常時一定量確保する必要がある。

（庁舎管理室） 

 

 ○地震発生時等の業務継続体制の確立･検証 

 県庁が被災した場合でも非常時優先業務を適切に遂行するため、平成 24 年度に業務継続計画を策定し、

継続的に検証を行っている。震度 6 弱以上の地震等が発生した際は全職員が登庁することとしているが、

業務継続のため災害時の登庁可能職員数を確保するとともに、計画についても継続的に検証する必要があ

る。（防災危機管理課） 
 

 ○災害時における燃料確保の推進 
 平成 24 年 3 月、山梨県石油協同組合と災害時の燃料の優先供給に係る協定を締結しているが、一般客

への供給も行われるため、大規模災害時に主要幹線道路が寸断され県外からの燃料供給が断たれた場合、

燃料が枯渇する恐れがある。 
このため、救援・救助活動等を間断なく実施するため、平成 26 年 11 月に、同組合と緊急車両等に供給

する燃料を県内の中核給油所及び小口配送拠点に備蓄促進する協定を締結し、燃料の安定供給を図って、

引き続き、燃料の備蓄を促進する。（防災危機管理課） 
 

〇森林総合研究所 非常用タンクの満量化 

災害時における燃料を確保するため、非常用発電機の地下タンクの燃料の満量を維持し、定期的に確認

した。引き続き、災害時の行政機能を維持するため、常時満量確保する必要がある。（森林総合研究所） 

 
 ○災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築 
   災害等により財務会計システムや物品調達管理システムが使用不能となった場合に備え、会計事務や

調達事務が支障なく円滑に行われるよう「システム障害時における会計事務手処理マニュアル」を改定

し、周知を行うとともに、関係機関（山梨中央銀行）との調整や資料収集を行った。引き続き、システム

障害時の会計事務処理の実効性を担保するため、周知、模擬訓練等を行う必要がある。（管理課） 
  

【県防災体制の充実・強化】 

 ○災害時における知事への連絡体制の強化 
   災害発生時に、正確かつ速やかに知事へ災害状況を報告するため、これまでは、随行秘書のみがタブレ

ット端末を携帯していたが、令和元年度からタブレット端末を「知事」「随行秘書」「秘書課担当者」用に

3 台用意して、普段から「テレビ会議」や資料等の送受信に利用するなど、端末の操作に慣れるよう取り

組んでいる。 
   引き続き、情報伝達訓練等により災害時において、知事が迅速に災害状況を把握し、判断や指示が行え

るような体制を整えておく必要がある。（秘書課） 
 
 ○勤務所属に登庁できない職員の参集場所・業務の明確化 

   発災時、勤務所属に登庁できない場合を想定した訓練を実施するとともに、最寄りの事務所ごとに参集

可能職員を登録し、業務を明確化している。引き続き、大規模災害発生に備え、訓練を実施するとともに、

参集可能職員を登録し業務を明確化しておく必要がある。（各地域県民センター） 

 

 ○災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 
 平成 26 年 2 月の豪雪災害への対応等を踏まえ、訓練等の機会を通じ、県防災体制の強化を図ったが、

引き続き、災害時の対応力向上のため、防災体制の不断の見直しを行う必要がある。（防災危機管理課） 

 

○地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し 

 地方連絡本部（地域県民センター）については、各出先事務所の役割等を整理し、その連絡体制を見直

すととともに、規程、マニュアルを整備し、現状において関係出先機関、各市町村との連携は図られてい

るが、災害時における情報収集等における効率化を図る必要がある。（防災危機管理課） 

 

（別紙３）施策分野ごとの脆弱性評価結果 
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○他自治体との連携推進 

 関東地方知事会や全国知事会の相互応援協定については、本県も構成員として連絡会議に参加し、災害

時の連携に即応できる体制の構築に努めている。 

平成 27 年 8 月には、大規模災害時に同時被災の可能性が低い中央日本四県（新潟、長野、静岡、山梨）

で相互応援協定を締結している。 

また、富士山火山噴火を想定した、本県・静岡県・神奈川県合同の実働訓練を平成 26 年 10 月に実施す

るなど、大規模災害を想定した関係自治体との合同訓練を実施することにより、相互連携による災害対応

力の充実強化を図っている。 

引き続き、本県に起こりうる大規模災害に適切に対応できる体制の充実を図るため、他自治体との連携

強化を推進する必要がある。（防災危機管理課） 
 
 ○災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

 災害発生による様々な事態に対応するため、民間企業、国・市町村関係機関、各種団体等と協定の締結

を行い、連携の強化を図っている。引き続き想定される事態及び必要な対応について検討し、関係団体等

との連携を強化する必要がある。（防災危機管理課） 
 

 ○非常参集体制の確立 
 大規模地震等が発生した際の初動体制を確保するため、初動体制職員を任命するとともに、大規模地震

発生時に初動体制職員の携帯電話に自動呼び出しを行うシステムを運用し、非常参集訓練を実施してい

る。 
また、確実な初動体制を確保するため、勤務時間外（夜間、週休日及び休日）に職員が宿日直を行い、

24 時間即応体制に対応するとともに、本部長等の登庁方法、連絡体制や不在時の取扱いについて検証し、

発災時に知事・本部員が在京している場合のヘリコプターによる帰庁のため、平成 23 年度から航空会社

との協定を締結しており、一定の初動体制の充実が図られている。 
引き続き、様々な災害に対応し、地震以外の災害においても確実な初動体制を確保するため、研修及び

訓練を強化するとともに課題を整理する必要がある。（防災危機管理課） 

  

 ○災害対応に関する職員研修の充実・強化 

 全所属を対象に職員災害ハンドブックを用いた防災研修を必須化する。また、今後は防災体制の見直し

に併せて、自然災害危機管理に係る防災研修を実施するとともに、災害対策本部統括部活動マニュアルを

随時見直し、各班の研修や訓練を実施する必要がある。（防災危機管理課） 

火山防災に関する知識と専門性を有する火山防災職を火山防災対策室に配置し、地域住民、観光客や登

山者等の安全を確保するため、富士山火山噴火の防災対策を強化する必要がある。（防災危機管理課、火

山防災対策室） 

 
○大規模災害発生時における受援体制の構築 

熊本地震では、応援の受入にあたり、県と市町村の役割分担が明確でなかったことなど被災団体におけ

る受援体制が十分に整備されていなかったことから多くの混乱が生じた。このことを教訓に、平成２９年

３月に「山梨県大規模災害時における応援受入計画」を策定したところである。今後は、市町村への受援

計画策定支援等、受援体制の構築を図るとともに訓練の実施や検証を行っていく必要がある。 

 
○電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 
  県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、本県の電力供給体制をより一層、強化する必要がある。

（環境・エネルギー政策課） 
 
 ○県議会における非常参集体制の強化（連絡手段、連絡体制の整備） 
   南海トラフ地震等に関連する情報の発表時を含め災害応急対策時における配備組織、配備基準、業務概

要等の配備計画の策定や緊急連絡網を整備し、年度当初における全体会議において説明会を行い議会事

務局職員への周知を行っている。引き続き、非常参集体制の実効性を確保するため、緊急連絡網の確認等

を行っていく必要がある。（議会事務局） 
  

 ○山梨県警察災害警備本部の整備推進 
 山梨県警察災害警備本部の整備推進のため、平成 23 年の東日本大震災以降の「災害発生時における危

機管理体制の再点検及び再構築」を進めるとともに、平成 25 年 4 月には、「山梨県警察本部災害警備計

画」 の全面改正を行い、平成 25 年 10 月に災害警備本部施設を整備するなど、災害警備本部体制の整備

を進めてきている。 
  引き続き同警備本部のシステムの整備と代替施設を活用した移転訓練を推進し、災害警備本部の最良

の体制の確立を図る必要がある。（警察本部） 
 
 ○災害装備資機材の整備の推進 

 災害対応力強化のため、災害発生時の救出救助活動に必要な資機材及び同活動に従事する部隊員に必要

な装備資機材について検討して整備を継続実施しているが、引き続き必要な資機材を検討し、整備を進め

る必要がある。（警察本部） 
 
 ○大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 
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 大規模災害発生時の迅速的確な初動対応及び職員の危機管理意識の醸成を図るため、これまで、災害発

生時の初動体制の確立、被災情報の収集、救出救助活動等の初動対応訓練を実施し、随時必要な見直しを

行うなど一定の成果を上げている。 
  引き続き、迅速的確な初動対応の実施に向けた必要な見直し及び職員の危機管理意識の更なる醸成を

図る必要がある。（警察本部） 
 
【地域防災力の強化】 

○防災対策に関する意識啓発及び人材の育成 

   男女共同参画推進センターにおいて、防災対策の意識啓発や人材育成を目的とした講座を開催し、女性

の参加を促している。令和４年度に開催した各講座においては、参加者の半数近くが女性であり、引き続

き、防災対策に関する意識啓発及び人材育成を推進する。（男女共同参画・共生社会推進統括官） 

  

 ○現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立 
   現地対策本部の円滑な県職員派遣体制を確立するため、地震防災訓練などにおいて職員派遣体制を検

証し、実効性を図っている。 
防災体制の見直しに伴い、災害時に市町村の対応が困難となった場合は、当該市町村に土地勘を有する

県庁職員を派遣し、本部の連絡担当職員との間で情報を共有し、人命救助、応急復旧や救援物資の要請・

供給等、被災市町村に代わって事務処理できる体制を整備・検証する必要がある。（防災危機管理課） 
 
 ○地域防災力の強化を支える人材の育成 

 自主防災組織を育成するため、県及び防災安全センター等で自主防災組織に対する研修会や訓練を定期

的に実施するとともに、地域県民センターで自主防災組織運営の中心となる地域防災リーダーの養成講座

を開催し、併せて女性の参加について市町村に要請している。また、自助力の向上を図るため、毎年度、

一般県民を対象とした防災講座、講演会等を実施している。 

これらの研修、訓練等は本県の自主防災組織の充実、地域防災力の向上及び住民への防災に関する意識

啓発に繋がっており、継続する必要がある。また、今後は地域防災リーダー等の活用方策について検討す

る必要がある。（防災危機管理課） 

 

○効果的な防災教育のための情報共有、連携等の促進 

これまで、防災危機管理課、防災安全センター等において防災に関する研修会、訓練、啓発等、また学

校において防災教育を実施してきており、一定の成果を上げている。また、平成 26 年～28 年まで山梨大

学（地域防災・マネジメント研究センター）、国（甲府河川事務所、富士川砂防事務所）及び県で山梨防

災教育研究会を設置し、関係部署間の情報共有、相互連携等を図ってきたが、引き続き、各種防災教育関

連事業の一層の充実を図るため、情報共有、相互連携等を図る必要がある。（防災危機管理課、治水課、

砂防課、教育庁総務課教育企画室、義務教育課、高校教育課、保健体育課、生涯学習課） 

 

○自主防災組織の防災資機材の整備促進 

 地域の防災力を高めるため、自主防災組織に対して、コミュニティ助成事業の利用による防災資機材等

の整備を図っている。引き続き、地域の防災力を強化するため、コミュニティ助成事業の利用による防災

資機材等の整備を図るが、要望の増加に伴い、どの組織を優先するかをよく見極め、実施する必要がある。

（防災危機管理課） 
 

○県民の防災意識の啓発・高揚 
 県民の防災意識の一層の向上を図るため、防災安全センターにおいて、地震、煙などの体験事業や、起

震車を活用しつつ防災知識の習得ができる出張講座等を実施するとともに、県のホームページ（やまなし

防災ポータル）を活用した、各種防災情報や防災知識などの情報提供の充実・強化を図っている。引き続

き、県民の防災意識の一層の向上を図るため、移動防災教育講座等を実施する必要がある。（防災危機管

理課） 
 

 ○市町村における個別避難計画の作成支援 
   災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村に対し、個別避難計画の策定を依頼

するとともに、県内における計画作成未着手の市町村数をゼロとするため、県としても避難行動要支援者

対策に関する有識者等の派遣や、各自治体が抱える課題に沿った研修の実施等による支援を行い、実践的

な作成支援をしていく。（防災危機管理課） 
災害発生直後にととまらず、中長期における要配慮者の生活全般を見据えた個別避難計画の作成を支援

していく。（福祉保健部） 
 
○備蓄物資の確保 

南海トラフ地震の被害想定に対応できるような備蓄体制を確保するため、市町村の備蓄を補完する県備

蓄物資について、被害想定を基にブルーシート、毛布、簡易トイレ等を整備し、各地域県民センター等に

備蓄している。引き続き、県と市町村が連携した備蓄必要量の継続確保に向けた備蓄の基本的な考え方を

検討するなど、備蓄物資の確保を図る必要がある。（防災危機管理課） 
 
○市町村の災害対応力の強化支援 

   市町村の災害対応力の強化を図るため、防災計画の修正や、専門研修による図上訓練等の実施支援を行
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い災害対応力の充実を図っている。引き続き、市町村の災害対応力の強化を図るため、助言や技術的支援

を行う必要がある。（防災危機管理課） 

 

 ○防災リーダーの養成 

 防災に対する知識、技能を有する人材を早急に育成し、地域における防災力の向上を図るため、平成 24

年度から 3 年間の防災士養成事業費補助金を設け市町村への補助を行った。また、市町村との連携により

防災士養成講座を開催し、平成 26 年度には 61 人、平成 27 年度には 73 人、平成 28 年度には 88 人、平成

29 年度には 100 人が修了しており、地域の防災力の充実に一定の効果があった。引き続き、地域におけ

る防災力の向上を図るため、防災士の養成に対する市町村への助言・技術的支援を行うとともに、防災士

養成講座を開催する必要がある。（防災危機管理課） 

 

○様々な事態を想定した図上訓練等の実施 
 広域的な大災害の発生に対する災害対策本部等の対応力の強化を図るため、令和元年の東日本台風の際

に設置した災害対策本部での問題点を整理して、図上訓練等へ反映し、災害への対応力の充実を図ってい

る。防災体制の見直しに伴い、県職員や関係者のより一層の対応力の強化を図るため、訓練の実施ととも

に、その内容を強化する必要がある。（防災危機管理課） 

 

 ○住民参加型の県地震防災訓練の実施 
 県民の防災意識の高揚を図るため、県、市町村、防災関係機関、住民等と連携した住民参加型の山梨県

地震防災訓練を実施し、災害への対応力の充実を図っている。引き続き、関係者のより一層の対応力の強

化を図るため、訓練を実施する必要がある。（防災危機管理課） 

 
 ○避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

 県地震防災訓練の場において、市町村（避難所管理者）と地域住民（自主防災組織）のほか地域社会福

祉協議会、自衛隊などの協力を得て、総合的な避難所の運営・生活訓練を実施している。実際に災害時に

避難所を利用する区民が避難所を立ち上げ、管理者・自主防災組織・市が主体となった運営会議のもと、

避難所を運営する総合的な訓練を行うなど、災害対応力の充実に一定の効果がある。引き続き、地域の災

害対応力の充実ため、避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練を実施する必要がある。（防災

危機管理課） 
 
 ○広域応援協定の具体的運用体制の整備 

 緊急消防援助隊の応援・受援計画における運用の実効性を高めるため、緊急消防援助隊関東ブロック合

同訓練を 1 都 9 県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び

静岡県）により実施するとともに、必要な計画の見直しを行っている。引き続き、計画運用の実効性を高

めるため、合同訓練を実施するとともに、必要に応じ計画の見直しを行う必要がある。（消防保安課） 

 

○市町村の消防防災ヘリポートの確保・整備の促進 

大規模地震等の発生時、防災ヘリコプターによる人員搬送や物資輸送を円滑に行うため、市町村におけ

るヘリポートの確保・整備を促進しており小瀬スポーツ公園補助競技場など県内 174 箇所（場外離着陸場

48 箇所、緊急離着陸場 126 箇所）を防災ヘリコプター用着陸場として確保している。各市町村には、でき

るだけ地域の避難場所とは別の場所での適地を要請しており、引き続き消防本部と連携を図りながら、適

地調査を含めた技術支援を行い、市町村におけるヘリポートの確保・整備を推進する必要がある。（消防

保安課） 
 
 ○防災ヘリ･応援航空機等の合同訓練の実施 

 大規模地震等が発生した場合、緊急消防援助隊が被災地に迅速に出動し、消火、救助及び救急活動を一

層効果的に行うことができるよう、防災訓練（上空偵察、物資輸送、負傷者搬送、救出救助等）において、

自衛隊ヘリ、県警ヘリ、ドクターヘリ、消防防災ヘリ、応援航空機を含めた他県防災ヘリコプターとの合

同訓練を実施し、災害への対応力の充実を図っているが、情報の共有や指揮命令等に課題もあるため、引

き続き、関係者のより一層の対応力の強化を図るため、訓練を実施する必要がある。（消防保安課） 

 

○防災拠点の機能強化 

激甚化・頻発化する災害に的確かつ円滑に対応するための基盤となる防災拠点は、一定の整備がなされ

ているものの、機能強化すべき課題もある。令和 5 年 5 月には、平成 14 年 2 月に策定された「山梨県防

災拠点整備基本構想」の見直しを行ったところであり、これに示した機能強化に関する取り組みを実施し

ていく必要がある。 

 
○被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備 

 山梨県獣医師会との「山梨県大規模災害時の被災動物の支援に関する協定」の締結や「山梨県ペット同

行避難所等運営ガイドライン」の策定により、避難所に同行避難したペット等動物への支援体制を整備し

た。（衛生薬務課） 
庁内関係部局、市町村等関係機関、県獣医師会や動物愛護団体等が連携協力してペット等動物への災害

対策を実施するための対応方針を検討した。（衛生薬務課） 
保健所で緊急保護した動物の保管や、避難所に飼い主と同行避難したペットの保管を行う市町村への支

援を想定し、「ペット用簡易避難ケージ」を県内各保健所及び動物愛護指導センターに各 20 個配備した。
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（衛生薬務課） 
 

○事前伐採の推進 

県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、災害による電力供給インフラ被害の最小化を図る必要が

ある。（環境・エネルギー政策課） 

 

○県立文化施設等における防災対策の推進 

 県立文化施設等（美術館、博物館、考古博物館、文学館、図書館、科学館、富士山世界遺産センター）

の来館者を災害時に安全に避難させるため、年 1 回の避難誘導や初期消火等の訓練を実施しており、引き

続き、来館者の安全の確保のため、継続して取り組みを行う必要がある。（文化振興・文化財課、生涯学

習課、世界遺産富士山課） 

 

○水防訓練の実施 

  水害から住民の生命と財産を守るため、毎年度、水防訓練を実施しており、洪水時の水防体制の強化、

関係水防団員の水防技術の習得及び水防意識の高揚に一定の成果を上げている。また、令和３年度から４

年度にかけて、河川管理者と市町村との重要水防区域等合同パトロールを実施し、緊急時に水防工法を実

施すべき箇所も把握出来ているが、水防訓練や災害対応経験のない水防団員も多いことから、水防団員等

の住民が参加できるよう、水防訓練を実施し水防技術の向上・継承等を図る必要がある。（治水課） 

 

 ○登山者の実態把握・情報共有による安全確保対策の推進 

   登山届による登山者の実態把握は、災害発生時における迅速的確な捜索救助活動、避難誘導等のため必

要不可欠であることから、今後も「コンパス」への登録・計画書の提出等について、更なる周知徹底を継

続する必要がある。（警察本部）    
 
 ○住民の防災意識の醸成の推進 

 住民の防災意識の醸成を図るため、交番や駐在所で発行するミニ広報紙及び県警ホームページ等に災害

関連の内容を掲載しているが、更なる住民の防災意識向上のため引き続き取り組みを推進する必要があ

る。（警察本部） 
 

【富士山火山防災の推進】 

 ○富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施 

平成 24 年 6 月 8 日に、火山専門家、山梨県、静岡県、神奈川県、国、富士山周辺市町村及び防災関係

機関による「富士山火山防災対策協議会」を設置し、平成 27 年 3 月 16 日に同協議会において、「富士山

火山広域避難計画」（対策編）を策定した。 

また、平成 24 年度から富士山噴火を想定した総合図上訓練を、平成 26 年 10 月 19 日には富士山火山防

災対策協議会構成機関等による「富士山火山三県合同防災訓練 2014」を実施した。 

平成 28 年度までに、関係全 8 市町村において富士山火山広域避難計画を基に市町村が実施する詳細な

避難対応や対策を記載した「市町村避難計画」の策定が完了したため、平成 30 年度から、市町村や関係

機関と合同で訓練を実施しているところである（令和元年度は台風により中止）。 

令和 2 年 3 月に富士山噴火総合対策を策定し、3 年 3 月には富士山ハザードマップを改定した。 

令和 5 年 3 月、富士山火山広域避難計画を改定し、富士山火山避難基本計画を策定した。 

今後も、大規模降灰対策などの課題について、引き続き検討を行う必要がある。 

 

【平時に噴火に備える事前対策の推進】 

 ○富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

令和５年度に整備した現地対策拠点機能を維持するための車両等資機材を用いて、現地対策拠点（富士

吉田合同庁舎・世田谷区林間学園）の運営・開設訓練を実施し、スムーズな応急対策を実施する必要があ

る。 

令和５年３月に富士山火山避難基本計画を策定したため、市町村地域防災計画を新たな避難指針に適 

合する内容に改定する作業を支援するとともに、市町村の避難促進施設等に対する支援体制が強化される

よう体制を整える必要がある。 

円滑な避難のためには、正確かつ迅速な避難情報伝達が不可欠であることから、富士山への高速通信網

整備や地図情報、位置情報を用いた伝わりやすい情報伝達ツールの導入を早急に実施する必要がある。 

上質な観光地としてのブランドを確立するため、外国人を含む観光客の県境を越えた広域避難を国や市

町村、関係機関と連携して円滑に実施できる避難体制を構築する必要がある。 

 

【消防防災航空隊の機能強化】 

 ○消防防災航空隊の機能強化 
 消防防災航空隊の効果的な部隊運用等を行うため、ヘリコプターの位置情報をリアルタイムに把握でき

る消防防災ヘリコプター動態管理システムを平成 25 年 3 月に導入し運用を行っている。 
また、消防防災航空隊の機能を強化するため、任期を満了した航空隊員を退任後 1 年間「支援航空隊

員」と位置付けて定期的な訓練を実施し、航空隊経験者による支援体制を強化するとともに、消火活動の

際に使用するバケット等の整備を行っている。引き続き、多数のヘリコプターの運用が想定される大規模

災害において威力を発揮できるようシステムを運用管理するとともに、航空機による消防防災活動の対応

力を向上させるため、航空隊経験者による支援体制の強化を図るなど、消防防災航空隊の機能強化を行う
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必要がある。（消防保安課） 
  

○消防防災航空基地機能の強化 
消防防災航空基地機能の強化を図るため、防災航空基地整備に向けて関係機関と協議を継続している。

大規模災害時における広域航空応援隊等の受け入れのための防災航空基地整備に向けて、関係機関と協議

を継続するとともに、消防防災航空基地の整備手法等を検討する必要がある。（消防保安課） 
 

【消防・救急・救助体制の強化】 

 ○救急救命士の養成･確保の推進 

 救急搬送に迅速・適切に対応するため、救急救命士の養成・確保を進めている。引き続き、災害時の救

急搬送体制の強化を図るため、救急救命士の養成・確保を進める必要がある。（消防保安課） 

 

 ○消防団員の確保対策等による消防団の活性化の促進 

 消防団員の確保対策及び消防団の活性化のため、関係団体に対する広報や（一財）山梨県消防協会が実

施する消防団員確保対策事業に対し支援を行うとともに各市町村で策定した消防団活性化総合計画の見

直し等の働きかけを行っている。地域の消防力の強化のため、引き続き、消防団員の確保対策等による消

防団の活性化の推進に取り組む必要がある。（消防保安課） 

 

 ○消防団の救助資機材等の整備促進 

 災害等の発生時において、より効果的な活動ができるよう、各市町村の消防団の救助用資機材等の充実

に関する働きかけを行っている。国の示す消防団の装備の基準や他の都道府県の動向等を踏まえながら、

引き続き各市町村へ働きかけを行う必要がある。（消防保安課） 

 

 ○救急搬送体制の充実強化 

 救急搬送における実施基準の見直し等を通じて、迅速適切な救急搬送を促進している。引き続き、救急

搬送体制の充実強化を図るため、救急搬送における実施基準の見直しや♯7119 の導入等を通じて、迅速

適切な救急搬送を促進する必要がある。（消防保安課） 

 

 ○消防学校の整備及び教育訓練の高度化の推進 

 消防職員及び消防団員の育成のため、各種知識及び使命感に燃えた強固な精神力と共同精神の涵養を図

るための教育を実施し、地域の災害対応力の充実が図られているが、複雑、多様化する災害や火災等への

消防職員及び消防団員の対応能力の向上を図るため、消防学校の建設工事（平成２５年～平成２７年）に

併せ教育機材、教育訓練施設等の整備を行ってきている。今後は、消防学校に整備された教育訓練施設を

活用した新カリキュラムに基づく訓練マニュアルの作成・検証を行い、消防職員に対する実技訓練、救急

実習及び予防査察実習の充実を図るとともに、消防団員が大規模災害に対応できる実践的な知識及び技術

の習得を図る必要がある。（消防保安課、消防学校） 
 
 ○消防設備士及び危険物取扱者の保安講習の実施 

 消防設備士及び危険物取扱者の技術向上と育成を図り、地震災害等の発生に伴う火災や危険物事故の未

然防止対応等を行った。 

 ＜Ｒ４実績＞ 

  消防設備士義務講習の実施（329 人受講） 

  危険物取扱者保安講習の実施（1,230 人受講） 

 

【交通規制及び交通安全対策の実施等】 

 ○交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化 
   交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者による支援体制の確立のため、（一社）日本自動車連盟（Ｊ

ＡＦ）及び（一社）山梨県警備業協会と協定を締結しており、各種防災訓練等を通じ、市街地における被

災建物、放置車両の排除等により避難路を確保する訓練を行い、事業者との連携の強化を図るなど、継続

的に支援体制の強化に向けた取り組みを推進する必要がある。（警察本部） 
  

 
 ○実践的な交通規制訓練等の実施 

 大規模災害発生時に適切な交通規制を実施するため、これまで交通規制計画を策定してきた。適切な運

用を図るため、各種防災訓練時に緊急輸送道路（緊急交通路）の確保等の交通規制訓練のほか、交通検問

や緊急通行車両の確認手続き及び標章交付訓練を行うとともに、緊急通行車両の確認手続き及び標章交付

について研修を実施している。引き続き、訓練等を実施するとともに、計画を適宜見直す必要がある。（警

察本部） 
 
 ○災害対策用交通安全施設の整備の推進 
   災害発生後に発生する幹線道路等の交通渋滞による避難の遅れ及び交通事故や交通渋滞の回避のため、

停電時に信号機が滅灯しないよう年間 5～10 箇所、緊急輸送道路に指定されている路線上の信号機に交

通信号機電源付加装置の整備を行ってきている。 
  引き続き、信号機の滅灯による避難の遅れ、交通事故の発生及び深刻な交通渋滞を回避するため、整備を

促進し、災害発生時の交通の安全と円滑化を図る必要がある。（警察本部） 
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 ○緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施 
   大規模災害発生時の緊急輸送道路（緊急交通路）の確保のため、広域緊急援助隊（交通部隊）の訓練の

際に、緊急輸送道路（緊急交通路）確保訓練を実施してきている。引き続き、大規模災害に備えるため、

警視庁及び隣接県警察と連携を図り、道路管理者からの申請に基づく緊急輸送道路（緊急交通路）の指定

を検討するとともに、緊急輸送道路（緊急交通路）確保訓練を継続的に実施する必要がある。（警察本部） 
 

【地域活性化との連携】 

 ○首都機能の一部補完施設の誘致の促進 

   国の「政府関係機関移転基本方針」（平成 28 年 3 月）に基づき、森林総合研究所での現地研修の実施に

向け、林野庁と調整を行った。また、防災バックアップの取り組みを推進し、政府関係機関等の県内移転

に向けた働きかけを実施した。 

 

【滞留旅客対策等の推進】 

 ○市町村等と連携した帰宅困難者・滞留旅客対策の推進 
通常の県内在住の帰宅困難者と同様に、観光客に対する避難場所、水及び食料の提供は市町村が主体と

なって行うため、市町村の災害対策において、帰宅困難者に観光客も含まれることやその対応について明

確にするよう働きかける必要がある。 

また、災害時の観光客への情報提供については、県ホームページや観光サイト等から県防災ポータルに

誘導する仕組みが構築されているため、引き続き周知に努めていく必要がある。 

なお、団体客の場合は、旅館ホテル等での一時避難や旅行会社による帰宅用のバス借り上げ等の手配な

どが行われている例がある。 

 

【学校における防災教育等の推進】 

○公立小中学校における防災対策の推進 

   これまで、公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会議を通して、児童生徒

への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきており、防災教育や避難訓練は

全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達している。 

   また、平成 24 年度から公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を実践できるよ

う防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、児童生徒に自助の力や共

助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

   更に、平成 24 年度から公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、「安全教育手法

の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・支援」を図っ

てきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会において各学校

に還元してきた。 

   これらの取組は、児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げている

が、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と児童生徒が

振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課） 
 
○県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進 

これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）及び公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修
等の各種研修会等を通して、幼児・児童生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼
びかけてきており、防災教育や避難訓練は全学校で実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達
している。 
また、平成 24 年度から県立学校及び公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を

実践できるよう防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、幼児・児童
生徒に自助の力や共助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 
更に、平成 24 年度から県立学校及び公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、

「安全教育手法の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・

支援」を図ってきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会に

おいて各学校に還元してきた。 

県立学校では、防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、

防災教育に関する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 

これらの取組は、幼児・児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げて

いるが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と幼児・

児童生徒が振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課、高校教育課） 
 
○公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

これまで、公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会議を通して、児童生徒

への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきており、防災教育や避難訓練は全

学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達している。 

   また、平成 24 年度から公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を実践できるよ

う防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、児童生徒に自助の力や共

助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

更に、平成 24 年度から公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、「安全教育手法

の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・支援」を図っ

てきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会において各学校
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に還元してきた。 

   これらの取組は、児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げている

が、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と児童生徒が

振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課） 
 
○県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進 

   これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会
議を通して、幼児・児童・生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきて
おり、防災教育や避難訓練は全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達してい
る。防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、防災教育に関
する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 
これらの取組は、幼児・児童・生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げ

ているが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、引き続き取組を行う必要があ
る。（高校教育課） 

 

○県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）に対し、災害時における幼児・児童・生徒の安全確保、

安否確認等が速やかにできるよう、各種研修会の機会を通して、防災危機管理マニュアル及び対応マニュ

アルの見直し呼びかけており、防災教育や避難訓練は全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作

成率も 100％に達している。 

  これらの取組は、幼児・児童・生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げ

ているが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、引き続き取組を行う必要があ

る。（高校教育課） 

 

○公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上 

これまで、公立小中学校及び県立学校（高等学校・特別支援学校）にスクールカウンセラーの配置又は

派遣を実施してきており、併せて、養護教諭研修会等で児童生徒の心のケアについての研修を進めてきた。 

  平成 23 年度からは、阪神淡路、新潟中部、東北３県での児童生徒の心のケアの状況を各種研修会・大

会で把握し、県立学校及び公立小中学校の養護教諭・教頭・初任教職員に、児童生徒の心のケアについて

研修や演習を実施しており、また、平成 27 年度からは、しなやかな心の育成シンポジウム及びワークシ

ョップの中で啓発を行うなど災害時の児童生徒の心のケアの重要性の理解は進んできている。 

  しかしながら、各学校で実施している各種防災研修との連携が十分でなく、全教職員に対する研修は不

足しているため、引き続きこれまでの取り組みを進めるとともに、全教職員に対する研修を行う必要があ

る。（保健体育課） 

 

【災害時相談支援体制の充実】 

○大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定 

   県内で地震・風水害等の大規模災害が発生した場合、県民が専門家に法律や税務等の相談を行えるよう

関係団体との協定を継続した。協定団体との意見交換会等を通じて情報共有を図り、関係機関の連携を体

制を確保していく必要がある。(県民生活安全課） 

 

○被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し 

   過去の災害時に問い合わせが多かった公共交通機関、道路、ライフライン等の情報を収集し、適切に対

応できるようマニュアルの整備ができている。引き続き、総合相談体制の充実を図るとともに、毎年度検

証を行った上で、マニュアルの内容を見直す必要がある。（県民生活総務課） 

 

○県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持 

市町村に対して、災害時の消費生活相談に係る情報提供等を行い、消費生活相談への相談体制の確保を

図ってきた。災害に備え、引き続き災害時の消費生活相談に適切に対応できる体制を確保していく必要が

ある。（県民生活安全課） 

 

○災害時におけるＤＶ等被害者生活相談の周知 

   災害時におけるＤＶ等被害者の相談体制の整備のため、女性相談所及びぴゅあ総合に相談窓口（配偶者

暴力相談支援センター）を設置し、県ホームページで周知するとともに、避難所においても周知が図られ

るよう市町村に要請してきているが、被害女性の相談・一時保護は女性相談所等の最優先業務であるた

め、引き続き、相談窓口の周知と対応を市町村等関係機関と連携して行う必要がある。（男女共同参画・

共生社会推進統括官、子ども福祉課） 

 

【公共施設等の総合的・計画的な管理の推進】 

○公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

   これまでに長年にわたり整備を進めてきた公共施設・インフラの老朽化が進み今後一斉に更新時期を

迎える一方、人口減少等による財政状況の悪化や公共施設等の利用状況の変化等、公共施設等を巡る状況

の変化から従前の管理運営では自治体経営が立ち行かなくなる懸念が生じつつあることから、公共施設

等の維持・管理にかかる財政負担の軽減・平準化及び公共施設等の最適な配置を実現するため、「山梨県

公共施設等総合管理計画」を策定した。 

   今後は、同計画に基づき策定した施設類型ごとの個別施設計画等により、県が管理・所有する公共施設

等の総合的かつ計画的な管理を行っていく必要がある。（資産活用課） 
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【感染症対策の強化】 

○大規模災害時における感染対策 

避難所における感染症の発生及びまん延は被災者の健康・生命に影響を及ぼす恐れが高いが、令和６年

１月１日に発生した能登半島地震では、避難所において新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエン

ザ及び感染性胃腸炎などの感染症がまん延した。 

大規模災害発生時における避難所等の感染対策が円滑に行われるため、市町村と連携して準備を進め 

る必要がある。 
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②住宅・都市 

 

【地域防災力の強化】 

 ○耐震性貯水槽の整備の促進 
消防防災施設の整備を促進するため、市町村への消防防災施設の整備及び有効活用について、助言等を

行う必要がある。（消防保安課） 
 
○公立小中学校における避難所運営支援体制の整備 

避難所運営は本来的には防災担当部局が責任を有するものであるが、災害直後から担当者に引き継ぐ 

までの一定期間の間は、教職員が避難所に指定された学校において運営支援を担う状況が考えられる。そ

の際の「施設設備の安全点検」「開放区域の明示」などについては、学校の実態に応じて市町村と協議を

する中で手順を標準化し、各校の危機管理マニュアルに記載しておく必要がある。このような観点から、

公立小中学校に対し、「避難所開設・運営支援のマニュアル化」について市町村と連携して進めるように

各種研修会で呼びかけている。また、各市町村教育委員会に対し、学校施設利用計画について学校と連携

して整備するよう求めている。 

この結果、避難所に指定されている公立小中学校において、避難所運営マニュアルが 100％作成されて

いるが、昨今の大規模災害等を踏まえた避難所運営マニュアルの見直し等について、引き続き指導を行っ

ていく必要がある。（義務教育課） 

 

○県立学校（高等学校・特別支援学校）における避難所の開設及び運営の支援 

避難所運営は本来的には防災担当部局が責任を有するものであるが、災害直後から担当者に引き継ぐま

での一定期間の間は、教職員が避難所に指定された学校において運営支援を担う状況が考えられる。その

際の「施設設備の安全点検」「開放区域の明示」などについては、学校の実態に応じて市町村と協議をす

る中でマニュアル化し、各校の危機管理マニュアルに記載しておく必要がある。したがって、「避難所開

設・運営支援のマニュアル化」等について、県立高等学校対して、市町村と連携して進めるように各種研

修会で呼びかけている。 

この取り組みの結果、避難所指定されている県立学校において、市町村作成の避難所運営マニュアルを

共有し協力業務を円滑に実施するため、各校の危機管理マニュアル等の見直しについて、引き続き指導を

行う必要がある。（高校教育課） 

 

【帰宅困難者対策等の推進】 

 ○県庁本庁舎内の避難者の対応検討 

   災害時の帰宅困難者・滞留者の一時避難のため、県庁本庁舎等の開放の方針を作成し、また、防災新館

1 階での一時的な避難者への対応方法を決定した。災害に備え、県庁本庁舎等の開放の方針を適切に運用

する必要がある。（庁舎管理室） 

 

 ○帰宅困難者対策の推進  
 帰宅困難者の一時避難所にて必要な物資等の確保のため、コンビニエンスストア、ファミリーレストラ

ン、ガソリンスタンド等の計 11 社と協定の締結を実施し、市町村へも帰宅困難者対策にかかる周知、普

及を行ってきた。引き続き公共機関等での一時的な受け入れと避難場所への誘導方法等を検討し、協定締

結を進める必要がある。（防災危機管理課） 
 
【自立・分散型エネルギーの導入】 

○自立・分散型エネルギーの導入拡大 

 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、災害時のレジリエンス強化にも資する自家消費型太陽光

発電の導入を拡大する必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

【災害時応急対策の推進】 

 ○災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 災害時の迅速な被災情報収集や円滑な応急対策業務の実施体制の確立のため、国土地理院、中日本高速

道路（株）八王子支社、山梨県建設業協会、山梨県測量設計業協会、山梨県建設コンサルタンツ協会及び、

（公社）日本下水道管路管理業協会等と協定を締結し、協定に基づき災害時の被災情報収集や応急復旧工

事等を実施してきており、一定の成果を上げているが、担当職員の変更等により災害時における協定の円

滑な運用に支障をきたす恐れがあるため、引き続き定期的な訓練等を実施する必要がある。（県土整備総

務課、技術管理課、道路管理課、下水道室） 

 

 ○山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し 
   災害時における下水道施設の安全性や信頼性の確保や、災害時の対応体制の整備を図るため、下水道施

設の耐震化とともに、ＢＣＰ訓練の実施やマニュアルの見直し等を実施し水害対応について盛り込んだ。 
   引き続き、ＢＣＰ訓練を実施していくが、訓練時での課題や問題点をマニュアルに適切に反映していく

必要がある。今後においてもマニュアルの検証を行うとともに、検証結果に基づいたマニュアルの見直し

を必要に応じて行う必要がある。（下水道室） 
 

○災害時における建設型応急住宅建設及び賃貸型応急住宅の提供についての協力体制の推進 
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災害時、迅速に応急仮設住宅を確保するため、（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事

業協会と建設型応急住宅の建設について、また、（公社）山梨県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動

産協会山梨県本部及び（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会と賃貸型応急住宅の提供について、それぞ

れ協定を締結し、対応マニュアルの整備やマニュアルに基づく訓練を実施するなど一定の成果を上げてい

る。引き続き、マニュアルの改訂や定期的な訓練を実施する必要がある。 

また、平成２９年３月には、賃貸型応急住宅の提供について、関東近県８都県及び関係団体と広域協定

を締結したが、引き続き関東近県及び関係団体との連携を図る必要がある。（建築住宅課、住宅対策室） 

 
○公営住宅や公営住宅や職員宿舎の空室の提供マニュアルの整備・運用 

   災害時に被災者に対して公営住宅や職員宿舎の空室の提供を行うため、入居マニュアルの整備・運用を

実施してきた。引き続き、マニュアルの整備・運用を実施する必要がある。（資産活用課、住宅対策室、

企業局総務課、福利給与課） 
 
【インフラ等の長寿命化、耐震化】 

 ○水道施設の耐震化の促進 
 各水道事業者における水道施設の耐震化の促進を図ってきており、令和 3 年度末時点での基幹管路の

耐震適合率は 36.5％となっている。 
 また、各水道事業者の応急給水資機材の整備状況について調査し、整備の促進を図ってきている。 
 引き続き、各水道事業者が行う水道施設の耐震化及び応急給水資機材の整備の促進を図る必要がある。 
 大規模災害発生時には、水道施設の被災状況を把握し、給水応援の要請と活動が円滑に行われるよう、

県が調整する必要がある。（衛生薬務課） 
 
○事前伐採の推進 

県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、災害による電力供給インフラ被害の最小化を図る必要が

ある（環境・エネルギー政策課） 

 
 ○都市公園施設の長寿命化の推進 

 これまで、平成 22 年度から都市公園内の大規模集客施設及び橋梁のうち旧耐震基準のものの耐震化を

行ってきており、耐震化率は 100％（平成 24 年度末）である。 
 また、都市公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、１２県営公園において、

「山梨県公園施設長寿命化計画」の策定を行ない、計画に基づいた改修・更新工事を進めている。今後も

引き続き計画に基づいた施設の長寿命化を図る必要がある。（景観まちづくり室） 
 
 ○下水道施設の長寿命化の推進 

 これまで下水処理場の機械・電気設備の整備や幹線管渠の日常点検などにより、随時修繕や消耗部品の

取り替えを行なう中で、下水道施設の長寿命化を図ってきたが、令和２年度に下水道機能の維持のため、

下水道施設全体の長期的な施設の状態を予測しながら、施設の点検・調査・修繕・改築を実施していくス

トックマネジメント計画を策定した。今後、このストックマネジメント計画に基づき、下水道施設を計画

的かつ効率的に管理していく必要がある。（下水道室） 
 
 ○下水道施設の耐震化の推進 

 下水道施設の耐震化率は、4 流域下水道（富士北麓・峡東・釜無川・桂川）において処理場施設で約 77%、

中継ポンプ場で約 90%、管渠については約 94%である（令和４年度末）が、未整備の箇所も残っている

ため、引き続き下水道施設の耐震化の促進を図る必要がある。（下水道室） 
 
 ○県営住宅の長寿命化の推進 

 県営住宅の安全性の確保・向上を図るため、「山梨県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、更新時期を

経過した住宅の建替え、全面的改善工事、外壁・防水改修工事などを進めてきており、これまでに千塚北

団地ほか 6 団地の建替えや、三珠団地ほか 6 団地の全面的改善工事などを行い、一定の成果があった。 

 しかし、事業が未実施な建物もまだ多く、今後も経年劣化により老朽化が進行していくことから、引き

続き、計画（経年年数や需要などを基に総合的に判断した 4,214 戸の対策）に基づいた建替えや改善事業

などを実施する必要がある。（住宅対策室） 

 

【災害に強いまちづくりの推進】 

 ○都市公園の防災活動拠点機能の強化 
 「東海地震応急対策活動要領」に基づき、防災活動拠点に指定された都市公園の整備を図るため、平成

20 年度から、災害時の防災活動拠点となる６都市公園（小瀬スポーツ公園、富士北麓公園、曽根丘陵公

園、笛吹川フルーツ公園、富士川クラフトパーク及び緑が丘スポーツ公園）において施設整備、改修、バ

リアフリー化等、防災活動拠点としての第１期整備を実施してきた。 
 山梨県地域防災計画において、防災活動拠点に指定された県営都市公園については一定の防災機能整備

は完了しているが、近年の災害発生時の状況等をみると、より高い機能が求められる傾向にある。（景観

まちづくり室） 
 
○災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施 

 災害に強い市街地の形成を図るため、土地区画整理事業や市街地再開発事業等への補助を実施し、一定

の成果があった。しかし、依然として密集した市街地や低未利用地が多く存在していることから、災害に
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強い良好で健全な市街地環境を形成するため、引き続き補助事業を実施する必要がある。（都市計画課） 

 
 ○「市町村の防災まちづくり」に対する指導・助言の推進 

 各市町村が大規模災害に備え、減災にむけた「災害に強いまちづくり」と被災後の速やかな復興を図る

「復興まちづくり」を進めるため、平成 26 年 6 月に「災害に強いまちづくりガイドライン」を改訂し、

平成 27 年 3 月には、「都市復興ガイドライン」を策定したが、市町村は防災・復興まちづくりの取り組み

に慎重な状況にあるため、引き続き、市町村に対し指導・助言を行っていく必要がある。（都市計画課） 
 

○空き家対策の推進 
   平成 27 年 5 月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、空き家対策の実施主体である市町

村に対し、空き家等対策市町村連絡会議による技術的支援や財政的支援を行なってきた。その結果、市町

村において実態調査を終え対策計画の策定が進むなど、一定の成果があった。 
 しかし、危険な空き家の解消は十分進んでいない状況であり、国においても令和 5 年 6 月に空家等対策の

推進に関する特別措置法を改正したところであることから、引き続き、空き家対策を推進する必要があ

る。（住宅対策室） 
 

【建築物等の耐震対策の推進】 

 ○私立学校の耐震の促進 

   私立学校耐震診断実施事業費補助金により、私立学校の耐震診断を促進し（平成 24 年度～平成 26 年

度）、安心こども基金耐震化支援事業費補助金（幼稚園を対象：平成 24 年度～平成 28 年度）や私立学校

施設整備費補助金（文科省事業）を活用し、私立学校の耐震化を推進している。この結果、私立学校の令

和 4 年度末における耐震化率は 89.5％となった。 

しかしながら、耐震化が未実施の施設があることから、更なる学校施設の安全確保を図るため、補助事

業の活用を働きかけるなど、引き続き耐震化を促進する必要がある。（私学・科学振興課、子育て政策課） 

  

○有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 
国・県指定の有形文化財（建造物）の耐震対策のため、解体修理工事補助に併せて耐震対策のための構

造補強工事等に対しても助成を実施し、平成 8 年度から令和 5 年度までに 18 棟の耐震対策を終了してい

る。 
   国・県指定の有形文化財（建造物）の解体修理工事は、長期間（約 100 年から 300 年ごとに実施）、か

つ多額の費用がかかるが、それに併せて、今後とも耐震対策を計画的かつ着実に実施する必要がある。（文

化振興・文化財課） 
 

 ○住宅の耐震化の促進 

 住宅の地震に対する安全性の向上のため、昭和 56 年 5 月以前に着工された木造住宅については、耐震

診断の無料実施や耐震改修工事等への補助を行い、耐震化の促進を図っている。しかし、耐震化が未実施

の木造住宅はまだ数多くあることから、対策が必要な住宅所有者に対する耐震化への啓発活動を強化し、

引き続き木造住宅の耐震化の促進を図る必要がある。（建築住宅課） 

 

 ○避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

   地震発生時における建築物の倒壊等の防止や避難路を確保するため、市町村が指定する避難路沿道に

ある耐震診断が義務となる建築物の診断・設計・改修等の経費に対し補助を実施しており、一定の成果が

あるが、全対象建築物の耐震化を目指して、補助事業を継続する必要がある。 

 今後は、耐震診断結果の未報告者に対し報告を求めるとともに、耐震性能が低い建築物については、耐震改

修工事等を促す必要がある。（建築住宅課） 

 

 ○被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 

 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定を迅速かつ適切に実施するため、（一社）山梨県建

築士会と被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定を締結するとともに、判定士の養成講習、模擬

訓練、判定業務マニュアル等の研修を実施し、判定士の登録及び技能の向上を図ってきており、令和 4 年

度末において建築物応急危険度判定士 1,230 人、被災宅地危険度判定士 547 人を登録している。今後も判

定士の安定した人員確保や技能の向上のため、引き続き養成講習等を実施する必要がある。（都市計画課、

建築住宅課） 
 
 ○県立学校（高等学校・特別支援学校）校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 
   屋内運動場等の吊り天井の落下防止対策は、平成 27 年度までに完了している。 

これ以外の非構造部材について、平成 30 年度及び令和元年度の 2 カ年で専門家による耐震点検を終

え、耐震性に問題のある非構造部材を明らかにした。 
今後は、耐震性に問題のある非構造部材について修繕等による耐震対策を図っていく必要がある。（学校

施設課） 
 
 ○公立小中学校の校舎、屋内運動場及び武道場の非構造部材の耐震対策 
   屋内運動場等の吊り天井等以外の非構造部材については、令和 5 年 4 月 1 日現在の対策実施率は 67.6%

となっている。（学校施設課） 
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【地域活性化との連携】 

 ○買い物弱者対策への支援 

地域の商店や商店街等が買い物環境の利便性向上に向けた取組を行うことにより、地域コミュニティ 

としての役割を果たすことが、災害時の連携体制や要援護者の把握など、地域防災力の向上につながるた

め、市町村と連携して商店や商店街等が行う買い物弱者対策への支援を行う必要がある。（産業政策課） 
 
【関係機関との連携】 

○電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 
   県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、本県の電力供給体制をより一層、強化する必要がある。

（環境・エネルギー政策課） 
 
【デジタル技術の活用】 

○現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進 

  ドローンを用いた測量や ICT 機器による効率的な施工等、その利活用は一部の企業に留まっており、中

小規模の建設企業などには普及していない状況であるため、全ての企業が普段使いの技術として使用可能

な状況となるよう、更なる普及拡大を図る必要がある。（技術管理課） 
 
○災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

災害発生時において、立ち入り困難な被災現場での的確な情報収集やそれをもとにした早期の復旧のた

めの計画づくり等を行う上で、的確かつ効率的に行うためには、ドローン等の機材の整備や職員が操作で

きる体制を整えておく必要がある。（県土整備総務課、技術管理課、道路管理課、治水課、砂防課） 
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③保健医療・福祉 

 

【福祉避難所等の運営体制の充実等】 

○市町村における個別避難計画の作成支援 
   災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村に対し、個別避難計画の策定を依頼

するとともに、県内における計画作成未着手の市町村数をゼロとするため、県としても避難行動要支援者

対策に関する有識者等の派遣や、各自治体が抱える課題に沿った研修の実施等による支援を行い、実践的

な作成支援をしていく。（防災危機管理課） 
災害発生直後にととまらず、中長期における要配慮者の生活全般を見据えた個別避難計画の作成を支援

していく。（福祉保健部） 
 

○避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

   災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村が地震防災訓練などを通して避難

行動要支援者などに配慮した避難所の設置・運営訓練の実施を促している。 

引き続き、地震防災訓練等を通じて、市町村による要配慮者に配慮した避難所の設置、運営訓練の実施

等を促す必要がある。（防災危機管理課） 
 

 ○女性や子育て家庭、要配慮者に配慮した避難所運営の推進 

 災害時における女性や子育て家庭、要配慮者のニーズに対応した避難所運営を推進するため、地震防災

訓練において、福祉避難所を開設するとともに、避難所内でも授乳室などの設置訓練を実施し、女性や子

育て家庭、要配慮者による避難所運営の認知度を高めてきているが、十分とは言えない。このため、引き

続き防災訓練、学習会等の機会を捉えて、女性や要配慮者の避難所運営への参加について、啓発や周知を

行う必要がある。（防災危機管理課） 
 
 ○要援護者のためのマニュアルの作成 

災害時の要援護者支援対策推進のため、山梨県社会福祉協議会に補助を行い、これまでに要援護者のた

めのマニュアルを作成（平成 25 年度）し、市町村社会福祉協議会に配付するなど、一定の成果を上げて

いる。 
   今後は、福祉避難所設置・運営訓練等を通じたマニュアルの適切な運用や適宜の見直しなどが必要であ

る。（福祉保健総務課） 
 

 ○災害時要援護者の避難誘導･福祉避難所の開設訓練の実施 

 災害時の円滑な福祉避難所の設置・運営、要援護者に対する避難誘導、ボランティアの受け入れ及び派

遣体制の整備のため、山梨県社会福祉協議会に補助を行い、これまで、各市町村及び各市町村社会福祉協

議会を対象に福祉避難所設置・運営訓練を実施し、一定の成果を上げている。 

 今後も、訓練の実施拡大を図る必要がある。（福祉保健総務課） 
 
 ○ボランティアコーディネーター養成等の促進 

 市町村社会福祉協議会に配置しているボランティアコーディネーター等の資質向上のため、山梨県社会

福祉協議会に補助を行い、これまで、研修会を開催し、ボランティアのマッチング技術の向上等について

一定の成果を上げている。 

 今後も継続的な研修会の実施や、ボランティア団体・民生委員・住民等の連携体制づくり、関係者の防

災意識の高揚を図る必要がある。（福祉保健総務課） 

 

 ○ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

 災害時の円滑なボランティアの受け入れ及び派遣体制の整備のため、山梨県社会福祉協議会に補助を行

い、これまで、各市町村社会福祉協議会を対象に災害ボランティアセンター設置・運営の研修及び実動訓

練を実施し、一定の成果を上げている。 

 今後も、訓練の実施拡大を図る必要がある。（福祉保健総務課） 

 

○災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 
   平成 27 年 3 月に「災害時の栄養・食生活支援マニュアル」を作成し、各市町村の防災危機管理担当部

署及び健康づくり所管課にマニュアルを送付した。平成 27 年度及び 28 年度は、県内の行政栄養士を対
象に研修会を開催し、災害時栄養・食生活支援活動の必要性、災害が発生した場合の市町村災害対策本部
と栄養・食生活支援担当者、関係団体との連携モデルを提示し、市町村における栄養・食生活支援の体制
づくりを働きかけた。また、平成 29 年度からは、各保健所から市町村へマニュアルの周知をしている。
市町村における災害時の栄養・食生活支援ができるようマニュアルの活用促進と定期的なマニュアルの
見直しを行う必要がある。（健康増進課） 

 
【社会福祉施設の防災資機材等の整備】 

 ○高齢者施設における防災資機材等の整備促進 
高齢者施設の防災資機材等の整備のため、各施設の運営指導において施設ごとの整備状況を確認すると

ともに、不備等があった場合には改善を指導しているが、引き続き、防災資機材等の整備を促進する必要

がある。（健康長寿推進課） 
 



施策分野ごとの脆弱性評価結果（保健医療・福祉） 

219 
 

○障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進 
 これまで、指定障害者福祉施設に対する実地指導（毎年度、約 100 ヵ所に実施）の中で、防災資機材

（ラジオ等）等の整備状況の確認及び整備促進の指導を行ってきており、一定の成果を得ている。 
  引き続き、障害者福祉施設に対する実地指導等の中で、防災資機材等の整備状況を確認するとともに、

不足する資機材等については整備を促す指導を行う必要がある。（障害福祉課） 
 

〇児童福祉施設における防災資機材等の整備促進 
児童福祉施設（保育所、児童養護施設等）の防災資機材等の整備のため、各施設の整備状況の確認と必

要な整備を促す指導を実施してきている。 
  保育所、認定こども園の通所施設は、保護者による児童の引き取りまでの間、児童を保護する必要があ

るが、概ね 1 日程度の食料・飲料水の備蓄があれば、当面対応できると考えられる。 
  児童養護施設等の入所施設は、食料・飲料水の備蓄を通常の食材の確保と一体的に行っており、各施設

の状況に応じた必要量を、非常食も含めて備蓄している。 
  引き続き、適切な食料・飲料水の備蓄と防災資機材等の整備を指導するとともに、監査実施時に、備蓄

の状況等を確認する必要がある。（子育て政策課、子ども福祉課）  
 
【災害時要援護者等の支援体制の充実】 

 ○災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設の利用の促進 
高齢者施設を在宅で援護を必要とする高齢者の避難所として活用するため、市町村と施設で協定を締結

するよう助言してきており、各市町村で協定締結が進められている。 
   引き続き、在宅の要援護者が高齢者施設を利用する体制の構築を進める必要がある。（健康長寿推進課） 
 
○高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討 

高齢者施設が被災し入所者の避難が必要となる事態を想定し、他施設で入所者を受け入れるための体 

制整備について、日頃から施設ごとの受け入れ可能数や運用上の課題等の検討を行うことなどを周知し、

協力を依頼している。 
  引き続き、被災入所者を他施設で受け入れる体制整備を促進する必要がある。（健康長寿推進課） 

 
 ○災害時の介護支援者の確保推進 

 災害時に必要な介護支援者を確保するため、介護職員初任者研修の実施事業者の指定及び適正な研修実

施を進めてきており、介護職員養成の機会増を図っている。 
 災害の発生に備え、引き続き、介護支援者の確保を進める必要がある。（健康長寿推進課） 

 
 ○障害者福祉施設間での利用者の受け入れ及び職員等の協力体制の構築 

 山梨県障害者自立支援協議会において、災害時に障害者福祉施設間での被災障害者の円滑な受入れが可

能となるよう事務処理フローを定めた。 

 引き続き、事務処理フローをもとに、情報伝達、被災障害者の移送、受入れ後の施設（避難所）におけ

る支援等が円滑に実施できるよう体制を構築する必要がある。（障害福祉課） 
 
 ○障害者に対する情報支援体制の構築 

 被災時における聴覚障害者への情報支援について、手話ボランティアの派遣マニュアルの見直しを行

い、今後は、災害時における対応を各市町村と具体的に検討を行う必要がある。 

 また、新たに発達障害者が情報支援の対象として国の方針に位置付けられたことを踏まえ、支援体制を

どのようにしていくか検討する必要がある。（障害福祉課・子ども福祉課） 
 
○災害時要援護者等の避難場所としての児童福祉施設の利用の促進 

  災害時の一時避難所として、児童福祉施設を活用することについて、児童養護施設等の本来機能を著しく
低下させない範囲で市町村に助言することとしているが、施設の規模や市町村防災計画における位置付
け等、市町村における対応にばらつきがある状況となっている。引き続き、相談があった場合は、個々の
状況に応じた助言を行う必要がある。（子ども福祉課） 

 
【災害時医療救護体制の充実】 

○防疫業務を迅速に実施できる体制の確保 
防疫業務を迅速に実施できる体制の確保を目的として、平成 25 年 4 月に山梨県ペストコントロール協

会と「大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定」を締結した。 
協定により他の都道府県のペストコントロール協会の協力を得て県内の防疫業務を実施できる体制が

担保されており、有事の際は、専門性を生かした効果的・効率的な防疫業務が期待できる。 
引き続き、協会との円滑な連絡体制の整備を行う。（感染症対策グループ） 

 

○災害時における保健医療救護の協力体制の構築 

 災害時の保健医療救護協力体制の構築のため、山梨県医師会、山梨県歯科医師会、山梨県薬剤師会、山

梨県看護協会、山梨県臨床検査技師会、山梨県整骨師会、及び大規模災害リハビリテーション支援関連団

体協議会（ＪＲＡＴ）と、災害時の避難所等への医療従事者等の派遣について協定を締結するなど一定の

成果を上げている。引き続き、必要に応じた協定内容の見直しを行う必要がある。（福祉保健総務課、医

務課、衛生薬務課） 
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○病院の耐震化の促進 
 これまで、災害拠点病院の耐震化を図っており、10 病院のうち 9 病院については耐震化が完了する等、

一定の成果を上げている。 
災害拠点病院以外の病院についても、耐震化が未実施の病院があることから、引き続き、耐震化を促進

する必要がある。（医務課） 
  

○広域医療搬送等の実践的な災害医療訓練の実施 
 災害時の医療救護対応能力の向上を図るため、大規模災害時保健医療救護マニュアルに基づき、各保健

所と管内医療機関等が連携した情報伝達訓練や県保健医療救護対策本部運営訓練を実施することにより、

一定の成果は上がっている。引き続き、関係機関のより一層の対応能力の向上を図るため、参加団体や訓

練内容を見直しながら訓練を実施する必要がある。（医務課） 
 
 ○医療救護の広域応援体制の整備（DMAT 等の保健医療活動チームの機能強化等） 

 災害時の救助・救急体制の不足への対応や、保健医療救護対策本部の円滑な運用のため、ＤＭＡＴ（災

害派遣医療チーム）をはじめとした保健医療活動チーム等の養成を進めており、災害拠点病院等と協定を

締結し、保健医療活動チーム等を迅速に派遣できるよう環境の整備を行っている。 
 また、大規模災害時保健医療救護マニュアルを改正し、受援体制のマネジメント機能等の強化を図った。 
 引き続き、実動訓練等を通じて、広域応援体制の維持や強化に努める必要がある。（医務課） 

 
 ○ドクターヘリの効果的運用 
   救命率の向上を図るため、平成 24 年 4 月から山梨県立中央病院を基地病院として、本県全域を対象に

山梨県ドクターヘリの運用を開始している。平成 26 年 7 月には、神奈川県及び静岡県とドクターヘリの

広域連携に係る協定を締結し、広域的な救急医療体制が整備された。 
   引き続きドクターヘリを活用した専門医による治療と医療機関への患者搬送、自県ドクターヘリや隣

接県ドクターヘリを活用した県域外医療機関への患者搬送等により救命率の向上を図っていく必要があ

る。（医務課） 
 
 ○広域的な重症患者搬送体制の確保（SCU（広域医療搬送拠点臨時医療施設）の整備） 
   広域的な重症患者搬送体制の確保のため、ＳＣＵの設置・運営訓練や資機材の整備を行ってきており、

一定の成果を上げている。 
   今後も、資機材の整備等、ＳＣＵの機能維持を図るとともに、引き続きＳＣＵを使用したトリアージ

（患者の緊急度や重症度を判定して治療や後方搬送の優先順位を決める）及び広域搬送訓練を実施する

など、大規模災害の発生に備えた体制の強化を図る必要がある。（医務課） 
 
 ○災害拠点病院の機能確保に向けた施設・設備整備の支援 
   現在、災害拠点病院として指定を受けている病院のうち、一部の建物が耐震構造を満たさない病院や、

令和６年４月より指定要件に追加される浸水対策が十分ではない病院もあるため、災害拠点病院の要件

充足に向けた整備を促していく必要がある。（医務課） 
 
○病院における業務継続計画（BCP）の策定･活用の推進 

災害拠点病院にあっては、平成 31 年 3 月までにＢＣＰの整備及び整備されたＢＣＰに基づいた研修等
を実施することが指定要件とされており、全ての災害拠点病院でＢＣＰが整備されているが、その他の病
院では未整備の施設もあることから、引き続きＢＣＰの策定を促していく必要がある。（医務課） 

 
○災害時における保健指導マニュアル（保健師活動マニュアル）の活用 
 災害時の健康相談や健康指導などの保健師活動の基本的かつ実践的な内容を標準化するため、災害時に

おける保健師活動マニュアルを平成 16 年 3 月に作成し、その後は大規模災害時保健医療救護マニュアル

等の改正に伴い、マニュアルの改正を行っている。また、県内保健師を対象に研修会を開催し、マニュア

ルの活用について周知を図ったことにより、各所属において、マニュアルを活用した研修会や訓練が行わ

れるなど、成果は上がっている。 
今後も引き続き、マニュアルの評価を行うとともに、平時から災害時を想定した準備をしておく必要が

ある。（医務課） 
 
○医薬品等の備蓄・供給体制の整備 
 医療救護に必要な医薬品等の調達を円滑に行うため、山梨県医薬品卸協同組合と協定及び保管管理委託

を締結し、医療救護活動に必要と思われる医薬品等の備蓄を行っており、毎年度、備蓄品目の見直しを行

ってきている。 
 また、備蓄の委託先の建物の耐震性能の確認を行うなど、医薬品等の安全な保管に努めている。 
 なお、平成 26 年度には、（一社）日本産業・医療ガス協会と、平成 27 年度には山梨県医療機器販売業

協会と、令和元年度には関東甲信越臨床検査薬卸連合会と、それぞれ協定を締結し、災害時の医療ガス・

医療機器等の円滑な供給体制の構築を図った。 
 引き続き、備蓄品目の見直しや検討を行っていくとともに、想定を超えて交通が麻痺し、緊急対応が必

要となった場合の対応策を検討する必要がある。（衛生薬務課）    
 
○災害時の心のケア支援体制の整備（DPAT（災害派遣精神医療チーム）の機能強化） 

 県立北病院の医師等が国の先遣隊研修に参加し、先遣隊として発災後直ちに活動できる体制を構築する

とともに、他都県との実動訓練等への参加を通じ、関係チームとの協働による支援体制の整備を行ってい
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る。 

引き続き、DPAT の登録チームの拡大や県外からの DPAT の受け入れ体制の確立など体制の強化に取り組

む必要がある。（健康増進課） 
 
○透析患者の支援体制の整備 
 災害時の人工透析医療提供体制の維持・整備のため、平成 23 年度から県内人工透析医療機関において

同意を得た透析実施患者情報を患者の居住地別に作成し、市町村等の関係機関と共有する体制を構築して

いる。この体制は県内の人工透析患者全数ではないため、同意を得られない患者に制度について理解して

もらうとともに、県外医療機関を受診する患者を把握する必要がある。 

 各透析医療機関の被災・感染の状況、支援要請等の情報を集約・共有し、患者受入先を調整する仕組み

がなく、透析患者や家族、透析医療機関には自助・共助の意識が低い。加えて、平常時・災害時ともに、

患者受入可能数などを把握できるシステムがない。そのため、医療機関等と連携して体制構築を進めてい

く必要がある。（健康増進課） 
 
 ○放射線の影響に関する相談体制の整備 

 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故発生による健康相談に対応するため、健康相談マニュアルを作
成し、必要に応じてスクリーニング検査を実施するなど、相談窓口を開設し体制の強化を図ってきたとこ
ろである。引き続き、原子力発電所事故による放射線の影響に係る健康相談体制の整備について、実効性
のある健康相談事業が実施できるよう相談体制を整備する必要がある。（健康増進課） 

 
【建築物等の耐震対策の推進】 

○保育所等の耐震化の促進 

   安心子ども基金等を活用し、改修等を行った結果、耐震改修促進法に基づく県内における階数２以上で

500 ㎡以上の保育所 29 棟については、すべての園において耐震化実施済であるが、法に定めのない小規

模の保育所等も、施設の安全確保を図っていく必要がある。 

 
【地域活性化との連携】 

 ○老人クラブの活動への支援 

   高齢社会における生きがいづくり、健康づくりに重要な役割を担う老人クラブの活動への支援は、高齢

者福祉の増進とともに、地域コミュニティの活性化や災害時の避難行動等の災害対応力の強化に資する

ものであることから、引き続き支援を行う必要がある。（健康長寿推進課） 

 

【流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備】 

○流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備 

   県内に流通する食品及び水道水の放射性物質検査を平成 24 年から令和 5 年まで実施し、流通食品及び

水道水の安全性を確認してきた。また、残留農薬の検査も毎年実施してきた。 
今後も、大規模災害の発生に備え、確実な検査体制を整備する必要がある。（衛生薬務課） 

 

【感染症対策の強化】 

○大規模災害時における感染対策 

避難所における感染症の発生及びまん延は被災者の健康・生命に影響を及ぼす恐れが高いが、令和６年

１月１日に発生した能登半島地震では、避難所において新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエン

ザ及び感染性胃腸炎などの感染症がまん延した。 

大規模災害発生時における避難所等の感染対策が円滑に行われるため、市町村と連携して準備を進め 

る必要がある。 
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④エネルギー 

 

【クリーンエネルギーの導入】  

○木質バイオマスの利活用の推進 

 未利用材のエネルギー利用を促進するため、未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により

発生する木質バイオマスの運搬に対し助成を行った。 

引き続き目標達成に向け、移動式チッパー導入への支援などにより、利用施設への木質バイオマスの供

給拡大を図る必要がある。（林業振興課） 

 

 ○小水力発電の推進 

   災害リスクを回避・緩和するため、電源の多様化や自立・分散型電源の普及に向け、固定価格買取制度

を活用した小水力発電施設の開発に取り組んでおり、引き続き事業を推進し、電力供給量を増加する必要

がある。（電気課） 

 

○水力発電の推進 

  電力の安定供給、並びに電源の多様化によるエネルギーセキュリティの確保に向け、長期改修計画を策

定し、発電施設の健全性の向上に取り組んでいる。引き続き、県営水力発電所の施設整備を進める必要が

ある。（電気課） 

 

○水力発電の機能強化 

  自立・分散型電源の普及によるエネルギーセキュリティの確保に向け、市町村に設置されている県営水

力発電所は、停電時に自立電源として活用できるよう機能強化を図る必要がある。（電気課） 

 

【自立・分散型エネルギーの導入】 

○自立・分散型エネルギーの導入拡大 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、災害時のレジリエンス強化にも資する自家消費型太陽光

発電の導入を拡大する必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

 ○プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進 

 自動車から排出される温室効果ガスの削減とともに、災害時の電源喪失時の代替電源としても活用出来

る PHV・EV・FCV の普及拡大を図る必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

【関係機関との連携】 

○事前伐採の推進 

県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、災害による電力供給インフラ被害の最小化を図る必要が

ある（環境・エネルギー政策課） 

 
○電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

   県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、本県の電力供給体制をより一層、強化する必要がある。

（環境・エネルギー政策課） 
 

【災害時における燃料確保の推進】 

 ○災害時における燃料確保の推進 
 平成 24 年 3 月、山梨県石油協同組合と災害時の燃料の優先供給に係る協定を締結しているが、一般客

への供給も行われるため、大規模災害時に主要幹線道路が寸断され県外からの燃料供給が断たれた場合、

燃料が枯渇する恐れがある。 
このため、救援・救助活動等を間断なく実施するため、平成 26 年 11 月に、同組合と緊急車両等に供給

する燃料を県内の中核給油所及び小口配送拠点に備蓄促進する協定を締結し、燃料の安定供給を図って、

引き続き、燃料の備蓄を促進する。（防災危機管理課） 
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⑤金融 

 
【災害に備えた融資制度・体制の啓発及び拡充】 
○中小企業に対する地震災害防止対策資金の啓発及び拡充の検討 

大規模地震発生に備え、工場や店舗等の耐震化、防災設備の整備等を促す必要があり、そのための融資

制度について、ホームページ等を活用して普及啓発に努めている。引き続き制度の周知、普及を行う必要

がある。（産業振興課） 
 
○災害時における金融相談体制の充実・融資制度の周知 

災害発生時は、金融相談窓口に中小企業の資金繰りや復旧に向けた融資の相談が集中することが想定さ

れるため、相談体制を拡充する必要がある。（産業振興課） 
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⑥情報通信 

 

【防災・災害情報提供体制の整備】 

 ○被災者に対する情報提供 
   災害時は、各報道機関との放送（報道）協定に基づく放送（報道）の要請を行い、テレビ・ラジオ・新

聞紙面を活用した適時適切な情報提供を行う必要がある。また、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した多様

な手段による情報提供を行う必要がある。（広聴広報グループ） 
災害に関するホームページなどからの問い合わせについては、即時性を求める内容の投稿もあるため、

迅速な対応に努める必要がある。（広聴広報グループ） 
  

 ○災害時広報活動マニュアルの運用 
   県民への災害情報の迅速かつ確実な提供体制の確保のため、令和元年度に災害時広報活動マニュアル

を改訂したところであるが、引き続きマニュアルを随時点検し、必要に応じ見直す必要がある。（広聴広

報グループ） 
 
 ○外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 
  外国人住民の防災意識を高めるため、外国人向けの災害ガイドブック（7 カ国語）を平成 23 年度に作

成し、各市町村、関係機関等に配布した。併せて災害ガイドブックをホームページで公開している。 

 県国際交流協会と連携し「災害時ボランティアセミナー」「地域住民防災力向上事業」を実施した。 

 「やまなし外国人相談支援センター」（令和元年 8 月開設）を設置し、在留外国人に対する生活・就労

等に関する情報提供や相談対応を実施している。 

    また、外国人住民は社会的な出入りがあることから、防災意識を高めるとともに、災害ガイドブックの

配布や県ホームページでの公開を毎年度継続して実施する必要がある。（男女共同参画・共生社会推進統

括官） 

 令和元年度に「山梨県災害多言語支援センター」に係る協定を山梨県国際交流協会と締結した。（男女

共同参画・共生社会推進統括官、観光振興課） 

 令和 2 年度に整備した防災ポータルの多言語情報発信を実施している。（男女共同参画・共生社会推進

統括官、観光振興課） 

 
○外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

 令和元年度に改訂した「外国人旅行者への災害時対応マニュアル」及び令和 2 年度に作成した「災害時

外国人旅行者向けフードコミュニケーションカード」の活用を促進した。 
 令和元年度に「山梨県災害多言語支援センター」に係る協定を山梨県国際交流協会と締結した。 

   令和 2 年度に整備した防災ポータルの多言語情報発信を実施している。 
引き続き災害時における外国人旅行者の安全な避難行動を支援するため、観光や防災に関する情報を 

多言語で提供できる体制を構築する必要がある。 
 
【県庁の災害対応力の強化】 

 ○各種システムの緊急時運用体制の確立 

 緊急時運用体制については、DX・情報政策推進統括官所管の情報システム等は「ICT-BCP」を、各事業

課所管の情報システムは「緊急時対応計画」を、それぞれ適切に運用することとしており、これらの継続

的な見直し・充実が必要である。 

 電力供給が停止した場合、非常用発電機により情報システムの稼働継続は可能だが、停電が長期にわた

る場合、稼働継続は困難となる。情報通信基盤については、万一の切断等に備え、回線の冗長化等を一層

進める必要がある。（平成 24 年度に、（一社）山梨県情報通信業協会と「災害時における資機材提供等の

協力に関する協定」を締結し、光ファイバ網及び庁内ネットワーク等の早期復旧のために必要な資機材の

提供等の支援を受けることとした。） 

 

○公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 

  災害時等における県民等の通信手段の確保を図るため、防災拠点等となっている県有施設に山梨県無

料公衆無線ＬＡＮ（山梨県 FreeWi-Fi）の整備を行った。引き続き、民間サービス提供事業者や市町村と

連携を図りながら、災害時等を想定した公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進を図る必要がある。（ＤＸ・情報

政策推進統括官） 

 

○被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

主要な情報システムについて、大規模災害を想定した地震対策、水害対策、停電対策等が施され、情報

の安全性・可用性が確保されたデータセンターに設置するとともに、データの破壊・消失時に最新に近い

状況に速やかに復旧できるようにバックアップデータについてもシステムが設置されているデータセン

ターとは別の場所にオンラインで日々保管する必要がある。（ＤＸ・情報政策推進統括官） 

 
【発災後のインフラ復旧対策の推進】 

 ○発災後のインフラ復旧対策の推進 

   防災体制の見直しに伴い、県及び関係機関のより一層の対応力の強化を図るため、関連マニュアルの整

備や実効性ある訓練の実施等、災害時のインフラ復旧対応力の向上を図る必要がある。（防災危機管理課） 



施策分野ごとの脆弱性評価結果（情報通信） 

225 
 

令和元年東日本台風の豪雨により主要交通網の脆弱性が露呈したことから、交通や輸送の機能が途絶し

又は混乱した場合において、これらの機能や秩序を速やかに回復し、緊急輸送などを円滑に行う必要があ

る。（交通政策課・道路管理課） 
 
【被害情報の収集体制の確立】 

 ○ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立 
 災害発生時の映像による被害状況等の情報収集体制の確立において、消防防災ヘリコプター「あかふじ」

からのテレビ伝送システムは欠かすことのできない手段である。映像による被害状況等の情報収集体制の

充実のため、引き続き消防防災ヘリコプター「あかふじ」からのテレビ伝送システムを活用する必要があ

る。（防災危機管理課） 
 
 ○高所監視カメラ・テレビ会議システム等による被害状況収集体制の確立 

 災害発生時において、現地の被害状況を迅速に収集する体制の確立に、各合同庁舎に設置した高所カメ

ラの映像や、テレビ会議システムは欠かすことのできない手段である。引き続き、災害発生時の被害状況

を迅速に収集する体制の充実のため、各合同庁舎に設置した高所カメラやテレビ会議システムを活用する

必要がある。（防災危機管理課） 
 
 ○被災状況等の効果的情報収集体制の強化 
   被災情報収集体制の整備及びヘリコプターテレビ伝送システムによる被災状況等の情報収集体制の強

化を図るため、無線及び電話の不通に備え、衛星携帯電話及び災害発生時優先電話の配備拡大を図るとと

もに、県警察ヘリコプター「はやて」の早期運用と同機搭載のヘリコプターテレビ伝送システムを有効に

活用した被災状況の映像送信に係る訓練を実施してきているが、より効果的な情報収集体制の確立のた

め、引き続き衛星携帯電話及び災害発生時優先電話の拡充について検討するとともに、「はやて」を活用

した訓練等を継続して実施する必要がある。（警察本部） 
  

【通信機能の強化】 

 ○災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝

達体制の確立 
富士山噴火時の迅速な情報収集・伝達のためローカル５Ｇなどの高速通信網の整備や地上波だけでなく

スターリンクなどの衛星回線での多重化を図ることで迅速かつ確実な情報通信網を整備するとともに、文

字・音声情報だけでなく映像・画像通信により「分かり易い」情報通信体制を整備する。（火山防災対策

室） 

また、災害時における被害情報収集・伝達体制の確立のため、県、市町村、消防本部、防災関係機関に

設置されている防災行政無線の維持管理や設備の更新を行うとともに、災害時における活動拠点となる都

市公園等に防災行政無線を増設するなど通信機能の強化を図っている。引き続き、安定した通信確保を図

るため、施設の維持管理と整備を行う必要がある。（防災危機管理課） 
  

 ○消防救急デジタル無線の広域化・共同化の推進 

引き続き、広域的な機動性の確保とともに、災害に強い情報通信体制の整備を進めていくため、消防救

急デジタル無線の広域化・共同化の働きかけを行う必要がある。（消防保安課） 

  

 ○災害時の災害拠点病院等における通信機能の確保 
   災害時、回線の混雑や切断に左右されない通信手段を確保するため、災害拠点病院、透析医会会員各医

療機関等に衛星携帯電話を整備するとともに県保健医療救護対策本部において庁内ＬＡＮが使用できな

い場合に備え、県本部のＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）が衛星回線にアクセスできるデータ

通信環境を整備するなど、一定の成果を上げている。 
   また、平成 27 年度末時点で、全ての病院及び全市町村のＥＭＩＳへの加入が完了したところであるが、

有床診療所については未加入の施設がある状況となっている。 
   今後は、整備された衛星回線を積極的に利用して訓練を実施するとともに、ＥＭＩＳに未加入の有床診

療所へ加入を促していく必要がある。（医務課） 
 
 ○警察署等の通信付帯施設の老朽化対策の検討 

 これまでの警察署通信施設点検等の結果、無線通信空中線（アンテナ）を支持する組立鋼板柱の経年劣

化が判明しており、災害発生時の倒壊等を防止するため、引き続き計画的に改修等の検討を行う必要があ

る。（警察本部） 
 
 ○警察署等の災害時電源確保対策の検討 

 停電時の電源の確保のため、警察署等に自家用発動発電装置を設置しており、一定の間の電源確保の体

制は整備されている。 
しかしながら、燃料容量には限りがあり、長期にわたる停電が発生し、燃料の補給が困難となった場合

には、発動発電機が停止して通信施設の電源供給が絶たれてしまうおそれがあることから、引き続き警察

署等の庁舎建替時に外部から発電装置を持ち込めるよう、移動用発電設備の受電口の整備を行う必要があ

る。（警察本部） 
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⑦産業構造 

 

【発災後のインフラ復旧対策の推進】 

 ○発災後のインフラ復旧対策の推進 

 防災体制の見直しに伴い、県及び関係機関のより一層の対応力の強化を図るため、関連マニュアルの整

備や実効性ある訓練の実施等、災害時のインフラ復旧対応力の向上を図る必要がある。（防災危機管理課） 

令和元年東日本台風の豪雨により主要交通網の脆弱性が露呈したことから、交通や輸送の機能が途絶し

又は混乱した場合において、これらの機能や秩序を速やかに回復し、緊急輸送などを円滑に行う必要があ

る。（交通政策課・道路管理課） 
 
【自立・分散型エネルギーの導入】    

○自立・分散型エネルギーの導入拡大 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、災害時のレジリエンス強化にも資する自家消費型太陽光

発電の導入を拡大する必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

 ○プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車の普及促進 

自動車から排出される温室効果ガスの削減とともに、災害時の電源喪失時の代替電源としても活用出来

る PHV・EV・FCV の普及拡大を図る必要がある。（環境・エネルギー政策課） 

 

【中小企業に対する災害時支援制度の充実等】 

 ○「事業継続力強化計画」認定の促進 

   平成 28 年 10 月に県、東京海上日動火災保険(株)及び商工団体等で、「事業継続計画（ＢＣＰ）策定支

援等に関する協定」を締結し、協定締結団体が連携して取り組みを行った結果、令和４年度末時点におけ

る県内中小企業の「事業継続力強化計画」認定数は 398 社となった。 

 令和 4 年度からは、県のイノベーション補助金において、事業継続力強化計画の認定を受けた企業への

加点制度を導入し、計画策定への意欲を高める取組を行っている。 （産業政策課） 

 

○「事業継続力強化支援計画」策定の促進 

 国では、小規模事業者支援法を令和元年６月に改正し、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業

の一環として、中小企業者の防災・減災対策を支援する「事業継続力強化支援事業」を新たに位置付け、

商工会及び商工会議所が市町村と共同して中小企業者の事業継続力強化を支援するための「事業継続力強

化支援計画」を策定し、県知事が認定する制度を創設した。 

 県は、商工会・商工会議所及び該当市町村に計画策定の働きかけを行うため、令和２年１０月に「事業

継続力強化支援計画の申請ガイドライン」を策定・公表し、令和４年度末に２４団体が計画を策定した。

（産業政策課） 

 

【富士山観光客等避難対策の推進】 

 ○富士山五合目以上の区域における観光客等避難対策の推進 
 富士山五合目以上の区域においては、大雨の影響によりスバルラインが通行止めとなり、一時的な登山

客及び観光客の滞留が発生したが、迅速な対応ができたため大きな影響は生じなかった。しかし、復旧に

数日間を要する事態が発生した場合には、多数の滞留者が発生するため、滞留者への水・食料や一時避難

場所の提供及び速やかに麓まで避難（下山）させる方法を検討する必要がある。 
 富士山の噴火に備えるためのヘルメットや防塵マスク等の十分な配備、来訪者への注意喚起や迅速な避

難のための火山情報の提供方法も検討する必要がある。（防災危機管理課、世界遺産富士山課、治山林道

課、道路管理課、警察本部） 
 
【災害によるインフラ被害の最小化】 

○事前伐採の推進 

県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、災害による電力供給インフラ被害の最小化を図る必要が

ある（環境・エネルギー政策課） 
 

【産業を担う人材の確保】 

 ○建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

 建設業における労働力確保は主要課題の一つであり、このままでいくと労働者の減少に歯止めがかから

ず、将来的な災害対応やインフラ整備など国土強靱化にも支障を及ぼす恐れがある。このため、若年者・

女性等の入職・定着の促進を図るとともに、建設業に対するイメージを向上させる必要がある。（建設業

対策室） 

 

【地域活性化との連携】 

 ○CLT 工法等新技術の導入 

 令和４年度時点で県内でＣＬＴを使った建築物は 9 施設となっている。令和 4 年度は、民間建築物への

利用促進のため、需要者である商工団体に対し CLT 工法等の技術を用いた木造建築物について有識者によ

る講習を行い普及を図った。（林業振興課） 
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 ○県産材需要拡大の推進 

 公共施設の木造・木質化について、庁内に「県産材利用推進対策部局連絡会議」（平成 29 年度より「県

産材利用促進会議」）を設置し、県産材利用の働きかけと公共施設等への木造化・木質化の支援を実施し

た。また、令和 4 年度に福祉法人が建築する施設の支援を行った。さらに、供給システム強化では 5 グル

ープの取り組みに対し助成した。 

 林業・木材産業関係団体と商工関係団体等が連携するネットワークにおいて、木造化・木質化へ向けた

普及コンテンツを作成し、県産材利用の普及啓発を行った。引き続き、公共建築物とともに民間建築物の

木造化・木質化を促進し、県産材の需要拡大に向けた生産体制の確立を図る必要がある。（林業振興課） 

 

 ○本社機能移転等の推進 
東京など人口が集中している大都市から新たな人の流れを生み出し、本県での雇用創出や地域経済の活

性化を図るため、本社機能の移転や事務所・研究開発施設の拡充を推進する必要がある。（成長産業推進

課） 
 
【県防災体制の充実・強化】 

○電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 
   県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、本県の電力供給体制をより一層、強化する必要がある。

（環境・エネルギー政策課） 
 
【災害時における燃料確保の推進】 
 ○災害時における燃料確保の推進 

 平成 24 年 3 月、山梨県石油協同組合と災害時の燃料の優先供給に係る協定を締結しているが、一般客

への供給も行われるため、大規模災害時に主要幹線道路が寸断され県外からの燃料供給が断たれた場合、

燃料が枯渇する恐れがある。 
このため、救援・救助活動等を間断なく実施するため、平成 26 年 11 月に、同組合と緊急車両等に供給

する燃料を県内の中核給油所及び小口配送拠点に備蓄促進する協定を締結し、燃料の安定供給を図って、

引き続き、燃料の備蓄を促進する。（防災危機管理課） 
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⑧交通・物流 

 

【緊急物資・燃料の確保】 

 ○緊急物資の調達（調達の協定） 

災害時に必要な物資が被災者などに供給されるよう、山梨県消費生活協同組合連合会との協定を更新 

するとともに連絡責任者といった連携体制を確認した。物資供給が円滑に行われるよう引き続き連携体制

を確保していく必要がある。（県民生活安全課） 

 

 ○災害に強い物流システムの構築 

 災害に強い物流システムを構築するため、広域物資輸送拠点の選定、通信設備等の整備を行うとともに、

山梨県トラック協会及び山梨県倉庫協会等と協定を締結し、物資の荷役・配送作業に係る体制を整備して

きている。平成２９年度は、富士東部地域にも広域物資輸送拠点を確保するため、民間物流事業者と協定

を締結した。（防災危機管理課） 

令和 4 年度には、中央市に新たに整備された山梨中央ロジパークを活用するため、民間物流事業者と協

定を締結した。同所はヘリポートの整備、浸水対策のための底上げ等、災害時の広域物資輸送拠点として

活用が期待される。 

 

 ○災害時における燃料確保の推進 
 平成 24 年 3 月、山梨県石油協同組合と災害時の燃料の優先供給に係る協定を締結しているが、一般客

への供給も行われるため、大規模災害時に主要幹線道路が寸断され県外からの燃料供給が断たれた場合、

燃料が枯渇する恐れがある。 
このため、救援・救助活動等を間断なく実施するため、平成 26 年 11 月に、同組合と緊急車両等に供給

する燃料を県内の中核給油所及び小口配送拠点に備蓄促進する協定を締結し、燃料の安定供給を図って、

引き続き、燃料の備蓄を促進する。（防災危機管理課） 
 
 ○緊急物資の確保･供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備、緊急物資調達・配送システムの確

立） 
災害発生時に生活必需物資（食料品、飲料水及び日用品）を調達するために、小売業者等 23 社（県内

7 社及び県外 16 社）と協定を締結し、年 1 回、連絡責任者及び物資保有数量の確認を行うとともに、協

定締結小売業者等に対し、県地震防災訓練への参加を要請している。 
   必要とされる物資を速やかに確保できるよう調達体制の拡充を図るため、協定締結小売業者等と協定

内容の見直しを行うとともに、引き続き、協定を締結していない小売業者等に対し、協定締結を働きかけ

ていく必要がある。 
   また、物資調達業務の円滑な実施に向けて、「災害対策本部統括部物資班マニュアル」の見直しや、導

入間もない「物資調達・輸送調整等支援システム」の活用について、防災局と引き続き協力する必要があ

る。（産業政策課） 
    

○災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等） 
災害救助用米穀を国から調達し、市町村へ円滑に引き渡すための具体的な手続きについて、令和元年度

において「災害時における食糧供給対策実施要領」の修正を行った。引き渡しの手続きについて、市町村

等の関係機関に対して継続的に周知徹底する必要がある。（食糧花き水産課） 

    
【リニア中央新幹線の整備】 

 ○リニア中央新幹線の早期実現 

   災害時のＪＲ中央線の補完・代替公共交通機関として利用できるリニア中央新幹線の早期実現に向け、

関係団体と連携・調整し機運の醸成を図った。（リニア未来創造・推進グループ） 

  
【鉄道輸送の安全確保の促進】 

 ○鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進 

   鉄道輸送の安全の確保を図るため、中小民間鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備に補

助しているが、地域鉄道の維持はもとより、今後は大規模自然災害を踏まえ、必要に応じた設備の整備も

想定されるため、引き続き補助事業を実施する必要がある。（交通政策課） 

 
【災害時応急対策の推進】 

 ○災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 防災体制の見直しに伴い、県及び関係機関のより一層の対応力の強化を図るため、関連マニュアルの整

備や実効性ある訓練の実施等、災害時のインフラ復旧対応力の向上を図る必要がある。（防災危機管理課） 

令和元年東日本台風の豪雨により主要交通網の脆弱性が露呈したことから、交通や輸送の機能が途絶し

又は混乱した場合において、これらの機能や秩序を速やかに回復し、緊急輸送などを円滑に行う必要があ

る。（交通政策課・道路管理課） 

災害時の迅速な被災情報収集や応急対策業務を円滑に実施するため、（一社）山梨県建設業協会と協定

を締結しており、台風等異常気象時の被災情報収集や応急復旧工事等の実施に成果を上げている。（治山

林道課） 

災害時に応急仮設住宅の建設用木材が不足した場合に備えるため、山梨県森林整備生産事業協同組合、
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（一社）全国木造建設事業協会及び県内原木市場と協定を締結しており、県有林材を速やかに確保できる

仕組みの整備と、応急仮設住宅の供給体制の強化が図られている。（県有林課） 

   災害時の迅速な被災情報収集や円滑な応急対策業務の実施体制の確立のため、国土地理院、中日本高速

道路（株）八王子支社、山梨県建設業協会、山梨県測量設計業協会、山梨県建設コンサルタンツ協会及び、

（公社）日本下水道管路管理業協会等と協定を締結し、協定に基づき災害時の被災情報収集や応急復旧工

事等を実施してきており、一定の成果を上げているが、担当職員の変更等により災害時における協定の円

滑な運用に支障をきたす恐れがあるため、引き続き定期的な訓練等を実施する必要がある。（県土整備総

務課、技術管理課、道路管理課、下水道室） 

 

 ○道路の点検・啓開マニュアルの運用及び訓練の実施 

地震災害行動マニュアルに基づき、災害時の道路啓開等の応急対策業務を円滑に実施するための防災訓

練を実施してきており、一定の成果があるが、有事に備えた適切な運用ができるように、引き続き防災訓

練を実施していく必要がある。（県土整備総務課、道路管理課） 

 

【社会資本整備重点計画の策定】 

 ○社会資本整備重点計画の策定及び推進 

   限られた財源の中で、県民生活の向上や地域経済の発展を支える社会資本の整備を効果的・効率的に推

進するため、選択と重点化により重点的に取り組むべき社会資本整備の方向性を明らかにした「山梨県社

会資本整備重点計画」を策定（第一次：平成１６年～平成１９年、第二次：平成２０年～平成２６年、第

三次：平成２７年～令和元年、第四次：令和２年～令和９年）し、同計画に基づき整備を推進してきてい

る。国による「防災・減災、国⼟強靱化のための５か年加速化対策」の内容を反映し改定した第四次計画

（令和２年～令和９年）に基づき、引き続き整備を推進する必要がある。（県土整備総務課） 

 

【建設産業を担う人材の確保等】 

 ○建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

 建設業における労働力確保は主要課題の一つであり、このままでいくと労働者の減少に歯止めがかから

ず、将来的な災害対応やインフラ整備など国土強靱化にも支障を及ぼす恐れがある。このため、若年者・

女性等の入職・定着の促進を図るとともに、建設業に対するイメージを向上させる必要がある。（建設業

対策室） 

 

【災害に強いまちづくりの推進】 

 ○無電柱化の推進 

   災害時に電柱や電線類の倒壊による通行障害を防止するため、無電柱化を市街地を中心に進めてきて

いる。これまで６次にわたり計画を策定し、約 86km の整備を終え一定の効果があるが、第７期山梨県無

電柱化推進計画でも約 92km の整備が合意されており、引き続き無電柱化を推進する必要がある。（道路整

備課、道路管理課、都市計画課） 

 

【道の駅等への防災施設の整備】 

 ○道の駅等の防災機能の確保 

 これまで防災備蓄倉庫等の整備を通じて県管理道路等の防災力の強化について努めてきたところであ

るが、平成 26 年の異常降雪被害の経験から、豪雪や近い将来の発生が懸念される南海トラフ地震、富士

山噴火などの広域的な災害に対し、更なる地域防災機能の確保に向けた準備と維持管理を適切に行ってい

く必要がある。（防災危機管理課、道路管理課） 

 

【災害時に備えた県内道路ネットワークの整備推進】 

 〇林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止） 

県営林道のうち、国道・県道を連絡し、災害時の代替輸送路として機能を有する路線の計画延長は

289.7Km あり、令和 4 年度までに 272．2km の整備を実施している。（令和３年度末に南アルプス線（起点

～栄明橋橋台まで）4.9km 県道に移管）また、災害時の集落孤立防止に有効な路線の計画延長は 92.8km で

あり、令和 4 年度までに 88.0km の整備を実施した。いずれも、大規模災害発生時の効果発現に向け、優

先的に整備を進める必要がある。（治山林道課） 

 

 〇老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

林道施設の長寿命化及び機能強化対策として、平成 30 年度に施設の再点検を実施したところ、605 箇

所ある橋梁等のうち県道や市町村道と連絡する路線等の 152 箇所を優先的に補修する必要があると判明

した。令和 4 年度は、山梨県県営林道施設長寿命化計画（個別施設計画）に基づき 6 箇所の対策を実施し

た。災害時の緊急輸送路等となる林道施設の老朽化対策として、引き続き長寿命化に取り組む必要がある。

（治山林道課） 

 

 ○大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

 重要物流道路制度における重要物流道路及び代替路・補完路の整備を最優先させ、災害時の物流機能を

確実に確保するとともに、避難誘導や救援活動を支える幹線道路等の整備を推進しているが、依然として

多くの未整備箇所が残っており、非常事態に対応する道路網の確保が課題であるため、引き続き幹線道路

等の整備を推進する必要がある。また、老朽化対策として、既存道路の改築を推進していく必要がある。

（道路整備課、高速道路推進課、都市計画課、甲府河川国道事務所（国）） 
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 ○富士山火山噴火等の災害に備えた富士北麓地域における道路網の整備 
 地域住民や富士山を訪れる観光客などの避難誘導、救援や物資輸送等を円滑に行うため、富士北麓地域

の道路網整備を推進してきている。しかし、未整備の箇所も多く、災害時の非常事態に対応した交通の確

保が課題であることから、引き続き富士山噴火や豪雨・豪雪等の災害時に当該地域からの避難を支える道

路網の整備を推進し、リダンダンシー（交通の多重性）の確保を図っていく必要がある。（道路整備課、

甲府河川国道事務所（国）） 
 
 ○大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備 

地域間の連携を強化する道路を整備することにより、災害に強い道路網や沿線地域住民の避難を支える

道路網の確保に繋がることとなるが、依然として多くの未整備箇所が残っており、災害時の非常事態に対

応する交通の確保が必要であるため、引き続き整備を推進する必要がある。また、老朽化対策として、既

存道路の改築などを推進していく必要がある。（道路整備課） 

 

○多重性・代替性（リダンダンシー）を有する災害に強い道路網の整備 

災害時に安定的に人やモノの輸送を確保するため、広域避難や救援、迅速な復旧・復興を支えるリダン

ダンシーを有する道路の整備を推進してきているが、依然として多くの未整備箇所が残っており、災害時

に確実に機能する道路網の確保が課題であるため、隣接都道府県とを結ぶ幹線道路などについて、リダン

ダンシーを有する災害に強い道路網の整備を推進する必要がある。（道路整備課） 

 

 ○スマート IC の整備促進 

 災害に強い道路網の構築を図る上で、既存の高速道路へのスマートＩＣの整備が重要であり、被災後の

代替路や物流拠点の形成が図られることなどから、引き続きスマートＩＣの整備を促進する必要がある。

（高速道路推進課） 

 

 ○県外とを結ぶ高速道路等の整備促進 

   県外とを結ぶ高速道路等は、産業や観光振興に寄与し、地方を成長させ人口減少を克服し、地方創生を

促すための重要な社会基盤であり、また、災害発生時の避難路あるいは緊急輸送路となるため、これまで

整備を促進し、一定の成果を上げているが、未開通区間や対策必要箇所があるため、引き続き整備促進を

図る必要がある。（高速道路推進課、甲府河川国道事務所（国）） 

 

 ○道路防災危険箇所等の解消 

 道路法面崩壊、路肩決壊等の危険箇所の解消のため、緊急輸送道路上の雨量規制区間や特に対策が必要

な道路防災危険箇所（全２６４箇所）について法面対策工等の防災対策を実施してきており、早期に対策

が必要な箇所（全１２２箇所）の約 39％（令和４年度末）の対策が完了しているが、未対策箇所も多く、

引き続き危険箇所の解消を図る必要がある。（道路管理課） 

 自然災害の危険防止に配慮し、要対策とされている箇所に対して、重点的に対策を行っている。また、

台風などの大雨の際に道路利用者の安全を確保するため、あらかじめ定めた規制雨量に達すると通行止め

を行う事前通行規制区間が山梨県の直轄国道内には 6 箇所あるが、そのうち 2 箇所において、防災対策が

完了したことから、組合せ雨量による通行止め基準を導入し、規制雨量を緩和している。（甲府河川国道

事務所（国）） 

 

 ○都市計画道路（街路）の整備 

 災害に強い街路網を構築するため、行政、医療、教育、文化施設等の都市機能が集積する拠点市街地内

の街路整備を実施してきた。整備完了箇所では、交通の円滑化、歩行者の安全性の向上及び駅・病院等都

市施設へのアクセス性が向上するなど、一定の成果は得られている。しかし、未だ整備すべき未整備箇所

も多いことから、引き続き事業を実施する必要がある。（都市計画課） 

 

【インフラ等の長寿命化、耐震化】 

 ○緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進 

   災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、跨線橋・跨道橋と緊急輸送道路の橋梁の耐震

補強を進めてきており、対象橋梁の耐震化率は約 53％と一定の成果があるが、未実施の箇所も多く、引

き続き耐震化を推進する必要がある。（道路管理課） 

災害時における道路利用者の安全性向上、災害時の緊急輸送路の確保に配慮し、橋梁の耐震化工事を進

めてきており、引き続き橋梁の耐震化を推進する必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

 ○橋梁の長寿命化の推進 

   災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、「山梨県橋梁長寿命化実施計画」に基づき、

必要な対策を実施していく必要がある。（道路管理課） 

平成 26 年度に改正された道路施設（橋梁、トンネル他）の点検要領に基づき、適切な維持管理を行っ

ていく必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

【発災後のインフラ復旧対策の推進】 

 ○発災後のインフラ復旧対策の推進 

 防災体制の見直しに伴い、県及び関係機関のより一層の対応力の強化を図るため、関連マニュアルの整
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備や実効性ある訓練の実施等、災害時のインフラ復旧対応力の向上を図る必要がある。（防災危機管理課） 

令和元年東日本台風の豪雨により主要交通網の脆弱性が露呈したことから、交通や輸送の機能が途絶し

又は混乱した場合において、これらの機能や秩序を速やかに回復し、緊急輸送などを円滑に行う必要があ

る。（交通政策課・道路管理課） 
 

【降灰対策の推進】 

 ○富士山火山噴火に伴う降灰から道路交通の確保を図る体制づくり 

   これまで県管理道路において火山噴火に伴う除灰作業を行った経験がなく、現状では、降灰に対応でき

る経験や技術を持ち得ていない。今後は、予想される富士山噴火時の降灰から、避難路や輸送路を確保す

るため、道路の除灰に関する計画の検討を進め、除灰できる体制づくりを行う必要がある。（道路管理課） 

 
【道路除排雪計画の運用等】 

 ○山梨県道路除排雪計画の推進 
 これまで十年に一度経験する程度の大雪に対する除雪体制は備えているが、平成 26 年の異常降雪被害

の経験を踏まえ、想定を超えた降雪に対し、効率的な道路の除雪を行う必要がある。（道路管理課） 
 他の道路管理者との連携した除雪体制を確立する必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

【帰宅困難者対策等の推進】 

 ○帰宅困難者等の搬送体制の構築 

   鉄道事業者への早期の復旧要請や道路管理者等への緊急輸送道路の確保要請を迅速かつ適切に行うと

ともに、帰宅困難者、滞留者及び孤立集落の住民を迅速かつ適切に輸送するため、（一社）山梨県バス協

会及び（一社）山梨県タクシー協会等と定期的に協議を行い、意識共有と連絡体制の確立を図っている。

引き続き、帰宅困難者、滞留者及び孤立集落の住民の搬送体制の充実を図るため、継続的な意識共有と連

絡体制を確保する必要がある。（交通政策課） 

 

【デジタル技術の活用】 

○現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進 

  ドローンを用いた測量や ICT 機器による効率的な施工等、その利活用は一部の企業に留まっており、中

小規模の建設企業などには普及していない状況であるため、全ての企業が普段使いの技術として使用可能

な状況となるよう、更なる普及拡大を図る必要がある。（技術管理課） 

 

○災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

災害発生時において、立ち入り困難な被災現場での的確な情報収集やそれをもとにした早期の復旧のた

めの計画づくり等を行う上で、的確かつ効率的に行うためには、ドローン等の機材の整備や職員が操作で

きる体制を整えておく必要がある。（県土整備総務課、技術管理課、道路管理課、治水課、砂防課） 
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⑨農林水産 

 

【森林の公益的機能の維持・増進】 

 ○森林の公益的機能の維持・増進 

 森林の公益的機能を高度に発揮させるため、県民参加の森林づくり推進事業を平成 24 年度から実施し、

森林の機能について県民の理解を深める活動を行ってきた。平成 26 年度から開催している森林整備現場

見学会や、令和４度には若者向けにシンガソングライターの伸太郎氏を起用したＰＲ動画の制作・放映を

行い、一定の普及啓発が図られている。引き続き、森林環境税情報誌「木もれ日」も活用し、県民の理解

を得ながら森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林政策課） 

   平成 19 年度に創設した、官民による組織「やまなし森づくりコミッション」が、森林所有者と森づく

り活動を行いたい企業･団体とのマッチング等を行ってきた。また、平成 24 年度から 28 年度までの間に

地域の民間団体が行う森林整備活動に対し助成を行い、様々な主体による森林整備活動が広まってきて

いる。令和４年度は新型コロナウイルス感染症予防のため一部の森林整備活動が中止となったが、引き続

き、企業の CSR 活動や地域コミュニティと連携した森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林

整備課） 

植栽・保育・間伐等の森林整備や森林火災防止活動等の計画的な実施により、木材の生産や山地災害の

防止など、森林の公益的機能の強化を図っており、令和４年度は 6,625ha の整備を実施し、概ね目標を達

成した。引き続き、森林整備等に取り組んでいく必要がある。（森林整備課・県有林課） 

   昭和３５年から、荒廃した保安林の機能回復と複層林への誘導を計画的に進め、公益的機能の維持増進

を図ってきたところであるが、森林は放置しておくと荒廃が進み水源かん養機能や土砂流出防止機能が

低下するため、継続的に森林整備を行っていく必要がある。（治山林道課） 

 

【クリーンエネルギーの導入】 

 ○木質バイオマスの利活用の推進 

 未利用材のエネルギー利用を促進するため、未利用材の収集・運搬作業の低コスト化を図る取組により

発生する木質バイオマスの運搬に対し助成を行った。 

引き続き目標達成に向け、移動式チッパー導入への支援などにより、利用施設への木質バイオマスの供

給拡大を図る必要がある。（林業振興課） 

 

【災害時応急対策の推進】 

 ○災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 災害時の迅速な被災情報収集や応急対策業務を円滑に実施するため、（一社）山梨県建設業協会と協定

を締結しており、台風等異常気象時の被災情報収集や応急復旧工事等の実施に成果を上げている。（治山

林道課） 

 災害時に応急仮設住宅の建設用木材が不足した場合に備えるため、山梨県森林整備生産事業協同組合、

（一社）全国木造建設事業協会及び県内原木市場と協定を締結しており、県有林材を速やかに確保できる

仕組みの整備と、応急仮設住宅の供給体制の強化が図られている。（県有林課） 

 

 ○環境悪化を防ぐための応急対策の推進 

 家畜排せつ物法施行（平成 11 年 11 月 1 日）後、毎年度、畜産農家巡回を通じて、家畜排せつ物の管理

の適正化に努めるよう指導してきており、管理基準対象農家は 100%対応済みである。家畜伝染病である

高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫等が、万が一本県において発生した場合、迅速かつ円滑に防疫活動

が実施できるよう平成 16 年度から、家畜保健衛生所ごとに防疫演習を実施してきている。 
 引き続き、畜産農家巡回等を通じて、「家畜排せつ物法」と「飼養衛生管理基準」遵守について指導す

るとともに、「特定家畜伝染病（口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザなど）に関する防疫演習」を

実施することによって、衛生環境の悪化防止に取り組んでいく必要がある。 
 なお、平成 24 年 3 月 23 日に（一社）山梨県建設業協会と処分家畜等の埋却作業を迅速かつ的確に実

施することを目的とした「家畜伝染病における防疫対策業務に係る協定書」を締結した。（畜産課） 
 
【土砂災害対策の推進】 

 ○治山事業による土砂災害対策の着実な推進 

   山地災害危険地区の未着手解消の取り組みにおいては、令和４年度末現在で 2,385 地区に着手してお

り、県内危険地区総数の 3,489 地区に対して約７割に着手済みと全国平均以上の成果をあげている。今後

も山地災害の未然防止に向け、未着手地区の解消を推進する必要がある。（治山林道課） 

 

【植生回復及び土砂流出、森林の荒廃による水源涵養機能の低下等を防ぐための研究・調査】 

○森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

植生回復及び土砂流出を調べるために植生保護柵内外に設置した調査区では、これまでの調査におい

て、植生保護柵内で植生の回復がわずかに認められた。土砂流出量については、植生保護柵の有無による

違いはまだ判定できないため、今後も研究・観測を継続する必要がある。（森林総合研究所） 

 

○森林環境税モニタリング調査の実施 

森林の荒廃による水源涵養機能の低下や土砂災害等を未然に防ぐために、森林環境税を財源の一部とし

た森林整備が行われており、この事業効果を検証するため、平成２５年度からモニタリング調査を行って
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いる。 

これまでの調査では、林床の被覆率、樹冠の開空度ともに改善している箇所と低位な箇所の双方が確認

され、今後も調査を継続し、調査の結果や事業の効果について公表する必要がある。（森林総合研究所） 

 
【農地の保全等による災害対策の推進】 

 ○農村資源の保全管理活動の推進 

   多面的機能支払交付金等を活用して、農地等を保全する共同活動等（草刈り、水路の泥上げや補修等）

の取り組みを支援しているが、高齢化や過疎化に伴い集落機能が低下している地域もあるので、活動を継

続するために支援を続けていく必要がある。（農村振興課） 

  
 ○農業用ため池の耐震化の推進 
   ため池の整備については、平成２５年度から機能の健全度を把握するために一斉点検及び耐震調査を

実施し、この調査結果を踏まえ、ため池等整備事業や土地改良施設耐震対策事業などの農地防災事業によ

り、耐震化対策が必要なため池の整備を進めており、今後も計画的な整備を進める必要がある。 
更に、これらのハード対策と併せて、地域防災体制の構築や施設を適切に保全していくための管理体制

の整備などのソフト対策を実施する必要がある。（耕地課） 
 
 ○土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 農地や農業用施設等の農業生産基盤に係る災害の未然防止や低下した機能を回復するため、これまで緊

急性の高い箇所に対して土砂災害防止対策や地すべり対策等を実施し、農業生産の維持及び農家経営の安

定と国土の保全、農村地域の安全、安心な生活環境の実現を図っているが、一方で、老朽化が著しい農業

用水利施設等も存在していることから、継続した整備が必要である。（耕地課） 

 
 ○浸水･浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 農地等の浸水・浸食被害が懸念される農村地域において、用排水路の法面崩落防止や、排水機場の機能

保全等の整備を進めてきた。今後も、引き続き農地の浸水・浸食被害対策を推進するとともに、整備済み

の農業用水利施設の長寿命化・耐震化対策を併せて進める必要がある。（耕地課） 
 
○基幹的農業水利施設等の整備 

   これまで、基幹的農業水利施設等については、営農に必要な農業用水を安定して供給するための整備を

進めてきており、農業生産の維持及び農家経営の安定化に大きな役割を果たしている。しかしながら、整

備から年数が経過し老朽化が進んだ施設も存在しており、突発的な事故の防止や低下した機能を回復す

るため、補修・補強等の整備が必要である。（耕地課、関東農政局） 
 
 ○農業集落排水施設の長寿命化の推進 

 農業集落排水事業を昭和 59 年度から実施し、44 箇所の整備を行い、農業集落の集落環境の向上を図っ

てきた。平成 25 年度に施設の整備目標 100％を達成し、一定の成果を得ている。一方、施設の機能維持

に向けた取り組みとして、令和２年度までに県内 44 地区全てにおいて、適正な時期に必要な対策を実施

していくための最適整備構想の策定が完了した。（耕地課） 
 
【農産物の生産技術の普及等】 

 ○県産農産物の生産技術対策の普及徹底 

 農業気象災害の対応は、これまで事前・事後対策の作成をはじめ、発生状況調査、被災後の技術対策の

徹底等を実施しており、被害を最小限にとどめるなど、成果を上げている。大規模自然災害に備え、引き

続き事前対策の周知による予防策の徹底や事後対策の迅速かつ的確な実施に努める必要がある。（農業技

術課） 
 
 ○農業者に対する経営再建資金制度の周知 

 災害後、迅速かつ効率的に経営再建が図られるよう、農業者に対する経営再建支援として、農業災害対

策資金利子補給補助を行っており、一定の成果を上げている。大規模自然災害に備え、引き続き制度を維

持する必要がある。（農業技術課） 
 
【放射性物質等の検査体制の整備】 

 ○農産物の放射性物質等検査体制の整備 

 放射性物質検査を平成 23 年度以降、毎年実施しており、本県農産物の安全・安心を担保している。平

成 29 年 3 月の国の原子力災害対策本部の「検査計画、出荷規制等の品目・区域の設定解除の考え方」に

より、本県産農産物は検査対象から除外されたが、一部の国・地域の輸出規制等に対応するため、ＪＡ等

と連携し自発的に検査を実施しており、安全・安心な県産農産物の流通に寄与している。（農業技術課） 
 
【農産物等供給体制の確立】 

○災害救助用米穀の調達（緊急時の政府備蓄米の引き渡し要請等） 
災害救助用米穀を国から調達し、市町村へ円滑に引き渡すための具体的な手続きについて、令和元年度

において「災害時における食糧供給対策実施要領」の修正を行った。引き渡しの手続きについて、市町村

等の関係機関に対して継続的に周知徹底する必要がある。（食糧花き水産課） 

 

【災害時に備えた県内道路ネットワークの整備推進】 
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 ○基幹農道の整備 

 基幹農道は広域的な営農団地間を結び農産物の生産流通の合理化や農村地域の利便性の向上が図られ

るとともに、国道、県道への緊急避難路の補助的な役割を担っている。 

   一方、昭和 40 年代から整備が進められた基幹農道の橋梁やトンネルでは建設から多年が経過している

ことから、施設の安全性の調査を進め、今後、長寿命化や耐震化の対策を計画的に進める必要がある。（耕

地課） 
 

【農業・農村の多面的機能の維持・増進】 

 ○荒廃農地解消対策の推進 
 農業生産活動や農村景観に影響を及ぼす荒廃農地の有効活用に向けて、ほ場や農道、用排水路等の生産

基盤の整備及び関連する支援策を一体的に実施することにより、荒廃農地の発生防止、解消を図るととも

に、農業・農村のもつ多面的機能の維持を推進してきたところ、これまで県内で 2,886ｈａを解消するな

ど一定の成果を上げているが、引き続き地域の実情に応じて必要な対策を講じて荒廃農地の発生防止、解

消を図るとともに、農業・農村のもつ多面的機能が十分に発揮されるよう事業を推進する必要がある。（担

い手・農地対策課、耕地課） 
 
 ○農地の整備（生産基盤の整備） 

 農業生産の基盤となる農地や農業用施設は、食料の安定供給や農村の健全な発展に寄与するとともに、

生産活動の継続により農業・農村が有する多面的機能が発揮され、県土保全に大きな役割を果たしている。

しかしながら、狭小で不整形の農地は作業効率が悪く、また、農業者は高齢化によるリタイヤが進み、農

地を有効に利用する体制が十分でないため、荒廃農地の増加が進行している。このため、農地の大区画化

や汎用化により、生産コストの削減や生産量の増大を図るとともに、担い手への農地集積・集約化を推進

するため農業基盤整備の実施が必要である。 
（耕地課） 

 
【地域活性化との連携】 

 ○CLT 工法等新技術の導入 

 令和４年度時点で県内でＣＬＴを使った建築物は 9 施設となっている。令和 4 年度は、民間建築物への

利用促進のため、需要者である商工団体に対し CLT 工法等の技術を用いた木造建築物について有識者によ

る講習を行い普及を図った。（林業振興課） 

 

 ○県産材需要拡大の推進 

 公共施設の木造・木質化について、庁内に「県産材利用推進対策部局連絡会議」（平成 29 年度より「県

産材利用促進会議」）を設置し、県産材利用の働きかけと公共施設等への木造化・木質化の支援を実施し

た。また、令和 4 年度に福祉法人が建築する施設の支援を行った。さらに、供給システム強化では 5 グル

ープの取り組みに対し助成した。 

 林業・木材産業関係団体と商工関係団体等が連携するネットワークにおいて、木造化・木質化へ向けた

普及コンテンツを作成し、県産材利用の普及啓発を行った。引き続き、公共建築物とともに民間建築物の

木造化・木質化を促進し、県産材の需要拡大に向けた生産体制の確立を図る必要がある。（林業振興課） 

 

 

○山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進 
これまで、研究により得られた成果や知見をまとめ、「林業やまなし」や「しんりんけんメールマガジ

ン」などへの掲載、学会大会での発表、学会誌への論文投稿などを通した普及活動を行った。また、CLT
実大材モデルを森林総合研究所玄関に展示し、県産材のＣＬＴへの利用促進を図る PR を行っている。（森

林総合研究所） 
 

 ○新規就農の促進 

 山梨県就農支援センターに２名の就農支援マネージャーを配置して就農相談を行い、新規就農者の確

保･育成を 図っている。このため、同センターが県内外からの就農希望者の総合窓口として機能してお

り、近年の新規就農者数が着実に伸びている。 

農業の担い手をより一層確保・育成するため、就農支援センターを活用した就農促進体制を強化する必要

がある。（担い手・農地対策課） 

 

 ○就農定着支援の充実 

 就農前後の生活支援や初期投資を支援する新規就農者育成総合対策事業の活用とともに、県独自のアグ

リマスターによる農業技術研修等により、新規就農者が増加している。新規就農者の増加は地域の活性化

につながるため、新規就農者育成総合対策事業（旧農業次世代人材投資資金）の活用やアグリマスターに

よる技術習得等の就農者支援の拡充を図り、農業の担い手の確保・育成対策を推進する必要がある。（担

い手・農地対策課） 

 

 ○企業の農業参入の促進 

毎年度、10 社程度の企業の農業参入の実績がある。県外の資本力が大きい企業が大規模な経営を目指

し参入する事例もあり、荒廃農地の解消や地域雇用の創出など地域の活性化に大きな成果が得られてい

る。     
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  引き続き、企業訪問や参入セミナーなどにより、本県の優位性をＰＲし、企業の農業参入を促進する必

要がある。（担い手・農地対策課）  
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⑩国土保全 

 

【原子力災害対策の促進】 

 ○原子力災害対策の促進 

 原子力災害対応力の強化のため、原子力防災研修会の開催、原子力防災訓練への職員派遣などにより防

災関係機関（職員）の資質の向上を図るとともに、原子力防災パンフレットなどにより住民等へ原子力災

害に関する知識の普及と啓発を行っている。引き続き、原子力災害対応力の強化のため、原子力防災訓練

等へ職員派遣し防災関係機関（職員）の資質の向上等を図る必要がある。（防災危機管理課） 

 

【森林の公益的機能の維持・増進】 

 ○森林の公益的機能の維持・増進 

 森林の公益的機能を高度に発揮させるため、県民参加の森林づくり推進事業を平成 24 年度から実施し、

森林の機能について県民の理解を深める活動を行ってきた。平成 26 年度から開催している森林整備現場

見学会や、令和４度には若者向けにシンガソングライターの伸太郎氏を起用したＰＲ動画の制作・放映を

行い、一定の普及啓発が図られている。引き続き、森林環境税情報誌「木もれ日」も活用し、県民の理解

を得ながら森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林政策課） 

   平成 19 年度に創設した、官民による組織「やまなし森づくりコミッション」が、森林所有者と森づく

り活動を行いたい企業･団体とのマッチング等を行ってきた。また、平成 24 年度から 28 年度までの間に

地域の民間団体が行う森林整備活動に対し助成を行い、様々な主体による森林整備活動が広まってきて

いる。令和４年度は新型コロナウイルス感染症予防のため一部の森林整備活動が中止となったが、引き続

き、企業の CSR 活動や地域コミュニティと連携した森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林

整備課） 

植栽・保育・間伐等の森林整備や森林火災防止活動等の計画的な実施により、木材の生産や山地災害の

防止など、森林の公益的機能の強化を図っており、令和４年度は 6,625ha の整備を実施し、概ね目標を達

成した。引き続き、森林整備等に取り組んでいく必要がある。（森林整備課・県有林課） 

   昭和３５年から、荒廃した保安林の機能回復と複層林への誘導を計画的に進め、公益的機能の維持増進

を図ってきたところであるが、森林は放置しておくと荒廃が進み水源かん養機能や土砂流出防止機能が

低下するため、継続的に森林整備を行っていく必要がある。（治山林道課）  

 

【災害時応急対策の推進】 

 ○災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

 災害時の迅速な被災情報収集や応急対策業務を円滑に実施するため、（一社）山梨県建設業協会と協定

を締結しており、台風等異常気象時の被災情報収集や応急復旧工事等の実施に成果を上げている。（治山

林道課） 

 災害時に応急仮設住宅の建設用木材が不足した場合に備えるため、山梨県森林整備生産事業協同組合、

（一社）全国木造建設事業協会及び県内原木市場と協定を締結しており、県有林材を速やかに確保できる 

仕組みの整備と、応急仮設住宅の供給体制の強化が図られている。（県有林課） 

   災害時の迅速な被災情報収集や円滑な応急対策業務の実施体制の確立のため、国土地理院、中日本高速

道路（株）八王子支社、山梨県建設業協会、山梨県測量設計業協会、山梨県建設コンサルタンツ協会及び、

（公社）日本下水道管路管理業協会等と協定を締結し、協定に基づき災害時の被災情報収集や応急復旧工

事等を実施してきており、一定の成果を上げているが、担当職員の変更等により災害時における協定の円

滑な運用に支障をきたす恐れがあるため、引き続き定期的な訓練等を実施する必要がある。（県土整備総

務課、技術管理課、道路管理課、下水道室） 

 

 ○地震発生後の河川・砂防管理者対応マニュアルの円滑な運用 

 地震発生時に緊急かつ適切な対応を図るため、河川・砂防管理者対応マニュアルを作成し、円滑な運用

を図ってきているが、対応経験のない職員が増えていることから、引き続き円滑な運用とマニュアルの随

時見直しを実施する必要がある。（治水課、砂防課） 

 

 ○災害時における緊急対処法マニュアルの更新 

 災害拡大や２次災害の防止を図るため、道路、河川及び砂防施設における緊急対処法マニュアルを策定

し、毎年度、緊急対処訓練を実施しており、一定の成果を上げているが、より実践的な対処が求められる

ことから、引き続き緊急対処法について検証を行う必要がある。（道路管理課、治水課、砂防課） 

 

【社会資本整備重点計画の策定】 

 ○社会資本整備重点計画の策定及び推進 

   限られた財源の中で、県民生活の向上や地域経済の発展を支える社会資本の整備を効果的・効率的に推

進するため、選択と重点化により重点的に取り組むべき社会資本整備の方向性を明らかにした「山梨県社

会資本整備重点計画」を策定（第一次：平成１６年～平成１９年、第二次：平成２０年～平成２６年、第

三次：平成２７年～令和元年、第四次：令和２年～令和９年）し、同計画に基づき整備を推進してきてい

る。国による「防災・減災、国⼟強靱化のための５か年加速化対策」の内容を反映し改定した第四次計画

（令和２年～令和９年）に基づき、引き続き整備を推進する必要がある。（県土整備総務課） 
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【土砂災害対策の推進】 

 ○治山事業による土砂災害対策の着実な推進 

   山地災害危険地区の未着手解消の取り組みにおいては、令和４年度末現在で 2,385 地区に着手してお

り、県内危険地区総数の 3,489 地区に対して約７割に着手済みと全国平均以上の成果をあげている。今後

も山地災害の未然防止に向け、未着手地区の解消を推進する必要がある。（治山林道課） 

 

○老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化 

平成 25 年度から令和元年度にかけて施設点検を実施し、早期に対策が必要となった 115 箇所の内、令

和３年度までに全ての施設の補修を完了し、引き続き点検診断を実施した結果、対策が必要となった 11

箇所の長寿命化対策を令和４年度に実施した。今後も、治山施設の長寿命化対策に取り組み、山地防災力

の強化を図る必要がある。（治山林道課） 
 

 ○土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 
 土砂災害警戒区域 7,091 区域に県民の約 2 割の 15 万人が居住しており、この区域において人命を守る

砂防施設の整備を進めている。しかし、多くの土砂災害警戒区域がある中で、全ての区域で施設対策を行

うには多くの期間と予算が必要である。そのため、被災リスクが高い土砂災害特別警戒区域の中で、特に

甚大な被害が想定される土砂災害特別警戒区域※33 区域の優先整備を進めることが必要である。 
※「特に甚大な被害が想定される土砂災害特別警戒区域」とは、特に甚大な被害が発生する可能性のあ

る区域で、砂防激甚災害対策特別緊急事業の採択条件である人家 20 戸以上が土砂災害特別警戒区域

にある区域 
 
 ○砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施 

 山梨県は古くより土砂災害が多く、明治 14 年には砂防事業に着手しており、これまで多くの砂防施設

を整備してきた。 

 土砂災害を未然に防止し、県民の生命・財産を守るため、整備済みの砂防施設の健全度を把握し、長期

にわたりその機能及び性能を維持・確保することを目的に、長寿命化計画を策定した。また、トータルコ

ストを縮減し予算を平準化していくため「予防保全型維持管理」の考え方を導入した長寿命化計画の策定

に着手しており、計画的維持管理や更新を実施する必要がある。（砂防課、富士川砂防事務所（国）） 
 

【植生回復及び土砂流出、森林の荒廃による水源涵養機能の低下等を防ぐための研究・調査】 

○森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

植生回復及び土砂流出を調べるために植生保護柵内外に設置した調査区では、これまでの調査におい

て、植生保護柵内で植生の回復がわずかに認められた。土砂流出量については、植生保護柵の有無による

違いはまだ判定できないため、今後も研究・観測を継続する必要がある。（森林総合研究所） 
 

〇森林環境税モニタリング調査の実施 

森林の荒廃による水源涵養機能の低下や土砂災害等を未然に防ぐために、森林環境税を財源の一部とし

た森林整備が行われており、この事業効果を検証するため、平成２５年度からモニタリング調査を行って

いる。 

これまでの調査では、林床の被覆率、樹冠の開空度ともに改善している箇所と低位な箇所の双方が確認

され、今後も調査を継続し、調査の結果や事業の効果について公表する必要がある。（森林総合研究所） 
 

【農地の保全等による災害対策の推進】 

 ○農業用ため池の耐震化の推進 
   ため池の整備については、平成２５年度から機能の健全度を把握するために一斉点検及び耐震調査を

実施し、この調査結果を踏まえ、ため池等整備事業や土地改良施設耐震対策事業などの農地防災事業によ

り、耐震化対策が必要なため池の整備を進めており、今後も計画的な整備を進める必要がある。 
更に、これらのハード対策と併せて、地域防災体制の構築や施設を適切に保全していくための管理体制

の整備などのソフト対策を実施する必要がある。（耕地課） 
 

 ○土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 
 農地や農業用施設等の農業生産基盤に係る災害の未然防止や低下した機能を回復するため、これまで緊

急性の高い箇所に対して土砂災害防止対策や地すべり対策等を実施し、農業生産の維持及び農家経営の安

定と国土の保全、農村地域の安全、安心な生活環境の実現を図っているが、一方で、老朽化が著しい農業

用水利施設等も存在していることから、継続した整備が必要である。（耕地課） 
 
 ○浸水･浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 農地等の浸水・浸食被害が懸念される農村地域において、用排水路の法面崩落防止や、排水機場の機能

保全等の整備を進めてきた。今後も、引き続き農地の浸水・浸食被害対策を推進するとともに、整備済み

の農業用水利施設の長寿命化・耐震化対策を併せて進める必要がある。（耕地課） 
 
 ○基幹的農業水利施設等の整備 
   これまで、基幹的農業水利施設等については、営農に必要な農業用水を安定して供給するための整備を

進めてきており、農業生産の維持及び農家経営の安定化に大きな役割を果たしている。しかしながら、整

備から年数が経過し老朽化が進んだ施設も存在しており、突発的な事故の防止や低下した機能を回復す

るため、補修・補強等の整備が必要である。（耕地課） 
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【洪水被害等を防止する治水対策の推進】 

 ○河川管理施設及びダムの長寿命化の推進 

 洪水災害を未然に防止するため、定期的な巡視や点検等による河川管理施設の維持、樹木の伐採や堆積

土の除去による流下断面の確保、河道掘削、河道拡幅や築堤の整備・機能強化等の対策を進めるとともに、

排水機場や伏越水門等の排水施設の長寿命化と整備を推進している。 

 県内 6 多目的ダムにおいても、ダム及びダム周辺施設等の改良・長寿命化、維持・管理等を実施してお

り、多目的ダムの洪水調節機能により概ね 80 年に一度の豪雨に対し、洪水調節が可能となっている。ま

た、多目的ダムには供用開始後 100 年間の堆砂を想定した堆砂容量が確保されており、ダム上流部におけ

る大規模土砂災害に対しても抑止効果を持っている。 

 引き続き、これらの取り組みを推進する必要がある。（治水課） 

 

○雨水貯留浸透施設の整備の推進 

 流域の市街化が進んだ地域では、水田や農地が減少し、地表がアスファルトやコンクリートなどに覆わ

れ、流域の保水・遊水機能が低下し、雨の多くは地中にしみこまず、川や水路に短時間で流れ込むように

なり、浸水被害の危険性が増大する傾向となっている。 

 このため、雨水を一時的に貯め込んだり、地中に浸透させたりする貯留浸透施設の整備により、一定の

成果を上げているが、引き続き整備を推進し、洪水被害を軽減する対策が必要である。（治水課） 

 

 ○洪水被害を防止する河川整備の推進 

 県民の生命・財産を守るための基盤整備を図るため、鎌田川や濁川等において、台風や豪雨による洪水

を防止し安全に流下させる河川改修工事を実施しているが、未整備の箇所も多く、引き続き河川改修を実

施する必要がある。 

 今後も、コスト縮減を図りながら、投資効果の高い箇所に重点的・集中的に行うとともに、気候変動や

少子高齢化等の自然・社会状況の変化に対応しつつ被害を最小化する「減災」を図るよう、多様な整備手

法の導入、既存施設の有効利用及び危機管理体制の強化を進める必要がある。（治水課） 
 
【農業・農村の多面的機能の維持・増進】 

 ○荒廃農地解消対策の推進 
   農業生産活動や農村景観に影響を及ぼす荒廃農地の有効活用に向けて、ほ場や農道、用排水路等の生産

基盤の整備及び関連する支援策を一体的に実施することにより、荒廃農地の発生防止、解消を図るととも
に、農業・農村のもつ多面的機能の維持を推進してきたところ、これまで県内で 2,886ｈａを解消するな
ど一定の成果を上げているが、引き続き地域の実情に応じて必要な対策を講じて荒廃農地の発生防止、解
消を図るとともに、農業・農村のもつ多面的機能が十分に発揮されるよう事業を推進する必要がある。（担
い手・農地対策課、耕地課） 

 
 ○農地の整備（生産基盤の整備） 

農業生産の基盤となる農地や農業用施設は、食料の安定供給や農村の健全な発展に寄与するとともに、

生産活動の継続により農業・農村が有する多面的機能が発揮され、県土保全に大きな役割を果たしている。

しかしながら、狭小で不整形の農地は作業効率が悪く、また、農業者は高齢化によるリタイヤが進み、農

地を有効に利用する体制が十分でないため、荒廃農地の増加が進行している。このため、農地の大区画化

や汎用化により、生産コストの削減や生産量の増大を図るとともに、担い手への農地集積・集約化を推進

するため農業基盤整備の実施が必要である。（耕地課） 
 
【水防対策の推進】 

 ○「知って備えて命を守る」取組の推進 
   水害から県民の生命を守るため、①県民意識の啓発、②要配慮者の避難支援、③防災情報の充実と確実

な伝達、の３点に重点を置いた取り組みを推進する。 
   中小河川の洪水浸水想定区域図については、令和３年の水防法改正により対象河川が拡大され、13 市

町村(令和４年度末)で作成が進められている。 
 また、新たに作成される洪水浸水想定区域図を反映したハザードマップの浸水エリアにおいて、国（河
川管理者）や市町村等の関係機関と協力しながら、減災方法等を検討する必要がある。（治水課） 

 
 ○水防訓練の実施 

 水害から住民の生命と財産を守るため、毎年度、水防訓練を実施しており、洪水時の水防体制の強化、

関係水防団員の水防技術の習得及び水防意識の高揚に一定の成果を上げている。また、令和３年度から４

年度にかけて、河川管理者と市町村との重要水防区域等合同パトロールを実施し、緊急時に水防工法を実

施すべき箇所も把握出来ているが、水防訓練や災害対応経験のない水防団員も多いことから、水防団員等

の住民が参加できるよう、水防訓練を実施し水防技術の向上・継承等を図る必要がある。（治水課） 
 
 ○水防用資材の備蓄の推進 

 水害から住民の生命を守るため、水防用資材を備蓄し、災害が発生した場合に迅速な応急工事等への使

用など、一定の成果を上げているが、災害の規模によっては充分とは言えないことから、引き続き資材の

定期的な更新及び増強を実施する必要がある。（治水課） 

 

○山梨県流域下水道災害対応マニュアルの検証と見直し 
   災害時における下水道施設の安全性や信頼性の確保や、災害時の対応体制の整備を図るため、下水道施
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設の耐震化とともに、ＢＣＰ訓練の実施やマニュアルの見直し等を実施し水害対応について盛り込んだ。 
   引き続き、ＢＣＰ訓練を実施していくが、訓練時での課題や問題点をマニュアルに適切に反映していく

必要がある。今後においてもマニュアルの検証を行うとともに、検証結果に基づいたマニュアルの見直し

を必要に応じて行う必要がある。（下水道室） 
 

【インフラ等の長寿命化、耐震化】 

○水道施設の耐震化の促進 
 各水道事業者における水道施設の耐震化の促進を図ってきており、令和 3 年度末時点での基幹管路の

耐震適合率は 36.5％となっている。 
 また、各水道事業者の応急給水資機材の整備状況について調査し、整備の促進を図ってきている。 
 引き続き、各水道事業者が行う水道施設の耐震化及び応急給水資機材の整備の促進を図る必要がある。 
 大規模災害発生時には、水道施設の被災状況を把握し、給水応援の要請と活動が円滑に行われるよう、

県が調整する必要がある。（衛生薬務課） 
  

○下水道施設の長寿命化の推進 

 これまで下水処理場の機械・電気設備の整備や幹線管渠の日常点検などにより、随時修繕や消耗部品の

取り替えを行なう中で、下水道施設の長寿命化を図ってきたが、令和２年度に下水道機能の維持のため、

下水道施設全体の長期的な施設の状態を予測しながら、施設の点検・調査・修繕・改築を実施していくス

トックマネジメント計画を策定した。今後、このストックマネジメント計画に基づき、下水道施設を計画

的かつ効率的に管理していく必要がある。（下水道室） 
 
 ○下水道施設の耐震化の推進 

 下水道施設の耐震化率は、4 流域下水道（富士北麓・峡東・釜無川・桂川）において処理場施設で約 77%、

中継ポンプ場で約 90%、管渠については約 94%である（令和４年度末）が、未整備の箇所も残っている

ため、引き続き下水道施設の耐震化の促進を図る必要がある。（下水道室） 
 
【富士山の噴火予測手法の確立等】 

 ○富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 
「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度~29 年度）及びその継続研究の成果を基に、平

成 26 年度以降、富士山学習等をはじめとした火山防災教育、火山防災研修や火山災害の軽減のための国

際ワークショップ等の開催に取り組んでおり、一定の成果を上げている。一方で、平成 26 年 9 月の御嶽

山噴火災害を契機に、平成 27 年に活動火山対策特別措置法が改正、令和 3 年 3 月に富士山ハザードマッ

プが改定され、それを受けて令和 5 年 3 月に富士山噴火避難基本計画が新たに策定された。新たな計画に

基づいた周辺住民、登山客や観光客への対策が求められており、火山防災対策情報や災害知識の普及･啓

発の仕組みづくりに取り組む必要がある。（富士山科学研究所） 
 
【富士山火山防災の推進】 

○富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進 

富士山の防災対策を実効的に行うためには、富士山の噴火履歴とそれを基にした噴火シナリオの構築、

災害を予測するための火山現象の数値シミュレーション、火山活動の観測が不可欠である。平成 26 年度

から「富士山火山防災のための火山学的研究」及びその関連研究を継続し、噴火履歴の精緻化、噴火シナ

リオの構築や既存の数値シミュレーションの富士山への最適化、噴火予想を目的とした重力観測、他の研

究機関と研究および火山観測に関する協力関係の構築、火山観測データの流通等を実施している。一方で、

富士山の過去の噴火の数は他の火山に比べ圧倒的多く、さらなる噴火履歴の精緻化のための研究を継続す

る必要がある。また、富士山の噴火は噴火様式や規模が多様であること、噴火するまで火口が確定できな

いことから、噴火発生時に避難を速やかに行うためには、噴火の兆候を捉えるための火山観測の充実や噴

火予測手法の確立、災害を予測するための数値シミュレーションの開発、噴火発生時に速やかに避難行動

が取れるような次世代型のハザードマップの開発が不可欠となっている。引き続き、富士山の噴火災害を

軽減するため、噴火履歴の研究、噴火予測手法および災害予測手法の開発・確立、次世代型のハザードマ

ップの開発などの取り組みを推進する必要がある。（富士山科学研究所） 

 富士山では毎年雪代が発生し、富士スバルラインに土砂流出が起こり被害を与えている。これまで実施

した研究「雪崩発生条件の解明と観測機器の開発（平成 26 年~29 年）」、「斜面崩壊による災害観測を可

能とする IoT 観測機器の開発（平成 30〜令和 3）」により既存の火山観測網や臨時振動観測点を設置する

ことにより、発生源や流路を特定する技術が開発されつつある。これらの検知技術は、火山噴火発生後の

降雨型土石流、融雪型火山泥流、斜面崩壊、火山体崩壊等の火山における現象に対しても応用することが

可能であり、研究開発を継続して実施する必要がある。（富士山科学研究所） 

 
○火山防災体制強化に資する研究の推進 

「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度〜29 年度）において噴火履歴の研究を実施し、

「富士火山北麓における噴火実態の検証」（平成 28 年度〜30 年度）においてハザードマップとして懸案

となっていた雁ノ穴丸尾溶岩の火口の特定を行った。また、令和 3 年に改訂された富士山ハザードマップ

において富士山の噴火履歴の基礎データを提供するとともに、火山学的観点からハザードマップの改訂に

貢献している。一方で、富士山には未だ年代や噴火口が特定されていない噴出物が無数にあり、富士山の

噴火の特徴を理解するには富士山の噴火履歴を高精度化するための研究を推進する必要がある。 
周辺市町村の中高等学校の生徒をはじめ、地元住民への富士山火山ハザードマップを理解するためのワ
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ークショップの実施を行っている。一方で、現行のハザードマップや避難対象エリアは、住民にとって理

解するのが困難であり、噴火時の避難を的確に行うためには、これらマップを住民の方々が理解しやすい

ようにする必要があり、そのため研究が必要である。（富士山科学研究所） 
 

○富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

令和５年度に整備した現地対策拠点機能を維持するための車両等資機材を用いて、現地対策拠点（富士

吉田合同庁舎・世田谷区林間学園）の運営・開設訓練を実施し、スムーズな応急対策を実施する必要があ

る。 

令和５年３月に富士山火山避難基本計画を策定したため、市町村地域防災計画を新たな避難指針に適 

合する内容に改定する作業を支援するとともに、市町村の避難促進施設等に対する支援体制が強化される

よう体制を整える必要がある。 

円滑な避難のためには、正確かつ迅速な避難情報伝達が不可欠であることから、富士山への高速通信網

整備や地図情報、位置情報を用いた伝わりやすい情報伝達ツールの導入を早急に実施する必要がある。 

上質な観光地としてのブランドを確立するため、外国人を含む観光客の県境を越えた広域避難を国や市

町村、関係機関と連携して円滑に実施できる避難体制を構築する必要がある。 

 
 ○富士山火山噴火時の避難を支援する減災対策の推進 
   富士山火山噴火に伴い発生する土砂災害からインフラ・ライフライン等の被害を軽減するとともに広

域避難を支援するための砂防部局が担うべき対策を示す「富士山火山噴火緊急減災対策砂防計画」を富士

砂防事務所、静岡県及び山梨県により平成 29 年度に策定。 
   更に、規模が大きく県域を越えて広範囲にわたる富士山火山噴火対策には、技術力と機動力を備えた国

が主体となり、富士山全域を一体的に整備する必要があることから、静岡県側に加えて山梨県側でも平成

30 年度より直轄砂防事業が始まった。 
   今後も、富士北麓地域１０市町村（富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、西桂町、忍野村、山中湖

村、鳴沢村、富士河口湖町及び身延町）の首長及び議会議長からなる富士山火山噴火対策砂防事業を促進

するための期成同盟会と共に計画に基づく事業実施、実践的な支援体制の構築等について、国に要望を行

い、富士山火山噴火減災対策を促進する必要がある。（砂防課、富士砂防事務所（国）） 
 
【災害時に備えた県内道路ネットワークの整備推進】 

 〇林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、中山間地域集落の孤立化防止） 

県営林道のうち、国道・県道を連絡し、災害時の代替輸送路として機能を有する路線の計画延長は

289.7Km あり、令和 4 年度までに 272．2km の整備を実施している。（令和３年度末に南アルプス線（起点

～栄明橋橋台まで）4.9km 県道に移管）また、災害時の集落孤立防止に有効な路線の計画延長は 92.8km で

あり、令和 4 年度までに 88.0km の整備を実施した。いずれも、大規模災害発生時の効果発現に向け、優

先的に整備を進める必要がある。（治山林道課） 

 
〇老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

林道施設の長寿命化及び機能強化対策として、平成 30 年度に施設の再点検を実施したところ、605 箇

所ある橋梁等のうち県道や市町村道と連絡する路線等の 152 箇所を優先的に補修する必要があると判明

した。令和 4 年度は、山梨県県営林道施設長寿命化計画（個別施設計画）に基づき 6 箇所の対策を実施し

た。災害時の緊急輸送路等となる林道施設の老朽化対策として、引き続き長寿命化に取り組む必要がある。

（治山林道課） 

 

【デジタル技術の活用】 
○現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進 

  ドローンを用いた測量や ICT 機器による効率的な施工等、その利活用は一部の企業に留まっており、中

小規模の建設企業などには普及していない状況であるため、全ての企業が普段使いの技術として使用可能

な状況となるよう、更なる普及拡大を図る必要がある。（技術管理課） 

 

○災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

災害発生時において、立ち入り困難な被災現場での的確な情報収集やそれをもとにした早期の復旧のた

めの計画づくり等を行う上で、的確かつ効率的に行うためには、ドローン等の機材の整備や職員が操作で

きる体制を整えておく必要がある。（県土整備総務課、技術管理課、道路管理課、治水課、砂防課） 
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⑪環境 

【放射性物質等の検査体制の整備】 

 ○大気中の放射線測定体制の整備 

大気中の放射線測定体制については、現在、県内 5 箇所に設置してあるモニタリングポストによる空間

線量率の 24 時間監視及び県内 4 地点でのサーベイメーターによる空間放射線量率監視（月 1 回）を実施

している。 

 また、空間放射線量率以外の試料（大気浮遊じん、降下物、降水）についての測定も実施しており、原

発事故等が発生した場合、国からの指示によりモニタリングを強化することとされているため、迅速かつ

継続的に測定できるよう備える必要がある。（大気水質保全課） 

 

【災害廃棄物処理体制の強化】 

○災害廃棄物処理体制の強化 

  令和４年度までに、県内すべての市町村が災害廃棄物処理計画を策定したところであるが、発災後に活

用できる実効性のある計画という視点で、国の「災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン」における

チェックリストに基づき、定期的に計画の点検や見直しを行うことが必要である。 

 災害時に大量発生する廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理できる体制の強化を図るため、市町村の計画

の実効性の向上に向けた教育・訓練による人材育成や計画改定等への技術的な助言・支援を図る必要があ

る。(環境整備課) 

 

 ○災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

 地震等の大規模災害により発生した災害廃棄物の撤去、収集・運搬、中間処理・処分の協力については、

(一社)山梨県産業資源循環協会と協定を締結し、応急復旧活動の阻害となる障害物の撤去等の協力につい

ては、山梨県カーリサイクル協同組合と協定を締結し、災害に備えた体制の強化を図っている。 

災害の発生時において、各廃棄物関係団体との協定に基づく取り組みが円滑に行われるよう、平常時か

ら連携強化のための訓練等を行う必要がある。（環境整備課） 

 

【国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進】 

○国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進 

令和 4 年までに三ッ峠歩道整備工事、白根山系縦走線歩道整備工事、西沢渓谷歩道二俣吊橋補修工事、

北杜市美し森歩道整備工事等実施。（自然環境整備交付金） 

長寿命化計画に基づき、二俣吊橋（西沢渓谷）、広河原橋（南アルプス）の補修設計及び補修工事を実

施。 

近年の局地的な豪雨により県内の観光資源課が所管している登山道全般に丸太階段の地山土砂が流出

するなどの登山道が見られる。所管の登山道は、雨水にさらされる環境下にあり地山の地質が土砂のため

近年のゲリラ的豪雨の影響を受けやすい。優先度を決めて整備計画に計上しているが、引き続き定期的な

現地調査が必要となる。 
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⑫土地利用(国土利用) 

【農業・農村の多面的機能の維持・増進】 

 ○荒廃農地解消対策の推進 
 農業生産活動や農村景観に影響を及ぼす荒廃農地の有効活用に向けて、ほ場や農道、用排水路等の生産

基盤の整備及び関連する支援策を一体的に実施することにより、荒廃農地の発生防止、解消を図るととも

に、農業・農村のもつ多面的機能の維持を推進してきたところ、これまで県内で 2,886ｈａを解消するな

ど一定の成果を上げているが、引き続き地域の実情に応じて必要な対策を講じて荒廃農地の発生防止、解

消を図るとともに、農業・農村のもつ多面的機能が十分に発揮されるよう事業を推進する必要がある。（担

い手・農地対策課、耕地課） 
 

○農地の整備（生産基盤の整備） 
 農業生産の基盤となる農地や農業用施設は、食料の安定供給や農村の健全な発展に寄与するとともに、

生産活動の継続により農業・農村が有する多面的機能が発揮され、県土保全に大きな役割を果たしている。

しかしながら、狭小で不整形の農地は作業効率が悪く、また、農業者は高齢化によるリタイヤが進み、農

地を有効に利用する体制が十分でないため、荒廃農地の増加が進行している。このため、農地の大区画化

や汎用化により、生産コストの削減や生産量の増大を図るとともに、担い手への農地集積・集約化を推進

するため農業基盤整備の実施が必要である。 
（耕地課） 

 

【地域活性化との連携】 

○本社機能移転等の推進 
東京など人口が集中している大都市から新たな人の流れを生み出し、本県での雇用創出や地域経済の活

性化を図るため、本社機能の移転や事務所・研究開発施設の拡充を推進する必要がある。（成長産業推進

課） 
 

【災害に強いまちづくりの推進】 

○災害に強い市街地を形成する土地区画整理事業、市街地再開発事業等の実施 

 災害に強い市街地の形成を図るため、土地区画整理事業や市街地再開発事業等への補助を実施し、一定

の成果があった。しかし、依然として密集した市街地や低未利用地が多く存在していることから、災害に

強い良好で健全な市街地環境を形成するため、引き続き補助事業を実施する必要がある。（都市計画課） 
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２．横断的分野 

Ａ）リスクコミュニケーション 

 
【災害時相談支援体制の充実】 

 ○被災者の総合相談体制の充実及び総合相談窓口のマニュアルの見直し 

   過去の災害時に問い合わせが多かった公共交通機関、道路、ライフライン等の情報を収集し、適切に対

応できるようマニュアルの整備ができている。引き続き、総合相談体制の充実を図るとともに、毎年度検

証を行った上で、マニュアルの内容を見直す必要がある。（県民生活総務課） 
 

 ○県、市町村による災害時の消費生活相談体制の維持 

市町村に対して、災害時の消費生活相談に係る情報提供等を行い、消費生活相談への相談体制の確保を

図ってきた。災害に備え、引き続き災害時の消費生活相談に適切に対応できる体制を確保していく必要が

ある。（県民生活安全課） 
 

 ○災害時における DV 等被害者生活相談の周知 
災害時におけるＤＶ等被害者の相談体制の整備のため、女性相談所及びぴゅあ総合に相談窓口（配偶者

暴力相談支援センター）を設置し、県ホームページで周知するとともに、避難所においても周知が図られ

るよう市町村に要請してきているが、被害女性の相談・一時保護は女性相談所等の最優先業務であるため、

引き続き、相談窓口の周知と対応を市町村等関係機関と連携して行う必要がある。（男女共同参画・共生

社会推進統括官、子ども福祉課） 
 
○外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 
  外国人住民の防災意識を高めるため、外国人向けの災害ガイドブック（7 カ国語）を平成 23 年度に作

成し、各市町村、関係機関等に配布した。併せて災害ガイドブックをホームページで公開している。 

 県国際交流協会と連携し「災害時ボランティアセミナー」「地域住民防災力向上事業」を実施した。 

 「やまなし外国人相談支援センター」（令和元年 8 月開設）を設置し、在留外国人に対する生活・就労

等に関する情報提供や相談対応を実施している。 

    また、外国人住民は社会的な出入りがあることから、防災意識を高めるとともに、災害ガイドブックの

配布や県ホームページでの公開を毎年度継続して実施する必要がある。（男女共同参画・共生社会推進統

括官） 

 令和元年度に「山梨県災害多言語支援センター」に係る協定を山梨県国際交流協会と締結した。（男女

共同参画・共生社会推進統括官、観光振興課） 

 令和 2 年度に整備した防災ポータルの多言語情報発信を実施している。（男女共同参画・共生社会推進

統括官、観光振興課） 

 
 

 ○災害時の県税救済措置制度の周知・円滑な対応 
   災害時の県税救済措置制度（猶予・減免）の円滑な運用を図るため、平時からホームページ等で周知を

行っている。また、災害発生時には各種媒体により同制度の広報を行うこととしている。引き続き、円滑

な制度運用を図るため、ホームページ等で周知を行う必要がある。（税務課） 
 

 ○被災者の生活再建支援の充実 
 被災者生活再建支援制度の円滑な運用を図るため、市町村に制度内容の周知を行うとともに、県民に対

して制度の普及啓発を行っている。また、支援制度の充実について、全国知事会が平成 24 年 7 月に、「一

部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合には、すべての被災地域が支援の対象となるよう

見直すこと」を国へ要望した。引き続き、円滑な制度運用を図るため、市町村への周知及び県民への普及

啓発を行うとともに、知事会等を通じて支援制度の充実を国へ働きかける必要がある。 
国庫補助制度が適用とならない自然災害があることから、県独自の支援制度として「山梨県・市町村被

災者生活再建支援制度」を構築した。 
 

【防災教育等による地域防災力の強化】 

 ○効果的な防災教育のための情報共有、連携等の促進 

 これまで、防災危機管理課、防災安全センター等において防災に関する研修会、訓練、啓発等、また学

校において防災教育を実施してきており、一定の成果を上げている。また、平成 26 年～28 年まで山梨大

学（地域防災・マネジメント研究センター）、国（甲府河川事務所、富士川砂防事務所）及び県で山梨防

災教育研究会を設置し、関係部署間の情報共有、相互連携等を図ってきたが、引き続き、各種防災教育関

連事業の一層の充実を図るため、情報共有、相互連携等を図る必要がある。（防災危機管理課、治水課、

砂防課、教育庁総務課教育企画室、義務教育課、高校教育課、保健体育課、生涯学習課） 
 
 ○県民の防災意識の啓発・高揚 

 県民の防災意識の一層の向上を図るため、防災安全センターにおいて、地震、煙などの体験事業や、起

震車を活用しつつ防災知識の習得ができる出張講座等を実施するとともに、県のホームページ（やまなし

防災ポータル）を活用した、各種防災情報や防災知識などの情報提供の充実・強化を図っている。引き続
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き、県民の防災意識の一層の向上を図るため、移動防災教育講座等を実施する必要がある。（防災危機管

理課） 
 
 ○家庭や事業所等における備蓄充実の促進 

 大規模災害発生時に、家庭や事業所等における必要な水や食料等の備蓄の充実を促進するため、防災リ

ーフレット、講習会、やまなし防災ポータル等あらゆる機会を通じて、家庭や事業所等に対して普及啓発

を行っている。引き続き、更なる備蓄の充実を促進するため、あらゆる機会を通じて、家庭や事業所等に

対して普及啓発を行う必要がある。（防災危機管理課） 

 
 ○富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 

「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度~29 年度）及びその継続研究の成果を基に、平

成 26 年度以降、富士山学習等をはじめとした火山防災教育、火山防災研修や火山災害の軽減のための国

際ワークショップ等の開催に取り組んでおり、一定の成果を上げている。一方で、平成 26 年 9 月の御嶽

山噴火災害を契機に、平成 27 年に活動火山対策特別措置法が改正、令和 3 年 3 月に富士山ハザードマッ

プが改定され、それを受けて令和 5 年 3 月に富士山噴火避難基本計画が新たに策定された。新たな計画に

基づいた周辺住民、登山客や観光客への対策が求められており、火山防災対策情報や災害知識の普及･啓

発の仕組みづくりに取り組む必要がある。（富士山科学研究所） 
 
 ○土砂災害防災訓練の実施 

 土砂災害に対する危険性、避難行動の重要性を周知するため、毎年 6 月の土砂災害防止月間に合わせて

行う土砂災害防災訓練において啓発活動を実施しているが、引き続き啓発活動を実施する必要がある。（砂

防課） 

 土砂災害警戒避難体制の確立・強化を図るため、平成 25 年度までに、昭和町を除く全市町村で、各市

町村の地域状況を踏まえて土砂災害ハザードマップを作成された。土砂災害ハザードマップを用いた避難

（防災）訓練等を通じ、県民に土砂災害に係る知識を周知するため、市町村職員向けの講習会（勉強会）

を催すなど、引き続き定期的に啓発活動を実施する必要がある。（砂防課） 
 
 ○警戒宣言発令時等における自動車の不使用・自粛に関する県民への広報啓発活動の実施 
   警戒宣言発令時等における県民の自動車の不使用・自粛を図るため、これまで、広報用チラシを防災訓

練の際に配布し、また、県警ホームページに掲載するなど、継続的に広報啓発活動を実施してきているが、

より広く周知を行うため、各種機会を捉えて引き続き広報啓発活動を実施する必要がある。（警察本部） 
  

 ○住民の防災意識の醸成の推進 
 住民の防災意識の醸成を図るため、交番や駐在所で発行するミニ広報紙及び県警ホームページ等に災害

関連の内容を掲載しているが、更なる住民の防災意識向上のため引き続き取り組みを推進する必要があ

る。（警察本部） 
 
【学校における防災教育等の推進】 

 ○砂防移動教室や河川出前講座など防災教育の実施 

 土砂災害に対する危険性、水難事故防止、避難行動の重要性を教えるため、毎年 6 月の「土砂災害防止

月間」や 7 月の「川に親しみ、水辺にふれあう運動推進強調月間」等に合わせて、小学生を対象に砂防移

動教室や河川出前講座を実施しているが、引き続き啓発活動を実施する必要がある。（砂防課、治水課） 

 逃げ遅れによる水害・土砂災害からの被害を未然に回避する必要があるため、一般県民からの要望によ

り実施している県政出張講座において、水害や土砂災害から身を守るための方法等を周知し、発災前に避

難が完了するよう県民一人ひとりの意識を変える必要がある。 
 
○公立小中学校における防災対策の推進 

   これまで、公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会議を通して、児童生徒

への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきており、防災教育や避難訓練は

全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達している。 

   また、平成 24 年度から公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を実践できるよ

う防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、児童生徒に自助の力や共

助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

   更に、平成 24 年度から公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、「安全教育手法

の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・支援」を図っ

てきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会において各学校

に還元してきた。 

   これらの取組は、児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げている

が、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と児童生徒が

振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課） 
 
 ○県立学校及び公立小中学校の幼児・児童生徒に対する防災教育の推進 

これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）及び公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修
等の各種研修会等を通して、幼児・児童生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼
びかけてきており、防災教育や避難訓練は全学校で実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達
している。 

   また、平成 24 年度から県立学校及び公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を
実践できるよう防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、幼児・児童
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生徒に自助の力や共助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 
更に、平成 24 年度から県立学校及び公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、

「安全教育手法の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・

支援」を図ってきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会に

おいて各学校に還元してきた。 

県立学校では、防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、

防災教育に関する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 

これらの取組は、幼児・児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げて

いるが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と幼児・

児童生徒が振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課、高校教育課） 

 

○公立小中学校における児童生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

これまで、公立小中学校に対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会議を通して、児童生徒

への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきており、防災教育や避難訓練は全

学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達している。 

   また、平成 24 年度から公立小中学校において、主に災害図上訓練や防災に関する授業を実践できるよ

う防災教室を実施したことにより、教職員が、危険箇所等を事前に把握したり、児童生徒に自助の力や共

助の精神を育成したりすることについての意識は高まってきている。 

更に、平成 24 年度から公立小中学校の指定校における実践的防災教育推進事業により、「安全教育手法

の開発・普及」、「学校の安全管理体制の構築・強化」、「災害ボランティア体験活動の推進・支援」を図っ

てきた。指定校は、様々な場面を想定した避難訓練を実施し、その研究成果を成果発表会において各学校

に還元してきた。 

   これらの取組は、児童生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げている

が、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、避難訓練後には教職員と児童生徒が

振り返りを行うなどして訓練の質を高めていく必要がある。（義務教育課） 

 
○県立学校（高等学校・特別支援学校）における防災対策の推進 

   これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）対し、管理職研修や防災教育研修等の各種研修会・会
議を通して、幼児・児童・生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけてきて
おり、防災教育や避難訓練は全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達してい
る。防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、防災教育に関
する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 
これらの取組は、幼児・児童・生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げ

ているが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、引き続き取組を行う必要があ
る。（高校教育課） 

 

○県立学校（高等学校・特別支援学校）における幼児・児童・生徒の安全確保、安否確認等の対策の推進 

これまで、県立学校（高等学校・特別支援学校）に対し、管理職研修や防災リーダー研修等の各種研修

会・会議を通して、幼児・児童・生徒への防災教育及び教職員への防災研修や避難訓練の実施を呼びかけ

てきており、防災教育や避難訓練は全学校で確実に実施され、危機管理マニュアルの作成率も 100％に達

している。 

  県立学校では、防災教育研修会において、山梨県の防災や避難所開設・運営についての講義を実施し、

防災教育に関する知識や技能の習得と各学校での周知を図っている。 

  これらの取組は、幼児・児童・生徒及び教職員の防災意識の高揚及び対応力の向上に一定の成果を上げ

ているが、常に危機感を持ってあらゆる場面に対応できるようにするため、引き続き取組を行う必要があ

る。（高校教育課） 

 

○公立小中高等学校の教職員のカウンセリング知識の向上 

これまで、公立小中学校及び県立学校（高等学校・特別支援学校）にスクールカウンセラーの配置又は

派遣を実施してきており、併せて、養護教諭研修会等で児童生徒の心のケアについての研修を進めてきた。 

  平成 23 年度からは、阪神淡路、新潟中部、東北３県での児童生徒の心のケアの状況を各種研修会・大

会で把握し、県立学校及び公立小中学校の養護教諭・教頭・初任教職員に、児童生徒の心のケアについて

研修や演習を実施しており、また、平成 27 年度からは、しなやかな心の育成シンポジウム及びワークシ

ョップの中で啓発を行うなど災害時の児童生徒の心のケアの重要性の理解は進んできている。 

  しかしながら、各学校で実施している各種防災研修との連携が十分でなく、全教職員に対する研修は不

足しているため、引き続きこれまでの取り組みを進めるとともに、全教職員に対する研修を行う必要があ

る。（保健体育課） 
 
【災害危険箇所等の周知】 

 ○液状化の危険度情報の提供 
 液状化の危険度がわかる液状化危険度マップを作成し、県のホームページにおいて情報提供を行ってお

り、県民の防災に係る防災意識の啓発に役立っている。令和５年５月２６日に公表した地震被害想定調査

結果に基づき、最新版へ更新する。引き続き、県民への液状化に対する意識を啓発するため、液状化危険

度マップを周知する必要がある。（防災危機管理課） 
 
 ○農業用ため池の耐震化の推進 

   ため池の整備については、平成２５年度から機能の健全度を把握するために一斉点検及び耐震調査を
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実施し、この調査結果を踏まえ、ため池等整備事業や土地改良施設耐震対策事業などの農地防災事業によ

り、耐震化対策が必要なため池の整備を進めており、今後も計画的な整備を進める必要がある。 
更に、これらのハード対策と併せて、地域防災体制の構築や施設を適切に保全していくための管理体制

の整備などのソフト対策を実施する必要がある。（耕地課） 
 
 ○「知って備えて命を守る」取組の推進 

水害から県民の生命を守るため、①県民意識の啓発、②要配慮者の避難支援、③防災情報の充実と確実

な伝達、の３点に重点を置いた取り組みを推進する。 
 中小河川の洪水浸水想定区域図については、令和３年の水防法改正により対象河川が拡大され、13 市

町村(令和４年度末)で作成が進められている。 
 また、新たに作成される洪水浸水想定区域図を反映したハザードマップの浸水エリアにおいて、国（河

川管理者）や市町村等の関係機関と協力しながら、減災方法等を検討する必要がある。（治水課） 
 
 ○河川情報システムの運用 

 防災に資する情報提供手段の確立のため、総合河川情報システムを整備し、各河川の雨量・水位情報を

収集して、リアルタイムでインターネット・携帯電話に情報提供を行ってきており、迅速な警戒避難行動

に一定の成果を上げているが、ＩＣＴの進展に伴うサーバやネットワークの性能向上、ソフトウェア技術

の革新などに適確に対応して、引き続き適切なシステムの運用を図る必要がある。（治水課） 
 
 ○土砂災害等情報システムの運用 

土砂災害警戒情報システム等を整備し、平常時は土砂災害危険箇所等の情報を、降雨時（災害時）には

気象情報、土砂災害の危険性が高まっている箇所等の災害関連情報を市町村や住民等に提供している。 

   また、県内のケーブルテレビ事業者と土砂災害情報の配信について協定を締結し、災害時等にマスメデ

ィアによる情報提供を行うなど一定の効果を上げているが、今後も効果的な情報提供を行う必要がある。

（砂防課） 

  
 ○土砂災害警戒区域等の指定及び周知 

土砂災害から県民の生命を守るため、土砂災害防止法の施行に伴い基礎調査を実施し、これまでに7,238

箇所の土砂災害警戒区域の指定をしてきた。しかし、指定以降の地図精度向上や土地利用状況の変化が生

じているため、基礎調査を実施し、必要に応じ調査結果に基づく土砂災害警戒区域等の指定見直し（追加・

削除）を行う必要がある。 

   また、警戒避難体制の整備が十分に浸透しているとは必ずしも言えないため、今後は指定区域を管理・

公開するために作成した土砂災害情報システムを通し、定期的に啓発活動を行う必要がある。（砂防課） 

 

○山梨県地震被害想定調査結果の周知 

地震被害想定調査は過去にも実施しており、山梨で被害をもたらす地震について周知を行っている。こ

うした中、新たに実施した地震被害想定調査では、最悪の事態を想定して対策を進めるため、最大の被害

を見積もるとともに、対策による被害の低減効果を明らかにしている。この調査結果を県民に周知し、県

全体で地震防災対策を推進する必要がある。（防災危機管理課） 

 

【地域防災力の強化】 

 ○現地災害対策本部、市町村への職員派遣体制の確立 
   現地対策本部の円滑な県職員派遣体制を確立するため、地震防災訓練などにおいて職員派遣体制を検

証し、実効性を図っている。 
防災体制の見直しに伴い、災害時に市町村の対応が困難となった場合は、当該市町村に土地勘を有する

県庁職員を派遣し、本部の連絡担当職員との間で情報を共有し、人命救助、応急復旧や救援物資の要請・

供給等、被災市町村に代わって事務処理できる体制を整備・検証する必要がある。（防災危機管理課） 
 

○市町村の災害対応力の強化支援 
   市町村の災害対応力の強化を図るため、防災計画の修正や、専門研修による図上訓練等の実施支援を行

い災害対応力の充実を図っている。引き続き、市町村の災害対応力の強化を図るため、助言や技術的支援

を行う必要がある。（防災危機管理課） 

 

 ○住民参加型の県地震防災訓練の実施 
 県民の防災意識の高揚を図るため、県、市町村、防災関係機関、住民等と連携した住民参加型の山梨県

地震防災訓練を実施し、災害への対応力の充実を図っている。引き続き、関係者のより一層の対応力の強

化を図るため、訓練を実施する必要がある。（防災危機管理課） 

 

○避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

   災害時において避難行動要支援者の円滑な避難を行うため、市町村が地震防災訓練などを通して避難

行動要支援者などに配慮した避難所の設置・運営訓練の実施を促している。 

引き続き、地震防災訓練等を通じて、市町村による要配慮者に配慮した避難所の設置、運営訓練の実施

等を促す必要がある。（防災危機管理課） 
 

○避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 
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 県地震防災訓練の場において、市町村（避難所管理者）と地域住民（自主防災組織）のほか地域社会福

祉協議会、自衛隊などの協力を得て、総合的な避難所の運営・生活訓練を実施している。実際に災害時に

避難所を利用する区民が避難所を立ち上げ、管理者・自主防災組織・市が主体となった運営会議のもと、

避難所を運営する総合的な訓練を行うなど、災害対応力の充実に一定の効果がある。引き続き、地域の災

害対応力の充実ため、避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練を実施する必要がある。（防災

危機管理課） 
 

○避難所運営マニュアルの作成支援 

熊本地震では、地震発生直後から住民の避難が始まり、ピーク時には１８万人以上にも及んだが、「避

難所は避難者による自主運営が基本」という住民意識が薄かったことから、避難所運営が安定するまでに

相当の時間を要し、市町村職員が避難所運営で手一杯となり、他の災害対応業務の実施に支障が生じた。 

そのため、避難者による避難所自主運営のための「避難所運営マニュアル」作成（見直し）の支援を行う

必要がある。 

 

○地区防災計画の作成支援 

  地域住民による自発的な防災活動に関する計画である「地区防災計画」は、東日本大震災の教訓を踏ま

えて、平成 25 年の災害対策基本法の改正において規定され、地域住民が主体となり、全国的に策定を進

めてきているが、山梨県内においては策定が進んでいない状況である。 

自助・共助の取組を強化し、地域防災力の向上を図るためにも「地区防災計画」作成支援を行う必要が

ある。 

 

【緊急物資の確保】 

○緊急物資の調達（調達の協定） 

災害時に必要な物資が被災者などに供給されるよう、山梨県消費生活協同組合連合会との協定を更新 

するとともに連絡責任者といった連携体制を確認した。物資供給が円滑に行われるよう引き続き連携体制

を確保していく必要がある。（県民生活安全課） 

 

【県庁の災害対応力の強化】 

○災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 
 平成 26 年 2 月の豪雪災害への対応等を踏まえ、訓練等の機会を通じ、県防災体制の強化を図ったが、

引き続き、災害時の対応力向上のため、防災体制の不断の見直しを行う必要がある。（防災危機管理課） 

 

○地方連絡本部（地域県民センター）の組織体制の見直し 

 地方連絡本部（地域県民センター）については、各出先事務所の役割等を整理し、その連絡体制を見直

すととともに、規程、マニュアルを整備し、現状において関係出先機関、各市町村との連携は図られてい

るが、災害時における情報収集等における効率化を図る必要がある。（防災危機管理課） 

 

○災害時等の会計事務処理手続きの整備及び物品調達等事務の実施体制の構築 

   災害等により財務会計システムや物品調達管理システムが使用不能となった場合に備え、会計事務や

調達事務が支障なく円滑に行われるよう「システム障害時における会計事務手処理マニュアル」を改定

し、周知を行うとともに、関係機関（山梨中央銀行）との調整や資料収集を行った。引き続き、システム

障害時の会計事務処理の実効性を担保するため、周知、模擬訓練等を行う必要がある。（管理課） 

 
○非常参集体制の確立 
 大規模地震等が発生した際の初動体制を確保するため、初動体制職員を任命するとともに、大規模地震

発生時に初動体制職員の携帯電話に自動呼び出しを行うシステムを運用し、非常参集訓練を実施してい

る。 
また、確実な初動体制を確保するため、勤務時間外（夜間、週休日及び休日）に職員が宿日直を行い、

24 時間即応体制に対応するとともに、本部長等の登庁方法、連絡体制や不在時の取扱いについて検証し、

発災時に知事・本部員が在京している場合のヘリコプターによる帰庁のため、平成 23 年度から航空会社

との協定を締結しており、一定の初動体制の充実が図られている。 
引き続き、様々な災害に対応し、地震以外の災害においても確実な初動体制を確保するため、研修及び

訓練を強化するとともに課題を整理する必要がある。（防災危機管理課） 

 
 ○災害対応に関する職員研修の充実・強化 

 全所属を対象に職員災害ハンドブックを用いた防災研修を必須化する。また、今後は防災体制の見直し

に併せて、自然災害危機管理に係る防災研修を実施するとともに、災害対策本部統括部活動マニュアルを

随時見直し、各班の研修や訓練を実施する必要がある。（防災危機管理課） 

火山防災に関する知識と専門性を有する火山防災職を火山防災対策室に配置し、地域住民、観光客や登

山者等の安全を確保するため、富士山火山噴火の防災対策を強化する必要がある。（防災危機管理課、火

山防災対策室） 

 

○様々な事態を想定した図上訓練等の実施 
 広域的な大災害の発生に対する災害対策本部等の対応力の強化を図るため、令和元年の東日本台風の際

に設置した災害対策本部での問題点を整理して、図上訓練等へ反映し、災害への対応力の充実を図ってい
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る。防災体制の見直しに伴い、県職員や関係者のより一層の対応力の強化を図るため、訓練の実施ととも

に、その内容を強化する必要がある。（防災危機管理課） 

 
【富士山火山防災の推進】 

 ○富士山火山避難基本計画に基づく訓練の実施 

平成 24 年 6 月 8 日に、火山専門家、山梨県、静岡県、神奈川県、国、富士山周辺市町村及び防災関係

機関による「富士山火山防災対策協議会」を設置し、平成 27 年 3 月 16 日に同協議会において、「富士山

火山広域避難計画」（対策編）を策定した。 

また、平成 24 年度から富士山噴火を想定した総合図上訓練を、平成 26 年 10 月 19 日には富士山火山防

災対策協議会構成機関等による「富士山火山三県合同防災訓練 2014」を実施した。 

平成 28 年度までに、関係全 8 市町村において富士山火山広域避難計画を基に市町村が実施する詳細な

避難対応や対策を記載した「市町村避難計画」の策定が完了したため、平成 30 年度から、市町村や関係

機関と合同で訓練を実施しているところである（令和元年度は台風により中止）。 

令和 2 年 3 月に富士山噴火総合対策を策定し、3 年 3 月には富士山ハザードマップを改定した。 

令和 5 年 3 月、富士山火山広域避難計画を改定し、富士山火山避難基本計画を策定した。 

今後も、大規模降灰対策などの課題について、引き続き検討を行う必要がある。 

 
○火山防災体制強化に資する研究の推進 

「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度〜29 年度）において噴火履歴の研究を実施し、

「富士火山北麓における噴火実態の検証」（平成 28 年度〜30 年度）においてハザードマップとして懸案

となっていた雁ノ穴丸尾溶岩の火口の特定を行った。また、令和 3 年に改訂された富士山ハザードマップ

において富士山の噴火履歴の基礎データを提供するとともに、火山学的観点からハザードマップの改訂に

貢献している。一方で、富士山には未だ年代や噴火口が特定されていない噴出物が無数にあり、富士山の

噴火の特徴を理解するには富士山の噴火履歴を高精度化するための研究を推進する必要がある。 
周辺市町村の中高等学校の生徒をはじめ、地元住民への富士山火山ハザードマップを理解するためのワ

ークショップの実施を行っている。一方で、現行のハザードマップや避難対象エリアは、住民にとって理

解するのが困難であり、噴火時の避難を的確に行うためには、これらマップを住民の方々が理解しやすい

ようにする必要があり、そのため研究が必要である。（富士山科学研究所） 
 

○富士山噴火に備えた実践的かつ効果的な避難体制の強化推進 

令和５年度に整備した現地対策拠点機能を維持するための車両等資機材を用いて、現地対策拠点（富士

吉田合同庁舎・世田谷区林間学園）の運営・開設訓練を実施し、スムーズな応急対策を実施する必要があ

る。 

令和５年３月に富士山火山避難基本計画を策定したため、市町村地域防災計画を新たな避難指針に適 

合する内容に改定する作業を支援するとともに、市町村の避難促進施設等に対する支援体制が強化される

よう体制を整える必要がある。 

円滑な避難のためには、正確かつ迅速な避難情報伝達が不可欠であることから、富士山への高速通信網

整備や地図情報、位置情報を用いた伝わりやすい情報伝達ツールの導入を早急に実施する必要がある。 

上質な観光地としてのブランドを確立するため、外国人を含む観光客の県境を越えた広域避難を国や市

町村、関係機関と連携して円滑に実施できる避難体制を構築する必要がある。 

 

【発災後のインフラ復旧対策の推進】 

 ○発災後のインフラ復旧対策の推進 

 防災体制の見直しに伴い、県及び関係機関のより一層の対応力の強化を図るため、関連マニュアルの整

備や実効性ある訓練の実施等、災害時のインフラ復旧対応力の向上を図る必要がある。（防災危機管理課） 

令和元年東日本台風の豪雨により主要交通網の脆弱性が露呈したことから、交通や輸送の機能が途絶し

又は混乱した場合において、これらの機能や秩序を速やかに回復し、緊急輸送などを円滑に行う必要があ

る。（交通政策課・道路管理課） 
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Ｂ）人材育成 

 

【人材育成等による地域防災力の強化】 

 ○防災対策に関する意識啓発及び人材の育成 

   男女共同参画推進センターにおいて、防災対策の意識啓発や人材育成を目的とした講座を開催し、女性

の参加を促している。令和４年度に開催した各講座においては、参加者の半数近くが女性であり、引き続

き、防災対策に関する意識啓発及び人材育成を推進する。（男女共同参画・共生社会推進統括官） 

  
○地域防災力の強化を支える人材の育成 

 自主防災組織を育成するため、県及び防災安全センター等で自主防災組織に対する研修会や訓練を定期

的に実施するとともに、地域県民センターで自主防災組織運営の中心となる地域防災リーダーの養成講座

を開催し、併せて女性の参加について市町村に要請している。また、自助力の向上を図るため、毎年度、

一般県民を対象とした防災講座、講演会等を実施している。 

これらの研修、訓練等は本県の自主防災組織の充実、地域防災力の向上及び住民への防災に関する意識

啓発に繋がっており、継続する必要がある。また、今後は地域防災リーダー等の活用方策について検討す

る必要がある。（防災危機管理課） 

 
○防災リーダーの養成 

 防災に対する知識、技能を有する人材を早急に育成し、地域における防災力の向上を図るため、平成 24

年度から 3 年間の防災士養成事業費補助金を設け市町村への補助を行った。また、市町村との連携により

防災士養成講座を開催し、平成 26 年度には 61 人、平成 27 年度には 73 人、平成 28 年度には 88 人、平成

29 年度には 100 人が修了しており、地域の防災力の充実に一定の効果があった。引き続き、地域におけ

る防災力の向上を図るため、防災士の養成に対する市町村への助言・技術的支援を行うとともに、防災士

養成講座を開催する必要がある。（防災危機管理課） 

 

 ○建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

 建設業における労働力確保は主要課題の一つであり、このままでいくと労働者の減少に歯止めがかから

ず、将来的な災害対応やインフラ整備など国土強靱化にも支障を及ぼす恐れがある。このため、若年者・

女性等の入職・定着の促進を図るとともに、建設業に対するイメージを向上させる必要がある。（建設業

対策室） 

 

 ○水防訓練の実施 
   水害から住民の生命と財産を守るため、毎年度、水防訓練を実施しており、洪水時の水防体制の強化、

関係水防団員の水防技術の習得及び水防意識の高揚に一定の成果を上げている。また、令和３年度から４

年度にかけて、河川管理者と市町村との重要水防区域等合同パトロールを実施し、緊急時に水防工法を実

施すべき箇所も把握出来ているが、水防訓練や災害対応経験のない水防団員も多いことから、水防団員等

の住民が参加できるよう、水防訓練を実施し水防技術の向上・継承等を図る必要がある。（治水課） 
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Ｃ）官民連携 

 

【災害時相談支援体制の充実】 

 ○大規模災害時における法律、税務及び行政書士業務相談に関する協定 

   県内で地震・風水害等の大規模災害が発生した場合、県民が専門家に法律や税務等の相談を行えるよう

関係団体との協定を継続した。協定団体との意見交換会等を通じて情報共有を図り、関係機関の連携を体

制を確保していく必要がある。(県民生活安全課） 

 
【NPO 等との連携・協働の促進】 

 ○災害関連 NPO、ボランティア団体等との連携・協働の促進 
 大規模災害発生時に迅速かつ適切な被災者支援や救援活動ができるよう、災害関連ＮＰＯ、ボランティ

ア団体等との連携・協働を促進するため、研修会などを実施しており、連携・協働体制の充実に向け一定

の役割を果たしている。引き続き、大規模災害発生時に大きな役割を果たすことのできる災害関連ＮＰＯ、

ボランティア団体等との連携・協働を促進するため、研修会などを実施する必要がある。（防災危機管理

課） 
 

【森林の公益的機能の維持・増進】 

 ○森林の公益的機能の維持・増進 

平成 19 年度に創設した、官民による組織「やまなし森づくりコミッション」が、森林所有者と森づく

り活動を行いたい企業･団体とのマッチング等を行ってきた。また、平成 24 年度から 28 年度までの間に

地域の民間団体が行う森林整備活動に対し助成を行い、様々な主体による森林整備活動が広まってきてい

る。令和４年度は新型コロナウイルス感染症予防のため一部の森林整備活動が中止となったが、引き続き、

企業の CSR 活動や地域コミュニティと連携した森林の整備・保全活動を推進する必要がある。（森林整備

課） 

 

【地域活性化との連携】 

 ○CLT 工法等新技術の導入 

 令和４年度時点で県内でＣＬＴを使った建築物は 9 施設となっている。令和 4 年度は、民間建築物への

利用促進のため、需要者である商工団体に対し CLT 工法等の技術を用いた木造建築物について有識者によ

る講習を行い普及を図った。（林業振興課） 

 

○県産材需要拡大の推進 

 公共施設の木造・木質化について、庁内に「県産材利用推進対策部局連絡会議」（平成 29 年度より「県

産材利用促進会議」）を設置し、県産材利用の働きかけと公共施設等への木造化・木質化の支援を実施し

た。また、令和 4 年度に福祉法人が建築する施設の支援を行った。さらに、供給システム強化では 5 グル

ープの取り組みに対し助成した。 

 林業・木材産業関係団体と商工関係団体等が連携するネットワークにおいて、木造化・木質化へ向けた

普及コンテンツを作成し、県産材利用の普及啓発を行った。引き続き、公共建築物とともに民間建築物の

木造化・木質化を促進し、県産材の需要拡大に向けた生産体制の確立を図る必要がある。（林業振興課） 

 

【県防災体制の充実・強化】 

 ○災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 
 災害発生による様々な事態に対応するため、民間企業、国・市町村関係機関、各種団体等と協定の締結

を行い、連携の強化を図っている。引き続き想定される事態及び必要な対応について検討し、関係団体等

との連携を強化する必要がある。（防災危機管理課） 
 
○電力供給体制強靱化の推進に向けた関係機関との連携 

   県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、本県の電力供給体制をより一層、強化する必要がある。

（環境・エネルギー政策課） 
 

【災害廃棄物処理体制の強化】 

○災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

地震等の大規模災害により発生した災害廃棄物の撤去、収集・運搬、中間処理・処分の協力については、

(一社)山梨県産業資源循環協会と協定を締結し、応急復旧活動の阻害となる障害物の撤去等の協力につい

ては、山梨県カーリサイクル協同組合と協定を締結し、災害に備えた体制の強化を図っている。 

 災害の発生時において、各廃棄物関係団体との協定に基づく取り組みが円滑に行われるよう、平常時か

ら連携強化のための訓練等を行う必要がある。（環境整備課） 

 

【交通規制及び交通安全対策の実施等】 

 ○交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者と連携した訓練実施による支援体制の強化 
   交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者による支援体制の確立のため、（一社）日本自動車連盟（Ｊ

ＡＦ）及び（一社）山梨県警備業協会と協定を締結しており、各種防災訓練等を通じ、市街地における被

災建物、放置車両の排除等により避難路を確保する訓練を行い、事業者との連携の強化を図るなど、継続

的に支援体制の強化に向けた取り組みを推進する必要がある。（警察本部） 
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【災害によるインフラ被害の最小化】 

○事前伐採の推進 

県・市町村・電力会社等の関係機関が連携し、災害による電力供給インフラ被害の最小化を図る必要が

ある。（環境・エネルギー政策課） 

 

【感染症対策の強化】 

○大規模災害時における感染対策 

避難所における感染症の発生及びまん延は被災者の健康・生命に影響を及ぼす恐れが高いが、令和６年

１月１日に発生した能登半島地震では、避難所において新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエン

ザ及び感染性胃腸炎などの感染症がまん延した。 

大規模災害発生時における避難所等の感染対策が円滑に行われるため、市町村と連携して準備を進め 

る必要がある。 

 

【災害時保健医療体制の整備】 

○防疫業務を迅速に実施できる体制の確保 
防疫業務を迅速に実施できる体制の確保を目的として、平成 25 年 4 月に山梨県ペストコントロール協

会と「大規模災害時における防疫業務の協力に関する協定」を締結した。 
協定により他の都道府県のペストコントロール協会の協力を得て県内の防疫業務を実施できる体制が

担保されており、有事の際は、専門性を生かした効果的・効率的な防疫業務が期待できる。 
引き続き、協会との円滑な連絡体制の整備を行う。（感染症対策グループ） 

 

【中小企業に対する災害時支援制度の充実等】 

 ○「事業継続力強化計画」認定の促進 

   平成 28 年 10 月に県、東京海上日動火災保険(株)及び商工団体等で、「事業継続計画（ＢＣＰ）策定支

援等に関する協定」を締結し、協定締結団体が連携して取り組みを行った結果、令和４年度末時点におけ

る県内中小企業の「事業継続力強化計画」認定数は 398 社となった。 

 令和 4 年度からは、県のイノベーション補助金において、事業継続力強化計画の認定を受けた企業への

加点制度を導入し、計画策定への意欲を高める取組を行っている。 （産業政策課） 

 

○「事業継続力強化支援計画」策定の促進 

 国では、小規模事業者支援法を令和元年６月に改正し、商工会及び商工会議所が行う経営改善普及事業

の一環として、中小企業者の防災・減災対策を支援する「事業継続力強化支援事業」を新たに位置付け、

商工会及び商工会議所が市町村と共同して中小企業者の事業継続力強化を支援するための「事業継続力強

化支援計画」を策定し、県知事が認定する制度を創設した。 

 県は、商工会・商工会議所及び該当市町村に計画策定の働きかけを行うため、令和２年１０月に「事業

継続力強化支援計画の申請ガイドライン」を策定・公表し、令和４年度末に２４団体が計画を策定した。

（産業政策課） 
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Ｄ）老朽化対策 

 

【公共施設等の総合的・計画的な管理の推進】 

 ○公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 
   これまでに長年にわたり整備を進めてきた公共施設・インフラの老朽化が進み今後一斉に更新時期を

迎える一方、人口減少等による財政状況の悪化や公共施設等の利用状況の変化等、公共施設等を巡る状況

の変化から従前の管理運営では自治体経営が立ち行かなくなる懸念が生じつつあることから、公共施設

等の維持・管理にかかる財政負担の軽減・平準化及び公共施設等の最適な配置を実現するため、「山梨県

公共施設等総合管理計画」を策定した。 
   今後は、同計画に基づき策定した施設類型ごとの個別施設計画等により、県が管理・所有する公共施設

等の総合的かつ計画的な管理を行っていく必要がある。（資産活用課） 
   
 ○社会資本整備重点計画の策定及び推進 

   限られた財源の中で、県民生活の向上や地域経済の発展を支える社会資本の整備を効果的・効率的に推

進するため、選択と重点化により重点的に取り組むべき社会資本整備の方向性を明らかにした「山梨県社

会資本整備重点計画」を策定（第一次：平成１６年～平成１９年、第二次：平成２０年～平成２６年、第

三次：平成２７年～令和元年、第四次：令和２年～令和９年）し、同計画に基づき整備を推進してきてい

る。国による「防災・減災、国⼟強靱化のための５か年加速化対策」の内容を反映し改定した第四次計画

（令和２年～令和９年）に基づき、引き続き整備を推進する必要がある。（県土整備総務課） 

 

【鉄道設備の老朽化対策の推進・促進】 

 ○鉄道輸送の安全性向上への支援及び整備促進 

   鉄道輸送の安全の確保を図るため、中小民間鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備に補

助しているが、地域鉄道の維持はもとより、今後は大規模自然災害を踏まえ、必要に応じた設備の整備も

想定されるため、引き続き補助事業を実施する必要がある。（交通政策課） 

  

【上下水道施設の老朽化対策の促進等】 

 ○水道施設の耐震化の促進 
 各水道事業者における水道施設の耐震化の促進を図ってきており、令和 3 年度末時点での基幹管路の

耐震適合率は 36.5％となっている。 
 また、各水道事業者の応急給水資機材の整備状況について調査し、整備の促進を図ってきている。 
 引き続き、各水道事業者が行う水道施設の耐震化及び応急給水資機材の整備の促進を図る必要がある。 
 更に、各水道事業者の飲料水の必要数等を調整し、応急給水を円滑に実施するため、平成 18 年 3 月、

サントリー（株）と「大規模災害発生時における飲料水の運搬協力に関する協定」を締結した。大規模災

害発生時には、複数のルートによる給水応援要請や活動が行われることが考えられることから、引き続き

関係機関との連携を図る中で、円滑な応援活動が実施されるよう県で調整を図る必要がある。（衛生薬務

課） 
 
 ○下水道施設の長寿命化の推進 

 これまで下水処理場の機械・電気設備の整備や幹線管渠の日常点検などにより、随時修繕や消耗部品の

取り替えを行なう中で、下水道施設の長寿命化を図ってきたが、令和２年度に下水道機能の維持のため、

下水道施設全体の長期的な施設の状態を予測しながら、施設の点検・調査・修繕・改築を実施していくス

トックマネジメント計画を策定した。今後、このストックマネジメント計画に基づき、下水道施設を計画

的かつ効率的に管理していく必要がある。（下水道室） 
 
【道路、橋梁等の老朽化対策の推進】 

 ○老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化  

 林道施設の長寿命化及び機能強化対策として、平成 30 年度に施設の再点検を実施したところ、605 箇

所ある橋梁等のうち県道や市町村道と連絡する路線等の 152 箇所を優先的に補修する必要があると判明

した。令和 4 年度は、山梨県県営林道施設長寿命化計画（個別施設計画）に基づき 6 箇所の対策を実施し

た。災害時の緊急輸送路等となる林道施設の老朽化対策として、引き続き長寿命化に取り組む必要がある。

（治山林道課） 

  
○大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

 重要物流道路制度における重要物流道路及び代替路・補完路の整備を最優先させ、災害時の物流機能を

確実に確保するとともに、避難誘導や救援活動を支える幹線道路等の整備を推進しているが、依然として

多くの未整備箇所が残っており、非常事態に対応する道路網の確保が課題であるため、引き続き幹線道路

等の整備を推進する必要がある。また、老朽化対策として、既存道路の改築を推進していく必要がある。

（道路整備課、高速道路推進課、都市計画課、甲府河川国道事務所（国）） 

 

○大規模地震などの発生時に避難を支える道路の整備 

地域間の連携を強化する道路を整備することにより、災害に強い道路網や沿線地域住民の避難を支える

道路網の確保に繋がることとなるが、依然として多くの未整備箇所が残っており、災害時の非常事態に対

応する交通の確保が必要であるため、引き続き整備を推進する必要がある。また、老朽化対策として、既
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存道路の改築などを推進していく必要がある。（道路整備課） 

 

 ○緊急輸送道路の橋梁の耐震化の推進 

   災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、跨線橋・跨道橋と緊急輸送道路の橋梁の耐震

補強を進めてきており、対象橋梁の耐震化率は約 53％と一定の成果があるが、未実施の箇所も多く、引

き続き耐震化を推進する必要がある。（道路管理課） 

災害時における道路利用者の安全性向上、災害時の緊急輸送路の確保に配慮し、橋梁の耐震化工事を進

めてきており、引き続き橋梁の耐震化を推進する必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

 ○橋梁の長寿命化の推進 

   災害時における道路の安全性や信頼性の確保を図るため、「山梨県橋梁長寿命化実施計画」に基づき、

必要な対策を実施していく必要がある。（道路管理課） 

平成 26 年度に改正された道路施設（橋梁、トンネル他）の点検要領に基づき、適切な維持管理を行っ

ていく必要がある。（甲府河川国道事務所（国）） 

 

【農業用施設等の老朽化対策の推進】 

 ○農村資源の保全管理活動の推進 
 多面的機能支払交付金等を活用して、農地等を保全する共同活動等（草刈り、水路の泥上げや補修等）

の取り組みを支援しているが、 高齢化や過疎化に伴い集落機能が低下している地域もあるので、活動を

継続するために支援を続けていく必要がある。（農村振興課） 
 
 ○農業用ため池の耐震化の推進 
   ため池の整備については、平成２５年度から機能の健全度を把握するために一斉点検及び耐震調査を

実施し、この調査結果を踏まえ、ため池等整備事業や土地改良施設耐震対策事業などの農地防災事業によ

り、耐震化対策が必要なため池の整備を進めており、今後も計画的な整備を進める必要がある。 
更に、これらのハード対策と併せて、地域防災体制の構築や施設を適切に保全していくための管理体制

の整備などのソフト対策を実施する必要がある。（耕地課） 
 
 ○土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

 農地や農業用施設等の農業生産基盤に係る災害の未然防止や低下した機能を回復するため、これまで緊

急性の高い箇所に対して土砂災害防止対策や地すべり対策等を実施し、農業生産の維持及び農家経営の安

定と国土の保全、農村地域の安全、安心な生活環境の実現を図っているが、一方で、老朽化が著しい農業

用水利施設等も存在していることから、継続した整備が必要である。（耕地課） 
 

○浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 
 農地等の浸水・浸食被害が懸念される農村地域において、用排水路の法面崩落防止や、排水機場の機能

保全等の整備を進めてきた。今後も、引き続き農地の浸水・浸食被害対策を推進するとともに、整備済み

の農業用水利施設の長寿命化・耐震化対策を併せて進める必要がある。（耕地課） 
 

○基幹的農業水利施設等の整備 
   これまで、基幹的農業水利施設等については、営農に必要な農業用水を安定して供給するための整備を

進めてきており、農業生産の維持及び農家経営の安定化に大きな役割を果たしている。しかしながら、整

備から年数が経過し老朽化が進んだ施設も存在しており、突発的な事故の防止や低下した機能を回復す

るため、補修・補強等の整備が必要である。（耕地課） 
 
 ○農業集落排水施設の長寿命化の推進 

 農業集落排水事業を昭和 59 年度から実施し、44 箇所の整備を行い、農業集落の集落環境の向上を図っ

てきた。平成 25 年度に施設の整備目標 100％を達成し、一定の成果を得ている。一方、施設の機能維持

に向けた取り組みとして、令和２年度までに県内 44 地区全てにおいて、適正な時期に必要な対策を実施

していくための最適整備構想の策定が完了した。（耕地課） 
 
 ○農地の整備（生産基盤の整備） 
   農業生産の基盤となる農地や農業用施設は、食料の安定供給や農村の健全な発展に寄与するとともに、

生産活動の継続により農業・農村が有する多面的機能が発揮され、県土保全に大きな役割を果たしてい

る。しかしながら、狭小で不整形の農地は作業効率が悪く、また、農業者は高齢化によるリタイヤが進み、

農地を有効に利用する体制が十分でないため、荒廃農地の増加が進行している。このため、農地の大区画

化や汎用化により、生産コストの削減や生産量の増大を図るとともに、担い手への農地集積・集約化を推

進するため農業基盤整備の実施が必要である。（耕地課） 
 
【河川管理施設、ダム及び土砂災害対策施設の老朽化対策の推進】 

 ○老朽化した治山施設の長寿命化及び機能強化 
 平成 25 年度から令和元年度にかけて施設点検を実施し、早期に対策が必要となった 115 箇所の内、令

和３年度までに全ての施設の補修を完了し、引き続き点検診断を実施した結果、対策が必要となった 11
箇所の長寿命化対策を令和４年度に実施した。今後も、治山施設の長寿命化対策に取り組み、山地防災力

の強化を図る必要がある。（治山林道課） 
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 ○河川管理施設及びダムの長寿命化の推進 

洪水災害を未然に防止するため、定期的な巡視や点検等による河川管理施設の維持、樹木の伐採や堆積

土の除去による流下断面の確保、河道掘削、河道拡幅や築堤の整備・機能強化等の対策を進めるとともに、

排水機場や伏越水門等の排水施設の長寿命化と整備を推進している。 

   県内 6 多目的ダムにおいても、ダム及びダム周辺施設等の改良・長寿命化、維持・管理等を実施してお

り、多目的ダムの洪水調節機能により概ね 80 年に一度の豪雨に対し、洪水調節が可能となっている。ま

た、多目的ダムには供用開始後 100 年間の堆砂を想定した堆砂容量が確保されており、ダム上流部におけ

る大規模土砂災害に対しても抑止効果を持っている。 

   引き続き、これらの取り組みを推進する必要がある。（治水課） 

 

 ○砂防施設の長寿命化計画の策定及び改築等の実施 

 山梨県は古くより土砂災害が多く、明治 14 年には砂防事業に着手しており、これまで多くの砂防施設

を整備してきた。 

 土砂災害を未然に防止し、県民の生命・財産を守るため、整備済みの砂防施設の健全度を把握し、長期

にわたりその機能及び性能を維持・確保することを目的に、長寿命化計画を策定した。また、トータルコ

ストを縮減し予算を平準化していくため「予防保全型維持管理」の考え方を導入した長寿命化計画の策定

に着手しており、計画的維持管理や更新を実施する必要がある。（砂防課、富士川砂防事務所（国）） 

 

【都市公園施設等の老朽化対策の推進】 

○国立・国定公園等施設の老朽化対策、国際化対応及び長寿命化対策の推進 

令和 4 年までに三ッ峠歩道整備工事、白根山系縦走線歩道整備工事、西沢渓谷歩道二俣吊橋補修工事、

北杜市美し森歩道整備工事等実施。（自然環境整備交付金） 

長寿命化計画に基づき、二俣吊橋（西沢渓谷）、広河原橋（南アルプス）の補修設計及び補修工事を実

施。 

近年の局地的な豪雨により県内の観光資源課が所管している登山道全般に丸太階段の地山土砂が流出

するなどの登山道が見られる。所管の登山道は、雨水にさらされる環境下にあり地山の地質が土砂のため

近年のゲリラ的豪雨の影響を受けやすい。優先度を決めて整備計画に計上しているが、引き続き定期的な

現地調査が必要となる。 

 
 ○都市公園施設の長寿命化の推進 

 これまで、平成 22 年度から都市公園内の大規模集客施設及び橋梁のうち旧耐震基準のものの耐震化を

行ってきており、耐震化率は 100％（平成 24 年度末）である。 
 また、都市公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、１２県営公園において、

「山梨県公園施設長寿命化計画」の策定を行ない、計画に基づいた改修・更新工事を進めている。今後も

引き続き計画に基づいた施設の長寿命化を図る必要がある。（景観まちづくり室） 
 
 ○都市公園の防災活動拠点機能の強化 

「東海地震応急対策活動要領」に基づき、防災活動拠点に指定された都市公園の整備を図るため、平成

20 年度から、災害時の防災活動拠点となる６都市公園（小瀬スポーツ公園、富士北麓公園、曽根丘陵公

園、笛吹川フルーツ公園、富士川クラフトパーク及び緑が丘スポーツ公園）において施設整備、改修、バ

リアフリー化等、防災活動拠点としての第１期整備を実施してきた。 
山梨県地域防災計画において、防災活動拠点に指定された県営都市公園については一定の防災機能整備

は完了しているが、近年の災害発生時の状況等をみると、より高い機能が求められる傾向にある。（景観

まちづくり室） 
 
【県営住宅の老朽化対策の推進】 

○県営住宅の長寿命化の推進 

県営住宅の安全性の確保・向上を図るため、「山梨県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、更新時期を

経過した住宅の建替え、全面的改善工事、外壁・防水改修工事などを進めてきており、これまでに千塚北

団地ほか 6 団地の建替えや、三珠団地ほか 6 団地の全面的改善工事などを行い、一定の成果があった。 

しかし、事業が未実施な建物もまだ多く、今後も経年劣化により老朽化が進行していくことから、引き

続き、計画（経年年数や需要などを基に総合的に判断した 4,214 戸の対策）に基づいた建替えや改善事業

などを実施する必要がある。（住宅対策室） 

 

【建築物等の耐震対策の推進】 

○私立学校の耐震の促進 

   私立学校耐震診断実施事業費補助金により、私立学校の耐震診断を促進し（平成 24 年度～平成 26 年

度）、安心こども基金耐震化支援事業費補助金（幼稚園を対象：平成 24 年度～平成 28 年度）や私立学校

施設整備費補助金（文科省事業）を活用し、私立学校の耐震化を推進している。この結果、私立学校の令

和 4 年度末における耐震化率は 89.5％となった。 

しかしながら、耐震化が未実施の施設があることから、更なる学校施設の安全確保を図るため、補助事

業の活用を働きかけるなど、引き続き耐震化を促進する必要がある。（私学・科学振興課、子育て政策課） 

 
○有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 
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国・県指定の有形文化財（建造物）の耐震対策のため、解体修理工事補助に併せて耐震対策のための構

造補強工事等に対しても助成を実施し、令和 5 年度までに 18 棟の耐震対策を終了している。 
   国・県指定の有形文化財（建造物）の解体修理工事は、長期間（約 100 年から 300 年ごとに実施）、か

つ多額の費用がかかるが、それに併せて、今後とも耐震対策を計画的かつ着実に実施する必要がある。 
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Ｅ）研究開発 

 

【富士山の噴火予測手法の確立等】 

 ○富士山火山防災教育・普及啓発の推進及び国際シンポジウムの開催等 
「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度~29 年度）及びその継続研究の成果を基に、平

成 26 年度以降、富士山学習等をはじめとした火山防災教育、火山防災研修や火山災害の軽減のための国

際ワークショップ等の開催に取り組んでおり、一定の成果を上げている。一方で、平成 26 年 9 月の御嶽

山噴火災害を契機に、平成 27 年に活動火山対策特別措置法が改正、令和 3 年 3 月に富士山ハザードマッ

プが改定され、それを受けて令和 5 年 3 月に富士山噴火避難基本計画が新たに策定された。新たな計画に

基づいた周辺住民、登山客や観光客への対策が求められており、火山防災対策情報や災害知識の普及･啓

発の仕組みづくりに取り組む必要がある。（富士山科学研究所） 
   
【森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究】 

○森林下層植生が土砂流出防止に及ぼす影響と植生回復に関する研究 

植生回復及び土砂流出を調べるために植生保護柵内外に設置した調査区では、これまでの調査におい

て、植生保護柵内で植生の回復がわずかに認められた。土砂流出量については、植生保護柵の有無による

違いはまだ判定できないため、今後も研究・観測を継続する必要がある。（森林総合研究所） 

 
【富士山火山防災研究の推進】 

○富士山の火山活動と防災対策に関する研究の推進 

富士山の防災対策を実効的に行うためには、富士山の噴火履歴とそれを基にした噴火シナリオの構築、

災害を予測するための火山現象の数値シミュレーション、火山活動の観測が不可欠である。平成 26 年度

から「富士山火山防災のための火山学的研究」及びその関連研究を継続し、噴火履歴の精緻化、噴火シナ

リオの構築や既存の数値シミュレーションの富士山への最適化、噴火予想を目的とした重力観測、他の研

究機関と研究および火山観測に関する協力関係の構築、火山観測データの流通等を実施している。一方で、

富士山の過去の噴火の数は他の火山に比べ圧倒的多く、さらなる噴火履歴の精緻化のための研究を継続す

る必要がある。また、富士山の噴火は噴火様式や規模が多様であること、噴火するまで火口が確定できな

いことから、噴火発生時に避難を速やかに行うためには、噴火の兆候を捉えるための火山観測の充実や噴

火予測手法の確立、災害を予測するための数値シミュレーションの開発、噴火発生時に速やかに避難行動

が取れるような次世代型のハザードマップの開発が不可欠となっている。引き続き、富士山の噴火災害を

軽減するため、噴火履歴の研究、噴火予測手法および災害予測手法の開発・確立、次世代型のハザードマ

ップの開発などの取り組みを推進する必要がある。（富士山科学研究所） 

 富士山では毎年雪代が発生し、富士スバルラインに土砂流出が起こり被害を与えている。これまで実施

した研究「雪崩発生条件の解明と観測機器の開発（平成 26 年~29 年）」、「斜面崩壊による災害観測を可

能とする IoT 観測機器の開発（平成 30〜令和 3）」により既存の火山観測網や臨時振動観測点を設置する

ことにより、発生源や流路を特定する技術が開発されつつある。これらの検知技術は、火山噴火発生後の

降雨型土石流、融雪型火山泥流、斜面崩壊、火山体崩壊等の火山における現象に対しても応用することが

可能であり、研究開発を継続して実施する必要がある。（富士山科学研究所） 

 
○火山防災体制強化に資する研究の推進 

「富士山火山防災のための火山学的研究」（平成 26 年度〜29 年度）において噴火履歴の研究を実施し、

「富士火山北麓における噴火実態の検証」（平成 28 年度〜30 年度）においてハザードマップとして懸案

となっていた雁ノ穴丸尾溶岩の火口の特定を行った。また、令和 3 年に改訂された富士山ハザードマップ

において富士山の噴火履歴の基礎データを提供するとともに、火山学的観点からハザードマップの改訂に

貢献している。一方で、富士山には未だ年代や噴火口が特定されていない噴出物が無数にあり、富士山の

噴火の特徴を理解するには富士山の噴火履歴を高精度化するための研究を推進する必要がある。 
周辺市町村の中高等学校の生徒をはじめ、地元住民への富士山火山ハザードマップを理解するためのワ

ークショップの実施を行っている。一方で、現行のハザードマップや避難対象エリアは、住民にとって理

解するのが困難であり、噴火時の避難を的確に行うためには、これらマップを住民の方々が理解しやすい

ようにする必要があり、そのため研究が必要である。（富士山科学研究所） 
 

【山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進】 

○山梨県産針葉樹材による CLT 製造技術の確立と利用促進 
これまで、研究により得られた成果や知見をまとめ、「林業やまなし」や「しんりんけんメールマガジ

ン」などへの掲載、学会大会での発表、学会誌への論文投稿などを通した普及活動を行った。また、CLT
実大材モデルを森林総合研究所玄関に展示し、県産材のＣＬＴへの利用促進を図る PR を行っている。（森

林総合研究所） 
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Ｆ）デジタル活用 

【デジタル技術の活用による作業の効率化】 

○現場におけるドローン活用や ICT 施工による作業効率化の推進 

  ドローンを用いた測量や ICT 機器による効率的な施工等、その利活用は一部の企業に留まっており、中

小規模の建設企業などには普及していない状況であるため、全ての企業が普段使いの技術として使用可能

な状況となるよう、更なる普及拡大を図る必要がある。（技術管理課） 

 

○災害時におけるドローン等のデジタル技術の活用 

災害発生時において、立ち入り困難な被災現場での的確な情報収集やそれをもとにした早期の復旧のた

めの計画づくり等を行う上で、的確かつ効率的に行うためには、ドローン等の機材の整備や職員が操作で

きる体制を整えておく必要がある。（県土整備総務課、技術管理課、道路管理課、治水課、砂防課） 

 

【防災・災害情報提供体制の整備】 

 ○被災者に対する情報提供 
   災害時は、各報道機関との放送（報道）協定に基づく放送（報道）の要請を行い、テレビ・ラジオ・新

聞紙面を活用した適時適切な情報提供を行う必要がある。また、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した多様

な手段による情報提供を行う必要がある。（広聴広報グループ） 
災害に関するホームページなどからの問い合わせについては、即時性を求める内容の投稿もあるため、

迅速な対応に努める必要がある。（広聴広報グループ） 
 

○河川情報システムの運用 

 防災に資する情報提供手段の確立のため、総合河川情報システムを整備し、各河川の雨量・水位情報を

収集して、リアルタイムでインターネット・携帯電話に情報提供を行ってきており、迅速な警戒避難行動

に一定の成果を上げているが、ＩＣＴの進展に伴うサーバやネットワークの性能向上、ソフトウェア技術

の革新などに適確に対応して、引き続き適切なシステムの運用を図る必要がある。（治水課） 

 

○土砂災害等情報システムの運用 

土砂災害警戒情報システム等を整備し、平常時は土砂災害危険箇所等の情報を、降雨時（災害時）には

気象情報、土砂災害の危険性が高まっている箇所等の災害関連情報を市町村や住民等に提供している。 

   また、県内のケーブルテレビ事業者と土砂災害情報の配信について協定を締結し、災害時等にマスメデ

ィアによる情報提供を行うなど一定の効果を上げているが、今後も効果的な情報提供を行う必要がある。

（砂防課） 

 

【被害情報の収集体制の確立】 

 ○ヘリコプターテレビ伝送システムによる被害状況等の情報収集体制の確立 
 災害発生時の映像による被害状況等の情報収集体制の確立において、消防防災ヘリコプター「あかふじ」

からのテレビ伝送システムは欠かすことのできない手段である。映像による被害状況等の情報収集体制の

充実のため、引き続き消防防災ヘリコプター「あかふじ」からのテレビ伝送システムを活用する必要があ

る。（防災危機管理課） 
 

【通信機能の強化】 

 ○災害時の迅速かつ適確な応急対策に資する最先端技術を活用した防災通信網の整備による情報収集・伝

達体制の確立 
富士山噴火時の迅速な情報収集・伝達のためローカル５Ｇなどの高速通信網の整備や地上波だけでなく

スターリンクなどの衛星回線での多重化を図ることで迅速かつ確実な情報通信網を整備するとともに、文

字・音声情報だけでなく映像・画像通信により「分かり易い」情報通信体制を整備する。（火山防災対策

室） 

また、災害時における被害情報収集・伝達体制の確立のため、県、市町村、消防本部、防災関係機関に

設置されている防災行政無線の維持管理や設備の更新を行うとともに、災害時における活動拠点となる都

市公園等に防災行政無線を増設するなど通信機能の強化を図っている。引き続き、安定した通信確保を図

るため、施設の維持管理と整備を行う必要がある。（防災危機管理課） 
  

 


